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森林所有者の経営意思決定と森林資源の社会的最適利用に関する研究



序章課題と方法

1 .公共財としての森林と私的財としての木材

森林は、伐採されることによって木材等の財を社会に供給するロまた存在する

ことによって、土砂の流出を防ぎ、景観や森林レクリエーションの場を提供する

など、無形のサービスを社会に供給しているロ森林計画制度では、森林が社会に

供給しているさまざまな財、サービスを、森林の有する機能として次の 5つの機

能に分類している。すなわち、水源画養機能、山地災害防止機能、生活環境保全

機能、保健文化機能、木材等生産機能、である(森林計画研究会(1987)を参照〉ロ

さらにこれらの機能は、表-1に示すように 37種類に区分されている。

表-1 森林の有する機能

機能四区分

水諒酒養機能

山地災害防止機能

生活環境保全機能

保健文化機能

木材等生産機能

機能の種類

渇水緩和・洪水緩和・水質浄化

土砂崩壊防止・土砂流出防止・なだれ防止

落石防止・侵食防止

二酸化炭素吸収・酸素供給・気温緩和・温度維持

霧害防止・風害防止・飛砂防止・雪害防止

潮害防止・塵壊吸着・汚染物吸着・騒音防止
火災延慎防止・災害時の避難場所の提供

レクリエーションの場の提供・保護の場の提供

スポーツの場の提供・芸術、創造の唱の提供

自然とり触れ合いの場の提供・精神安定の場の提供

景観の提供・教育の場の提供・野生鳥獣の保護

魚類の生育環境の保全・遺伝子資額の保全

学術研究の場の提供

木材生産・その他森林生産物の生産(特用林産物、

薬草、動物、林間作物、昆虫等)

資料:森林計画研究会編「新たな森林・林業の長期ビジョンJpp.93-94より



一方、経済学では、財やサービスを私的財と公共財という概念によって区別す

る。公共財とは、非排除性か非醜合性のいずれかの性質をそなえた財をいうロ一

方、私的前とはこれら二つの性質のどちらも持たない財である(ここで、非排除、

性とは、その財がある人に供給されると他の何人もその財を消費することから排

除できないか、あるいは排除するためには莫大な費用が必要とされるような財の

性質をいうロまた非醜合性とは、複数の人々がお互いの消費する分量を削ること

なく、全員が同じ量を消費できるような財の性質をいう。詳細は、例えば柴田・

柴田(1988)第 4章を参照のこと)。

さて、このような私的財と公共財の概念を用いると、森林が社会に供給する財、

サービスはどのように整理されるだろうか。下に示した図ー 1は、その一つの試

みである白なおここでは、財、サービスと機能とを区別することなく用いているロ
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保健文化機能(1 ) 

木材等生産機能
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図-1 森林が社会に供給する機能の公共経済学的分類

注)保健文化機能 ( 1 )問機能に属する種類で r-の場の提供」とあるもの

( 11 )遺伝子資源の保全・野生鳥獣の保護

〈皿)景観の提供・魚類の生育環境の保全

生活環境保全機能(1 )二酸化炭素吸収・酸素供給・気温緩和・温度維持

( 11 )霧害防止・風害防止・飛砂防止・雪害防止

潮害防止・鹿壊吸着・汚染物吸着・騒音防止

火災延焼防止・災害時の避難場所の提供
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残念ながら、この整理は完全なものとはいい難いロしかし、ここで示されてい

る重要な点は、諜林が社会に供給する財、サービスには、私的財から純粋公共財

にわたるさまざまなタイプ白もむが含まれていることである o こ白多面性こそは、

森林の持つ優れた特質のーっといえるだろう o しかしまた、この特質が一つの経

済問題を生み出すロそれは次のようなものである白

森林はさまざまな財、サービスを社会に供給する o このうち私的財にあたる木

材等(以下、単に木材と呼ぶ〉は、森林が失われることによって、すなわち部分

的であれ全面的であれ、伐採されることによって社会に供給される。一方、公共

財に詰当するサービス(以下、公益的サービスと呼ぶ)は、森林が存在すること

によって社会に供給される。両者の聞には、森林の消失と存在という明白なトレ

ード・オフ関係がある。また、木材は商品として市場で取り引きされるが、森林

の公益的サービスには、取り引きされる市場が一位に存在せず、したがって無償

で供給される。このため、森林所有者は木材の生産を重視し、公益的サービスの

供給を無視ないしは軽視することになる白結果として、森林の公益的サービスは、

社会が望む水準よりも低い水準でしか供給されない。すなわち森林の多面性は、

森林所有者にとっての森林資諒の最適利用と、社会にとっての最適利用との聞の

事離をもたらすであろう。それは、公共財の過少供給問題として知られる問題の

森林資顧版である o

この予想から、次のような課題が導かれるロすなわち、いかにして森林所有者

の森林資顕の利用を、社会的に望ましい利用と一致させるか。そして、こ白課題

を考察する前提として、森林所有者の森林資揮の利用とはどのようなものか、ま

た、社会的に最適な森林資諒の利用とはいかなるものかが、明らかにされる必要

がある。

2 .本研究の課題と方法

本研究は、以上のような森林資源の利用に関する問題を、ミクロ経済学的なア

プローテによって考察するロミクロ経詩学は、限りある資額の適切な配分につい

て研究する学問分野であり、上述の問題は、まさに森林、林業に関するミクロ経
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苦学的な経済問題と言うことができる白

ミクロ経済学は、通常二つ由部分から構成されているロ一つは、経済主体白資

源利用に閲する行動を理解し、叙述する実証分析であり、もう一つは資源の社会

的最適利用を明示し、それを実現するための方策を考察する規範分析であるロこ

こで前者の分析は、後者の分析の基礎となっている白また、経済主体の行動をな

んらかの最適化行動として把握する点が、ミクロ経済学D特徴であるロ

本研究もまた、これに準じて二つの部分から成る。すなわち第 1部は、森林所

有者の意思決定に関する実証分析に充てられる。第 2部は規範分析であり、森林

資源の社会的最適利用とその実現のための諸方策を考察するロ以下では、それぞ

れの課題と内容を簡単に述べておこうロ

第 1部の課題は、森林所有者を、なんらかの最適化行動をとる経済主体と見な

したとき、その森林資額の利用に関していかなる結果が導かれるかを明らかにす

ることであるロ

森林所有者は財産保持的であり、林業の発展、森林資掠の有効利用のためには、

その性格を脱して企業的な経営を行うことが必要である、といった見解が、今日

でもしばしば耳にされるロしかし、財産保持的とはいったい、森林所有者のどの

ような行動様式を指し、それはいかなる要因によって生じているのだろうか。ま

た財産保持的という言葉と対置する、企業的経営とはいったいどのようなものを

指すのだろうか。意外なことに、これらの点について明確に定義ι、分析した研

究成果は見あたらない白むしろ、このような見解が口にされるのは、往々にして、

分析者が森林所有者の行動を理解できないとき、または行政担当者が森林所有者

の行動をうまくコントロールできないときのようであるロ

しかし必ずしも、森林所有者がそのような責めを受ける筋合いはないだろう司

また、森林所有者を財産保持的というブラック・ボックスに閉じこめておくこと

は、経済分析を行う上で全く不必要なことであるロむしろ、森林所有者の行動を

理解し、また必要に応じてコントロールするためには、ミクロ経済学的なアプロ

ーチ、すなわち、森林所有者は合理的に行動すると見なし、それによって得られ

た結果と、現実の行動とを比較検討することが、有用であると考えられるロ本研

究もまた、このような考え方を基礎とするものである。

ところで、森林所有者の森林質調の利用に閲する意思決定には、さまざまな内
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容が含まれている。すなわち、植栽樹種の決定から、施業の内容、伐期齢、販売

方法、伐採方法、さらには造育林投資のための資金調達、経営する森林面積の決

定に至るまで、その内容は実に広範にわたっているロこの中で、本研究では特に

伐期齢、伐採齢に閲する意思決定問題に関心を集中する。その理由は、本研究を

通じて明らかにされるように、この問題が森林資源の利用に関する基本問題と見

なされるからである白

さて、第 1部は次のように構成されているロ

第 1章では、伐期齢の決定問題に関するこれまでの研究成果を調査、検討するロ

伐期齢の決定問題が、理論的に整理されて論じられるようになったのは、それほ

ど古いことではない口実のところ、それはここ 20年ばかりのことである D この

問題は、約 l世紀ほど前から合理的な経宮のための経営指針として論じられてき

たが、それはミクロ経済学的に考察されたものではなかったロ第 1章ではこのよ

うな経韓を踏まえ、まず、林業経営にとって最も適切な伐期齢決定ルールは何か

という問題を論じる。ただし、ここで取り上げられるのは、 100年前から林学

者自聞で論じられている古い問題ではなく、ここ 20数年の聞に経済学者の聞で

論じられた比較的新しい論争である白一方、第 1章白後半は、伐期齢決定問題に

閲する近年の研究成果を紹介し、これを検討する。ここでは、伐期齢決定モデル

のさまざまな拡張が取り上げられ、施業の選択、諸価格の変化、技術の変化、そ

して将来の不確実性の存在が考慮される。また、単一一斉林モデルの異齢林モデ

ルへの拡張についても考察するロ

伐期齢の決定ルールは、これまでいくつか提案されてきたロしかし、第 l章で

明らかになるように、今日では、適切でない決定ルールを基にした分析や考察は

ほとんど行われていないo これは、ミクロ経済学的思考様式では、理論的に適切

な決定ルールがそのまま森林所有者の行動仮説と見なされるからである白しかし、

実証分析の精神からすれば、現実に森林所有者が用いている決定ルールを検討す

ることが必要であって、それを理論的に適切なものに限定する理由はない。現実

の森林所有者は、森林経理学者や経済学者の主張に影響されて、適切でない決定

ルールを用いているかもしれない白また、研究者が誤った決定ルールを思いつい

たのと同椋に、森林所有者も適切でない決定ルールを思いつき、それにしたがっ

ている可能性は否定できないロこのため、第 2章では適切な決定ルールとともに、
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適切でない決定ルールも取り上げて、それらのルールから導かれる伐期齢の特質

を検討するロ

第 3章は、日本林業の動向の分析を行う o それは第 2章の結果の応用と、モデ

ルの拡張によるものである白日本林業を取り巻く経済環境として、外材による寡

占市場が形成され、木材価格が低迷するようになってから、すでに 20数年を経

ている D またこの問、日本経済は着実に成長を遂げてきたロこのような市場環境

の変化に対して、幾人かの林業経済学者は日本林業の進むべき方向を論じている白

日く、育林生産の集約化によって外材との製品差別化を志向すべきである。日く、

大量生産を基礎に加工流通過程を合理化し価格競争力を強化すべきであるロ日く、

長伐期化と低コスト化を進めるべきである o

しかし、こうした規範的な議論をする前に、実際に日本林業がどのような動向

を示しているかを明らかにする必要があるロこのことは当然のことであって、実

際、多くの調査研究が行われている。ただし、地域研究は豊富に報告されている

一方で、より広域的な研究はほとんど行われていない白これに対して第 3章は、

森林所有者の意思決定モデルによって、普遍的な観点から、育林生産の現場でど

のようなことが生じているか、あるいは今後生じるかを考察する。なお、この章

で得られる結果は、単に森林資源白適切な利用というミクロ経済学的問題だけで

はなく、地域経済の維持、発展といった経詰問題にも応用されるものであるロ

本研究の第 2部は、森林資額に関する規範的な問題を考察するロその課題は、

森林所有者の森林資源の利用と社会全体として望ましい森林資顕の利用との聞の

一致や車離を示し、社会的に望ましい森林資額の利用を実現するための方策を考

察することにある o また、社会的に望ましい森林資揮の利用を、具体的に示すた

めには、森林の公益的サービスを貨幣評価することが不可欠である白したがって、

森林の公益的サービスの価値評価法を明らかにすることもまた、ここでの課題で

ある。

ところで、森林所有者と社会の聞で、森林資額の利用のあり方が帯離するとい

う場合、そ白内容はつぎのような二つのタイプに分類することができる白一つは、

森林資額として利用すること自体に関する事離である。例えば、森林所有者は森

林の一部をゴルフ場や農業用地など、他の用途に利用したいと考えることがあるロ

しかし、社会全体としてみれば、それは望ましいことではないかも知れない。も
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う一つは、森林資源としての利用を前提としたときの、利用の仕方に関する畢離

である o 例えば、現在、森林所有者が伐採して再造林したいと考えている森林も、

社会にとっては、今しばらく伐採せずにおいておくことが適切かも知れない o 実

際には、これら二つの問題は密接に関係し合っており、分離できない場合も多い白

しかし、本研究では理論の筋道や分析の見通しをよくするために、これを分けて

考察することにするロ

さて、第 2部もまた三つの章から構成されている。

第 4章では、森林資穂のストック量の水準が、考案の対象となるロこれは、林

地の他用途転換や原生林伐採の問題などと直接関係するものである。すなわち、

林地の他用途転換は、どの程度認められるか、また、希少な原生林を伐採するこ

とは、社会全体にとって望ましいことか、といった問題である。ただし、第 2部

をこの問題からはじめるのは、単に、考案で用いるモデルが簡単なものであると

いう理由によるロここでは森林資源の利用に閲する問題は、明快に、そして一般

性と理論的厳密性をもって考察される。また、資掠の社会的最適利用とはいかな

るものかが、平易な説明によって示されるロその代わり、その応用範囲は上述の

ような問題や短期的な問題に隈られる。ここで用いられるモデルは時聞を捨象し

た静学モデルであり、したがって植伐を繰り返す再生可能資源としての森林資額

の特質が強調される場合には、利用できない白

さてこの章では、はじめに森林所有者の最適森林利用を示した後、森林資諒の

社会的最適利用とはいかなるものかを明らかにするロ同時に、両者の最適利用の

閣の車離を示す白さらに、保安林制度や林地開発許可制度といった利用規制、そ

して補助金や税制が、森林資源の社会的最適利用を実現するためにどのように用

いられるかを、理論および実践的な観点から考察する E

第 5章lま、森林質調としての利用を前提とした上で、その最適森林計画を論じ

るロこの章1;1.、再生可能資額としての森林を扱うものであるロただし、そのモデ

ルは基本的に複雑な勤学モデルとなるロその複雑さを回避するために、ここでは

前章と比較して一般性と理論的厳密さが、ある程度犠牲となっている白

この章もまた、第4章と同樟の手順により、森林所有者の最適森林利用と社会

的最適森林利用が導出され、両者の車離が示される。ここでは、それぞれの森林

利用は伐期齢で代表される。したがって、両者のギ+ップを埋めるための方策と
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しては、第 1部の結果が直接応用可能である。こ白ため、第 5章では別の方策と

して、分収造林契約を考察するロまず、分収造林契約が、資顕配分上優れた特質

を持つことを理論的に明らかにする。次に現実的な観点から、その活用のための

条件と契約形式を議論するロ

第 6章は、森林の公益的価値の計担，IJ方法を検討する o 第4章と第 5章で得られ

た理論的な結果を現実に応用するには、まず、森林が社会に供給している公益的

サービスの価値を知らねばならない o この公益的価値は、第 4章では補償限界支

払い意志額として表され、第 5章では潜在価格〈森林の社会的限界効用/所得の

社会的限界効用)として表されるロ第 6章では、理論の厳密さから第4章の補償

貨幣制度を基礎に議論を展開するロは Uめに、集計的補償(限界〉支払い意志額

として、森林の公益的価値を定義する。次に、その計制に応用可能な方法を検討

する白検討されるのは、補償需要関数による方法、コンティンジェント・ヴァリ

品エーション法、トラベル・コスト法、そしてヘドニック法であるロ最後に、応

用研究として、実際にヘドニック法を用いた結果を示す。

最後に本研究の終章は、以上の六つの章を要約し、残された課題について言及

するロ

。。
『



第 1部 森林所有者の経営意思決定問題
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第 1章 最適伐期齢理論の展望と課題

1 .はじめに

成長する森林をいっ伐採すべきか、あるいは森林はいつ伐採されるのかという

問題に関する諸理論を、最適伐期齢理論と呼ぶことにするロ伐期齢や伐採齢の決

定はそれ自身興味深い問題であるロしかしながら、それは単に人々の知的好奇心

を満たすだけのものではない。最適伐期齢理論は森林所有者(あるいは林業経営

者)に閲する主体均衡モデルの集まりであり、森林、林業をめぐる経済現象を、

ミクロ経済学的な方法によって分析するための基礎理論となるものである。また

それは、森林、林業に関する規範的な問題の中心である、時間を通 Uて森林資額

をいかに適切に利用すべきか、という問題を考察するための手がかりを与える。

19世紀ドイツの純収穫論争に見られるように、伐期齢の決定問題は長い歴史を

持っているロまた、 vonThunen (1863) (第 3部第 l編第 6章「伐期齢に関する課

題J)を初めとして、経済学者もこの問題に古くから関心を抱いてきた o しかし

ながら本格的な理論の展開は1960年代以降のことで、比較的新しい。それは、

クロ経商学におttる投資の理論や資本の理論の発展に伴うものであったロ

伐期齢の決定に関する研究は、決定論的定常性下における単一一斉林(同齢林〉

を対象に始まった白この問題に対して1960年代、ミクロ経済学の理論が援用され

たが、その結果伐期齢の訣定に関して 3つり異なるルールが提示されることにな

る由当時の林業経諸学の文献は、ある決定ルールの正当性を主張したり、あるい

は並列的に述べてみたりしており、最適伐期齢理論は論争、ないしは混乱の状態

にあった白何人かの経済学者及び林業経済学者は、この問題に対して理論的にみ

て適切な決定ルールを選択していた(例えばHirshlifer(1970)第 3章〉が、積極

的に他の決定ルールの誤りを指摘し、混乱状態に終止符を打ったのはSamuelson

(1976)である E

このような決定ルールに関する論争と並行して、そして今日に至るまで、最適

伐期齢理論のさまざまな拡張が試みられている o それは決定論的定常性下におけ

るモデルの精撤化や定常性の仮定の緩和、単一一斉林から林齢の異なる複数の林
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分(異齢林〉へ白対象の変更、さらには将来の不確実性を考慮した確率モデルへ

の展開などである。

本章の課題は、以上のような最適伐期齢理論の発展を概観し、今後の理論的課

題を明らかにすることにあるロ本章の構成は以下の通りである。

第 2節では、今日理論的に適切と見なされているFaustmannの決定ルールを示し、

その最適伐期齢が満たすべき条件を導出する。また1960年代に提示された他の二

つの伐期齢決定ルール、すなわちBouldingの内部収益率最大ルールとFi sherの 1

回の植伐の利潤の現在価値最大ルールについて、その支持者の意見を紹介し、彼

らの問題点を論じる。

第 3節はFaustmann式の拡張を企図した諸論文のサーベイに充てられる白ここで

はFaustmann式に付臨する仮定のいくつかが鰻められる。すなわち 1点投入 1点産

出の仮定を緩めた最適間伐方策モデル、定常性の仮定を緩めて木材価格や生産関

数の変化を許すモデル、そして決定論の仮定を提めた確率モデルである白さらに、

考案対象を同齢林から異齢林へと拡彊したモデルにも言及するロ最後lこ第 4節で

は、以上の検討を踏まえて最適伐期齢理論の今後の課題を要約するロ

最適伐期齢理論は一般の経済学者や林業経詩学者によって研究されてきた。一

方で、森林経理学の分野もまた伐期齢の問題を扱っているロ前者においては多く

の場合、モデルは連続型時間で表現されている。これに対して後者では離散型時

聞が用いられている。このため同じ伐期齢決定のモデルが、一見すると異なるも

のであるかのような印象を与えるロ本章では補論 1として、連続型時間モデルと

離散型時間モデルとの閣の関係を明らかにする o はじめに連続型時間モデルの基

礎となる瞬間的利子率を導出するロ次にFaustmann式を用いて連続型時間モデルと

離散型時間モデルの関係を見る。最後に応用例としてPresslerの指率を取り上げ、

その連続型時間版を導くとともに、これを考察する。

楠論 2は、 Faustmann式の比較静学分析の結果を紹介する。これは、補助金や税

制等のさまざまな林業政策が最適伐期齢と林地価格に及ぼす影響を示すものであ

る。結果の証明は、 Johanssonand Lofgren(1985)第 4章および第 5章を参照され

たい。また、本論文第 2章でもそ由一部が証明されている o

捕論 3は、簡単な数学注であり、本論文を通じて活用される凹関数について、

その性質をまとめる。
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2 .最適伐期齢決定ルール

( 1 ) Faus tmannのルール

今回、多くの林業経商学者ならびに経済学者によって、理論的に適切と見られ

ている伐期齢は、 Faustmann式によって導かれるものである o 同式は、 19世紀のド

イツの森林官であったFaustmannによって定式化された (Faustmann(1849)) 0 そ

の考え方は、一定の林地に対して植伐を繰り返すことによって得られる利潤の流

列の現在価値の総和を最大にするように、伐期齢を選択せよというものである D

それは、森林経理学においては土地期望価理論あるいは土地純収穫説と呼ばれて

いる(鈴木(1979)第 l章第 5節を参照のこと〉。

Faustmannのルールがなぜ理論的に適切な伐期齢決定ルールと見なされているの

かについて考察する前に、まず同式をミクロ経済学の標準的なスタイル、すなわ

ち最適化問題として定式化しようロ Faustmann式にはいくつもの強い仮定が置かれ

ている oそこでSamuelson(l976)、そしてJohanssonand Lofgren(1985)第 4章を

参考にしながら、それらむ仮定をあらかじめ明記しておくロなお、これらは後述

する他の決定ルールにおいても両横に採用されているものである。また、仮定の

いくつかは第 3節で緩められる。

[仮定]

① 完全競争市場の仮定:森林所有者の行動は生産要素と産出物の価格や、利子

率に影響を及ぼさないロ林地は自由に売買、貸借することができるロまた、将

来の諸価格、利子率及び木材の収穫量を森林所有者は知っている o

@ 定常性の仮定:生産要素価格、立木価格、利子率は、現在から将来の全期間

にかけて一定である。生産要素価格のうち、賃金率をwで表わす。利子率は r

で表わすロただし rは連続型で表現される時間 tに対応する瞬間的利子率であ

る(瞬間的利子率については本章捕論 Iを参照のこと〉。

@ 異時点 1点授入 1点産出 (point-inputpoint-output. time phased)の仮定:

投入は植林時点ですべて行われる。また、収穫は一挙に行われ、間伐による収

穫は考えないo

@ 単位材積当りの立木価格(p )は林齢に関わらず一定である。
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@ 森林白外部性(森林の公益的機能)は存在しない。

@ 木材の収穫量に関する仮定:森林からの収穫量は林地面積、労働投入量、林

齢の関数である。生産方式は一種類だけであり、生産要素である林地と労働力

の結合比率は固定的である o また、規模に関して収謹一定である o したがって、

単位面積当たりの労働投入量は一定であり、またその収種量は林齢のみの関数

となる。すなわち、単位面積当たり収穫量を f、単位面積当たり労働投入量を

L 、そして林齢を Tとすれば、

f=f(L;T)=f(T) (L:一定) ( 1 ) 

⑦ 関数 fに関する仮定(1 )で示された関数 f は、定義域を [Trnl n • ∞)とす

る上に有界で厳密な単調増加凹関数であり、必要なだけ連続微分可能であると

するロここでTmlnは、立木販売が可能となる最小の林齢を示す E

さて、 Faustmann式とは、一定の面積の林地に対する無限回の植伐から得られる

利潤の流列の現在価値の総和を表現するも白であるロそして既に述べたように、

この利潤の総和を最大にする伐期齢を最適伐期齢とする。一般に、その最適伐期

齢はその植伐が何回目かによって異なる。すなわち、第 i回自の植伐による最適

伐期齢 (Td と第 j回目の最適伐期齢 (TJ. i:#j) は必ずしも一致するとは

限らない。しかし、上で述べた仮定の下では、その植伐が何回自のものであって

も最適伐期齢は同じとなるロこのことは以下の考察から理解される o

まず定常性の仮定により、任意の時点で伐期齢選択のための外的条件(諸価格

と利子率)は同じである白次に、任意の第 i回目(i > 1 )の伐採における最適

伐期齢はそれ以前の伐期齢に影響を受けず、それ以降の植伐のみを考慮して決定

されること、そして、この考虚すべき植伐回数は任意の iに対して常に無限回で

あることに注意しようロ言い換えると、第 i回、第 i+ 1回、・・・の植伐で得

られる利潤を最大にする第 i回目の伐期齢がその回の最適伐期齢として選択され

るo 最後に、森林の生産関数 fは第何回自の植伐であっても同一である。以上か

ら、第 l回目の伐期齢を選択するときの条件と、任意の第 i回目の伐期齢を選択

するときの条件は全く同一である。すなわち、第 l回自の最適伐期齢と任意の第

i回目の最適伐期齢は閉じとなる。

このようにFaustmann式は一つの伐期齢の関数として定式化されるロその伐期齢

。‘U
4
E
A
 



をT (= T 1 = T J)で表し、得られる利調の流列の現在価値の総和を V(T)とす

れば、それは

0:) 

max V(T)=:En::l[p f (T)e-rT-wL]e-r<n-l)T 

=[p f (T)e-rT-wL]/(1-e-rT) 

subject to T孟 Tmln ( 2 ) 

と表される o

解が内点解の場合、最適伐期齢が満たすべき 1階の条件は次のようになる o

p f (T)ー r[pf(T)+V(T)]=O (3) 

ここでドットはTによる 1次微分係教を示している o 1階の条件は、森林を伐採

せずに置いておくとき白利潤の増加分 (pf(T)) が森林自身の資本価植と林地

の資本価値の和から発生する機会費用 (r[p f (T)+V(T)]) と等しくなる時

点で伐採をするのが最適であることを意味しているロつまり Faustmann白伐期齢と

は、これ以上立木を置いておくよりは伐採して再造林するか、林地ごと販売して

得られた収入を銀行に預ける方が有利となる伐期齢のことであるョ

2階の条件は、 1階の条件を満たす伐期齢で不等式

p [ f (T) - r i (T)] e -rT (1 - e -rT)ー1く o (4) 

が成立することである。ここでダブルドットは 2次微分係数を表している。 fは

厳密な凹関数なので fく口、また(狭義)単調増加の仮定により f> 0白以上か

ら上白不等式が成立する。したがって(3 )を満たす伐期齢は局所的な最適解で

ある。さらに、もし(3 )を満たす局所的な伐期齢が植数個あるならば、 ( 3 ) 

を満たしてかつ f-rf>Oとなる伐期齢が存在することになる。しかしそれは

関数 fの仮定と矛盾する。したがって、 Faustmannの伐期齢は一意的であり、 (3 ) 

は大域的な最適解の必要十分条件である o

( 2 ) 適切な決定ルール

本章の官頭で述べたように、最適伐期齢理論へのミクロ経済学の導入期にあっ

ては、 Faustmann以外的決定ルールもまた提示された。それはBouldingの〈平均〉

内部収益率最大の伐期齢とFisherの 1回の植民における利潤の現在価値最大の伐

期齢である(慣例的にこれら二つの決定ルールは代表的な経商学者の名を冠され
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てこのように呼ばれている)。ここではまず、これらの決定ルールの支持者自見

解を示そうロ

Bouldingの伐期齢を支持するのはGoundrey(1960)である。 GoundreyはBoulding

(1955) 、Sci tovsky(1951)に依拠して、投資問題とは所与の画定的生産要素をど

のように有効に投資するかであるとする。もしなんらかの生産要素が固定的であ

れば、つまりある生産要素が市場で調達できず、その利用が制約されているなら

ば、その生産要素がもたらす利潤の流列の現在価値の総和を最大化することが最

適な投資政策である。一方、もしそのような制約条件がないのであれば、全ての

生産要素を含めた所有資本全体が固定要素となるから、資本の増殖率、すなわち

内部収益率の最大化が最適な投資政策である。この考えに従って、 Goundreyは林

業における固定的な生産要素とは何かを検討している。検討されているのは、企

業者(能力)と林地である o まず企業者については「完全競争の下では、企業者

の人的な制約は会社の規模を制約しない o 企業者の仕事はいずれも数人のプロダ

クション・マネージャーのうちの誰かが代表して行ったり、分担したりすること

ができる oJという ScitovskYの結論を引用して、これを固定的生産要素ではない

としているロ次に林地については、もし林地が固定的生産要素ならば行われると

考えられる土地集約的な経営が、カナダでは現実に行われていないこと、育林生

産に利用されている林地の近くに、条件はさほど違わないのに利用されていない

土地があり、政府はその土地を企業が利用することに対して制約を課そうとはし

ていないというニつの観察事実から、これを固定的生産要素とは見なさない。 Go

undreyの結論は、カナダ白林業経営において国定的生産要素はないと見なしでよ

く、伐期齢選択の基準は資本の内部収益率であるということである。さらに彼は

Bouldingにならって、内部収益率を決定ルールとすることの利点は、最適伐期齢

が利子率の影響を受けないことだと述べているロ

一方、 Fi sherの伐期齢について、ここではBentleyand Teeguarden(1965)の見

解を紹介しよう白彼らはFaustmannやBouldingなどいくつかの決定ルールを比較し

ているが、いずれの決定ルールを採用するかはGoundreyと同様、林業経営におい

てどの生産要素が固定的であるかに依存すると考える o林地が固定的な場合には

Faustmannの伐期齢が、所有資本が固定的な場合にはBouldingの伐期齢が最適な伐

期齢であるとする。 Fisherの伐期齢が最適伐期齢となるのは企業者が固定的な場
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合であり、 Fisherの伐期齢によって得られた利調を企業者に帰属するもの、経営

者報酬と解釈している o 彼らの論文の特徴は、それまで重要視されていなかった

林地価格を考慮した点にあり、外生的に与えられる林地価格を考慮したFisherの

ルールを「一般化された現在価値モデルj と呼んでいる。また定常性の仮定の下

では、何回目の植伐であってもFi sherの最適伐期齢は変わらないから、 「一般化

された現在価値モデルjが示す最適伐期齢は無限回の植伐問題における最適伐期

齢でもあると彼らは述べている。

しかし、このような「林業経営における固定的生産要素j を鍵概念に、最適伐

期齢の決定ルールを選択しようとする考え方は、 Samuelson(1976)によって批判さ

れることになる。

Samuelsonは1974年ワシントン大学で行われた「保続収穫林業の経済学」という

シンポジウムにおいて「発展社会における林業経済学」と題する講蹟を行ってい

るD この講慣の中で彼は、土地の私的所有や国有林の利用規制が全くない完全参

入自由の条件の下では、森林は消誠するか、仮に残ってもその伐採齢は異常に低

くなることを指摘し、それゆえ林業が行われるのは林地所有者によるか、あるい

は所有者より借地をした者によることを強調する。そして自らその所有地で林業

を行うものは、他の人に林地を貸したときに得られる地代収入をあきらめるとい

う意味で機会費用が発生すること、他方、借地林業の場合は具体的に借地料を支

払わねばならないことを説く o したがって完全競争市場の前提の下では、林地か

ら得られる利潤の最大値が林地の価格(競争的林地価格)となる。そしてFaustm

annの伐期齢以外はその地代を賄えない。なぜなら競争的林地価格に相当する金額

を得る伐期齢、つまり最大利潤を実現する伐期齢とはFaustmannの伐期齢にほかな

らず、伐期齢がそれよりも長くなっても短くなっても利潤は低下するからである。

Samuelsonは、競争的林地価格を考慮しないBouldingの伐期齢は短すぎ、 Fisherの

伐期齢では長すぎて地代を賄えないと述べている〈最適伐期齢の大小関係につい

ては第 2章で厳密な考察が行われる。 Johanssonand Lofgren(1985)第 4章もまた

参照されたい) 0 

以上のSamuelsonの主張は、 GoundreyにせよBentleyand Teeguardenにせよ、費

用の概念を正確にとらえていないことに対する批判であるといえるロある生産方

式を採用することは、他の生産にその生産要素を投じて得られる利潤をあきらめ
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ることを意味するロ費用とは、他白生産の機会をあきらめるその犠牲の大きさで

副られる機会費用である白ここでのモデルでは、林地の利用の仕方(すなわち 1

回の植伐にどの程度長く林地を利用するか〉以外、生産方式は国定されているロ

したがって労働力の機会費用は所与のwで与えられるが、林地の機会費用は選択

し・た伐期齢以外の伐期齢において得られる利潤の上限値で与えられるロしたがっ

て林地の機会費用とは、ストックとしては競争的林地価格のことであり、フロー

としては賠争的林地価格に利子率を乗じたもの、すなわち鶴争的地代のことであ

るロ Samuelsonが指摘するようにFaustmannの伐期齢以外はこの機会費用を賄うこ

とができない。また、 Goundreyのように林地の機会費用を無視したり、 Bentley

and Teeguardenのように林地価格を外生的に与えられるものと見なすのは、とも

に誤りであるロ

ただし、彼らの誤りは林地の機会費用を考慮しなかったことにあり、その支持

する決定ルールそのものは必ずしも誤りではない。事実、 Faustmann、Boulding、

そしてFishirの3つの決定ルールが示す最適伐期齢は、林地の機会費用を考慮す

れば一致するロこのことは以下のように証明される。

完全競争市場の仮定の下、 Faustmann式で与えられる最適伐期齢を TF、対応す

る競争的林地価格をV(TF)で示す白まずBouldingの伐期齢についてみると、内部

収益率を pとして、その最適伐期齢は次式(5 )を最大化するも白である(詳細は

第 2章を参照のこと) 0 

p = log {[ P f (T) + V (T p) ] / [w L + V (T p) ] } / T 

ρをTで微分すると

d ρ/d T =  (p f (T)/[p f (T)+V(Tp)]-p}/T 

であり、これより最適解が内点解の場合の 1階の条件

P f (T)-p [p f (T)+V (Tp)]= 0 

が導かれる o Pの2次微分係数は

d2p/dT2= (p f (T)/[p f (T)+V(TF)] 

一[pf (T)]2/[p f (T)+V(Tp)]2 

-2 T }/T 

であり、 fに関する仮定によって、それは ρ孟 0となる伐期齢では常に負であるロ

したがってもし最適解が存在するならば、それは一意的である。さて、 ( 5 )を

( 5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

内，.
4
4
A
 



( 7 )の左辺に代入して pを消去する。それに T= TF'を代入すると、

P f (TF)-r [p f (TF)+ V (TF)] 

を得るロこの式の値がゼロとなることは(3 )から明らかであるロ以上で、林地

の機会費用を考慮するとき、 Bouldingの伐期齢はFaustmannの伐期齢と一致するこ

とが示された由なお、 T=TFを(5 )に代入すればρ=rを得る白したがって、

競争的林地価格を考慮する場合、得られる最大の内部収益率は市場事l子率に一致

することがわかる。

次に競争的林地価格を考産したFisherの伐期齢を検討する。その最適伐期齢は

1回の植伐での利潤白現在価値 (PV)を最大化するものである(詳しくは第 2

章を書照のこと〉。すなわち、

p V = [p f (T) + V (T F)] e -rTー [wL+V(TF)]

その 1次微分係数は、

d (P V) / d T = [p f (T) -r p f (T) -r V ( T F')] e -rT 

であり、したがって最適解が満たすべき 1階の条件は、内点解の場合

P f (T)-r [p f (T)+V (TF)]= 0 

である。 PVの2次撒分係数は

d 2 ( P V ) / d T 2 = P [f (T) -r f (T)] e -rT - r [d (P V ) / d T ] 

( 8 ) 

( 9 ) 

であり、それは定義域で常に負である。したがって、もし最適伐期齢が存在すれ

ぱ一意的である。そして T= TFを(9 )の左辺に代入すれば、 ( 3 )よりその値

がゼロとなることがわかる。つまり踊争的林地価格を考慮したFisherの伐期齢は

T F (Faus tmannの伐期齢〉である。このようにBouldingのルールもFisherのルー

ルも、林地の機会費用を考虚する限り決定ルールとして誤りではない o

以上の林地の機会費用に基づく検討は、 Samuelsonの指摘にしたがうものであっ

たロここでGoundreyやBentleyand Teeguardenが強調している「林業における固

定的生産要素」についても論じておこう。

結論を先Iこ述べれば、彼らの議論は問題設定そのも白が方向違いであったとい

わざるを得ないロ Faustmann式を導出するために上で示した諸仮定は、生産要素の

投入になんら制約を与えるものではないことを確認されたい由彼らの想定してい

る仮定もまたこれに準ずるものであるロ固定的な生産要素に閲する議論は、これ

らの仮定を認める限り不要となる。
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Goundreyの場合、カナダの制度的条件を検討して固定的生産要素はないとして

いるが、モデルそのもむが固定的生産要素はないと想定しているロしたがって、

彼の検討はモデルの妥当性を確認するものにすぎない。なお、この仮定の下で彼

はFaustmannではなく Bouldingのルールを選択すべきと主張している。既に示され

たようにもし林地の機会費用が考慮されるならば、この主張は誤りではない(た

だし林地の機会費用は利子率 rの関数だから、利子率に最適伐期齢が左右されな

いという彼の主彊は誤りである)ロしかしながら、一般に投資決定にはBoulding 

流の内部収益率ルールを用いない方が無難であることには、留意しておくべきで

あろう o

投資決定の問題についてHirshleifer(1958)は、それは投資から得られる報酬の

消費のあり方と一体的に考案すべきであると指摘しているロ彼は、投資とは現在

から将来(無限であれ有限であれ)にかけて行われる消費をより多くするための

行為であることを強調するロそして完全資本市場の仮定の下では、現在価値のよ

り大きな投資は、現在から将来にかけての消費をより大きくすることを示してい

るo したがって投資決定の適切なルールとは現在価値ルールであり、内部収益率

ルールはこれを代用するものに過ぎない。しかし、内部収益率を最大にする投資

対象が必ずしも現在価値を最大にするものであるとは隈もないロ特に各時点で得

られる利潤が異なるような複数の投資対象から最適投資対象を選択する場合、内

部収益事ルールと現在価値ルールとでは、選ばれる投資対象は異なることがある

(Johansson and Lofgren(1985)第 1章の明快な解説を参照されたい〉。また内部

収益率ルールは投資が無制限に拡大できることを前提している。当然のことなが

ら、このような前提が満たされない投資には適切ではないロ

次にBentleyand Teeguardenの見解を検討しようロまず、 Faustmann式について。

彼らは林地が固定的な場合にのみ、 Faustmann式を適用すると主張している。しか

し仮定では規模に閲して収穫一定、すなわち利潤は林地面積に対して一次同次と

されているロこの仮定の下では、林地面積が固定的かあるいは自由に変更できる

かは問題ではないロつまり、林地が固定的な場合にのみ用いられる特別な決定ル

ールというようなものは存在しない。反対に、林地が固定的生産要素であること

が意味を持つようなケースを考えるならば、それは彼らが想像もしなかったよう

な複雑な問題を考察することになる(この点についてはHeapsand Neher(1979)、
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Heaps (1984)が参考となる〉。

次に彼らの「一般化された現在価値モデル」、すなわち外生的な林地価格を考

慮したFisherのルールについて。被らはそれを企業者が固定的な場合に用いると

主張している。しかし仮定から、モデルには企業者報酬が生じる余地はないロま

た、たとえ企業者の特別な能力が木材白収穫や木材価格に彫響を与えるケースで

も、そ白能力に対応する Faustmannの伐期齢が林地の機会費用を決定することにな

り、外生的に与えられる林地価格を用いることはできない。したがって、いずれ

にせよ「一般化された現在価値モデル」は不適切であり、 Faustmannのルールが用

いられねばならないロ

以上白考察は、 Faustmann式の理論的な適切さを示唆するものである D 後に第 5

章で示されるように、より基礎的な森林所有者の効用最大化モデル(あるいは先

述のHirshleiferの考えに基づく消費可能性を最大化するモデル)からも直接的に、

Faustmann式が導かれる。一方、 Bouldingの伐期齢もFisherの伐期齢も林地の機会

費用を考慮する限り Faustmannの伐期齢と一致するから、これらもまた誤った決定

ルールではない白しかしながら無用の複雑さを回避するという意味で、最適伐期

齢理論白基本モデルとしてはFaustmann式を考えるだけで十分であるロ次節ではこ

のFaustmann式を中心として、今回、最適伐期齢理論がどのように進化しているか、

すなわち既に見た諸仮定がいかに緩められるかを調べよう。

3 .最適伐期齢理論の展開

( 1 ) 最適間伐方策

施業が異時点閣で行われ、その施業内容によって主伐材と間伐材の収穫量や価

格が変化するのが現実の育林生産である。この点からすればFaustmann式における

l点投入 1点産出の仮定は、あまり現実的とは言えない白そこで、異時点聞の施

業の選択と間伐を含む形にFaustmann式を再定式化すると次のようになる o

T 
max V (T) = [p f (T) e -rT -S ~ c ( t ) e -rt d t] / (1 - e -rT) 

ここで c( t )は施業に要する費用あるいは間伐による収入であるロ各林齢での
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施業は、主伐収入 pf (T)や間伐収入、そして各林齢での造育林費用に影響を与

える o そこで t林齢での施業自内容をベクトル u( t )で表すことにしようロ各成

分は例えば、 U1 :下刈、 U2:枝打、 U3 劣骨木の除間伐、 U4 :擾勢木の間伐

等である。各時点において実行可能な施業の範囲は限られている〈例えば枝打本

数は 0以上、立木本数以下となる)ロ施業の実行可能集合を U( t )で表せば、こ

のことは

u ( t )モ U( t ) 

と表現できるロ

(1 0) 

次に二つの変数 S( t )、 C( t )を導入する1;1 S ( t )は立木の現在価値を表すロ

すなわち S( t ) = p f (T) e -rTである o また S(O)=oとする。一方、 c( t )は

t林齢までの総造育林費用〈間伐収入を含む〉の現在価値を表す変数であり、

C (t )z I ;c(τ) e -rt dτ 

である白

さて、ある林齢での立木の現在価値の増加や滅少 (S(t)) は、その林齢での

林分の状態と施業に依存する D 林分の状態を立木の現在価値と林齢で表わすとす

れば、 S( t )は次の関数関係で表わされる o

S(t)=tt1[S(t).U(t). t] (11) 

同様に、ある林齢で投入される育林費用の現在価値 (C(t)>O) や得られる間

伐収入の現在価値(C ( t )く o)も、その林齢での林分の状態と施業に依存する。

したがって

C (t ) =φ2[ S (t ). u ( t )， t] ( 1 2) 

と表すことができるロこれら二つの撤分方程式は状態方程式と呼ばれるものであ

る。

以上で示された問題を整理しよう。問題は次のように示される。

max V (T ) = [ S (T)一C(T)]/( 1 - e -rT) 

subj ect to S ( t ) = tt 1 [S ( t ). u ( t). t J. S (0 ) = 0 

C(t)=tt2[S(t).U(t).t]， C(O)=O 

u(t)EU(t) 

この問題は最適施業方策 {u%(t)}と最適伐期齢T写を求める(メイヤー型の〉
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最適制御問題であるロしたがって、最適制御問題の最適解の必要条件をまとめた

ポントリャーギン (Pontryagin)の最大値原理を適用することにより、最適施業

方策、最適伐期齢、そして最適経路 (S吋 t). c 吋 t)}の満たすべき必要条件を得

ることができる。ここでは問題の解は存在するも白とし、桓垣(1985)の第 4章第

2節也命題 1 (固定始点・可動終点・自由な計画期聞を持つ非自律的・確定的な

最適制御問題lこ対する最大値原理)にしたがってその必要条件を示そう。

まず、ハミルトン関数 (Hamiltonian) と呼ばれる関数Hを次のように定義する。

H[S(t).C(t)， λt<t)， λ2( t )， u ( t)， t] =λ1 ( t )φ1+λ2( t )φ2 

ここで、 λt<t)、λ2( t )は、随伴変数と呼ばれる未定乗数である。最適解にお

けるハミルトン関数の値をH% ( t )で表すと、随伴方程式

λtCt)=-dH吋t)/OS(t) (13) 

λ2(t)=-dH吋t)/oC(t)=O (人 λ2(t ) =一定) ( 1 4) 

を満足する連続関数λ1( t )、 λ2( t )が存在し、 (λ1( t )， λ2(t)):;e日、かっ次

の条件を満たすロ

①(最大値原理〉 任意の tE [ 0 • T ']に対して、

H '( t ) = m ax H [S X ( t ). c l ( t ).λ 1c t )， λ2( t ). u ( t ). t ] 

subject to u ( t )モ U(T)

したがって施業の実行可能集合 U( t )が拘束的でないならば、

dH"/d u=λdd φ1/ d u) +λ 2(O O2/ o u)=日(1 5 ) 

②(横断性の条件)

入tCTつ=d V (T X) / d S (T ") = 1 / [ 1 -expト rT %)] ( 1 6) 

λ2( Tつ=d V (T勺/o C (T "') = -1 / [ 1 -exp (-r T勺] ( 1 7) 

@ 最適な計画期間[0，Tつにわたり、

H吋 t)=-oV奪(T勺/oT 

+fLlλ t<τ)(δ O l/dτ)+λ2(τ)(d o2/dτ)} d τ 

( 1 8) 

以上の結果より、もし主伐収入、造育林費用、そして間伐収入と実行可能な施

業との関係(1 0 )、 ( 1 1 )、 ( 1 2)が具体的に与えられれば、最適伐期齢

と最適施業方策を具体的に計算することができる。他方、理論的には最適伐期齢

(T勺に関して、以下のような結果を導くことができる白
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(1 5) ー (17) によって、最適伐期齢で施業の実行可能集合が非拘束的な

らば

a φl(T:e)/o U 1-o o l(T~)/Ò U 1= 0 

である。このことは最適伐期齢において、ある施業による主伐収入の限界的な増

加と育林費用の限界的増加が一致し、また間伐による主伐収入の限界的減少と間

伐収入の限界的増加が一致することを示しているロ

一方、最適伐期齢で施業の実行可能集合が拘束的なケースとして、下刈を考え

よう o U 1が下刈の面積あるいは強度を示すものとし、 U 1~ 0とする白立木販売

時点では通常、下刈は行われない。それは下刈を行っても立木販売収入は変化し

ないためである白このため最大値原理

H ~(T 勺=max [ o 1 -o 2]/ [1 -exp (-r T勺]

を満足するためには、下刈をいっさい行わないこと (U1=O)が求められる(実

際には見栄えをよくし販売価格を上げるために販売時に下刈が行われることがあ

るo このケースではaφ1/OU1>Oであり、特に U1= 0でBφl(T:e)/OUl 

-0 o 2(T勺/0Ul>Oならば下刈は最適施業方策として認められる)ロ

次に (15) ー (18)から得られる最適伐期齢白条件を示そう。(1 8)で

t = T:eを代入すると

H￥(T￥)= -a V￥/o T= [(S -C) r e-rT:e]/(l -e -rT:e) 2 

= V写[re -rT~ / (1 - e -rT x) ] 

一方、最大値原理と横断性の条件から

H (T ~) = m ax (O 1 -o 2) / (1 -e -r T t) 

したがって、最適伐期齢T写では次の不等式が成立する。

o ~ (O 1_ o 2)ー rV事 e-rT~ 

ここでゆ 1_o 2が最適伐期齢での純収入の増加分の現在価値を表していることに

注意されたい。上回不等式は、 (現在価値の観点で)純収入によって林地の機会

費用が賄えなくなる伐期齢が最適伐期齢であることを示している。この不等式が

Faustmannの1階白条件と同ーのものであること、したがってFaustmannのルール

を意味していることは容易に確認できる。 Faustmannの 1階の条件(3 )は、 t= 
TX時点での現行価値の観点で表現されている。対応して t= T ~での現行価値純

収入を G (= (S -C ) e rT ~)で表すロこのとき、

向
先
日
-

n

，u 



φ1_O2=d(Ge四 rT，，)/ d T = (G -r G) e -rT" 

であり、上の不等式は

G-r (G+V事)豆 O

と書き改められる (Gは(3 )の p fに対応することに気付かれたい)ロ

このように最適伐期齢の特質に閲しては、以上のような一定の知見を得ること

ができる。しかし、上の定式化は問題をあまりに一般化し過ぎているので、最適

施業方策や最適間伐方策白特質に関しては、ほとんどなんの知識も得ることはで

きない D 以下ではこれを楠うため、問題を収入間伐に限ったClark (1976)第 8章

のモデルの結果を紹介しよう。

最適間伐方策は、 Clark以外にもNaslund(1969)によっても取り上げられているロ

ただし、 Naslundのモデルは立木の価値成長と費用の関数とを一般化し過ぎていて、

あまり有用な結果は得られていない o 一方、 Clarkのモデルは問題を少し単純化し

ているが、それだけ結果の経済学的な意味は明快である c

なお、彼らの解法は、上に示したような最適伐期齢と最適施業方策を同時に決

定するものではないロそれは伐期齢 (T)が既に与えられているものとして最適

間伐方策を求め、さらに最適伐期齢 (T")を求めるというものである。このため

以下でも、伐期齢は所与と見なす。したがってここでは上で導いた結果とは逆に、

最適伐期齢が満たすべき条件については得ることはできない (Clarkは最適間伐方

策を含む最適伐期齢については数値的には容易に求まると述べている)。

さてClarkのモデルの諸仮定を述べよう白単位材積あたりの木材価格 (p) は、

主伐、間伐に関わらず、また林齢に関わらず一定である。森林の成長量(利用材

積の変化〉は次のように表わされる。

f ( t ) =η(t)E"(f)-h(t) ( 1 9 ) 

ここで、

f ( t ) :単位面積の t林齢白森林の利用材積(状態変数) 0 f(t);孟o0 

η( t ) :林齢に依存する材積成長を表わす関数。 η(t ) > 0、η(t)<Oo

E"(f):材積に依存する材積成長を表わす関数ロ Eは極大値を持つ正の凹関数ロ

h(t): t林齢での間伐量(制御変数)oh(t)孟 Oロ

である U すなわち森林のストック量〈利用材積)の変化は、その林齢と利用材積

によって規定され、そこから間伐置を差し引いたものである。
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単位材積あたりの伐出費用は利用材積にのみ依存すると仮定する。単位材積あ

たり伐出費用関数を、間伐について c=c(f)、主伐について CT=CT(f)で表

す。この関数は、間伐、主伐ともに利用材積の正減少関数である o すなわち単位

材積あたりの伐出費用は森林の蓄積が大きいほど割安となるロまた、間伐は常に

主伐より割高になると考えて、すべての fに対して C >CTとする。

以上の設定の下で、ある所与の伐期齢Tに対する利潤の現在価値 PVは
T 

P V = e -rT {p -C T [ f (T)]} f (T) + S ~ e -r t {p -C [ f (t )]} h ( t ) d t 

( 2 0 ) 

で与えられる。ここで右辺第 1項は主伐の純収入の現在価値を示している。一方、

第 2項は間伐収入の現在価値を示している o

最適間伐方策の-決定問題はこの PVを最大にすることで得られる o ただし、 ( 

2 0)の形式はFisherのモデルに準じており、また造育林費用が考慮されていな

いロこのことについて次の 2点を指摘しておこうロ第 1に伐期齢Tが所与とされ

ているため、 Faustmannのモデル (max(P V -w L )/ (1 -e -rT))の最適間伐

方策もFisherのモデル (maxP V -w L)の最適間伐方策も同じとなること、第

2に育林費用 (wL)が造林時点、ですべて支払われる 1点投入モデルならば、造

育林費を考慮しないモデル (maxP V)の解も造育林費を考躍するモデル (max

PV-wL) の解も同じとなることであるロしたがってここでのモデル(2 0 ) 

はFaustmannのルールと矛盾しない白

さて問題は、 ( 2 0 )を状態方程式(1 9 )及び状態変数と制御変数に閲する

制約条件のもとに最大化する最適制御問題である。ここでは桓垣(l985)第 4章第

3節む命題 1 (固定始点・自由終点・固定計画期間を持つ、非自律的・確定的・

ポルツア型の割り引かれる場合の最適制御問題に対する最大値原理)を適用しよ

うロ割り引かれる場合の最適制御問題では、通常のハミルトン関数の代わりに現

行価値ハミルトン関数Hc (ハミルトン関数に ertを乗じたもの)を、通常の随伴

変数昭代わりに現行価値乗数 q( t) (随伴変数に ertを乗じたもの〉を用いるこ

とにより、最適解の必要条件を簡寵に示すことができる。

まず現行価値ハミルトン関数は改のように定義される o現行価値乗数を q( t ) 

として、
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Hc[f(t}， q(t).h(t). t] 

={pー c[f(t}])h(t}+q(t){η(t)，[f (t)]-h(t}} 

={pー c[f (t)]-q(t)} h(t}+q(t)η(t}，[f(t)] (21) 

最適間伐方策を (h:C(t)}、森林のストック置の最適経路を{f寧(t ) }、そして

これら最適解に対応する現行価値ハミルトン閑教を Hc:Cとするロこのとき、ポン

トリャーギンの最大値原理から随伴方程式

q(t)=rq(t)ー [0Hc:C/δf事(t )] 

= {rーη(t)f[f写 (t)]}q(t)+C[f:C(t)]ht(tj (22) 

を満足する連続関数 q{t):foOが存在して、最適間伐方策は次の条件を満たす。

①(最大値原理〉 任意の tE[O.T]に対して、

Hc￥( t ) = max H c [ f :1 ( t ). q ( t )， h ( t )， t] 

subject to h rna:-:( t)孟 h( t ) ;孟 O

@ (横断性の条件) t = Tで、

q(T)=o{p-c 子)f写/0f = P - c T[f :1 (T)] 

上の最大値原理は、現行価値ハミルトン関数を最大にするように間伐量 h( t ) 

を決定することを要求している。 (21 )で h( t )は (p-c[f(t)]-q(t)}

の係数であり、もし{. }が正の値ならば最大置の間伐を行うこと、すなわち皆伐

することが最適な政策であり、負の値ならば一切の間伐を行わないことが最適な

政策となるロこのようなタイプの問題は線形制御問題と呼ばれる。また、上記二

つの限界一杯の極端な制御(間伐方策)はパンパン制御と呼ばれる。

さて、ここで問題となるのは特異制御と呼ばれる卜 l宮 Oのケースであるロこ

のとき、最大値原理からは最適間伐方策は確定できない。この場合の最適間伐方

策〈特異制御〉の導出は、ト}= 0を tの関数とした切り換え関数σ(t )を微分

することによって求めることができる (Clark(1976)第 2章を参照のこと〕白すな

わち

σ(t)=p-c[f刊t)]-q(t)=o (23) 

を tで微分して、 (2 1 )、 (2 2 )を考慮すれば、次の(2 4 )が得られるロ

r [p - c ( f ')] = 0 {[ pー c(f ')]η(t)，(f')}/of (24) 

特異制御(2 4 )の意味は、単位材積の間伐から生じる利子利得(左辺)と間
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伐を行わないことによって生じる立木の価値増加分〈右辺)が等しくなるように

各時点での間伐量を調整することが、最適な間伐方策であることを示しているロ

( 2 4 )はまた、特異制御における林齢と最適森林ストッタ量(利用材積〉との

関係を示している。したがって図 1-1のように特異制御を示す曲線を描くこと

ができる o ただし、この曲緯がどのような形状を持っかは上の仮定だけでは特定

することはできない(もし cが一定ならば右下がりの曲鵠になる o なお、ある林

z齢 tIこ対して (24)を満たす解が、二つ存在する場合がある。このケースでは

最適間伐量に不連続な変化が生じる。伊lえば、 (2 4) の一つの解が f; =  0なら

ば、そ白時点で森林は皆伐されてしまう〈インパルス制御、 Clark(1976)第 2章お

よび第 8章を参照)。ただしここではインパルス制御は生 Uないものとする) 0 

さて、最適間伐方策について考察しようロここでの間伐モデルを含めて線形制

御問題では、限界一杯の制御によって、できる限り速やかに特異制御が示す曲親

上に到達することが最適な制御となる白そして、いったんこの曲続に乗ってしま

うと、今度はできる限り長くこの軌道上に留まり続けることが最適な制御となる

(Clark (1976)第 2章を参照〉。以上のことは、植林してから一定の期間はいっさ

い間伐を行わずに、できるだけ速やかに森林の蓄積を増大して (24)が示す特

異制御の曲線に乗り、その後はこの曲錦上で間伐を行うことが最適な施業方策で

あることを意味する o ただし終端の森林の状態を規定する横断性の条件は (23 ) 

を満たさない〈これは主伐と間伐では伐出費用関数が異なるためである)。すな

わち伐期齢に到達するまで特異制御を行うことは最適間伐方策ではないロしたが

って最適間伐方策は、ある林齢で特異制御から離れることになる o離れる林齢を

できるだけ遅らせることが最適間伐方策なので、その林齢以降は再びパンパン制

御が始まるロすなわちいっさい間伐を行わず、森林の蓄積をできるだけ早く増大

して主伐に備えるのである o

以上が最適間伐方策のスケッチである。図 1-1にはこのような最適間伐方策

の一例を示した。このようにClarkのモデルからは、最適間伐方策に関するいくつ

かの重要で明快な経済学的含意が得られるロまたモデルが個々の経営にとっても

妥当なものであれば、以上の最適間伐方策は実際の林業経営にも応用できる。

本項の最後に、 Clarkのモデルから導かれる政策上の含意について述べておこう。

上での説明から明らかなように、ある林齢で間伐が行われるのは、森林のスト':/
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図 1-1最適間伐方策
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ク置が特異制御白曲謀よりも上方にある場合である o もし、公益的機能の発揮や

関連産業の維持、林業就業者の確保など(森林資源の木材としての効率的な利用

以外の〉何らかの理由によって間伐が必要とされており、現実に間伐が行われて

いないとすれば、政府は特異制御の曲線を下方にシフトさせるような政策をとる

必要がある(森林の成長曲線を上方にシフトさせてもよい。しかし、自然力に多

くを頼る育林生産では政策としてそれを行うことは困難であろう白特に短期的な

効果を求める場合には困難である) 0 この場合、政策手段として利用できるのは

木材価格(p )と平均伐出費用(c )である。しかしある仮定の下では、これら

に対する政策は間伐を促進しないといういささかがっかりする結果が、 Clarkのモ

デルからは導かれる。

その仮定とは、間伐の平均伐出費用を一定とすることであるロこの仮定は、現

実の伐出費用を考えてもさほど非現実的ではないであろう白また、厳密に一定で

なくてもほぼ一定であればよい。さて、この仮定の下で特異制御を示す(2 4 ) 

を再び見ょうロこのとき両辺から p-cが消去されることがわかる。したがって、

特異制御の曲緯は、利子率と森林の成長によって白み決定されることになるロそ

れは、間伐に補助金(厳密には材積当り一定の補助金)を与えるといった pやc

を変化させる政策は、何ら間伐を促進しないことを意味している

ただし、この結果をもって現実の間伐促進政策を否定することは早計である o

まず、 Clarkのモデルの現実妥当性がチェックされねばならない。一方実証面では、

補助金政策が実際に間伐を促進したかどうかを検証する必要がある。また、枚目

(1990.1991.1992);が示すように、間伐促進政策の効果は、森林所有者の意思決定

のみならず実行組織である森林組合の経営方針によって大きく左右される o した

がって、このような政策の受け皿となる組織体の意向もまた無視することはでき

ないロただし残念ながら、これらを包括する総合的な研究は現在のところ公表さ

れていないロまたここで強調すべきことは、森林所有者の意思決定モデルによる

分析は、このような議論や考案の単なる一部分に過ぎない、ということであるロ

( 2 ) 価格の変化を許すモデル

Faustmann式の拡張は定常性の仮定にも向けられている白すでにみたモデルでは

立木価格、賃金率、利子率及び生産関数は時聞を通じて一定であると仮定してい

-29 -



るロこの仮定がかなり非現実的なものであることは明らかである。そして1980年

代に入ってから、これらのパラメーターの変化を許すモデルが見られるようにな

っているロここでは最近の論文から、立木価格の変化を取り入れたNewman他(198

5)のモデルを見る o また、生産関数の変化(パイオテクノロジーの進歩)について

考察したJohanssonand Lofgren(1985)のモデルを紹介する。

Newman 他はMcConell他(1983)のモデルを改良して、立木価格が指数関数的に上

昇するという条件の下での最適伐期齢を検討している o そのモデルは次のように

表わされる白
N 

max PV=-wL+ Ll=d[p(Ddf (Td-wL]exp(ーrD d} 

subject to Dl=Dl-1+Tl= LJ=lTJ (i = 1.....N) 

ここで、 T1 :第 i期の伐期齢、 D1 T 1に対応する窟上の日付、 p(D 1) : D 1時

点における立木価格であるロ

上で示された問題は等号制約条件っき最適化問題であるロしたがって第 i期の

純収入を

Ol=p(Ddf (Td-wL 

で表し、ラグランジュ乗数 (Lagurangemultipliers)をλ1(i=l， ....N) と

すると、最適伐期齢は以下の 1階の条件を満たす o

OO1/OTl一λ1=0， i=l.....N (25) 

[o O 1/ a D 1-rφ1+λ tJ exp (一 rDdー λ1+ 1 ex P (-r D 1 + 1) = 0 • 

( 2 6 )の iから Nまでの和をとると、
N 

i = 1 .・・・.N

λl=-LJ=l[OゆJ/a D J_ rφJJexp[ーr(T J一TdJ 

+λN+lexp[-r (TN+l-T dJ 

これを (25 )に代入すれば、

B φ1/δ T 1+ L ムoO j/δD Jexp [-r (D jー Dt>] 
N 

= L J= 1 rφJexp[ -r (D J一DdJ 

( 2 6 ) 

上の等式の左辺は、 i+ 1 j割以降の最適伐期齢を固定して、第 ij田の伐期齢を

微小時間d.Tだけ延長することによる第 i期の利潤の変化と、将来の伐採がE付

白点でd.D (=d.T) だけ遅れることによる将来の利間の変化との和 (D1時点で

白現在価値〉を表わしている o一方、右辺は D1時点での蹄争地代(林地の機会賀
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用〉であり、これらが等しくなる伐期齢が第 i期の最適伐期齢であることを示し

ている。

最適解の l階の条件は改のようにも変形できる。 (25) より(2 6 )の λI、

λ1+1を消去し、 o1= p (Od f {Td-wLを代入して、整理すれば、

r p (Od f (Td=[p (Od f (Td+ p (Dd f (Td+ rwL] 

-p (D 1+1) f (T 1+1)eXp(-r T 1+1) (2 7) 

(2 7 )の左辺は、 D1時点で即座に伐採することによって得られる利潤の利子

分を表している。一方、右辺は、第 i期の最適伐期齢を微小期間flTだけ遅らせ、

第 i+ 1期の伐期齢を flTだけ早めた場合の利潤の変化分を示している(第 i期

の伐採時点以外は目付は変化しないことに註意されたい) 0 そして上の等式は、

最適伐期齢において両者が等しくなることを示している o 実際、右辺が大きけれ

ば第 i期の伐採は遅らせる方がよいし、左辺が大きければ反対に早めるべきであ

る。

Newman他は、 ( 2 7 )を利用して、立木価格が指数関数的に上昇するケース(

p/p=α ，α:一定)の最適伐期齢について検討している。その結果は以下の

通りである。すなわち、

① α>0において、最適伐期齢は次第に短くなる。

@ α>r>Oかっ α毎 rO)場合には、その伐期齢は森林純収穫最大 (NMSY: 

net maximum sustainable yield) の伐期齢を最初上回り、やがて NMSYの伐

期齢に収束する〈 αーrはPVが収束するための条件である。なお NMSYに

ついては第 2章を参照のこと)。

@ r>α> 0の場合は、最適伐期齢は r-α を利子率とし、造林費用を 0とし

たときのFaustmannの伐期齢に収束するロ

次にJohanssonand Lofgren(1985)第 5章第4節のモデルを見ょう。 Newmanf也の

モデルでは立木価格の変化が考察されたが、彼らはこれとは異なった観点から定

常性の仮定を拡張しており、その関心はパイオテクノロジ一目進歩が最適伐期齢

にどのような影響を及ぼすかにある。また彼らのモデルは無限計画期間モデルで

あり、その点でraustmann式の厳密な拡張となっているロ

彼らのモデルは、技術進歩によって品種改良が進み、新たな造林時点ではより
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大きな収穫を約束する品種を植林することができるというも白である。ただし、

技術進歩は元の生産関数に数値φを乗じることで表現在れ、どの時点で収穫しで

も以前の品種よりはφ倍だけ収穫量が増えることが想定されている o したがって

生産関数の形状が全く異なる品種が採用されるということは考慮されていない。

また技術進歩には上限が与えられており、収穫量が無限に大きくなることはないロ

以上のモデルを数式の形で表現すると、生産関数 f(T)は、第 1期 f(T 1)、第

2期<l>1 (T 1) f (T 2)、第 3期φt<T1)φ2(T2) f (T3)、・・・と乗数的に変化

し、一般に第 i期の生産関数は

HJ=:φJ(TJ)f (Td 

で示されるロただし仮定として

1 imN→∞11 1 =1φdTd<∞ 

と生産関数の変化には上限が与えられている。また、すべての iについて φi孟 1

であり、生産関数が以前より悪くなることはないロなお、彼らはモデルを簡略化

するために、造林費用を 0、木材価格を 1と仮定している o 前者の仮定は造林投

資を伐採の結合生産と見なすものと解釈できる白後者については、収謹材積り単

位を造林投資の費用を差し引いた純立木価格 1円あたり材積 (m3/p)とするも

のである。

さて、 Johanssonand Lofgrenの最適伐期齢の導出は次のようなものである白決

定論的世界では任意の第 i期の競争的林地価格 (V1 ")は既知であるとして、ま

ず、第 2期の鶴争的林地個格と第 1期の生産関数から第 1期の最適伐期齢の必要

条件を求める。次にこの結果を第 i期の最適伐期齢に一般化するロ

ベルマン (Bellman)の最適性原理によって、最適経路(第 l期から第∞期まで

の最適伐期齢)の部分経路(第 i期白最適伐期齢〉は過去の最適伐期齢に影響さ

れることなく、やはり最適である(同定理については例えば西村清彦(1990)第 3

章を参照されたい)。したがって第 i期の植栽時点での林地の機会費用(0時点

での現在価値)を

11 J= 1φJ(T J)VleXp{-r LJ=lT J) 

と表せば、ベルマン方程式と呼ばれる次の等式が成立するロすなわち、

V 1 = ma x [f (T !) +φI(T t}V1+1]eXp(-r Tl) 

であるロこれより、第 i期の最適伐期齢 T1 xは次の 1階の条件を満たす白
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f (T 1勺/f (Tゾ)=r+[rφ1 (T 1 'a')ー φdT1 ~))[v 1+1 "/ f (T 1 ~)] 

この 1階の条件を用いて彼らが得た結果は以下の通りである。

① モデルの仮定により i→∞でφiはlに収束し、 φ1はゼロとなる。したがっ

て上の l陪の条件はFaustmannのルールの 1階の条件と一致する。すなわち i→

∞で最適伐期齢はFaustmannの伐期齢に収束する。

② 全ての iについて rφ1( T 1 ")一 φdT1 ")註 rを仮定すると、全ての伐期齢

はFaustmannの伐期齢よりも短くなる。

@ さらに φ1= 0の仮定をおくと、 φlV戸一 φト1Vト ゾ>(く) 0では、伐期

齢はその前期の伐期齢よりも短< (長く〉なる。

ここで以上の二つのモデルに関して若干のコメントをしておこう。まずNewman

他のモデルについてロ彼らのモデルの問題は、それが有限計画期間問題として定

式化されている点であるロ Faustmann式は無限計画期間モデルなので、彼らのモデ

ルは厳密にはFaustmann式の拡強とはいえない o もし植伐回数Nを十分に大きくす

ることによって、彼らの利潤 PVとFaustmannの利潤Vとの差を好きなだけ小さく

することができるならば、有限計画期間問題で無限計画期間問題を近似すること

が許される (Johanssonand Lofgren(1985)第 6章第 3節の議論を参照されたい)。

しかしこの点に閲して彼らはなんら議論していない。

次にJohanssonand Lofgrenのモデルについて D 彼らはベルマンの最適性原理か

ら最適伐期齢を導出しており、このため問題を無限計画期間問題として定式化す

ることができているロまた、そのモデルは生産関数の変化を扱うものだが、生産

関数を一定として純立木価格が (l.Cl>!CTt).φ tCT 1)φ2(T2)， ...}と変化す

るものと見なせば、立木価格が変化するモデルとしても解釈できる。これらの点

で、彼らのモデルはNewman他のモデルよりも盛れているといえるだろう o ただし

彼らのモデルにも短所がある。第 1に、暦上の日付が考慮されていないこと、第

2に造林投資を立木販売の結合生産と見なしているため、立木価格と賃金率等の

変化を別々に扱うことができないこと、であるロこれらによって、彼らのモデル

では、想定できる価格変化の経路が限定されることになる o

本項の最後に一つの疑問を提示しておこう白

以上のような問題設定、すなわち定常性の仮定を緩めたときに最適伐期齢の流

円。
内
角
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列がどのような特質を示すかを明らかにすることは、現実の森林、林業の軽積分

析にどのような意味を持っているのだろうか。非現実的な定常性の仮定を経める

ということは興味深く、また重要である。しかし、各植伐における最適伐期齢の

大小に関する考案はそれほど有用なものとは考えられない。伊!えば第 3回目の植

伐の最適伐期齢が第 l回目の最適伐期齢よりも長くなる(あるいは短くなる)と

いう理論的な結果から、森林政策上のいかなる含意を汲み取ることができるだろ

うかo 考案すべき問題は数百年先の伐期齢ではなく、むしろ現在成長している森

林がいつ伐採されるか、あるいは伐採されるべきかという点にあるように思われ

るD 例えば、森林所有者が木材価格に対して強気の予想をしている場合と弱気の

予想をしている場合では、現在存在する森林の最適伐期齢がどのように異なるか

を、定常性の仮定に頼らずに明らかにすることが重要と考えられる(定常性の仮

定の下での結果は第2章で示される)白 Faustmann式の拡張はこのような問題に向

けられるべきではないだろうか。

ただし、このような問題に答えることはそれほど難しいことではないかもしれ

ないロ一つの例として、将来白木材価格に対する森林所有者の予想が以前よりも

弱気になるケースを検討しようロ

Faustmannのルールとは、立木の成長による立木販売収入の増加が立木と林地の

機会費用を賄えなくなれば伐採せよというものであった。したがって価格の変化

を許す、より一般的なFaustmannの伐期齢が満たすべき 1陪の条件は

d [p ( t ) f (T)]/ d t -r [p ( t ) f (T) + V ( t )] = 0 

と表されるく(3 )式と比較されたい)。ここで tは時点を表すロまた Tは林齢

であり、 fは現在生育している森林の生産関数である。将来の木材価格に対する

予想は、林地の機会費用を示すV( t )に表現されている o ここでは定常性を仮定

していないので、 Vはもはや一つの伐期齢の閑散ではなく無限の将来にわたるす

べての伐期齢の関数となることに註意されたい。

さて、現時点(t = 0 )で今まさに林齢T~の林分を販売しようとしている森林

所有者を想定しよう。この林分では l階の条件

d[p(O)f(T勺]/dt-r[p(O)f(T勺+V(O}]=O

が成立している。問題は、将来の価格経路に閲する彼の予想、が強気から弱気に変

わったり、弱気がさらに弱気になったりするケースで、最適伐期齢 T~がどのよう
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に変化するかであるロ

この場合、予想価格経路の変化は、

P OLD ( t )孟 PNEW(t) for ¥;/ t > o. POLD( t) > PN~W( t) forヨt> 0 

と表現することができる o ここで P OLDは以前の予想価格経路を示し、 PNEWは新

しい予想価格経路を示す。同様に、以前の予想価格経路に対応する林地の機会費

用を VOLD、新しい予想価格経路に対応するものを VN~W、そして以前の予想価格

経路の下で、新しい予想価格経路に対応する最適伐期齢を採用する場合に得られ

る利潤の流列の現在価値をV-で表そう o このとき、

V OLD ~ V -> V N~W 

が成立する o 2番目白不等式は上の価格に閲する条件から成立する。一方、最初

の不等式は、 V-を得るための伐期齢が必ずしも以前の予想価格経路での最適伐

期齢とは一致しないことから導かれる。この不等式は将来の予想価格経路がどの

ようなかたちであれ成立することに注意しよう。

以上から、新しい予想価格珪路の下では林地の機会費用が小さくなり、上でみ

た l階の条件は満たされなくなる白すなわち、

d[p(O)f(Tつ]/ d t -r [p (0 ) f (T X) + V N~W] > 0 

こ白不等式は、その時点で立木を置いておくことによる利潤は、伐採して得られ

る利潤(立木と林地の機会費用)よりも大きいことを示しているロしたがって将

来の木材価格に対する予想が以前よりも弱気になるケースでは、販売は延長され

ることになる。すなわち最適伐期齢は以前よりも長くなることがわかる。

( 3 ) 確率的最適伐期齢決定モデル

当然のことだが、育林投資を含めであらゆる投資行為は、不確実な将来に対す

る経済主体の選択行為であるロしたがって現実の森林、林業の経済分析において

最適伐期齢理論を説得力のあるものにするには、不確実性Iこ対する配慮が必要で

ある。本項では、このような不確実性を明示的に取り入れた確率モデルを取り上

げる。

不確実性下の経済主体は理論的には次の 3つのタイプに分類される。それは、

不確実性をいっさい考慮しない危険中立者、不確実性を嫌う危険回避者、そして

不確実性を好ましいものと見なす危険愛好者であるロ危険中立者を対象とするモ
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デルでは、その最適化問題は単に利潤の期待値を最大化するものである。この場

合、確定的な利潤と不確実な利潤とは、期待値が等しい限り同じように望ましい

ものと見なされる。一方、危険回避者や危険愛好者では最大化されるのは効用の

期待値(期待効用)であり、この場合には利潤の期待値のみならず、その分散や

さらに高次のモーメントが期待効用の水準に影響を与える o例えば危険回避者の

場合には、確定的な利潤と不確実な利潤の期待値が一致しでも、確定的な利潤の

方が好ましいものと見なされる o危険愛好者の場合には反対である(危険及び不

確実性下の経済主体に関するより詳細な解説は酒井(1982)、あるいは桐谷 (1986)

を参照されたい)ロ

これら 3つのタイプの経済主体のうち、現実白経済主体として最も妥当と思わ

れるものは危険回避者であろうロしかし現在のところ、最適伐期齢の決定モデル

として適切なものは、危険中立者に関するモデルに限られているロしたがってこ

こでは、この危険中立者を対象とするこつのモデルについて解説し、不確実性を

導入することによって喚起される重要な問題について論じるロなお、危険中立者

のモデルを危険回避者のモデルに変更するには、手lj間zに対して凹効用関数 Uを

設定し、 E(π)の代わりに E[u(n)]を最大化する問題を考えればよい(ここで

Eは期待値をとる憤算子である〉。ただし、このような変更によってモデルはか

なり複雑なものとなり、今固まで危険回避者を対象とする適切なモデルは発表さ

れていない。

ここで取り上げるこつのモデルは、これまでのモデルと異なり、いずれも離散

型時聞によるモデルである白理論的に適切な連続型モデルもいくつか発表されて

いる (Millerand Voltair(1980)、Millerand Voltair(1983))が、不確実性を

連続型モデルで取り扱うには伊藤の変換公式を中心とする確率変数の微積分に関

する簡算が必要であり、そ白ためにかなりの数学的準備が要求される〈伊藤の変

換公式については例えばKamienand Schwartz(1981)、森島・木島 (1991)などを参

照されたい)ロその一方で、問題の本質的な部分は離散型モデルでも十分表現さ

れるため、ここでは連続型モデルには言及しないこととする白

さて最近、不確実性下における危険中立者のためのFaustmann式を定式化した最

適立木販売モデルが、 Brazeeand Mende!sohn(1988}によって発表された。彼らの

モデルは立木価格を確率変数としており、それは時聞を通じて不変、かっ異時点
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聞で独立な正規分布と仮定されている(i. i. d.の仮定ロ正規分布の仮定はアメリ

カ合衆国の現実の木材価格の変動を調査した結果取り入れられた)白また立木は

いつかは枯死する、すなわち選択可能な伐期齢は有界であると仮定されている。

Brazee and Mendelsohnの基本的な考え方は次白ようなものである o 今、仮にあ

る林齢(t )で販売が決定されるならば、それは拝来予想される利潤よりもその

林齢で得られる利潤白方が大きいためと考えられる(ここで販売の意味は、立木

および林地を売り払うことである。もし林地を含めないと、モデルはFaustmannO.) 

ルールの厳密な拡張ではなくなる〉。そして t林齢Iこお廿る利潤は、その時点で

実現した立木価格に依存するから、意思決定のためのある一定の基準となる価格

が存在して、もしそれよりも現実の立木価格が高ければ販売するだろうし、もし

低ければ販売を見合わせるだろうロこのような販売の基準となる立木価格を、役

らは t林齢における留保価格 (reservationprices)と呼んでいる o

この彼らの考え方を定式化すると以下のようになる。無立木地から始めるとし

て、もし t林齢(t年後)の留保価格 Ptが与えられると、 t年における販売収入

の期待値は、
co 

R t = S Pt [p f ( t ) + E (W)] r (p ) d p 

で表わされる。ここで E(W)は林地の機会費用の期待値であり、 t(p)は立木価

格 pの確率密度関数であるロ t林齢で販売が行われるためには、それ以前に販売

が行われではならないことに注意しようロまた、確率過程の独立性の仮定に注意

すると、無立木地から始まる全期間にわたる利潤の期待値の現在価値、すなわち

林地の機会費用の期待値は、次式のように表わされるロ

E (W) = -w L + R 1β+f(l)R2β2+f(1)f(2)R3β3+ 

ここで、

Z-1 
+111=1 f{i)RzβL 

Z:立木が枯死する林齢ロ

β=(1+l)ー割引要因(，は離散型モデルに対応する年利子率〉ロ
Pl 

r(i)=s-∞ど (p)dp: 林齢で阪売が行われない確率白

である o

(2 8) 

Faustmann式の考え方に従えば、 (28 )で表わされる E(W)を最大にすること

が要求される D 言い換えれば、林地の機会費用の期待値を最大にするようなz個
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白留保価格を求めることがここで自問題である。この問題に対して、 Brazeeand 

Mendelsohnは次のように考える。任意の k林齢において留保価格(販売を決意す

る最低の価格〉で販売した際に得られる利酒の現在価植は、それ以降の1<.+1か

らzまでの林齢で得られる利潤白期待現在価値に等しくなるはずであるロすなわ

ち、

[P 1': f (1<.) + E (W)]βk= RI':+lβk+ 1 + r (1<. + 1 ) R k+2β 1':+2+ ・・ー
Z-l 

+ II 1; k+ 1 r ( i ) R zβ L. (29) 

ベルマンの最適性原理により、 1年目から z年固までの最適立木販売政策の部

分経路である Z- 1年目から z年自における立木販売政策もまた、それ自身最適

立木販売政策でなければならない o 言い換えると、上式に K=Z-lを代入して

得られる留保価格 PZ-1は、無立木地から始まる立木販売政策においても最適な留

保価格である白さらにz林齢においては、どのような価格であろうとも販売する

ことに気付廿ば、 Z-1林齢の留保価格は次の等式を満たすことがわかる。

PZ-l= ([E (p) f (Z)+E (W)]β ーE(W))/f{Z-l) (30) 

( 3 0 )で得られた PZ-1から Rz-lを得ることができる。これを (29 )に代入

すれば、次に Pz-2を得ることができる。以下、同様に順次後戻りして、各林齢に

対する留保価格が求められる o

ただし留保価格は E(W)の関数である o したがゥて留保価格を求めるには (28 ) 

と (29 )からなる連立方程式を解かねばならない。 Brazeeand Mendelsohnはこ

れを代数的に解くことを詰めて、代わりにその数値解を示している白数値解から

得られた結果は次の通りであるロ

① 林地の価値は立木価格の期待値を素朴にFauslmann式に代入して得られるもの

よりも高くなるロ

@ 留保価格は林齢に対して単調減少し、次第に立木価格の期待値に近づくロ

@ 販売が行われる確率の最も高い林齢は、平均価格を用いたFaustrnannの伐期齢

よりわずかに高くなる。

以上の彼らのモデルは、危険中立者と確率過程に閲する仮定を認めれば、不確

実性下におけるFaustmann式の忠実な拡張となっている。不確実性下では最適伐期

齢そのものが確率的なものになるということは興味深い事実である。
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ところで彼ら由モデルにしたがえば、立木価格の短期的な上昇は木材の供給量

を増やすことになる。しかし、木材価格白上昇は果して木材の供給量を増やすこ

とにつながるのだろうか。むしろさらに価格が上昇することを森林所有者は予想

して、販売を手控えるかも知れないロこのような行動は、価格変動にある種のマ

ルコフ性が観察される場合に生 Uるだろう。一方、彼らが仮定しているように、

立木価格の短期的な変動が現在の価格とは独立であれば、このような行動はとら

れない。しかし彼ら自身、独立性の仮定はアメリカ合衆国における木材価格の動

向を見ると非現実的であると述べている o そこで次に確率過程を独立ではなく、

マルコフ過程としている Johanssonand Lofgren(1985)第 12章第 2節のモデルを

紹介する。ただし、残念ながらそのモデルはFaustmann式の拡強ではなく Fisherの

ルール〈競争的林地価格を考慮しない〉を基礎としたものである E また、計画期

間も暗黙のうちに有限 (n期間)と見なされている。

さて、彼らのモデルを示そう。 Vo.V 1." ・.V tは、各時点の立木の価値を示す

ものとする。 εtは確率的な価値由成長を表し、 Vt=Xのときのt;tの条件付確率

分布は、時聞に依存しない定常遷移確率t(・1x)に従うものと考える D さらに、

立木価値水準 xに対する価値成長の期待値を

μ(x)=E(εtlVt=x) 

で表わすo μ(x)は厳密に凹であるとする。次に伐採の期待値を最大にする期待

最適利得関数をH(x)で表わす。すなわち

H(X)=SUPtENE(VtβtlVo=x)， N=O.1.2.・

ここでβは上述のBrazeeand Mendelsohnのモデルの中で定義されている割引要因

である。この最適利得関数は、 xそれ自身か来期における確率的な最適利得関数

の期待値を βで割り引いたもののいずれかになるはずである。したがってH(x)

は次の等式を満たすロ

H(x)=max[x.β S H (Y )ど (dyI x)] 

さらに、 H(x.n)をn期間問題に閲する最適利得関数とし、

1 im n叫∞H(x.n)=H(x)

で表わすo

以上のモデルによって、初めに立木の価値成長が少なくとも負にはならないと

いう仮定を置いた時の最適伐採方策を求める E この仮定は、すべての xについて
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t [(ー∞.x)lx]=Qを意味する。まず n期間問題を考案する準備として、 1期

間問題を考えようロ現在の伐援による利得が、来期の伐採の期待利得よりも少な

くとも小さくならない、言い換えれば、現在の伐採が 1期間問題における最適伐

採であるような立木価値水準の集合を Bで表わす。 Bは、

B={x:x;?;β Syt(dy I x)} 

である o この式と次式

Syt(dy I X)=x+S(y-X)t(dy I x)=x+μ(x) 

より、もし x(1一 β)孟βμ(x)ならば、 x;?;βSyt(dylx)である o横軸

に立木価値水準、縦軸に Yl=X(l-β)およびY2=βμ(x)をとると、 Ylは煩

き1-β の直掠で表わされ、また μ(x)が凹関数であることから Y2は上に凸の曲

線で表わされるロしたがって最初 Y1く Y2とすると、ある x'で必ずYlとY2は交

わり、 x> X:rでは常に y1> Y2となる。以上から B=(x x~x つであること

は明らかである o

次に問題を n期間に拡張する。すべての xE Bに対して、 H(x.l)=xが成り

立っている。仮定により、立木価値水準 xは少なくとも減少することはないから、

いったん立木が成長してその立木価値が Bの要素となると、それ以降も常に Bの

要素であり続ける(1期間問題としては常にその時点で伐採することが最適とな

る)ロさて、問題は次のように表わすことができる o

H(xo. n)=max(xo.β S H (x 1. n - 1 ) t (d x 1 I x 0)] 

H (x 1. n - 1 ) = m ax [x 1.β S H (x 2. n -2 ) t (d x 2 I x 1)] 

H (x n-2. 2 ) = max [x n-2.β S H (x n-l. 1 )ど (dxト 1I x n-2)] 

H (x n-l. 1 ) =max[x n・1.β SX n t ( d x n I x n-l)] = X n再 1

以上の連立方程式は、最後の行の式からその結果をその前回式に代入することで、

次々と 1期間問題に還元することができるロしたがって x~は n 期間問題において

も最適な立木価値水準を表している。一方、 xE B Cについては、少なくとも来期

に伐採を延長することが最適伐採方策となる。以上から、最適立木価値水準を示

す最適利得関数は、

x ~主 X 本の時、 H(x)=x ，
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xく Xlの時、 H(x) > x 

となる o

次に最適立木価値水準 x写について考案しよう。無立木地(あるいは xモSCの

任意の立木価値水準に対応する林齢の森林〉から始めるとすると、その最適立木

価値水準は VTX(1ー β)=βμ(VT:r)を満たす。 β=(1+t)“1を代入して、こ

れを整理すれば、 =μ(VT勺/VT:rである o この最適立木価値水準の等式は、

林地の様会費用を考慮しないFisherの説期齢の 1階の条件と一致する(1階の条

件は第 2章を参照のこと)。したがって、来期の価値成長が現在の立木価値水準

の条件付確率で表わされるが、決して現在の水準を下回ることはないという条件

の下で、危険中立者の最適立木価値水準は決定論的なFisherの伐期齢が示す最適

立木価値水準に一致するロ

以上白結果は、すべての xについて t[(ー∞ .x)lx]=Oというあまり現実的

とはいえない仮定の下でのものである。この仮定を拡張して、

t [(ー∞.x)lx]=i=O

とする oすなわち、立木価値が来期に誠少する可能性があることを認めるとしよ

う。この場合、最適利得関数が常に H(x)孟 xを満たしていることに注意すれば、

Bに含まれないすべての xについて、

xEBC={x xく X !I:) = {x X くβ!yt(dyI x)} 

であるロしたがって、

β!H(y)t(dY I x)~!y ど (dy I x)>x 

となり、 1期間問題における最適立木価値水準 x写を下回るような xにおいては、

伐採を来期以降に延長することが最適政策となる。このように、確率分布の仮定

を拡張しても、その最適伐採方策を示す立木価値水準は決定論的最適立木価値水

準を下回らないロ

以上がJohanssonand Lofgrenのモデルと結果である。 Brazeeand Mendelsohn 

と同じように、被らのモデルにおいても最適伐期齢は確率的、陰伏的に表される

に過ぎないロすなわち不確実性が導入されると、伐期齢はもはや最適伐期齢とい

う確定的な値をとることはできず、世界の状態(木材価格や立木価値水準)に依

存して決定される条件付きの変数になる。このことこそ、決定論的世界から確率

的世界へとモデルを拡張するときに生じる最も重要な変更であるロ
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伐期齢が確率的なものとなることは、実際の意思決定を考えても納得のいくも

のである o 造林時に伐期齢を 30年と決めたからといって、実際に 30年後に伐

採することは必ずしも賢明な行動とはいえない。現実には森林所有者は、各時点

時点で嘩機応変に対応するだろうし、また収穫期の選択幅の広い育林生産ではそ

うすることが可能である。もしそれ以前に木材価格が一時的に高騰すれば、この

立木は 30年を待たずに販売されるかもしれない。一方、今日のように木材価格

が低迷している状況では、伐期齢はさらに数十年も延長されるかもしれないロ

一方、不確実性の導入にともなって最適伐期齢が確率的伐期齢へ変更されるこ

とを見落とすと、モデルは不適切なものとなる。例えばCaulfield(1988)は森林火

災の不確実性を考慮したモデル (Fisher白ルールによる)を定式化し、確率的効

率アプローチ(例えば桐谷(1986)第 8章や酒井(1982)第 6章第 2節を参照のこと)

から造林投資時点での最適伐期齢を数値的に求めている。また、 Bhat t acharyya 

and Snyder (1988)は、立木価格の不確実性を取り上げ、 Faustmann式に危険回避者

の効用関数を組み込んだモデルで、造林投資時点における最適伐期齢を定式化し

ている。これら二つのモデルの共通点は、最適伐期齢は造林投資時点で決定され、

その後の世界の状態変化に関わりなく、その伐期齢に至れば森林は伐採されると

みなしていることにある。しかし、この想定が非現実的であることはすでに明ら

かであろうロ技らの誤りは、最適伐期齢という概念を確率的世界にそ白まま持ち

込んでいることにある。極端な言い方をすれば、最適伐期齢は決定論的世界での

み有効な概念、であって、確率的世界では最適伐期齢という概念は存在しないロ

しかしこのことから次のような重大な疑問が生じるロ現実の世界ではほとんど

の事象が不確実性を帯びている。こ白ため決定論的世界での考案、なかでも最適

伐期齢を中心とする考察は、現実白森林、林業の経済分析には役立たないのでは

ないだろうかロ残念ながら、この疑問に対する明快な答えは現在のところない。

不確実性が導入されるとモデルはきわめて複雑となる。したがって導かれる結

果も決定論的世界の結果に比べれば貧弱なものとならざるを得ない。できること

ならば、決定論的世界での結果が確率的世界でもなんらかの意味を持つことが望

まれる。例えば、もし決定論的世界での最適伐期齢が、確率的世界での伐期齢の

平均値を意味するとすれば、決定論的世界の結果は確率的世界での経済現象の分

析に利用することができる。 Brazeeand Mendelsohnの数値解は、これに類する関
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係の存在を暗示するものである。しかし疑問を解消するためには、決定論的最適

伐期齢が不確実な世界の確率的な伐期齢とどのような関係にあるかを、理論的に

明らかにしなければならない。

Johansson and Lofgrenのモデルでは、決定論的世界と荏率的世界をつなぐ共通

の概念は最適立木価値水準であったロこうした共通の概念があれば、それによっ

て決定論的世界での結果と確率的世界での結果の関係を知ることができる oただ

し条件として、このような概念は確率的世界でも確定的な変数でなければならな

い。このため残念ながら、最適伐期齢は共通の概念となることはできない。また、

Brazee and Mendelsohnの留保価格は必ずしも決定論的世界での対応物が明確では

ない(ここでは潜在価格との関係が検討されねばならないだろう)

おそらく多くのモデルにおいて有用な概念は、最適立木価値水準であるロある

立木価値の水準が存在して、それを超えたときに森林は伐採される o このような

理論的結果は、 Millerand Voltair(1983)においても avarrier strategyWとし

て得られている。したがって不確実性下での最適伐期齢理論の重要な課題の一つ

は、この最適立木価値水準(あるいはvarrierstrategy)の有用性の検討にあるロ

もしこの概念が有用であれば、次は決定論的最適立木価値水準との大小関係が検

討されることになるロまた(確率的)最適立木価値水準からは確率的伐期齢を得

ることができるから、平均値をはじめとするそのモーメントと決定論的最適伐期

齢の関係が検討されるだろう。しかし、これらはいずれも今後明らかにすべき課

題であるロ

( 4) 異齢林モデル

これまで見てきたFaustmann式とそ白拡強モデルは、いずれも単一一斉林〈同齢

林)を対象とするものであったロしかし現実の森林所有者は、しばしば林齢の異

なる複数の林分を所有している。また、規範的な観点から一国の森林をいかに利

用すべきかと考えるとき、その対象となる森林は異なる林齢の林分から構成され

る異齢林である。したがって、 Faustmann式の一つの拡張方向として異齢林モデル

が考察される必要がある o

異齢林モデルは、木材供給に閲する研究においてしばしば定式化されている(

例えばLyonand Sedjo(1983))白しかしながら、それらはいずれも数値解を計算
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するにとどまっている。数値解の計算に先だって必要とされる理論的な考察、す

なわち解の定性的な性質を検討した研究は少なく、 Heaps(1984)とMitra and Wan 

(1985)の二つしかないようである。はじめに、この二つの論文について簡単に解

説しよう。

Heapsは伐採純収入の現在価値の総和白最大化を目的とする連続型無限計画期間

モデルを定式化し、最適伐採政策が満たすべき必要条件を導出した〈彼はそれを

林業最大値原理"theforestry maximum principle"と名付けている)。また、定

常解の存在証明とそれへの収束条件に関する考察を試みている。

桂の定常解の概念は通常のものとは異なり、一定のインターパルをおいて同じ

異齢林の資源構成が謀り返される状態を指している。このような概念の拡張は興

味深いが、技の得た結果の適用範囲は極めて限られたものである。すなわち彼は

そ白定式化の段階において、各時点でただ一つの林齢の森林のみが伐採されるこ

とを想定しており、複数の林齢の轟林が伐採される可能性を無視している。しか

も佐は、その想定がどのような仮定の下で有効となるのかについては明らかにし

ていない白このため林業最大値原理は、一つの林齢の森林を伐採することが、常

に最適となるような特殊な資諏構成にある異齢林に対してのみ、有効な定理であ

るといわざるを得ない oHeapsO論文を見る限り、連続型モデルで異齢林を取り扱

うことはかなり困難な作業を要するものと考えられる白

一方、 Mitra and Wanは、伐採純収入から得られる効用の現在価値の総和の最大

化を目的にした離散型無限計画期間モデルを定式化し、定常解の存在とそれへの

収束について考察している o彼らの定常解の概念は通常白ものであり、それはも

し、異齢林の資顕構成がその状態となると、それ以降はその資源構成を続けるこ

とが最適伐採政策となる状態を指す。彼らはこの状態が、 Faustmannの伐期齢で構

成された法正林であることを明らかにしたロまた彼らは線形及び凹効用閑散のケ

ースについて定常解への収束に関する考案を行っており、収束が必ずしも生じな

いことを数値例を用いて示しているロ

Mi tra and Wanの研究は、法正林に関するミクロ経済学的考察とでもいうべきも

のであり、森林経理学者には十分に興味を引くものとなっている o 古典的な法正

林思想の支持者にとっては、法正林が最適解〈定常解)であることは望ましい結

果であり、一方、必ずしもそれに収束しないという結果は彼らを落胆させるもの
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である。また現代的な森林経理学者に対しては、広義の法正林(鈴木(1979)第 4

章を参照)が、ミクロ経商学的に必ずしも基礎付けられないという問題を提示し

ている。一方、林業珪済学者にとっては笹らの結果はそれほど興味を引くもので

はない o なぜなら現実に法正林を所有する森林所有者はまれであり、日本の諜林

資額構成もまた法正状態にはない。そのうえ長期的にも法正林が形成される保証

がないからである。

以上から明らかなように、現在のところ異齢林モデルに関しては森林、林業の

経済分析のために有用な結果はあまり得られていない。以下では、異齢林モデル

による分析の今後の方向を展望するために、モデルを一般的な形で定式化し、そ

の検討に有効と見られる定理に言及する白なおモデルは離散型無限計画期間モデ

ルであり、森林の外部性についてはこれまでと同様、捨象することにする o 本章

のFaustmann式からの自然な拡張としては連続型時聞を用いるべきだが、 Heapsの

モデルが示しているようにこれを扱うことは必ずしも容易ではないロまた、計画

期間および森林の外部性については表現白簡略化のためのも白であり、有限計画

期間モデルあるいは森林C外部性を考慮したモデルを定式化することは容易であ

る(詳しくは赤尾(1992b)を参照されたい)ロ

まず、森林資源とその遷移を表現しようロ時点を非負の整数 t=O.1. 2.... 

で表す白次に t時点、での、林齢 i以上 i+ 1未満の森林の面積を非負の実数 X I t 

で表す o林齢はそれを無限のものと考えるか有限とするかという問題があるが、

ここでは有限とし、 i=O.1.・・・.Nとする o ここで i= 0は造林したての森林

白林齢である白他方、 Nは次のような性質を持つ十分に大きな林齢であるロすな

わち、林齢N以上の森林は林齢に関わらず同じだけ育林投入しか必要とせず、ま

たその利用材積も等しい o このとき N林齢の森林と N+l林齢以上の森林を区別

する必要はなく、 N以上白林齢をすべて N林齢として扱ってよい。

以上から t時点の異齢林の資源状態は N+1次非負列ベクトル

X t= t(XOt. X 1t. X2t. •... XNtl 

で表される(上式右辺の右肩白 tは転置記号である)白また、計画時点(t = 0) 

の資額状態を所与として X 0=  X 0;;で表すb

t時点で林齢 iの森林を伐採するとき、その面積を C1 tで表現することにする。

すると t時点でのさまざまな林齢の森林の伐採は N+l次非負列ベクトル
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C t= t{ O. C 1t. C 2t. .・・.CNt>

で表される。ここで COtが0となっているのは、伐採して再造林したての森林を

またその時点で伐採することはないということを表すロ

森林は伐採されることも放棄されることもなければ、単位期聞が一つ過ぎると

一つ年をとる。このことは次のような N+l次正方行列Aを Xtに左から掛けるこ

とで表すことができる。

o ー--ー O

1. 0 、

一一A
 

、、、
、、
¥O  

をB
 

l

列

0

0

1

行

、

方

正
一

次

一

、

噌

E
A

噌

a4

0

+

0

 

N
 

F』、・りキ己

B= 
、、、、

、、

00 '1 

と定義する o 以上の行列 A、Bを用いると次の不等式を得る。

A X t-l-B X t 孟 Ct~ 日 t = 1 .2.・・・

ここで AX t-lは、もし t時点で伐採も放棄も行わなければそうなる t時点目賢臨

構成を表し、 BXtは伐採等が行われた結果生じる実際の t時点の賓諒構成を表す

(ただし造林面積 XOtはOに置き換えられている) 0 したがって上の不等式は両

者の差よりも伐採面積が大きくならないことを示している。

上白不等式では造林面積に関する制約が表されていない。造林面積に関しては

N+l次行ベクトル d={l.1.・・・.1 )を用いて不等式

d X t-l - d X t 孟 0，t=1.2.... 

によってその上限が表現される。この不等式は、もし伐採あるいは放棄した森林

を全て再造林するとしても、森林の総面積は一つ前の時点の森林の総面積を超え

ることはないことを示している。なお、上の二つの不等式を等式にすると森林を

放棄する可能性を考慮しないモデルとなる (Mitraand Wan(1985)のモデル)。
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次に森林の植伐から得られる t時点での利調の現在価値(あるいは利潤から得

られる現在効用〉をπtで表す。利潤は立木販売収入から育林費用を差し引いたも

白であるロ収入は伐採面積の関数であり、育林費用はその時点での森林資顕構成

の関数となる。したがって利潤関数は

πt=πd C t. X d 

で表される。さらに伐採面積が森林資額構成の変化から一意的に定まるとすれば、

7tt=πdcdx ト 1.xd.xd=πt(xt-l. X d 

と表すこともできるロいずれの形式をとるにせよ利潤関数には添え字 tがつけら

れていることに注意されたい。こ白ことは定常性の仮定がここでは特に想定され

ていないことを意味している。

以上で、異齢林モデルを定式化する準備が整った司上の二つの利潤関数のうち、

ここでは後者の形式を採用するとすれば、問題は次白ように表される。
00 

max I. t = 1πdXt-l， xd 

subject to x 0= x 0"， X t~ (]I， A X t-l-B x t~ 0， 

d X t-l-d x t ~ 0 for t = 1 • 2 .・・・

このように定式化された問題は動的最適化問題と呼ばれ、それは計画期聞の全

ての時点、における最適な森林資源の状態と最適な伐採・放棄政策を求める櫨雑な

問題であるロその複雑さは、ある時点での森林資源の利用はそれ以降の森林の資

調状態に影響を与えるため、その利用にはそれ以降の全ての森林利用のあり方を

考慮したものでな廿ればならないという点にある。このため一般に動的最適化問

題を直接解くことは困難である(特に無限計画期間問題の場合)。しかしながら、

この動的最適化問題は、 Weitzmanによって証明された無限計画期間凸計画の双対

定理を用いることにより、より簡単な静学最適化問題に変換することができる〈

同定理は離散型時聞に対応する一種の最大値原理である) 0 ただしそのためには、

利潤閑散の凹性を仮定する必要があり、またWeitzmanの設定した仮定を一部経め

なければならない。ここではこれらの数学上の課題には言及せずどのように変換

されるかだけを述べよう。

双対定理によれば、上の問題に対して各時点で森林資源の潜在価格を表す非負

N+l次行ベクトル(訳対価格) P tが存在し、異齢林問題は各時点で次の双対問

題を解くことと同値となる o
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maxπt+PtXt-Pt量 lXt-l. t=1.2， 

ここで Xt-1、Xtは計画時点での異齢林の資額構成(初期条件〉から遷移可能な

t - 1及び t時点での異齢林の資源構成を示すロこの双対問題を基に双対価格の

特質を検討することによって、異齢林の最適な利用のあり方に関するいくつかの

特質を導くことができるであろう。ただしそのような研究は未だ公表されておら

ず、それは今後の課題である。

さて本項の最後に、異齢林問題を個々の同齢林の問題に分解できる条件につい

て考案しておこう。もし分解が可能であれば、異齢林に関する複雑な動的最適化

問題を解く必要はなくなり、単一一斉林モデル由結果をそのまま利用することが

できる。

今、異齢林を単位面積で分割して n個の一斉林に分けることができるとするロ

そして個々の一斉林 iにお廿る利潤の現在価値の総和を πdOdで表す o ここで

φiは第 i林分でとられる政策を表している o すべての一斉林から得られる総利潤
n 

を日で表せば、日 =L 1= 1π1である o このとき、もし

a 7& 1/ a o J = 0 for a11 i. j (i '* j ) 

ならば、異齢林は個々の一斉林に分解して考察することができ、
n 

max II (φ1.・・・，ゆ n)= L 1 = 1 [max 7& 1 (φdJ 

である。この条件は、ある林分に対する政策が他の林分に対して影響を及ぼさな

いということを表現している。そしてそれが成立するのは、先に定式化した異齢

林モデルが線形制御問題となる場合である(有限計画期間問題に閲しては、この

ことはJohanssonand Lofgren(1985)第6章で証明されている) 0 すなわち利潤関

数がπt=αtXト 1+βtXt+7tと表されるならば、異齢林問題は個々の単一一

斉林問題に分解して考察することができる。この条件はより具体的には、各時点

での木材価格や賃金率、そして利子率などが、木材の生産量や労働の投入量、資

金の需要置によって変化しない場合である(ここでは定常性の仮定は要求されて

いないことに注意されたい〉。

しかしながら、そのような線形性の想定は現実には必ずしも妥当とはいえないロ

例えば累進的な所得税の存在は非線形要因である o 同様に伐出費用関数が非線形

ならば、問題を綿形モデルによって定式化することはできない。また、森林の外

部性が導入される場合には、線形制御モデルは現実をかなり抽象化したものとな
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るだろう。また、親形制御モデルが分析に用いられると、次のような極端な政策

が最適政策として示されることになる o すなわちある時点での最適伐期齢がTで

あれば、それ以上の林齢の森林は直ちに伐採されることが最適とされ、能力の許

す限り森林は伐採される。反対にもしその伐期齢に達する森林がなければ、その

時点では森林はできる限り伐採されないことが最適となる。緯形制御モデルはこ

のような極端な伐採政策(パンパン制御〉を指示する性質を持っている。

以上白考察から、単一一斉林モデルは線形異齢林モデルであり、したがってそ

れはさまざまな諒形性を明示的にあるいは暗黙白うちに仮定していることがわか

るロそしてそのモデルから得られる結果は、現実と比較すると極端なものとなっ

ている可能性があることが指摘できる。しかしこめ指摘は、単一一斉林モデルに

よる考案や分析の現実妥当性を否定するものではなく、一つの注意を与えるもの

と理解すべきであるロなぜなら線形モデルの結果は、極端な強調があるかもしれ

ないが、その指示する方向は誤りではないからである。アナロガスな言い方をす

れば、非線形性とは線形モデルに働く摩擦のようなものである。例えば、単一一

斉林モデルから最適伐期齢T'fが得られれば、それは T￥以上の森林白うちいくら

かは伐採されることが適切であり、 T~以下の森林は事情が許す限り伐採されない

方が適切であることを示している。多くの場合、単一一斉林モデルから得られる

結果は、この点が留意されて解釈される限り有用である(緯形制御モデルと非線

形制御モデルの関係に閲する議論として、 Clark(1916)第4章 2節も参照されたい〉白

4 .最適伐期齢理論の課題

以上、さまざまな仮定を持つFaustmann式がどのように拡彊されるかを調査し、

理論あるいは現実世界の観点からいくつかの点を論じたロこれらを総合すると、

課題としては次のようにいうことができるだろうロ

森林所有者(あるいは林業経営者)の主体均衡モデルとして現実を最もよく表

現するのは、異齢林を対象とする確率モデルである D したがって最適伐期齢理論

白第 1の課題は、今後そ由ようなモデルを定式化し、解の定性的な検討を行うこ

とである。このことは、本章でも用いた最適制御理論と確率過程に閲する諸理論
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との接合〈確率的制御理論)によって可能となるであろう o

ただし、そのモデルはきわめて櫨雑なものとなることが予想され、そのため得

られる結果もまた限られたものとなることが予想される o したがってより単純な

モデル(最も単純なモデルはFaustmann式である〉と理想的な確率的異齢林モデル

と四関係を明らかにすることもまた重要となる。これが第 2の課題であるロ

この課題について、本章によって明らかとなった点を述べれば、次のようにな

るだろう。

① モデルを最適施業方策や最適間伐方策を含むモデルに拡張しても、最適伐期

齢の満たすべき条件は、 Faustmannの伐期齢の 1陪の条件と伺 Uである白

@ Faustmannの伐期齢の 1階の条件は、その中白競争的林地価格 (V) を各時点

に依存するものと見なせば、定常性の過程を緩めた場合の最適伐期齢が満たす

べき条件となるロ

@ 異齢林モデルへの応用には、 Faustmann式が綜形異齢林モデルであることに気

付くことが重要である白すなわち、 Faustmann式から得られる結果が、極端なも

のとなっている可能性があることに留意し、それは単に方向を示しているもの

であると解釈する限り、非緯形異齢林を対象にする場合も、 Faustmann式から有

用な結果を得ることができる。

以上のように、単純なFaustmann式だけでも、かなりの分析が可能であるロただ

し、それはあくまでも決定論的枠組みの中でのことであることに注意しなければ

ならない。前節でも述べたように、決定論的世界から確率的世界への変更によっ

て、最適伐期齢理論やその基本モデルである Faustmann式が、どのように修正され

るべきかについては、未だ明らかではない。この点こそ、今後明らかにすべき最

も重要な課題である。

ところで最適伐期齢理論は、ミクロ経済学的な方法による森林所有者くあるい

は林業経営者)の主体均衡モデルに関する諸理論から成る。この定義からすれば、

その課題はおそらく上で述べたことで尽くされている。しかし、森林、林業の経

済分析(実証分析)のために必要とされる考察としてはそれだけでは不十分であ

る。以下では、その課題についても述べておこう。
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第 2節で明らかにしたように理論的に適切な伐期齢決定ルール〈あるいは主体

均衡モデル〉はFaustmann式である。また利調の現在価値の最大化(あるいは現在

効用最大化〉を目的とした、より基礎的な主体均衡モデルから得られる最適解の

条件は、 Faustmannの伐期齢白 l階の条件と一致する (Heaps(1984)、Mitra and 

Wan(1985)、本論文第 5章を参照のこと)白したがって、 3節でみたさまざまなモ

デルが、 Faustmannの考え方を考察の基礎とすることは全く自然なことである白

しかしながら森林、林業の経済分析を行う場合、ミクロ経済学的に適切なモデ

ルが現実をうまく描写するとは隈らない o

その理由は、その他の伐期齢決定ルールが、用いるべき投資規準として現実に

存在しているからである o ある森林所有者は内部収益率規準で林業経宮を行い、

別の人は森林純収種説に則って経官を行っている1;1Fisherのルールを投資規準と

している経営者もまた存在する o これらの人々に、それら白投資規準は誤ってい

るからFaustmannのルールを用いなさいと進言するのは、実証分析者の仕事ではな

いロむしろ必要なことは、 Faustmann以外の伐期齢決定ルールに対しでも、同 Uよ

うに検討や考案を行っていくことであろう。さらに望まれるのは、決定ルールの

遣いによらない頑健な結果を得ることである。

以上のことは、厳密には最適伐期齢理論の課題とはいえないが、森林、林業に

閲する実証分析を行う上で必要とされる重要な課題であるロ本論文の第一部の残

りのこつの章は、この課題に関する考察とその応用が行われる o
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[捕論]

1 .連続型時間モデルと離散型時間モデル

( 1 ) 瞬間的利子率

瞬間的利子率は、単位時聞を無限小としたときの利子率の極限として与えられ

るロこのことを示すと次のようになる D 離散的な時聞を例えば 1年を単位として

考え、その利子率を tとする。 t年後にある投資プロジェクトから R円の利潤が

得られるとすれば、その現在価値 PVは

PV=R(1+l)-t 

である o ここで l (> 0 )は 1年あたり利子率である。さて、時聞の単位を 1/

m年とし、対応する利子串を r/mで表すことにする oすなわち、

PV=R(1 + l )-t=R(1 + r/m)-mt 

である。ここで単位時閣を無限小にする m司∞を考える o r/m=(1+t)lノm

lより m→∞では r/m→ Oとなることに注意すると、

PV回 1imm→∞R {1 + r / m } -m t = 1i m m/ r .....∞R [{ 1 + r /m)m/rrrt 

=Re ・・・rt

を得る〈ここでは eの定義式 e= limn.....∞(1+1/n)nを用いている)。このよ

うにして得られた rが連続型時聞における利子串であり、離散的時聞における利

子率 tと区別するときには特にこれを瞬間的利子率と呼ぶ。なお、 tとrの関係

は r=log(1+l)である。

( 2 ) 離散型時間モデルと連続型時間モデル

ここではFaustmann式を題材に、離散型時間モデルと連続型時間モデルとの関係

を示す。森林経理学の教科書ではFaustmann式(土地期望価〉を次のように表現し

ている(鈴木 (1979)第 1章第 5節より)ロ

A u + 0 a1. Opu-a+・・・ー c1. Opu 

Bu= - V 
1. Opu-1 

ここで、 Bu:土地期望価、 Au:主伐収入、 Da:a林齢における間伐収入、 c

造林費、 V:管理資本、 o.OP :利子事である。
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一方、本章第 2節ではFaustmann式は改のように定式化されていた。

V (T) = [p f (T) e -rT -W L ]/ (1 -e -rT) 

まず両式の記号を対応させると u=T、Au=pf(T)、c邑 wL、1.Opu= e rT 

となる。本章のモデルでは仮定により、間伐収入と菅理費を捨象している(ある

いは、割引率で割り引いて前者は主伐収入に、後者は造林費に操り込んでいる〉

ことに注意して、離散型モデルに連続型モデルの記号を代入すれば、

B (T) = [p f (T) -w L e rT]/ ( e rT -1 ) 

= [p f (T) e -rT -W L ] / (1 - e -rT) = V (T) 

と、両式が一致することがわかる白

( 3 ) Presslerの指率

Presllerとは19世紀ドイツのターラント高等農林専門学校の教授の名前である。

彼は合理的林業とは土地期望価を最大にするような経営であると主張し、森林が

最適伐期齢 (Faustmannの伐期齢TF')に至っているかどうかを判断するために、

ある指標を提案したロこれがPresslerの指率である。こ白指率は、離散型時間モ

デルでは次のような恒等式によって表される(鈴木(1979)第 1章第 5節による。

また以下の指率の解説も鈴木を基にしている)。

1. Oqn= (AT+n+ B u+ V)/(AT+ B u+ V) 

ここでO.Oqが指率である。 Tは現在の諜林の林齢を示し、 T+nは伐期齢を示す。

森林が最適伐期齢に至っているかどうかを判断するために、指率は市場利子率

( l ) と比較される。すなわち、もし t孟 O.Oqならばただちに伐採すべきであり、

tく O.OQならば森林は存続されるべきであるロ

ところでこの説明では nに関しては何も述べられていないことに注意されたいロ

したがって nは一見任意であるかのように思われる。ところが鈴木は暗黙のうち

にn= T F'一 Tとしており、この限られたケースについてのみ、 Presslerの指率を

考察しているロまずこの暖昧な点を連続型モデルを用いることで明らかにしよう。

連続型モデルでのPresslerの指率をwとすると、上の恒等式は、

[p f (T+ n)+V(TF')]/[p f (T)+V(TF')]= enw 

と表される。上式の両辺に対数をとれば、その指率は

w = 110g[ p f (T + n ) + V (T~)] ー log[p f (T)+V(T勺)}/n
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と定義される。ここで横軸に林齢、縦軸に対数日盛りで純収入をとり、

w = 1 og [p f (T) + V (T ')] 

を描こうロ Wの1次微分係数は

W=  p f (T)/[p f (T)+V(TF)]>日

であり、 T= TFではw=r (Faustmann式の 1階の条件より)ロまた、 2次微分

係数は

w=  p f (T)/[p f (T)+ V (TF)]一(pf (T) / [p f (T) + V (T F)]} 2 

く 0

である。したがってWは、図 1-2の実線のように描かれる o Wの定義式により

Presslerの指率はW上の 2点を結ぷ直韓の傾きで表されるロしたがってPressler

の指率は次のような指示を森林所有者に与えるものといえる oすなわち、

もし、ある n (> 0 )でw>rとなるならば森林は伐採されるべきではないロ

一方、いかなる n (> 0 )でもw孟 rとなるならば森林は伐採されるべきである。

これがPresslerの指率の厳密な意味である。この結果は曲線Wの一部が下に凸

であっても成立する。したがってそれは生産関数に閲する錨細な仮定に依存しな

い頭健な指率といえる。他方、 Wが凹関数ならば、指率に必要とされる情報は n

= 0での局所的情報だけで十分になるロこの場合のPresslerの指串は、

w=W= P f (T)/[p f (T)+V (TF)] 

と表され、もしW>(豆) rならば森林は存続すべき(ただちに伐採されるべき)

である o

残念ながら以上で考察したPresslerの指率は、あまり役に立つものではない白

なぜならそれは最適伐期齢TFを知っていることを前提としているからである〈上

の式ではV(TF)が用いられていることに気付かれたい)ロ最適伐期齢がわかって

いれば、わざわざ指串の計算を行う必要はない。したがって、上で定式化された

指率は全く無意味なものである (Pressler(1860)が手元にないために、この定式

化がPressler本人によるものか鈴木によるものかは不明である)。本来ならば、

Faustmannの最適伐期齢TFを前提にしないPresslerの指率が考えられねばならな

いo ここではw白自然な変形として

ω=!log[p f (T+n)+V(T)]ー log[pf (T)+V(T)])/n 

を考えよう。対応する曲線は
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図 1-2 Presslerの指率とFaustmannの伐期齢
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。=1 og [p f (T) + V (T)] 

であるロ V(T);豆V(T F)に注意すれば、その曲線は図 1- 2の破線のように描か

れるであろう巴このωのPresslerの指率としての利用は上に準ずるものである白

そして、もし曲掠が最初増加する凹関数で表されるならば、局所的情報だけで伐

採するかどうかを判断することができる。すなわち

ω= Q = f (T) / [ f (T) -w L ] -r / ( e rT - 1 ) 

を利用して、 Q>(壬) rならば森林は存続すべき(ただちに伐採されるべき〉

である。ただし、残念ながらこの曲線の性質として厳密に明かにすることができ

るのは

Q 主主 W for T孟Tmin(等号は T= TF) 

Q (TF)=W(TF)= r 

に過ぎないロこのため新しいPresslerO)指率ωが、常に適切な指率かどうかにつ

いては暖昧さが残っていることに注意されたい白

最後にPresslerの指率から離れて、本章の仮定白下でFaustmann式から自然に導

かれる指率を示すことにしよう白

本章第 2節では、 Faustmannの式の 1階の条件を満たす伐期齢が大域的な最適解

であることを示したロこのことは林地の機会費用 V(T)は最初単調増加し、 T=

TFで最大値をとり、やがて単調減少することを意味している o したがってその l

次徴分係数

V (T ) = {p f - r (p f (T) + V (T ) ]) • [e -rT / 1 - e -rT] 

は、

V(T)>O if Tmln亘T<TF

V(T)=O if T=TF 

V(T)く o if T F< T 

である D したがって、次式で定義される指率 κ(T)が導かれる。すなわち、

κ(T ) = p f / (p f + V) = p f (T) / ( [p t (T) -w L ] / (1 -e -rT) 1 

であり、 κ豆 rならば伐採されるべきであり、 κ>rならば伐採されるべきでは

ないo この指串には、本章の仮定を認める限りいっさいの哩昧さはないロ
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2. Faustmann式の比較静学分析

Faustmann式の比較静学分析は、 Johanssonand Lofgren(1985)第 4章および第

5章によってまとめられている。その内容は、最適伐期齢に対する影響と競争的

林地価格に対する影響とに分けられている白ここではその結果に本研究第 2章で

得られる結果を付加して紹介しておこう o

伐期齢lこ対する影響は、次のようなものである白

① 立木価格の上昇は最適伐期齢を短くする。

@ 賃金率の上昇は最適伐期齢を長くする o

@ 利子率の上昇は最適伐期齢を短くする。

@ 立木臨売に謀せられた税 (salestax) は、最適伐期齢を長くする。

@・賃金支払いに課せられた税 (payrolltax)は、最適伐期齢を長くする白

@ 実現主義の資本利得税 (capitalgains tax on a realization basis)は、

最適伐期齢に影響を与えない。

@ 発生主義の資本利得税 (capitalgains tax on an accrual basis)は、最適

伐期齢を短くする o

@ 一括税 (annuallump sum tax :収入の多寡にかかわらず、経営体に課せられ

る定額税)は、最適伐期齢に影響を与えない。

競争的林地価格に対する影響は次の通りであるロ

@ 木材価格の上昇は競争的林地価格の上昇をもたらす o

⑪ 賃金串の上昇は競争的林地価格価値の下落をもたらす。

⑪ 利子率の上昇は競争的林地価格を減少させるロ

⑪ あらゆる税は林地の価値を減少させるロ

これらの結果のうち、①と@、@と@は形式的には閉じことを言っているに過

ぎない。また、①は伐出条件の違いが伐期齢に及ぼす影響としても解釈すること

ができるロすなわち他の条件を一定として、伐出条件の悪いところでは立木個格

が低くなるから最適伐期齢は相対的に長くなる。税の影響については、これは負

の補助金だから、比較静学の結果を反対に読み変えることで、ただちに補助金が

伐期齢及び競争的林地価格に及ぼす影響を知ることができる。
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3 .凹関数の定義と性質

以下の定義と性質の証明は西村和雄(1982)第 3章と西村清彦(1990)第 l章を参

考にした E

(凹関数の定義 1) 

任意の xE Rn、x モRn及び Oく λく lであるすべての λIこ対して、

f [λx + (1ーλ)x ~ ]孟 λf(x)+(J.ー λ)f (x -) 

であるなら関数 fはRn上で凹関数であるという。また、厳密な不等式が成立する

場合、厳密な凹関数と呼ばれる白

(凹関数の定義 :2) 

x E R n上で定義された 1回偏微分可能な関数 f(x )は、

f (x )孟 f(x 0) + (a f (x 0) / a x) (x -x 0) for any x = x" 

ならば、関数 fはRn上で凹関数であるという。また、厳密な不等式が成立する場

合、厳密な凹関数と呼ばれる。

(厳密な凹関数の性質 :1) 

f (x )は凸集合 X上で定義された厳密な凹閑散であるとする o このとき f(xつ

がXでの極大値ならば、 f(x勺は一意な最大値である。

証明:

X lが最大をもたらさないとするロこのときある X X:f::Xh  xEXが存在して

f(x)>f(xつである。したがって任意の 0<λ<1に対して、

f [λx:r+ (1 -λ)x]>λf (x :r) + ( 1一λ)f(X)>f(xl
)

が成立するロここで λを 1に近づけると、上式が f(xつが極大値であることに矛

盾していることがわかるロまた、 x <:f:: xつもまた最大値をとるとし、 f(x ) = 

f (xっとすると、

f [λx l+ (1ー λ)x]>λf(x%)+(lー λ)f(x)=f(xつ
となり、 f(xつが最大値であることに矛盾する白
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〈厳密な凹関数の性質:2) 

f (x )は凸集合 X上で定義された 2団連続微分可能で厳密な凹関数であるとす

るロこのとき、 fのヘッセ行列Hf (2次偏微分係数の行列〉は負値定符号行列で

ある。

証明:

fは l回偏徴分可能で厳密な凹関数なので、次の不等式が成立する o

f(XO+sx)く f(x 0) + (a f (x 0) / a x ) s x 

一方、 f(x )を xOの近傍でテーラー展開すれば

f (x 0 + s x ) = f (x 0) + (a f (x 0) / a x ) s x + ( 1 / 2 ) t s x H f s x 

したがって、 tsXHfsXく o0 すなわち、 Hfは負値定符号行列である。特に f

が一変数Tの関数ならば、 Hf=f (T)く Oである。

白

ua
'
h
d
v
 



第 2章 決定論的最適伐期齢に関する基礎的考察

1 .は Uめに

第 1章ではミクロ経済学の考え方に沿って、最適伐期齢理論を展望したロそこ

で明らかとなったように、経済理論上(正確にはミクロ経済学的思考様式におい

て)適切な伐期齢決定ルールは、 Faustmann式である。また規範分析、すなわち国

民経済や世界全体といった視点からみて、望ましい森林資源の利用とはどのよう

なものであるかを明らかにするときには、やはり Faustmannの考え方が基礎となる o

言い換えれば、森林利用の適切さの評価白指標としては、無限の計画期間におい

て得られる利調(あるいは木材と轟林の環境財としてのサーピスの両者を考慮し

て数量化した効用水準〉の現在価値の総和や総和の期待値が用いられるべきであ

るロ

しかし森林、林業の経済分析の中心的課題は、個々の森林所有者の行動が社会

的に望ましい森林資額の利用と一致するように、補助・税制など制度自あり方に

ついて考察することである o ここでは規範分析の結果(望ましい森林資諒の利用)

と実証分析の結果(実際の森林資源の利用)との間にみられる差異や一致につい

ての考察が不可欠であり、実証分析の重要性は規範分析に比肩するロそして前章

の最後にも述べたように、実証的な観点から森林所有者の行動を分析するならば、

Faustmannのルールにこだわる理由はないロしたがって、もし現実にFaustrnann以

外の決定ルールが採用されているならば、それらについて十分な考案をしておく

ことは重要な課題である o

本章は、このような森林、林業の実証分析で必要とされる知識のうち、最も基

礎的な部分を明らかにする。すなわちここでは、決定論的定常性の仮定の下に、

さまざまな決定ルールから導かれる最適伐期齢の大小関係とその性質を考察する。

検討する最適伐期齢は、材積最大の伐期齢 (TA) 、最大持続収穫の伐期齢(TG) 、

森林純収穫の伐期齢 (TN) 、Faustmannの伐期齢 (TF) 、Bouldingの伐期齢(

T B) 、そしてFisherの伐期齢 (TH)である (TeとTHrこ関しては林地の機会費

用や林地の市場価格を考慮しない最適伐期齢である) 0 

-60 -



これらの最適伐期齢の大小比較は、部分的には半田 (1957)第 6章や鈴木(1979)

第 1章第5節が行っている。また、 Johanssonand Lofgren(1985}第4章がかなり

網羅的な検討を行っているロ本章ではJohanssonand Lofgrenの得た結果に加えて、

Bouldingの伐期齢と Faustmannの伐期齢の大小関係を明らかにする。また、利子串

及び相対立木価格(立木価格/賃金串〉の変化に対する最適伐期齢の比較静学分

析の結果を示す白本章で企図されているのは、各決定Jレールの関係とそ白基礎的

な性質に関して、完全な解答を提示することであるロ

以下、次節ではそれぞれ白決定ルールの定式化と最適伐期齢の満たすべき 1階

の条件を示す。第 3節では各最適伐期齢の大小比較を行う o第 4節では、最適伐

期齢の比較静学分析が行われるロここでは利子率及び相対立木価格の変化によっ

て、最適伐期齢がどのような影響を受ttるかが明らかにされる。最後に第 5節で

本章の結果を要約するロ

ところで本章では轟林純収穫の決定ルールもまた考察される o その関保上、い

わゆる純収穫論争について触れておいた方がよいかも知れな¥，¥ 0 ただしこの論争

は、規範的な観点から土地純収益説と森林純収穫説のいずれが適切な決定ルール

かを論じるものであり、実証分析のために用意された本章とは直接の関係はないロ

このためここでは捕論としてこの論争に関する若干のコメントを行うこととする白

なお、ここで本章の仮定についてあらか Uめ述べておこう。本章で用いている

仮定は前章第 2節に準ずるものであり、変更は次の点のみである。すなわち、

⑦'  森林の生産関数 fに関する仮定:森林の生産関数 f= f (T)は、定義域を

[Tmln. Tmal-:]とし TAで最大値を持つ非負で厳密な凹関数であり、必要なだけ

連続微分可能とする。ここでTmlnは、立木販売が可能となる最小の林齢を示す。

この仮定の変更は材積最大の伐期齢が存在するために必要とされる。しかし、そ

の他の最適伐期齢に関しては、第 1章の仮定⑦を用いても本章の⑦'を用いても

結果は変わらないロこれは本章で証明されるように、それ以外の最適伐期齢はす

べて材積最大の伐期齢よりも小さくなるためである。このためここでは T壬TAで

の生産関数 fの形状が問題となるが、⑦'のそれは第 l章の仮定と同じ(厳密な

単調増加凹関数)であるロつまり 2つの仮定の違いはなんら影響を及ぼさない。
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2 .決定ルールの定式化と最適伐期齢の 1階の条件

本節ではさまざまな決定ルールを定式化し、その最適解が内点解の場合に満た

すべき 1階の条件を示す E

① 材積最大の伐期齢 (TA) 

材積最大の伐期齢とは、収種できる木材の畳を最大にする伐期齢である白した

がって問題は

max f(T) subject to T孟 Trnl n 

であり、最適伐期齢が満たすべき 1階の条件は、

f(T)=O 、、J唱・A，a‘、

である(ここでドットは Tによる 1次微分係数を示す。以下同じ)。すなわち、

森林の成長置が正である限り森林は伐採せずに置いておくことをこの条件は示し

ているロ

@ 最大持続収穫の伐期齢 (TG) 

最大持続収穫 (MS Y : maximum sustainable yield)のルールでは、森林から

得られる物的な平均生産量を最大にする伐期齢を最適伐期齢とする。最適伐期齢

をTcとすると、

max f (T)/T subject to T孟Trn1 n 

であり、これより 1階の条件は

T • f (T)ー f(T)=O (2) 

であるロこの条件は森林の成長量が平均成長置と一致する林齢で森林を伐採する

ことを指示している。

@ 森林純収穫の伐期齢(TN) 

森林純収穫 (NM S Y : net maximum suslainable yield)のルールでは、森林

から得られる収入から費用(ただし利子率で按利計算しないそれ)を差し引いた

も白の平均値、すなわち森林買租(F R : forest rent)を最大にする伐期齢を最

適伐期齢とする白定式化すると、
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max{FR=[P f (T)-wL]/T; subject to T孟 Tmin}

であり、 FRをTで微分すると

F R = ( p / T 2) {T f (T)ー[f (T)ー(W/ p) L]} 

である。したがって 1階の条件は、

T f (T)ー f(T ) + (W / p ) L = 0 

と表されるロこの条件を

P f (T)一 [pf (T) -w L]/ T = 0 

( 3 ) 

と変形すれば、それが、森林を伐採せずにおくことで得られる収入の増加分と単

純平均利潤の一致する林齢で伐採することを指示するものであることがわかる。

@ Faustmannの伐期齢(TF) 

Faustmannのルールは、現在から無限の将来にわたって得られる利調の現在価値

の総和を最大にする伐期齢を最適伐期齢とするロ完全競争市場の仮定の下では、

得られた利潤の現在価値の総和は、林地の機会費用(競争的林地価格)を表すこ

とになる。利潤の現在価値の総和を Vで表すとその最適伐期齢を求める問題は

max{V=[p f (T) e-rT-wL]/(I -e-rT); subject to T~Tmln} 

と表される(第 l章を参照のこと) 0 vをTで微分すると

V=(e-rT/l - e-rT)[p f (T)-r p f (T)ー rV] 

であり、したがってその最適伐期齢 (TF) が満たすべき l陪の条件は、

pf(T)-r[pf(T)+rV]=Q (4) 

である。この条件は森林を伐採せずに置いておくことによって得られる収入の増

加分が、立木と林地を置いておくことで発生する機会費用と一致する林齢で、森

林を伐採することを指示するものである(詳細は第 1章を参照のこと)白

@ Bouldingの伐期齢(Ts) 

Bouldingのルールは、次の恒等式で定義される内部収益率 (p )を最大化する

伐期齢を最適伐期齢とする白

p f (T) exp (-p T) = w L 

上式を pについて解くと問題は

max{ρ= [Iog p f (T)ー logwL]/T; subject to T~Tmln) 
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と表される口 ρの 1次微分は

p={f (T)/f (T)】[logpf (T)ー logwL]} /T  

=[f (T)/f (T)-p]/T 

である。したがって、 1階の条件は

t(T)-pf(T)=O (5) 

である。この条件は森林を伐採せずに置いておくことで得られる収入の増加分と、

森林を置いておくことで発生する機会費用{ただし内部収益率で評価した機会費

用〉が一致する点で、森林を伐採することが最適であることを表している(上式

では立木価格 pが消去されていることに注意されたい〉ロ

@ Fi sherの伐期齢 (TH) 

Fisherのルールは、 l回の収穫における利調の現在価値を最大にする伐期齢を

最適伐期齢とする。利潤の現在価値を PVで表すと、問題は

max { P V = p f (T) e -r1・-wL; subject to T~Tmin} 

と定式化されるロ 1階の条件は、

d P V / d T = p [ f (T) - r f (T)] e -rT 

より、

f(T)-r f(T)器 o ( 6 ) 

である D この条件は森林を伐採せずに置いておくことで得られる収入の増加分と、

森林を置いておくことで発生する機会費用が一致する点で、森林を伐採すること

が最適であることを表している(1階の条件では立木価格 pが消去されているこ

とに注意されたい) 0 

以上、本章で取り上げる最適伐期齢決定の諸ルールを定式化し、それぞれの最

適伐期齢の 1階の条件について示した。以下の考案に先立って、ここで次の点を

指摘しておこう o

最適伐期齢の l階の条件を見ると、材積最大の伐期齢 (TA) 、最大持続収穫の

伐期齢(Tc) 、Fi sherの伐期齢 (TH) は、立木価格と賃金率が変化しでもその

影響を受けないことがわかる。一方、森林純収樺の伐期齢 (T1'1)、 Faustmannの

伐期齢 (TF) 、そしてBouldingの伐期齢 (T6) は立木価格と賃金率の水準に応
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じてその最適伐期齢が変化する白しかし、えを任意の正定数として(3 )、 (4 )、

( 5 )に λp、i..wを代入しでも、これらの最適伐期齢は変化しない。すなわち、

TN、TF'、TBはp、wに関して 0次同次関数となっている(このことは各決定ル

ールの目的関数にオイラーの定理を適用しでも示すことができるロ最大化される

目的関数がそれぞれp、wに関して 1次同次関数となっていることに注意された

いo なお同定理については例えば西村和雄(1982)第 3章を参照白こと〉。つまり

立木価格が変化しでも、同時に賃金率が変化して相対立木価格(立木価格/賃金

率)が変わらないのであれば、最適伐期齢はいずれの決定ルールでも変化しない。

こ白ことは、労働をニュメレール(価値基準財)と見なして賃金率w=lとし、

立木価格pを相対立木価格p (=p/w)に置き換えても、上述の決定ルールの

目的関数及び 1階の条件にはなんら問題を生じないことを意味する。したがって

以下の考察においては表現を簡略化するために、 w=lとし、 pの代わりに相対

立木価格Pを用いて分析を行うこととするロ

3 .最適伐期齢の大小比較

( 1 ) 材積最大、最大持続収穫、森林純収穫の最適伐期齢白比較

森林純収穫の伐期齢の l階の条件(3 )を Pを用いて再記すれば

T f (T)ー f(T)+L/P=O (7) 

である o これを最適伐期齢 TNとPとの陰関数と見なして全微分すると、

[ f N+ T N f 1'1- f N] d T N+ (ー L/ P 2) d P = 0 

である(ここで f1'1= f (T N)。また、ダブルドットは 2次微分係数を表すロ以下

同じ)。変形して

d T 1'1/ d P = L / [T 1'1 f N P 2] == (+ ) / (ー)く o (8 ) 

を得る D これより TNは相対立木価格 Pの単調減少関数であることがわかるロさら

にP→∞を考えれば、 ( 7 )が(2 )に一致することがわかる。以上から Pく∞

では TN>TGであり、 P→∞で TNはTGに収束する。

ところで、最大化された森林貢祖を

F R 1'1= F R [T 1'1 (P). P] 
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とし、相対立木価格で微分すると包絡鵠定理より(同定理については例えば西村

和雄(1982)第 4章を参照のこと〉

d F R N/ d P = a F R 1'1/ a P = f 1'1/ T N> 0 

を得る。この式は相対立木価格が下落すると、 FRNが誠少することを示している。

したがって、 FR N =  0となるある相対立木価格 pJ、Ifninが存在するロ Pく PNrn 1 nで

は最大化された森林貢租はマイナスとなり、いかなる伐期齢でも(複利計算しな

い)造育林費用を賄えなくなることに気付かれたい o したがって、 Pく pNm1nで

は、森林純収穫を決定ルールとする森林所有者は、造育林投資を行わなくなるロ

さらに FRN= 0を相対立木価格について解けば

pN
mln=min[L/ f 1'1] 

であり、この等式を l階D条件(7 )に代入すれば f(TN) = 0。したがって p=

P Nm1nで、 TNはTA (利用材積最大の伐期齢)に一致する。以上をまとめると、

TG< TN亘TA for pN
mln亘P<∞(9 ) 

となる白

( 2) Faus tmann、Boulding、Fisherの最適伐期齢の比較

前章では、 Bouldingの伐期齢もFisherの伐期齢も、林地の機会費用(競争的林

地価格〉を考慮する限り Faustmannの伐期齢と一致することを示した。ここではこ

白結果を利用して、 Bouldingの伐期齢はFaustmannの伐期齢よりも小さく、また、

Fisherの伐期齢はFaustmann白伐期齢より大きいことを示すロ

方法として、まず可変的な林地価格(VO)を含めた形でBouldingとFisherの伐

期齢が満たすべき l階の条件を導き、次にこれを最適伐期齢と林地価格の陰関数

と見なして全微分して、 dTB/ d Vo> 0、dTH/ d Voく 0となることを証明

する。なお相対立木価格 Pに対応して、ここでは Voは労働を単位として表されて

いることに注意されたい。

さて林地価格を含めた場合の内部収益事 (p )は、

[p f (T) + V 0] ex p (-p T) = L + V 0 

を満たし、 Bouldingの伐期齢は次のように定式化される。

max(ρ= 11 og [P f (T) + V 0]ー 1og (L + V o)} / T) 

その l階の条件は
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P f (T) -p [P f (T) + V 0] = 0 

であるロ ( 1 2) をTsとVoの陰関数と見なして全微分すれば

0 =  {Pfsー(ap/a TB)[P f B+ Vo]ーρPi s} d T B 

一[(ap/a Vo}{P f B+VO)+ p] d Vo 

ここで fB= f (T B)である。

(1 2) より Bρ/a TB= 0ロまた(1 0) 、 (1 1) より

a p / a V 0= [( P f B+ V 0)ー1_(L + Vo)-l]/TB 

= [1ー (PfB+VO)/(L+Vo)]/[TB(P fB+VO)] 

=[l-exp(p TB)]/[TB(P f B+VO)] 

であることに注意すると

d T B/ d V 0 = [p T B + 1 -exp (p T B)] / [ T B P ( f B -P f B)] 

( 1 2 ) 

を得る o ここで分母に注目すると TB亘TAでは、成長関数 fの仮定により負であ

る(後に TB亘TF豆TN亘TAであることが証明される) 0 一方、分子については

exp(ρT B)をマクローリン展開すると、

exp (ρTs)= 1 +p  TB+(P TB)2/2 +・・・+(p T B) n / (n ! ) +・・・

>l+pTB 

であり、したがって分子は負である(厳密な不等式は p~r>O で成立する o 内

部収益事が少なくとも利子率と等しくなければ、 Bouldingのルールにしたがう森

林所有者は造育林投資を行わなくなることに気付かれたい〉。以上から、

d TB/ d VO= (ー)/(ー)> 0 

であるロすなわち VOの減少にともなって TBは棋少する o

さて VFをFaustmannの伐期齢(T F) に対応する林地の機会費用とするロはじめ

に VF~ 0とするロ第 1章で明らかにしたように Vo=VFならばTB=T Fである。

一方、 Bouldingのルールでは林地価格は考慮されないから Vo=0 (孟 VF)であ

る白 TBは Voの単調増加関数だから、 TB~ TFを得る。すなわちBouldingの伐期

齢はFaustmannの伐期齢より小さくなる o

次に VFく Oの場合について考えようロこのとき

max [P f (T) e -rT - L ] < 0 ( 1 3 ) 

あるいは

max[ P f (T )e-rT]く L
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が成立するロ ( 5 )より L=Pf(T)exp(ー ρT)であり、したがって

P f (T) e-rTく Pf (T) exp (-p T) for any T 

である o 整理すると pく rロすなわち VFく Oの場合には、いかなる伐期齢を選択

しでも得られる内部収益率は利子率より小さくなり、 Boulding白ルールにしたが

う森林所有者は造育林投資を行わなくなる。以上によって、造育林投資が行われ

る限り、 Bouldingの伐期齢はFaustmannの伐期齢以下であることが証明された。

次にFisherの伐期齢について検討しよう。林地価格を考慮したFisherの伐期齢

は次のように定式化される。

max (PV=[P f (T)+Vo]e-rT-{L+Vo)) 

最適伐期齢の 1階の条件は

P f (T) - r [P f (T) + V 0] = 0 

である。上式を VoとTHの陰関数と考えて全微分すると

(P f H-r P f H) d T H-r d V 0 = 0 

ここで fH= f (T H)である。したがって、

d T H/ d V 0 = r / (P f H - r P f H) = ( + ) / (ー)く O

である。これより Voが減少するのにともなって THは大きくなることがわかる。

( 1 3 )に示されているように VFく OではmaxP Vく Oであり、 Fisherのルール

にしたがう森林所有者は造育林投資を行わない。したがって、造育林投資が行わ

れる限り VF孟 Oである D もし Vo=VFならば前章で証明したようにFisherの伐期

齢とFaustmannの伐期齢は一致する。そして林地価格が下落すると Fisherの伐期齢

は長くなるから、林地価格がゼロ、すなわち林地価格を考慮しない場合には TH~

TFが成立することがわかる。すなわちFisherの伐期齢は、 Faustmannの伐期齢以

上である。

ここで二つの結果をまとめれば、

TB~ Tp壬TH for (P. r ) E (P. r I V F ( P. r ) ;孟 o} 

と表される(等号は Vp=0のとき) 0 

( 1 4 ) 

以上、これまで(9 )および(1 4) によって、 2つの系列の大小関係を表す

不等式を示した o さらにこれらを統合し全ての伐期齢の大小関係を示すためには、

最適伐期齢の性質に閲するさらなる検討が必要である。次節ではこの検討を行う

ことにする。
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4 .比較静学分析

ここでは第 2節で得られた各 1階の条件を用いて比較静学分析を行う。すなわ

ち経済パラメータ〈相対立木価格および利子率)と最適解(最適伐期齢〉との関

係の考案である o

まず、材積最大、最大持続収穫の伐期齢については、これらはともに森林の生

産関数によって決定され、経済パラメータ C影響を受けない(このことは l階の

条件(1 )、 ( 2 )から明らかである〉。森林純収穫の伐期齢については、相対

立木価格の上昇によって TNは小さくなることが、既に示されている((8) を参

照のこと〉。また、 1階の条件(3 )からわかるように、 TNは利子率の影響を受

げない。

Faustmannの伐期齢は、 1階の条件 (4)より利子率の影響も相対立木価格の影

響も受けることがわかるロはじめにまず利子率の影響を検討しようロ

l階の条件 (4)を TFとrの関数と見なして全微分すると

0= [PfF+r(Pff+dVF/dTF)]dTF 

一 (Pf F+ V F+ r d V F/ d r) d r 

である(f Fは f(T F)を表す〉ロ

T= TFでは dV f/d TF= 0であり、したがって TF亘TAを仮定すると(後に

TF孟TN亘 TAであることが証明される〉、生産関数 fについての仮定から dTf 

の係数部分は負となることがわかる。一方、 d rの係数部分については、

dVF/dr=ー (Pf F+VF) (TFexp(-r TF)/[l -exp(ー rTF))} 

を利用して、
exp ( r T f)ー(1+rTF)

P f F+ V F+ r d V F'/ d r = (P f F+ V F) 
exp(rTF)ー 1

( 1 5 ) 

と変形できる o r T F> 0で、 exp(rTF)ー 1> 0ロまた、マクローリン展開を利

用すると

ex p ( r T F) = 1 + r T F + ( r T F) 2/ 2 +・・・ +(rTF)n/(n !)+・・・

>l+rTF 

だから、 exp(rTF)ー (1+ r T F) > 0であるロしたがって drの係数部分は正と

なる。以上から、
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dTF/dr=(+)/(一)く O ( 1 6) 

となり、利子率の上昇は Tfを小さくすることがわかる白

ところで包絡線定理と (15) より、

d V F/ d r = a V F/ a r 

冨司 TF(Pf f+VF)exp(ー rT F) / [1 -exp (-r T F)] 

く o ( 1 7 ) 

であることがわかる白このことは、無限の将来にわたり林地から得られる利潤の

現在価値の総和(VF)が rの上昇に伴って減少することを示す。したがって Vf

=0となる利子率(r f max)が存在し、 r> r f maxでは VFはマイナスとなるロつ

まり rFmaxは、 Faustmann白決定ルールにしたがって造育林投資が行われる最大の

利子率である D

前章で示したように、林地の機会費用を考鹿する限り BouldingとFisherの最適

伐期齢はFaustmannの最適伐期齢に一致する oそ白特殊なケースとして Vf=0を

考えれば、 r= r f rnaxではTB、THそして TFの3つの最適伐期齢は一致すること

がわかる。また、この場合の内部収益率は p= r F ma.xである(前章を参照のこと)。

すなわち rF rnaxは得られる最大の内部収益率を表しているロ

Bouldingの伐期齢の 1階の条件{5 )は、利子率の変化が伐期齢TBに彫響を及

ぼさないことを表しているロしかし、もし r> r f rnax (= p )ならば、 Boulding

のルールにしたがう森林所有者もまた造育林投資を行わないロなぜなら、労働投

入Lを他の投資対象に投じることでより高い収益率 r (> p) を実現することが

できるからであるロ

一方、 Fisherのルールに関してみると、 VF=0ならば P V豆 Oである o ここで

最大化された PVを

PVH=PV[TH(r)， r] 

とし、 rで微分すると

d P V H/ d r = a P V H/ a r =ー THPf Hexp(ーrTH)く O

となる(ここで fH= f (T H)である)ロすなわち PVHはrの減少閑散であるロし

たがって r> r Fのとき、 PVHはマイナスとなるから、 rF ma.x はFisherのルール

にしたがって造育林投資が行われる最大の利子率でもあることがわかる白

以上をまとめると、 r= r F maxでTF=Ts= THであり、 r>rFmaxのとき、こ
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れら 3つのルールにしたがう森林所有者はいずれも造育林投資を行わない白そし

てこの rF‘rr帥I

わち、

r Fmax= [1ogP f (Ts)ー logL]/Ts

である o

さて今度は利子率が小さくなる場合について検討しようロ ( 1 6 )より rが小

さくなると Faustmannの伐期齢TFは大きくなるロそこで r→ 00)時、 TFはどのよ

うになるかを検討しよう o

TFの 1階の条件 (4)を変形して次式を得るロ

f F= r ([1 -exp(-r TF)] f F+ f FeXp(-r TF)}/[l -exp(ー rTp)) 

= r (f F-L/P)/[1 -exp(-r TF)] 

上式右辺に r= 0を代入すると分子分母が 0となる(不定形〉から、ロピクルの

定理(1・ Hospital's rule)を適用するロすなわち、

1im r →OfF=limr司 o( f Fー L/ P ) / [ T Fe X p (-r T F) ] 

=(fF-L/P)/TF 

したがって、 r→ Oで

T F f F-f F+ L / P = 0 ( 1 8 ) 

である。得られた (18) と森林純収穫の伐期齢の 1階の条件(2 )を比較する

と、 r-OでTFはTNIこ収束することがわかる。さらに、 TFが rの単調減少閑数

であることと第 3節での結果を思い出せば、 r>Oでは

TFく TN ( 1 9 ) 

であり、 Faustmannの伐期齢は森林純収穫。伐期齢より小さいことがわかる。

次に相対立木価格の変化がFaustmannの伐期齢に及ぼす影響を検討するロ 1階の

条件(4 )を TFとPの陰関数と見なして全微分すると、

o = [P f F-r (p f F+ a V F/δTF)] d TF 

+ ( f F -r [ f Fexp (ー rTF)]/[ 1 -exp(ーrTF)]}dP

したがって
f Fexp(ー rT F)ーL r L 

f F-r [ f F+ ー]一
dTF l-exp(-rTF) l-exp(ー rT p) 

一一一一
P f F-r P f F d P 

-E--
n
，E

 



= r L [1 -exp (-r T F)]ーl/[pfF-r P fF]= (+) / (一〉く O

であり、相対立木価格の上昇は TFを小さくする o Pの上昇にともなって TFは次

第に小さくなるが、販売可能な最小の伐期齢 Tmlnlこ至ると、もはやそれ以上伐期

齢を小さくすることはできないロ

一方、 Pの下落に伴って TFは次第に大きくなる。ここで dVF/ d Pを考える

と、

d V F / d P = 0 V F / a P = f Fe xp (-r T F) / [ 1 -expト rTF)]>O

となり、 Pの下落は VFを小さくすることがわかる o つまり、 VF=0となる最小

の相対立木価格 PFm1nが存在し、 Pく PFrr川r

森林所有者は造育林投資を行わなくなる司すなわち、 PF mlnはFaustmannのルール

にしたがって造育林投資が行われる最小の相対立木価格である E

P = P F mlnでは VF=0となるので、 r=rFmuの場合について行った考案がこ

こでもあてはまる。すなわち P=pF
mlnでは、 VF'=VB=VHであるロまた、この

とき PVH= 0である o ここで PVHをTHとPの関数と見なすと

P VH= P V [TH(P}， P] 

であり、 Pで微分すれば

d P V H/ d P = a P V H/ a P = f Hexp( - r T H) > 0 

となるロすなわち PVHはPの増加関数であり、 Pく PFm1nの時 PVHく 0となる o

FisherOJ伐期齢は、 l階の条件(6 )からわかるように Pの水準には依存しない

が、 Pく PF mlnでは利潤の現在価値はマイナスとなるので、この決定ルールにし

たがう森林所有者は造育林投資を行わなくなる。 PFm1nはFi sherのルールにした

がって造育林投資が行われる最小の相対立木価格であるといえる。

ところで P田 PFm1nでは林地の機会費用がゼロであり、 TF'=TB、そして p=

rである(第 l章を参照のこと)ロここで、 Bouldingの伐期齢に対応する最大内

部収益率を PBで表し、これを TBとPの関数と見なす o すなわち

ρS=p[TB(P).P] 

これを Pで微分すると、

d P B/ d P = 0 P B/ a P = 1 / (T 8 P ) > 0 

であり、 PBはPの単調増加関数であることがわかる。 p= pFm1nでp=rだから、

Pく PF mlnではpく rとなるロすなわち、相対立木価格が PFm1nより小さくなる
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ならば、 Bouldingの決定ルールlこしたがう森林所有者は造育林投資を行わないロ

なぜなら造育林投資Lを銀行lこ預けることで、より大きな収益率 r (> P B)を実

現することができるからである。したがって、 pFminはBouldingのルールにした

がって造育林投資が行われる最小白相対立木価格でもあることがわかる E

以上をまとめればP胃 pFE叫 nでTF=TB= THであり、 Pく PF minのとき、これ

ら3つの決定ルールにしたがう森林所有者はいずれも造育林投資を行わない。な

おPFm1nは、 Fisherの伐期齢を用いて、 PVH= 0より、

P Frn1n= L /[ f HeXpト rT H)] 

と表される。

最後にBouldingO)伐期齢と Fisherの伐期齢に関して、残された比較静学分析の

結果を示そう。

Bouldingの伐期鶴自 1階の条件(5 )を TBとPの陰関数と見なして全微分する

と、

( f B - P f B) d T B + (-f B/  p T B) d p = 0 

よって、

d T e/ d P = f e/ [ P T B ( f B一ρfB)] = (+) / (ー)く O

となるロしたがって、 TBは相対立木価格の単調描少関数である。相対立木価格白

上昇によって TBは小さくなるが、 TB=Tminに至るともはや最適伐期齢を小さく

することはできなくなる。一方、相対立木価格が下落して Pく PF mlnとなると、

造育林投資は行われなくなる。このときの伐期齢がTFそして THに等しいことは、

すでに見たとおりであるロ

次にFisherの伐期齢の l階の条件(6 )を THとrの陰関数と見なして全微分す

ると

( f H - r f H) d T H - f H d r = 0 

であり、

d T H/  d r = i H/  ( i-H - r f H) = (+) / (ー)< 0 

となる。すなわち THは利子率の単調描少閑散である a利子率の上昇iこともなって

T Hは小さくなるが、 r> r F maxでは造育林投資が行われず r= r F m.:..̂に対応する

最適伐期齢がとりうる最小の伐期齢となるロまた r= 0を(6 )に代入すると、

f H= 0 = f (T A) 
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である o すなわち tH孟 tAであり、 r田 OのときFisherの伐期齢は材積最大の林

齢 TAと一致する。

5.諸結果の要約

再び最適伐期齢の大小関係に戻ろうロ前節での考察によって得られた新たな伐

期齢の大小関係は、 TF亘TN、 TH~ TAである o ここでFaustmannの伐期齢につい

てみると、最大持続収種の伐期齢との大小関係は、相対立木価格と利子率の水準

によって変化するロ同様にBouldingの伐期齢もまた、相対立木価格の変化によっ

て最大持続収穫の伐期齢との関係が変化する E また、 Fisherの伐期齢の場合、最

大持続収穫、森林純収種の伐期齢との大小関係が利子率の水準によって変化するロ

ここではこれらの複雑な関係が直観的lこ理解できるように、図示することにするロ

図 2-1は刺子率を所与とし、相対立木価格を縦軸にとって各最適伐期齢の大

小関係を示したも白である白ただし最大持続収穫の伐期齢と Fisherの伐期齢との

関係は、 TH>TGとしている o 1階の条件(2 )、 ( 6 )よりこの不等式が成立

するのは rく TG-
1の場合であり、ここでは利子率の水準をそのように仮定してい

る(例えば TG=30ならば erく0.034、TG=40ならば erく 0.025を想定している

ことになる。ここで erは年利子率を示す)。

なお、森林純収謹の決定ルールにしたがって造育林投資が行われる最小の相対

立木価格 pNm1nと、 Faustrnann、Boulding、Fisherの決定ルールにしたがって造育

林投資が行われる最小の相対立木価格PF mlnの大小関係は、

pNm叫hはln=min[L/f (T)汀]豆 L/f(TH叫)く [L/t(TH叫)]ex叩p(υrTH叫)]= P Fr町r

であるロまた rが大きくなれば、 PFm1nも上昇することになる。このことは、

d P F ml n/ d r = (a p F ml. n/ a T H) ( d T H/ d r ) + a p F ml n/ a r 

= [(r f H-i H)exp(r TH) L/  f H2](d TH/d r) 

+ T Hexp (r T H) L / f H 

=O+THpFm1n>O 

によって確認される白一方、 r= 0でTH=TAであり、このとき pNヘi九」E町I川 nとPF mLn 

は一致するロ
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図2-2は相対立木価格(孟 pFm1n) を所与とし、利子率を縦軸にとって各最

適伐期齢の大小関係を示したものである。 Faustmann、Fisher、Bouldingの決定ル

ールlこしたがって造育林投資が行われる最大の利子率 rF maxは、 Bouldingの伐期

齢に対応する最大内部収益事に一致する o したがって

d r F ma x/  d P = d p / d P > 0 

であり、相対立木価格が上昇すると rF maxもまた上昇するロ

次lこ各決定ルールから導かれる最適伐期齢の性質を要約しよう o前節で得られ

た結果は、表 2-1のようにまとめることができる。

表 2-1 比較静学分析の結果

相対立木価格の上昇 利子率の上昇

材積最大白伐期齢 。 。
収穫量 。 。

最大持続収穫の伐期齢 。 。
持続収穫量 。 。

森林純収穫の伐期齢 。
森林貢祖 + 。

Faustmannの伐期齢

競争的林地価格 + 

Bouldingの伐期齢 。
最大内部収益事 + 

Fisherの伐期齢 。
1回植伐の利潤 + 

なお、本章で得られた結果を次のような命題としてまとめておくことも有用で

あろう白
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[最適伐期齢に関する命題]

① Faustmannの伐期齢はBouldingの伐期齢以上轟林純収穫の伐期齢以下である E

<ID Fi sherの伐期齢はBoldingO)伐期齢以上材積最大の伐期齢以下である E

@ もし最大持続収穫の伐期齢の逆数よりも rが大きいならば〈小さければ〉、

Fisherの伐期齢は最大持続収謹の伐期齢よりも短い(長い)口

[造育林投資決定に関する命題]

もし、 Bouldingの伐期齢で得られる最大内部収益率よりも rが大きいならば、

Faustmann、BouldingおよびFisherのルールにしたがう森林所有者は造育林投資

を行わないo

FaustmannあるいはFisherの伐期齢を明らかにすることが求められている場合、

問題となるのは rをどのように設定するかである。本章ではこれまで rを利子率

と呼んできたロ利子率とは市場利子率のことであり、森林所有者にとって外生的

に与えられるものである白しかし rの働きは単に将来の収入を現時点で評価する

ものにすぎず、また現実に行われている評価は森林所有者の主観的なものである o

したがって実証分析においては、 rを外生的に与えられる市場利子率に限定する

理由はない o むしろそれは森林所有者の主観的割引率と見なすことが適切であろ

うロただしこのような解釈によって、困ったことが生じるロすなわち、いったん

rを主観的割引率とみなすと、 FaustmannとFisherの伐期齢は各森林所有者によっ

て異なり、とらえどころのないものになってしまうロ

上述の最適伐期齢に関する命題は、このような状況に対して有用である由この

命題によって少なくとも最適伐期齢の上限と下限はわかるからである。個々の森

林所有者が設定する伐期齢は不明であっても、その上限と下限が得られれば、そ

れは考察の手がかりを与えることになるであろうロ

造育林投資の決定に閲する命題もまた、主観的割引率の問題に対処するための

ものであるロ Faust富山nn、BouldingあるいはFisherのルールにしたがう個々の森林

所有者は、自らの主観的割引串lこ応じて造育林投資を行うかどうかを決定する。

しかし主観的割引率は一般に観察不可能である。この命題は、個々の森林所有者

が用いる主観的割引率そのものは不明でも、造育林投資を行うかどうかを決定す
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る主観的割引率の臨界点は求められることを示している。この命題から造育林投

資を行っている森林所有者は、そ由主観的割引率が少なくともある水準(最大内

部収益率)より低いと推察することも可能である(ただし、ここでのモデルは単

一一斉林モデルであることに注意しなければならない。第 1章で考案したように

それは錦形異齢林モデルと同値であり、得られた結果は極端なものとなっている

可能性がある。つまりもし主観的割引率が最大内部収益率よりも高かったとして

も、それは森林所有者がすぐさま造育林投資をいっさい停止することを意味する

のではなく、できる限り投資を控えようとすることを意味している)。

以上、本章では決定論的定常性の仮定白下に、諸最適伐期齢の大小関係とその

性格を明らかにした。内容自体はきわめて形式的なものではあったが、ここに示

した結果は実証分析を行う場合の基礎知識となるべきものである。また。本章の

結果が直接応用可能な問題も少なくない。そのような問題のーっとして、木材価

格の低迷と人件費の上昇という経済環境白下で、日本の林業はどのような方向へ

進むかという問題を考えることができる。こ白重要な問題に関する考察は章を改

め、次章で行うことにしようロ
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[補論] 純収穫論争

鈴木(1979)第 1章第 5節によれば、純収穫論争とはFaustmannのルールと森林純

収穫のルールのいずれが、林業の収益理論として適切かを論じる百数十年来の論

争であり、それは今もことあるごとに論争の種となっているとのことであるロし

かしながら、林業経語学者(正確にはミクロ経済学的パックグラウンドを持つ林

業経詩学者〉にはその解答は自明のものであろうロすなわち第 1章で論じたよう

に、 Faustmannのルールが適切なルールであるロ Hirshleifer(1958)が指摘するよ

うに、全ての投資は、投資から得られる利潤の消費と一体に考案すべきであり、

消費可能集合を最大にすることが最適な森林の取り扱い方といえるロそしてその

ような考え方から自然に導かれる伐期齢の決定ルールが、 Faustmannのルールであ

る(その厳密な導出に関しては第 5章を参照されたい〉。

さてこの補論では、理論と現実妥当性の双方から森林純収穫ルールの擁護論を

検討するロ理論面では鈴木(1979)による森林純収穫のルールの擁護論を取り上げ

てこれを論じる。他方、現実妥当性の観点からは、一見すると森林純収穫のルー

ルにしたがって行動していると見えるケースについて考察するロ最後に森林の公

益的機能に関連させて森林純収穫のルールの接護論を検討するロ

鈴木(1979)は、第 l章第 5節の中で森林純収穫のルールの接接論を試みているロ

彼の主張は、もともと土地を所有している者、あるいはすでに土地を購入してし

まって現在林業を営んでいる者の収入は、地代と利潤を合わせたものであり、そ

れは森林純収種と一致するというものである D この主張にしたがえば、土地を所

有する者の目的は森林純収穫の最大化になる。なぜなら収入が多ければ多いほど、

彼の消費可能集合は大きくなるからである。

彼の主張の論拠となっているのは、次の等式である。

地代+利潤={(立木価格)ー{立木価値)}+利潤

=(立木価格)一(投下資本+利調)+利潤

=立木価格ー投下資本

=森林純収種 ( 2 0 ) 

残念なことに、この等式は森林純収穫のルールそのものを擁護することにはな

っていない。なぜなら森林純収穫の訣定ルールは森林寅租(森林純収穫/伐期齢)
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を最大にすることであり、一方 (20 )は森林純収穫そのものの最大化を示唆す

るものだからである o したがって上の等式が仮に正しいとしても、森林純収種の

ルールの擁護論としては不十分である。その上、 ( 2 0 )には論ずべき問題が含

まれている o 以下でははじめに上の等式そのも白を検討し、次に彼の主張を森林

純収穫ルールの擁護論として修正し、これを検討しようロ

等式 (20 )を理解するためには、鈴木の用語由正確な定義を与えておかねば

ならない D 彼によればこれらは次のように定義される。

立木価格 :林木を売った収入

立木価値 :林木の生産に要した経費とそれに対する平均利潤の合計

投下資本 :年々白投資額を加算したもの(ただし割り引かない〉

利潤 :立木価値から投下資本を差し引いたもの

地代 :立木価格から立木価値を差し引いたもの(マルクス経済学でいう

ところの差額地代 1) 

森林純収穫:粗収益から生産費(ただし割り引かない)を差し引いたもの。

以上の定義から、彼の等式には何の矛盾もないことがわかるロ実際のところ問

題は定義そのものにある。ここでは投下資本ならびに利潤に関する彼の定義を検

討しようロ彼は第 i年の投下資本を C1で表している。そして立木価値を

立木価値=EJ1C i{1+p)u-i+1 
U 

=Ll=lCl+利子分

=投下資本+利調 (2 1 ) 

としている。ここでpは市場利子事である o また鈴木は長期均衡状態(市場鶴争

が十分に行われた理論上の状態)を想定しており、平均利潤率 (γ 〉は市場利子

率 (p) と一致するとしている。本補舗もまたこの鈴木の見解にしたがっている。

(2 1 )は立木価値が、立木販売時点で評価されていることを示している。し

たがって投下資本と利潤もまた、立木販売時点で評価されているロこの点にまず

気付かれたい。次に投下資本とは誰かに支払われるものであることに注意しようロ

ここでは単純化のために、それは育林作業に対する賃金として、すべて林業就業

者に支払われるものとするロさて、 (2 0)では森林所有者が林業就業者に支払

うのはzl f1c Iだけであって、それ以上の金額を彼は支払わない。そして披が定
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聾する利調(あるいは利子分)はすべて森林所有者の懐に納まることになってい

る白

このことは次のような特殊な契約が林業就業者との聞に交わされていることを

意味している。すなわち、賃金の支払いは立木販売収入を得た時点で行うが、実

際の労働は、それ以前の i時点で行ってほしい、という契約である。

しかし、このような契約に応じる林業就業者はいない o この契約を結ぷと彼は

林業労働に従事しでも、その時点で賃金を得ることはできない。もし立木販売時

点 (uー i年後〉で得られる収入を、 i時点での生活に充てようとするならば、

借入れをするか、あるいは前払いしてもらわねばならない。当然のことながら、

その金額は手Ij子率で割り引かれた c1/(1+p)U-1(く c1)である。同じ労働で

他の就業先では賃金 C 1を即座に得ることができるので、彼はこのような契約を結

ぶかわりに、 i時点で即座に賃金の支払いを要求するか、あるいは立木販売時点

での賃金を C1 (1 + p ) u-iとすることを要求するであろう。

以上から鈴木が投下資本から分離した利潤は、決して森林所有者の壊に入るも

のではないことが理解されるロまた投下資本と利調は正確には、

投下資本=EJ1C1(1+p)u-i 

U 

利調=p L 1 = 1 C 1 ( 1 + P ) U-l 

と定義されるべきである。このように正しく定義された投下資本を用いれば、も

はや(2 0 )の等式は成立しないロすなわち

立木価格一投下資本#森林純収穫

であるロ以上が鈴木の等式白問題点である。

次に法正林モデルを想定して、鈴木の等式(2 0 )を検討してみよう。彼自身

は法正林モデルとして(2 0 )を提示しているわけではないが、森林純収穫ルー

ルの擁護論としては、このような想定を考えることは可能であるロ

さて、面積が一定(単位面積)で条件がー梯な林地に、森林純収謹のルールに

したがって伐期齢 U の法正林がつくられているとするロここで U は、森林組収穫

のルールの 1階の条件(3 )を満たす伐期齢である〈モデルは離散型なので、連

続型モデルの l階の条件がある自然数で成立しているものとする E また、後述の

Faustmannの伐期齢に関しでも同様の想定をするロなお、これらの想定は表現の簡
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略化白ためであり、本質的なものではない)。次に f(T)を単位面積に対する森

林の生産関数とする白また立木価格を qで表すことにしよう。このとき毎年の収

入(地代+利調)は

立木価格 qf(u)/U
U 

立木価値 (1+ p ) L 1" 1 c 1/ u 

利潤 PLl:qCl/U 
U 

投下資本 Ll=lC l/U

より、等式
U 

収入=地代+利潤=qf(U)/U-Ll;tCl/U=森林貢租

で示される。すなわち法正林において森林から得られる年々の収入とは森林貫租

のことであり、森林からの年々の収入が最大となるのは森林組収穫の伐期齢にお

いてであるロこのことから森林純収穫のルールは、少なくとも森林を法正林のク

ラスに限れば、適切な決定ルールであるといえる o

以上は鈴木の発想をヒントにした一つの森林純収穫のルールの援護論であるロ

しかし残念なことに、この擁護論は簡単に論破されてしまう。ここでのポイント

は、森林所有者の目的は消費可能集合をより大きくすること、いいかえれば各時

点での収入をより大きくすることにあり、それは必ずしも「森林からの」収入を

大きくすることに限定されないということである。もし U (森林純収種の伐期齢)

以外の伐期齢を用いて、この法正林からより大きな収入を上げることができるな

らば、森林純収樺のルールは伐期齢決定のための適切なルールではないことが証

明される o そのような伐期齢として、ここではFaustmannの伐期齢 (TF) を取り

上げよう o

さて、法正林中の任意の i林齢林分(iく TF)を考察白対裂とするロこの林分

は予定では U- i年後に販売され、 qf (U)/Uの収入を森林所有者は得る。こ

の計画を原計画と呼ぶことにしよう。一方、代替的な計画としてFaustmannの伐期

齢 Tf(く U)で森林を販売し、 u-TF年聞は無立木地のまま置いておき、第 2

回目以降の植伐は、伐期齢を U として森林組収種目ルールにしたがって行うこと

を考えよう。この計画を新計画と呼ぶ。なお、単純化のために Tf以降に必要とさ

れる投下資本はゼロとする(この設定と、立木販売後植栽まで一定期聞を置くと

いう設定は、いずれも森林純収穫のルールを有利なものとするものであり、議論
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の本質には影響を及ぼさない〉。

原計画と新計画が異なる点は、新計画では u- i時点での収入がゼロで、かわ

りに TF-i時点で、 qf(u)/uに加えて qf (TF)/Uの収入が、得られるこ

とである。この追加的な収入は、その時点で利用せずに u- i時点 (u-TF年後〉

で利用することにしようロすると U ー i時点でこの収入は〈鎮行に預けるか他の

投資対象に投資されることによって)、

[q f (TF)/U]eXp[r(uー TF)] 

となっている(ここで r=iog(I + p)である)。一方、原計画では

qf(u)/u 

である白

問題は両者の大小関係にある。すなわちもし

[q f (T F) / u ] ex p [ r (u -T F) ] > q f (u) / u 

ならば、新計画の収入の流列は U ー i時点で原計画よりも大きく、他の時点で同

じとなる。すなわち新計画はより大きな消費可能集合を持つことになり、したが

って伐期齢 U は最適伐期齢ではないことになる D ここで上白不等式の両辺から U

を消去し、対数をとれば

logq f (u)く 10gqf (TF)+r(u-TF) 

である。一方、 Faustmannの伐期齢の 1階の条件(4 )により T~ TFでは、

d 10g f (T) / d T = f (T) / f (T) = r + V F/ q > r 

が成立している o したがって上の不等式が成立することがわかるロ

以上のように森林純収穫の伐期齢でつくられた法正林であっても、 raustmannの

伐期齢を採用することによって、より大きな収入が得られる。実際のところ、こ

の法正林白最適計画は、直ちに TF以上の林齢の森林をすべて伐採し、それ以降は

Faustmannの伐期齢で植伐を韓り返すことであるロその証明はMitraand Wan(198 

5)による研究の応用である。しかしながら上述の森林純収謹のルールの擁護論を

批判するにはこの反例で十分であろう。

なお以上の議論で重要な役割を果たしているのは、立木阪売収入は他の投資対

象に投資することができるとする想定である o 明らかにこ白仮定には、十分な現

実妥当性が認められる白また、以上の議論は森林所有者という個人を対象として

いたが、一国を対象としても成立する o もしその国が自由貿易を行っているなら
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ば、証明の手続きは上で述べたものと全く同じである(こ白点については第5章

での議論を参照されたい)白もし、その国が鎖国をしている場合を想定するなら

ば、 Mitraand Wan(1985)の結果を書照されたいロ彼らは凹効用関数を持つ経詰主

体を対象として、法正林のクラスにおける最適森林計画が、 Faustmann白伐期齢に

よる法正林であることを明らかにしている。ここで経済主体を固に読み換えれば

鎖国モデルとなる。

さて、諒林純収穫ルールを理論的 l乙擁護することが困難lこなれば、今度はそ白

接護者はこのルールを用いることが許されるような条件を明らかにし、その現実

妥当性を主張することを考えるかもしれない。林業経済学者によってFaustmannの

ルールの適切さが証明されているので、その条件とはFaustmannの伐期齢と森林組

収穫の伐期齢が一致する条件ということになる白すなわち、本章で示したように

r=Oがその条件である D

そこでまず r=O白現実妥当性を検討しよう E はじめに rを市場利子率と見な

せば、今日の社会においてこれをゼロとすることが、現実妥当性を欠くことは明

らかである。一方、主観的割引率と見なしでも、次のことを考えればゼロ割引率

の非現実性がわかるロすなわち現在 100万円を手に入れることと来年 100万

円を得ることの比較、あるいは現在クルマを手に入れることと来年クルマを入手

することとの比較である。当然のことながら、人は現在の 100万円は来年の 1

00+α万円に値すると考え、またもしクルマの納期が 1年後に延びれば何らか

の代償を要求する o この α万円あるいは代債の存在は主観的割引率が正であるこ

とを示している。

このように直接的に r= 0を想定することは非現実的であるロそこで次に結果

的にゼロ割引率と同値となるような条件について考察してみよう。その簡単なケ

ースとしては、諸価格が利子率と同じ上昇率で上昇する場合が考えられるロこの

ケースに対しては、 Lofgren(1988)の結果を応用することによって、最適伐期齢は

森林純収穫の伐期齢となることを示すことができる(相対立木価格は常に同じで

あることに注意されたい。したがって伐期齢は閉じである〉。しかし、この想定

もまた(少なくとも現在の日本においては)非現実的である o

もし森林所有者がFaustmannのルールよりも森林純収穫のルールに共感を覚え、

これにしたがおうとするならば、おそらくそのもっともらしい説明は、次のよう
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なものであろうロすなわち、森林所有者は次代の森林所有者自ために高林齢の林

分を残すことに特別の価値を見いだしているため、というものである。このよう

なケースに関する厳密な分析は、これまで行われていないが、この場合、容易に

想像されるように森林所有者は可能な限り立木の販売を行わないようにする。こ

のためFaustmannの伐期齢が短いと考えられ、消去法的に轟林純収護の Jレールが支

持される。しかしこのことは単なる立木販売の延長であり、森林純収穫のルール

が積極的に採用されてのことではないロまた諜林所有者の個人的な意向に考虚す

ることは、純収種論争の持つ規範的な性格からすれば、議論の逸脱であるロ

以上のように、森林純収穫のルールを撞謹することは、理論的にも現実的にも、

かなり難しい o ただし、これまでの議論では森林の公益的機能が無視されていた。

したがって、これを考慮することで、森林純収穫のルールが望ましいことを主張

できると考える人がいるかも知れない o この可能性を最後に検討しておこう。

森林白公益的機能を考慮した場合の森林純収穫ルールの擁護論として、次の二

つが考えられる。

① 第 5章で厳密に証明されるように、もっともらしい仮定の下で、 Faustmannの

伐期齢は森林の外部性(公益的機能〉を考慮することによって大きくなる。も

し、森林所有者が立木販売収入だけを考慮して公益的機能を看過するならば、

そして経済合理的にFaustmannの伐期齢を採用するならば、そのことは社会全体

としては森林が早まって切られてしまうことを意味する。もしかわりに森林所

有者が森林純収種のルールを採用すればその伐期齢は幾分長くなるから、それ

は社会にとってより望ましいことであるロ

@ 今日のように木材価格が低迷していると、条件の悪い森林は管理放棄される

可能性があるロそして管理放棄によって森林の公益的機能が損なわれる場合が

生じる。本章でみたように、造育林投資が停止される最小の相対立木価格は、

Faustm目阻l旧an町nn日m白ル一ルよりも森林純収穫のル一ルの方が小さい (TFm司1n;孟主 T
N
廿ち九n:川 n

図2一1を参照照、のこと)。すなわち森林所有者がFaustm阻l旧an町nn口lnのル一ルを採用して

いるよりも森林純収麓のル一ルを採用している方が、放棄される森林面積は小

さくなる白したがって森林所有者が森林純収穫のルールを採用することは社会

にとって望ましいことであるロ
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しかし残念ながら、これらの主彊のいずれにも問題があることは明らかである。

すなわち、これらはともに社会にとって望ましいことであるが、森林所有者自身

にとってはそうではなく、収入の減少を意味する。したがって、森林所有者に対

して森林純収穫のルールが適切であると説くことは、公共の利益のために個人は

犠牲になってもよいと主張していることと同じであるロまた、森林組収穫のルー

ルは、可能性として望ましいのであって、必ずしもFaustmannのルール(正確には

森林白外部性を考虚しないそれ)よりも望ましいとは限らない。例えば、森林純

収謹白ルールでは社会が望む以上に伐期齢が大きくなっている可能性がある。ま

た、社会が管理放棄することを妥当と考える森林までもが、管理されることにな

る可能性があるロさらに、もしそれが望ましいものであったとしても、それは次

善の策に過ぎないロ最善の方法とは森林の外部性を考慮して、 Faustmannの伐期齢

を求めることであり、森林所有者には森林の外部性の対価が支払われることによ

って、彼自身は経済合理的に行動しながら、自然にFaustmannの伐期齢が選択され

るようにすることである(以上の主蹟は第 5章での考察によって示唆される〉。

このように、森林の公益的機能を考慮しでも森林純収謹のルールを援謹するこ

とはできない。おそらくいかなる提謹論も森林純収穫のルールがFaustmannのルー

ルよりも適切となるような理由や条件を示すことは不可能であろうロ

田 87-
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第 3章 日本林業の長伐期化と低コスト化に関する考案

1 .はじめに

本章では前章の応用として日本林業の実証分析を試みる。周知のように、昭和

40年代以降の木材価格の低迷と高度経済成長期以降の人件費の一貫した上昇は、

わが国の素材生産量の減少をもたらした(図 3-1、図 3-2書照〉。この問、

育林生産の現場ではいかなる現象が生じていると考えられるだろうかロ

赤尾(1991a)は、紀伊半島の 15の地域森林計画区を対象に昭和40年代から今固

までの森林資額構成表を用いて、民有人工針葉樹林の伐採齢の変化を分析したロ

その結果、多くの地域森林計画区において、こ白期間中一貫して伐採活動の低下

と伐採齢の延長が生じていることを確認している。また熊崎(1985)は、日本の森

林所有者は長伐期化を志向しつつあるという現状認識を示し、さらに次のように

主張している。

日本の木材価格が将来的にも上昇する可能性が小さい一方で、賃金率が他産業

の発展によって今後とも上昇するという予想の下では、労働投入量をできるだけ

節約して自然の力を利用する生産方式を採用することが求められる。そのような

生産方式の一つが長伐期林業である白

彼の主彊は今後の日本林業の進むべき方向を示唆する規範的なものである白し

かしこれを実証的な観点から読み換えれば、その主彊は次のような一つの予想と

見なされるロすなわち、過去20数年来生じ、また今後も生じるとみられる日本林

業の動向は、長伐期化と低コスト化であるロ

この予想は十分にもっともらしいものである。同時にそれは地域経済と国民経

揖白観点からきわめて興味深いロその理由は以下の通りである。

長伐期化と低コスト化は地域経請に次のような影響を及ぼすと考えられる。長

伐期化によって、少なくとも数十年の期聞は素材生産量は減少することが予想さ

れる(以前の伐期齢が採用される場合に比べてのことであることに注意されたい)ロ

このことは伐出作業に対する労働需要量と製材業をはじめとする川下関連産業の

労働需要量が減少することを意味している。また、低コスト化は育林作業に対す
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る労働需要量を短期的にも長期的にも誠少させるロこのように長伐期化と低コス

ト化は地域の労働需要の誠少をもたらす o また、それは地域乗数効果を通じて他

産業での労働需要の減少をももたらし、地域所得を減少させるロ就業機会に乏し

い山村地域においては、これらが地域経済の存続に深刻な影響を与える可能性は

多分にあるだろうロ

ー方、国民経済の観点に立てば地域経諸白問題は問題ではなくなる o なぜなら

人々は就業機会を求めて移動することができるからであるロ問題は、長伐期化、

低コスト化が社会的な意味での森林資額の有効利用を志向するものかどうかにあ

るロ例えば森林の公益的機能を考えれば、多くの場合長伐期化は望ましいものと

考えられる〈第5章を参照されたい) 0 一方、低コスト化によって、森林への労

働投入量が公益的機能を損なうほどに節約されているならば、それは社会的に望

ましいことではない白

このように長伐期化と低コスト化の予想からは、以上のような興味深い問題が

生 Uるロここで課題を整理すれば、第 lに長伐期化と低コスト化が実際に生じて

いるかどうかを検証することであり、第 2にそれが地域経済にいかなる影響を及

ぼすかを検討すること、そして、第 3に国民経済の観点からその望ましい点と望

ましくない点を明らかにすることである白

本軍はこのうち第 1の問題を考察するロただし、この予想を統計データをもと

に検証することは必ずしも容易ではない。長伐期化に閲しては、昔、尾(1991a)の方

法を利用すればよいが、森林資掠構成表の信頼性は必ずしも高くはない白他方、

低コスト化を検証するデータは容易には得られるものではない。したがってここ

では理論モデルによって、長伐期化、低コスト化が生Uる可能性を検討すること

にする o

以下、続く第 2節では、第 3節で活用される凹関数の諸性質を命題の形で整理

する。第 3節では、森林純収穫のルール、f'austmannのルール、 Bouldingのルール、

Fisherのルールについて、実質賃金串(賃金串/立木価格。第 2章で用いた相対

立木価格の逆数〉の上昇が伐期齢と労働投入量に及ぼす影響を導く。最後に第 4

節では、本章の結果と前章の結果とを合わせて、日本林業の長伐期化と低コスト

化を議論するロ
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2 .予備的考案

前章では生産量は単に伐期齢のみの関数であったロこれに対して本章ではモデ

ルを拡張し、労働投入量によってもその水準が変化することを想定する。したが

って前章とは異なり、 2変数白凹生産関数が用いられることになる o このためこ

こでは予備的考案として、凹関数の諸性質を予め整理しておきたい。また本章の

課題は日本林業の実証分析である白もしモデルの設定が非現実的なものであれば、

得られた結果は意味のないものとなるだろう。したがって、本節で仮定の現実妥

当性ついても検討しておく o

さて、時間 (T) と労働 (L) を生産投入要素とし、実質賃金率をパラメータ

ーとするある利潤関数〈 π〉を考える o πは非負の (T，L)上で定義された、連続

微分可能で厳密な凹関数であるとする白

ここで所与の実質賃金率 (ω) の下で利潤 (π 〉を最大化する問題を考えよう白

すなわち、

max 1t (T ， L ;ω) subject to (T， L);量。
最適解の 1階の条件は、解を内点解に限れば、

7!T=  O. 1tL=  0 

である〈ここでπzはon-/oxを示す 0"また 02π /oxoyをπy.vで示すこと

とする。以下同じ) 0 

最適解の 2階の条件は、 l階の条件を満たす (T"， L ")で不等式、

I T" I 
(TぺL勺Hπ く O

I L" I 

が成立することである〈ここで*は 1階の条件を満たすことを示し、 Hπ はπの

ヘッセ行列を示す。以下同じ) 0 πは厳密な凹関数であり、そのへ '1セ行列は負

値定符号となる(第 1章補論 3.を参照)から、 2階の条件は常に成立している。

すなわち任意の (T，L)>Oに対して

I T I 
(T，L )Hπ1<0  

I L I 
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である。なお、このことはヘッセ行列の成分に次の不等式が成立していることと

同値である。

1t TT< 0， 1t LLく 0，I H 1t I = 1t TT 1t LL -1t TL 2 > 0 

さて、先に得られた 1階の条件を全微分すると、実質賃金率ωと最適要素投入

量TヘL
X
が満たす関保を得ることができる。すなわち、

n-TTdT
X
+πTLd L写+1t Twd ω=0 

πTLd T耳+πLLdL寧+πLωdω=0 

である。行列の形で表わせば、
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となる。さらにこの非斉次方程式を dT耳/dω、dL :t/d  ωについて解けば、

IHn-I*oより解は一意的に定まり、
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に依存する。そこで最適解T:C， L ~白関数 T 、 A を次のように定義しよう o

T (T '. L勺=n-LL n-Tωー πTL1t Lω 

A(T写.Lつ=n-TLπTωーππ11:LlIJ 

T、Aを用いれば dT:t/d  ω、dL '/d ωの符号に閲して次の命題を得るロ

[命題 1] 

π(T. L ;ω)がT，L に閲して厳密な凹関数であり、所与のωに対して πを最
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この時、大化する TヘL'の関数T、Aが上述のように定義されているとする。

もし Tく Oならば dT"/d ω>0、もし Aく Oならば dL X/ d ωく Oであるロ

すなわち、もし Tく Oならば実質賃金率が上昇する時最適伐期齢は上昇するロま

た、もし Aく Oならば実質賃金率が上昇する時最適労働投入量は減少するロ

次に πのへッセ行列 H7rが負値定符号であることを思い出そう。このことから

く 0

次の不等式が成立する o

[一 πω)
7rTωl 

(ー πLω，πTω)H 7r 

左辺を展開し、 T、Aを代入すると

( 2 ) 7rTωTー πLωAく O

を得る o この不等式より命題 2が得られるロ

[命題 2] 

命題 lの条件及び定患の下で

もし7rTω>0かっ πLωく OならばTとAのうち少なくとも一方は負となるロ

こ白符号条件の下では実質賃金率が上昇する時、最適伐期齢の上昇

① 

すなわち、

と最適労働投入置の誠少の、少なくとも一方が生じるロ

もし πTω=0かっ πLω<0ならばAは負であるロすなわち実質賃金率白上@ 

この時もし πTLく 0ならば、そ昇は最適労働投入量の減少をもたらすロまた、

してその場合においてのみ、 Tは負であり、最適伐期齢の上昇が生じるロ

もし 7rTω>0かつ7rLω=0ならばTは負である。すなわち実質賃金串の上@ 

昇は最適伐期齢の上昇をもたらす白また、この時もし πTLく Oならば、そして

その場合において白み、 Aは負であり、最適労働投入量の揖少が生じるロ

次に実質賃金率ωと最大化された刺潤π寧との関係について考えよう。は Uめに

d π￥/ d  ωを求める白 Z を最大化する (T'，L")では、 1階の条件 πT=K L= 0 

が成立していることを思い出せば、

d π草/dω=πTd T "/ d ω+1rLd L写/dω +  1! ra= 7r (J) 

L
7
r
 

-、、
I
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である(包絡線定理)。さらに d2π 写/dω2を求める。等式(1 )を考慮すると

d21r" d d7t事|

d ω2 d ω d  ω|  

= 1rTωdT写/dω+πLωd L "/d ω+πωω 

(dT/dω) = (n T/O， 7l Lω) +πωω 
d L :r/d ω 

[叶=ー (πTω，πLω)Hπ ー +πωω
πL ω 

Hnは負値定符号であったロ負値定符号行列の逆行列もまた負値定符号行列で

ある〈西村和雄(1982)第 3章定理 4. 2)から、結局次の不等式が成立するロ

d 2n "/  d ω2 > 1&ωω ( 3 ) 

これより命題 3を得る。

[命題 3] 

π(T， L;ω)がT.Lに関して厳密な凹関数であるとするロこ白時、所与の ωに

対して最大化された π=に関して、もし πωω~O ならば d 2π "/ d ω2> 0 Q すな

わち π軍はωに対して凸関数であるロ

次に本章で用いるモデルの仮定について述べておこう。

本章でも前章と同様、 1点投入 1点産出モデル、すなわち労働投入は植栽時点

ですべて行われ、収穫は立木販売時点ですべて行われるモデルを採用する o下刈

や間伐を思い起こせば明らかなように、育林生産における労働投入及び収種は複

数の時点で行われるから、このような設定は現実を過度に抽象化していると思わ

れるかも知れないロ他方、異時点複数の投入産出をモデルに反映させるためには

制御理論を援用する必要があるロしかし、第 1章で示したように最適制御モデル

の最適解は、相当複雑なものとなる o このため、ここでは必要以上の複雑さを回

避するために 1点投入 1点産出モデルを用いることとする。もし植栽時点で一括
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して支払われる費用が、時間の流れの中で発生する主伐以外の収入と費用の流列

白最適経路(ある伐期齢におけるある収穫量を得るための純費用最小経路)と l

対 1対応するならば、この設定は妥当であろう o

本章白モデルは無立木地から始まる単一一斉林モデルである Q 1 J点投入 1点産

出モデルの設定の下では、無立木地を想定することは既に労働投入の終わったケ

ースを考えないことを意味している o ただし労働投入の終わった森林に関しては、

第 2章の結果が直接剥用できるロしたがってこのケースの考察は、最後の節で本

章のモデルの結果と合わせて行うことにする D 一方、単一一斉林の設定に関して

は、第 1章で述べたように緯形異齢林モデルを想定していることと閉じである司

したがって、本章白結果を解釈する場合、線形制御問題が極端な結果を導く性質

を持っていることに桂意しておく必要がある o ここで非親形要因としては、次の

ようなことを考えることができる。例えば、立木販売収入に森林所有者の家計が

強く依存している場合、伐期齢の延長によって森林を当面は一切販売しないこと

が最適であっても、所得を確保するための必要最低限の伐採は行われるだろう o

また、自家労働による林業経営を行っている森林所有者は、本来ならば森林に一

切労働投入を行わないことが最適な場合でも、他の就業先がないために、自らの

労働報酬見積り額を切り下げて森林施業を行うことが十分に考えられる E ただし、

第 1章でも述べたように、これら非線形要因は摩擦のようなものである o 綿形異

齢林モデルの結果があてはまらない森林所有者が、存在する可能性は十分にある

が、地域あるいは一国のレベルでの領向としては、単一一斉林モデルの結果は妥

当なものと考えてよいだろう。

本章で用いられる森林の生産関数 f(T ， L)は単位面積当りの「実質化された」

主伐収種量を示す白通常の林業経済学のテキストでは、 fを単位面積当り白立木

の利用材積とし、単位利用材積当り立木価格(あるいは木材価格)を林齢に関わ

らず一定と仮定している(例えばJohanssonand Lofgren(1985)第 4章。本論文の

以前白章でもそのように仮定している)。この仮定は日本では(そしておそらく

他白多くの固においても)非現実的である。したがってここでは fを次のように

定義するロ単位面積当り利用材積を g(T.L)、林齢と労働投入置に依存する単位

材積当り立木価格を p(T.L)、一般資料として公表されている指標立木価格を P

=p(TO，LO)として、

-95 -



f (T. L)=[p (T. L)/P]g(T. L) 

である。本論文で用いる fは、いわば指標立木価格で実質化された立木の価値成

長関数と呼ぶことができるだろう白また、これまで特に断わりなく用いてきた実

質賃金率ωは、林業労働の名目賃金率をwとして

ω=w/P 

と定義される o 指標立木価格と名目賃金率とを用いた分析と、実質賃金率を用い

た分析とは、各決定ルールの価格に閲する一次同次性(あるいは最適解白価格に

関する 0次同次性〉により完全に一致する(第 2章を参照のこと)から、無用な

複雑さを避けるために、分析は一貫して実質賃金率を用いることとする。

なお fの定義域に閲してはここでは単に非負 2次元空間とする。厳密には少な

くとも伐期齢に関しては立木販売が可能となる最小の伐期齢 (Tm1n) を設定して

おくべきだが、現在の日本林業の分析では最適伐期齢が端点、解 T'=Tm1nとなる

可能性を無視しでも問題はないと考えられる D

いくつかの決定ルールでは、市場利子率あるいは主観的割引率が最適伐期齢に

影響を与える(第 2章を参照白こと)が、ここでは関心を実質賃金率の影響に集

中するため、これを一定とみなすことにする o ただし個々の森林所有者間で主観

的割引率が異なることは認められていることに気付かれたい白

以上の設定に加えて本論文に置かれている仮定は以下の通りである E

① 森林所有者は生産関数 fに対して完全な知識を持っているロ

@ 生産関数 f及び各決定ルールの利潤関数は厳密な凹関数である。

本節の最後に、現実的な観点からしばしばなされる指摘Iこも触れておこう白そ

れは、計算上得られる Faustmannの伐期齢が、現実の伐期齢や伐採齢に比べて、あ

まりに短くなりすぎるというものであるロ第 2章では、 Faustmannの伐期齢よりも

Bouldingの伐期齢はさらに短いことを示した。この指摘を認めれば、これらの伐

期齢はきわめて短く、森林所有者がこれらのルールを採用しているとはとうてい

考えられないということになるロ

しかし、結論からいえば、この批判は単なる誤解に過ぎないロ Bould ingの伐期

齢に関する家原・黒川 (1990)の組密な計算結果は、その一つの有力な反証となる
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だろう。技らは人工ヒノキ林に関してさまざまな地位、伐出費用、賃金等の条件

の下での内部収益率を求めているロ被らの示したいくつかの表では、 Bouidingの

伐期齢の最小値は40年(内部収益率5.637、地位指数16、賃金単価8.000円、伐出

費単価12.000円/m3)であり、その多くは50年あるいは60年にあるロまた、スギ

に関しては熊崎(I985. p. 42)の表ー 10が参考となる。同表にはスギ林の内部収益

率と森林貢租(熊崎は「森林純収穫」としているが書き間違いと考えられる)が

林齢別に示されており、 Boulding白伐期齢は80年、森林純収種の伐期齢は100年以

上となっている白

Faustmannの伐期齢が短すぎるという批判は、おそらく立木販売収入ではなく、

利用材積によってその伐期齢を算出することから生じたものと考えられる。実際

のところ、林齢別の利用材積を推定することは容易だが、林齢別の立木販売1&入

を推定することはデータ収集に始まる大変な作業を要する。しかしながら、森林

純収穫やFaustmannの伐期齢など、金銭的な指標から導かれる最適伐期齢を求める

のに、利用材積を用いることは全く意味のないことである。

3 .実質賃金率と最適伐期齢、最適労働投入量

( 1 )森林純収穫のルール

森林純収穫のルールは、次に定義される森林貢租 FRを最大化することを要求

する o

π=FR=(f一 ωL)/T

ここで 1l:Tω、πLU1を求めれば

7t:Tω= L l'/TX2> 0 

1tLω=ー l/TXく O

したがって命題 2の①より、森林純収謹白ルールにしたがう森林所有者は、実

質賃金率の上昇に対して、伐期齢の上昇か労働投入置の誠少のいずれか少なくと

も一方の行動を採ることがわかる。

さらに T、Aを求めると

T = (L茸 fLL+ T軍 fTd T-3 
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A=(LXfTL+T寧 fTT) T-3 

となるが、その符号は不明であり、伐期齢白上昇と労働投入置の減少が同時に生

じる(これを絶対的要素代替と呼ぶこととする)かどうかはわからないロ

次に dπX/d ω及びπωωを求めると

d 7t '1'/ d ω=ー LX，/T'

πωω= 0 

であり、図 3-3のようなωとπX白関係が得られる。この曲繰を利潤ー賃金フロ

ンティアと呼ぼう o任意の各点における接線の領きは、ある実質賃金率における

最適伐期齢と最適労働投入量の比を表している。利潤ー賃金フロンティアの形状

から、実質賃金率が上昇するとき比の値 (Lx/T つは次第に小さくなる。

ここである水準から実質賃金率がd.ωだけ上昇したとし、この時の最適伐期齢

の変化を6.T、最適労働投入量の変化を6.Lで表す。図 3-3からも明らかなよ

うに

(L'+6.L)/(T写+6. T)くL草/T'

あるいは

(1+6.L/L勺/(1 + d. T / T ')く 1

われわれは解を内点解に限定しているから、d.T>ーTXであることに注意しよ

う (6.T=ーTXのケースは森林所有者が育林生産を行わないことを意味する〉。

この時上の不等式は変形されて

6.L/L:rく6.T/Tl

となる白すなわち、もし最適伐期齢が上昇すると同時に最適労働投入量が増加す

るとしても、その増加率は最適伐期齢の上昇率よりも小さい o また、最適労働投

入量が誠少すると同時に最適伐期齢が低下するとしても、その低下率は最適労働

投入置の減少率よりも小さい。

このような要素投入置の関係を相対的要素代替と呼ぶとすれば、森林純収穫の

ルールでは、実質賃金率の変化に対して絶対的な要素代替が生 Uるかどうかは不

明だが、相対的な要素代替は必ず生じるといえる。
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π 

O 

tanθ= L申/T事(森桝竜収穫のルーlレ)， 

Lホ/[l-exp(-rTつ]
(Faustmannのルール)

θ 

図 3-3利潤一賃金フロンティア
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( 2) Faustmannのルール

Faustmannのルールでは無限回の植伐から得られる利潤白流列の現在割引価値の

総和Vを最大化する。最大化された Vは経済学では林地の機会費用と解釈されるロ

森林所有者の主観的割引率を rとすると、 Vは次のように定義される司
c:o 

π=  v = l': 1 = 1 [( f e -rTー ω L) e -(1-1) rTJ 

= (f e -rT_ωL ) (1 - e -rT) -1 

ここでπTω、7tLωを求めると

πTω= r L e rT ( e rT -1 ) -2 > 0 

7tLω=ー (1-e -rT)ー1く O

となる(ここでは最適解を示す*を省略している。同様に以下の T、Lは全て 1

階の条件を満たすT'、L~を示している)。したがって命題 2 の①が適用される。

1階の条件を考慮して T、Aを求めると

T=(erT-l)ー1[ f LL 7t Tω一 (fTL-r f dπLω] 

A = (e rT -1 )圃 1[ ( f TL -r f Ll 7t Tωー(f TT-r f T)πLω] 

となるが、 fTL-rfLの符号が確定できないために、 T、Aの符号は不明である o

さらに dπ事/dω、πωωを求めると

d 7t / d ω=  -L / (1 -e -r T)く O

πωω=0 

であり、命題 3より森林純収穫のルールと同樟の形状を持つ利潤ー賃金フロンテ

ィアが得られる(図 3-3参照)。その接繰の傾きは実質賃金率の上昇とともに

小さくなり、 L/ ( 1 -e -rT)はωの上昇によって減少する。このことが一つの相

対的要素代替を表していることを以下示そうロ

森林純収穫のルールで用いた &ω 、d.T、d.Lを利用する。ここではd.ωが十

分に小さい時、近似式

d.T={dT/d ω)d. ω 

が成立することに注意する白この時、実質賃金率の上昇Aωに対する dπ/d ω 

の分母の変化6.(1 - e -rT)は

企 (1- e -rT) = [d (1 - e -rT) / d ωJ6. ω 

= r e -r t ( d T / d ω)d. ω=  r e -rT d. T 

となる o これより次の不等式が得られる o
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L+sL L 
く

(1 - e -rT) + r e -rT s T 1 -e -rT 

変形すると

l+sL/L 

[1 + r T ( e rT - 1 )-1 • s T / T] 
く l

e rTをマクローリン展開すれば rT ( e rT - 1 )-1く 1であることが容易にわかる。

またsT>ー Tだから、上の不等式の左辺分母は正であり、

sL/Lく [rT / ( e rT - 1 )]( s T / T ) 

を得る o ここでsT>OO)場合、すなわち最適伐期齢が上昇するケースを考える

と不等式

s L / L < [r T / ( e rT - 1 ) ] (s T / T )く企 T/T

が成立する o したがって、最適伐期齢が上昇する場合には相対的な要素代替が生

じることがわかるロ

以上、 Faustmannのルールで得られた結果をまとめる。第 1に、実質賃金率が上

昇する時、 Faustmannのルールにしたがう森林所有者は伐期齢の上昇か労働投入量

の誠少の、いずれか少なくとも一方の行動を採るロ第 2に実質賃金率の上昇によ

って、最適伐期齢の上昇と最適労働投入量の増加が同時に生じるとしても、最適

労働投入量の増加率は最適伐期齢の上昇率よりも小さい。

( 3 ) Bouldingのルール

Bouldingのルールは次の恒等式で定義される内部収益事p 四最大化を要求するロ

π= p = T-11og[ f /(ωL )] 

これより

πTω= 1/(Tt2ω) > 0 

πLω=0 

したがって命題 2の@より実質賃金率の上昇は最適伐期齢の上昇をもたらすこ

とがわかるロ最適労働投入量の変化は7z'TLに依存するから、これを求めると、

πTL = [ f TLー(fT/ft)fLl/(T'f耳3)

であるロ

さらに最適労働投入量の減少が生じる条件を整理すれば、 1階の条件
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1! T=  ( f T/  f X -P X) Tトヨ= 0

を利用して、

f TL-P事 fL=  a ( f T-P '" f ")/ a L < 0 

となるロただし、凹関教の仮定だけではこの符号を決定することはできない E し

たがって実質賃金率の上昇と最適労働投入量との関係は明らかではない。利潤ー

賃金フロンティアを用いてもこ白関係は明らかではないロ

( 4) F isherのルール

Fi sherのルールは、 l回だけの植伐において得られる利潤白現在価値 PVを最

大化することを要求する白 PVは次のように定義される司

π=  P V = f e -rT一ωL

これより

πTω=0 

1!Lω=ー l

したがって命題 2白③が適用されるから、実質賃金率が上昇すると最適労働投入

量は揖少することがわかるロ

最適伐期齢の変化に関して πTLを求めると

1! TL = ( f TL - r f d e -rT 

となる(ここでは最適解を示す*を省略している)が、凹関数白仮定だけではそ

の符号を特定できない。また利潤一賃金フロンティアからも最適伐期齢に関する

情報は得られない o したがって、実質賃金串の上昇が最適伐期齢に及ぼす影響は

不明である o

なお、最適伐期齢が上昇するための条件を整理すると

f TL - r f L = a ( f T - r f ~) / a Lく O

となる o この条件はBouldingのルールにおける最適労働投入量が減少するための

条件と類似のものとなっている畠

-102 -



4 .考案

前章では、森林の生産関教が伐期齢のみを変数とするケースを分析した。この

モデルは労働投入量が固定されたケース、すなわち労働投入の終わった森林に関

するものと解釈できる白その分析結果は、実質賃金率の上昇に対して森林純収穫

のルール、 Bouldingのルール、 Faustmannのルールでは、最適伐期齢は上昇する。

Fisherのルールおよびその他白ルールでは最適伐期齢は実質賃金率白値白影響を

受けず一定となる、というものであった。

これに対して本章では、森林の生産関数が伐期齢と労働投入置の 2つの変数を

持つモデルに拡損したロ 4つの決定ルールについて得られた結論を要約すると、

それぞれのルールにしたがって定式化された利潤関数が厳密な凹関数であるとき、

いずれのルールでも最適伐期齢の上昇と最適労働投入量の減少の、少なくともい

ずれか一方が生じる o しかしながら、両者が同時に生じること、すなわち絶対的

な要素代替が生じるかどうかはどのルールにおいても明らかではないロ一方、相

対的な要素代替に関しては、森林純収穫のルールでは必ず生じ、またFaustmannの

ルールでは最適伐期齢が上昇する場合に生じて、投入要素の比(L~/T つは実質

賃金率の上昇によって小さくなることがわかった。

実際の林業経営において、個々の森林は地位扱や地利殺が異なり、また植栽樹

種も異なる白しかし以上の結論は利潤関数が凹関数であるという一般的な仮定か

ら得られたものであり、この仮定が満たされている限りいかなる森林に対しでも

適用可能である E さらに言えば、凹関数の仮定は定義域全域で満たされている必

要はないロそれはただ最適伐期齢の近傍で局所的に満たされてさえいればよいの

である。したがっていくつかの留意点はあるものの、これらの結果を基に、日本

林業のこれまでの動向、あるいは将来の動向に閲して次のように考察することが

できる D

第 1に、林業を取り巻く市場環境が変化した阻和40年代半ばから今回、そして

近い将来にかけて伐採される人工林には、前章のモデルが適用される白なぜなら

そ白ような人工林は、昭和40年代にはすでに労働投入がほとんど必要ではなくな

る林齢に到達していたと考えられるからである o いくつかの決定ルールでは実質

賃金率は伐期齢に影響を及ぼさないが、その上昇にともなって伐期齢が短くなる
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ような決定ルールは存在しないロしたがって地域あるいは一国のレベルで伐採齢

を観察すれば、おそらくそれが延長されているというパターンが見いだせるはず

であるロそれは、赤尾(1991a)の結果によっても支持されるものである。なお、長

伐期化は、育林生産の労働需要量の減少をも意味することに気付かれたい。なぜ

なら長伐期化によって伐採が繰り延べられ、したがって造育林作業もまた、次々

と繰り延べされることになるからであるロ

一方、昭和40年代以降に労働投入が行われた人工林に関しては、本章白結果が

適用される o そこで第 2に、そのような人工林町伐期齢、伐採齢について考えよ

う。接念ながら実質賃金率の上昇によって明らかに最適伐期齢が延長されるのは

Bouldingのルールだけであるロしかし、ル・シャトリエ (LeChatelier)原理(

Samuel son (1947)第 3章を書照)を考えれば、森林純収穫、そしてPaustmannの伐

期齢もまた多くの場合、延長されるだろうロ経済学では、ル・シャトリエ原理は

制約条件の数が少ないほど最適要素需要量の変化が大きいことを示す定理として、

利用されている目前章白モデルが単位面積当たり労働投入置が固定されていた(

制約されていた)ケースにあたり、本章のモデルはその制約が取り払われたモデ

ルにあたることに気付けば、上のような予想が導かれる o しかもル・シャトリエ

原理は、伐期齢が労働投入量が固定されているケースよりも長くなることを示唆

する白また、図 3-1に示したように実質賃金率はある水準からある水準にジャ

ンプした白ではなく、趨勢的に上昇し続けている。このため森林所有者は、現在

の市場環境が続く限り、将来になればなるほどより高い実質賃金率を想定するこ

とになるだろうロこれらは、将来的にも長伐期化傾向は続くことを予想するため

の有力な棋拠となる。

第 3に低コスト化を検討しよう白実質賃金率の上昇によって明らかに労働投入

量が減少するのはPisherのルールだけであり、残念ながら他のルールに関しては

定かではないロただし、ここでもル・シャトリエ原理が有効であれば、低コスト

化が生じる決定ルールは他にも存在することになる白

伐期齢を固定しておいて、実質賃金率の上昇に対する最適労働投入置の偏微分

係散を検討しようロ第 2節の手11潤関数を用いれば 1陪の条件から

d L草/ dω=ーπLω/πLL

であり、厳密な凹関数の仮定により πLLく Oロしたがってもし、 πLωく Oならば
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d L寧/dω<0である。ル・シ十トリエ原理により、そのような決定ルールでは

伐期齢が自由になるならば、実質賃金率の上昇に対してさらに大きく労働投入量

が減少することになる o第3節の結果を参照すれば、接当する決定ルールは、森

林純収穫、 Faustlllann、そしてFisherのルールであることがわかる。このことは低

コスト化が生 Uていること、また将来的にも生じるという予想を支持するもので

あるロ
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第 2部 森林資源の社会的最適利用問題
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第 4章 森林資諒の社会的最適ストック量と公的機関の役割

1 .はじめに

本章および次章では、森林資源の利用に閲する森林所有者と社会とのギャップ

を明示的に示し、両者のギ十ップを埋めるためにいかなる森林政策が可能かを考

察するロ

森林資源の利用に関して生 Uる問題は、大きく二つに分けることができるだろ

うロ一つは森林としての利用そのもののを闘うものであるロこれは主として林地

の他用途開発との関連で論じられ、森林をどの程度残すか(あるいは増やすか〉

という最適ストック量の決定が、問題の中心となる。もう一つは森林としての利

用を前提とした上で、これをどのように利用していくかという開題であるロここ

では樹種、林相の選択から施業の選択、伐期齢の選択までを含む森林計画のあり

方が間われる。したがってこの問題は最適森林計画問題と呼ぶことができるであ

ろうロ

ただし、森林の最適スト ';1ク量の決定問題と最適森林計画問題は、それぞれ独

立した問題ではない。伊lえば林地の他用途開発を考える場合、他用途開発した状

態と、森林として最も望ましい形で利用した状態を、比較することになる。した

がって前者の問題を考える前提として、すでに後者の問題は解決されていなけれ

ばならないロ一方、最適森林計画を考える場合、問題が何らかの非線形要因を含

んでいれば、森林ストック量の多寡によって最適計画は異なることになるロした

がって、この場合には前者自問題が、すでに解決されていることが考察の前提と

なるロこのように現実には、二つの問題の一方の解が他方の解を得るための前提

となっていることや、ときには両者を同時に考察しなければならないことが少な

くない E 問題を二つに分けることは、単lこ理論化や分析の見通しをよくするため

白概念的な損作に過ぎないロ

さて本章では、これら二つの問題のうち森林資源の最適ストック重自問題を扱

い、最適森林計画に関しては次の第 5章で扱うこととするロ

本章で用いられるモデルはかなり単純化されており、それは時閣の概念を捨象
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した静学モデルである o すなわちここでは、森林の伐採は森林の消失を意味して

いる白

森林は再生可能資源なので、伐採されても十分な時聞が経過することで、元の

状態に復することが可能である。このため森林資揮の利用問題を考える上で、時

聞の要素を捨象することは、モデルの現実妥当性を著しく欠くことになると考え

る人がいるかも知れない。しかしながら、森林資源の最適ストック畳が問題とな

る状況、伊jえば林地の他用途開発問題や原生林の保護問題を考えれば、森林は再

生可能資源というよりも、むしろ枯渇性資額と見なしてよいことに気付くであろ

うロこれら白問題に対して本章のモデルとその結果は、静学的な枠組みという限

界はあるものの、直接的な示唆を与える o また森林は、いったん伐採してしまえ

ば、元の状態に戻るまで少なくとも数十年を要す白もし、問題を十数年程度の期

聞に限って考案するならば、さまざまな森林資額の利用問題に、本章のモデルは

応用されるであろうロ

さて、本章で考案の対象とされる森林と社会に関して、ここであらかじめ明ら

かにしておこう E 社会にはさまざまな森林が存在すると考えられるが、ここでは

その中の一つの森林を取り上げる。森林はそのストック量で表現されるものとみ

なし、これを Q事で表す。森林は伐採されて木材 qを産出し、それは一定の価格 P

で販売されるロ伐採されずに残される森林のストック量QはQ=Q害- qで表され

る。

森林は、それ自身が公共財として人々に効用を与えているものと考える白社会

にはこの森林から効用を得る n+ 1人の経済主体が存在するものとしよう。この

中由一人の経済主体は、こ白森林の所有者である o社会には、この森林からいっ

さい効用を得ない人々も存在すると考えられるが、これらの人々はこの森林がど

のように利用されても無関係であり、したがって考察の対象外となる。

次に各経済主体の満足度を表す関数として、 (序数的)効用関数が存在すると

仮定するロ経済主体の効用関数はそれぞれ互いに異なるから、森林所有者四効用

関数を

U=U(x.Q) 

で表し、その他の経済主体の効用関数を

U1=U1(X.Q}， i=l， 2， ・・・‘ n
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で表す白ここで iは経済主体を区別する添え字である。また xは財の消費量を示

すm次列ベクトルである。これらの諸財は、 Qを除いて正の価格 p (m次行ベク

トル)で自由に購入できるものとする。一方、 Qの価格は Oである。効用関数白

変数として Qが含まれているのは、森林が存在することで人々に効用を与えてい

ることを表しているロ森林は公共財と見なされており、存在すれば関連する全て

の人々に、同じだけの量の公益的サービスを供給すると仮定されている。なお、

社会にはm種類の財と考案の対象となっている森林以外にも、消費量が固定され

ている財、その他の森林、さらに森林以外の公共財などが存在するであろう。こ

れらに関してはその消費量や賦存量は一定であると考えて、効用関数の変数とし

て明示的に示すことはしないロ

各経済主体の効用関数はさまざまであると考えられるが、共通する特質として、

それらは全て厳密な単調増加準凹関数であり、必要なだけ連続微分可能であると

仮定する白厳密な単調増加準凹関数の正確な定義は、本章の補論で述べるが、直

観的には財白消費量が増えれば増えるほど効用水準は高まり、また効用の無差別

曲親が、厚みを持たず原点に対して厳密に凸となるような関数であるロここで前

者は効用関数の単調増加性を示し、後者は厳密な準凹性を示しているロまた、無

差別曲緯とは、ある一定の効用水準(伊lえばu-)に対して、その効用水準を達成

する詰財の消費量と森林のストック量の集合

(x¥Q -) E (( x . Q) I U (x . Q) = U肉， x ~O ， Q孟o} 

を指す(ここで(x¥Q-)はm+l次元非負ユークリッド空間で定義される曲面と

なるので正確には無差別曲面である〉。

単調増加性についてイメージすることは容易だが、厳密な準凹性、したがって

効用白無差別曲線が原点に厳密に凸となるということが、いったい何を意味して

いるりかについては若干の説明が必要であろう o 図4- 1は、ある個人 iについ

て、 m-2個の財の消費量と森林のストック量を固定しておいて、第 l財と第 2

財の消費量に関する効用の無差別曲線を描いたものである。原点に対して厳密に

凸というのは、同じ効用水準上の 2点A、B (A点は第 1財に消費が片寄ってお

り、 B点は第 2財に消費が片寄っている〉を比べると、第 1財の消費置を6.x 1だ

け減少させるとき、この効用水準を保つために必要とされる第 2財の消費量の増

加盟企 X2がB点よりも A点の方が多くなることを意味する。すなわち厳密な準凹
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X2 

O 
Xl 

図 4-1効用の無差別曲線

注:矢印は効用が高くなる方向を向いている o
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性とは、たくさん消費できる財よりもあまり消費できない財の方が重要となると

いう性質のことである。人々の効用について、このような単調増加性と厳密な準

回世の仮定は、一般に妥当なものと考えても問題はないであろう E

以上の設定の下で本章では次のように考察を進めるロ第 2節では森林所有者に

とっての森林の最適利用を導出するロiXに第 3節では社会にとっての森林の最適

利用を導出し、両者の聞のギャップの存在を論じる。そして、第4節ではこのギ

ャップを埋めるために、公的機闘がいかなる政策をとることが可能かを考察する。

第 5章は以上を要約し、実際の森林政策に考察結果を利用するための議論が提示

されるロなお、本章の捕論は数学注を与える o

2 .森林所有者にとっての森林の最適利用

ここでは、森林所有者にとって白森林の最適利用を明らかにする。まず、森林

所有者が直面する予算制約について定式化しよう。森林所有者は、所有する森林

の一部を伐採することで木材収入 Pqを得るロこの収入は、残される森林のスト

ック量 Qの関数として Pq=P(Q事ー Q)で表される。森林所有者にはそれ以外に

も固定的な収入があるとし、これを Rで表す。所得を Iとすれば、森林所有者が

諸財の購入に利用できる金額は

I=R+P(Q~-Q) (1) 

であるロこの等式は予算制約式と呼ばれ、図 4-2に示されている緯分がこれに

相当する。

予算制約式は非負の Q-1平面上に表されるので、対応して森林所有者の効用

の無差別曲線を、 Q-l平面上に描くことを考える o ある森林のストック量Qと

所得 Iに対して、その所得を諸財の消費に用いて得られる、最大の効用水準を対

応させることができる。つまり (Q.1)とその下での最大の効用水車の聞には、あ

る関数関係が存在する(その存在の証明については補論を書照のこと) 0 この関

数をV(Q，I)で表し、対応する諸財の消費量を x事で表すと

V (Q. 1 ) = u [x * (Q. 1 ). Q] = max [U ( x . Q I 1 -p x = 0 )] 

である。こり関数VはUから間接的得られるものであり、間接効用関数と呼ばれ
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R+PQ# 

R 

o Q事 Q#

図 4-2森林所有者の最適森林利用
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るものの一種である o 一方、 Uは直接効用関数と呼ばれるロ楠論で示されるよう

に、 Uの単調増加性と厳密な準凹性から、 Vは厳密な単調増加準凹関数となる白

したがって、 Q- 1平面上に表された効用の無差別曲線は、図 4-2に示されて

いるように原点に厳密に凸白曲線となる o

図4-2で各無差別曲線は、 I軸と交わるように描かれているが、これは考察

対象となっている森林が森林所有者の生活にとって、絶対必要というわけではな

いことを表している。言い換えると、森林のスト・y ク量が Oであってもある程度

の所得が得られれば、任意の効用水準を達成できる。このような財を、 Willig(1

978)は非本質的な財 (non-essentialcommodity) と呼んでいる。反対に、いかな

る無差別曲線も I軸と交わらない場合には、この森林は本質的な財 (essential

commodity) と呼ばれる。この場合には森林が全くなくなってしまうと、ある効用

水準を保つのに必要な所得は無限大となる。つまり森林は欠くことのできない財

ということになる白考案の対象となっている森林が、 non-essentialかessential

かは先験的に決められることではないが、ここではnon-essentialであることを想

定している。ただし、以下の考案は森林がessentialな場合に容易に変更すること

ができるロ

さて森林所有者の最適森林利用は予算制約線(1 )上で最も効用の高い点で表

されるロこれは図では (Q事 I 1 ;)で示されているロここで Q:fは伐採されずに残さ

れる森林の最適なストック量であり、伐採置は Q害-Q ~で表されるロ一方、 1 xは

所得であり、その他の財の消費に用いられる支出額を表している o 予算制約諒は

常に (Q大R)を通り、その傾きは木材価格 Pにマイナスを乗じたものであること

に注意しよう白したがって、図 4-2の予算制約線の傾きを変化させることによ

って、もし木材の価格が高い水準にあると森林は全て伐採される可能性があり、

一方、木材の価格がある水準以下であれば森林は全て保全されることがわかる。

ただし、以下では最適解がこ白いずれでもない場合、すなわち O<Q写く Q;;とな

るような水準に木材価格があるものとする〈最適解が内点解のケース)。この想

定は議論を簡単にするためのものであり、 QX= 0、QX= Q ~という 2 つの極端な

ケース(最適解が端点解のケース)を含めても、以下での考察の結果は、本質的

には変わらない。なお内点解の場合には、最適解では無差別曲線の接線と予算制

約線が一致しており、したがって dI/dQ=-Pとなることに注意されたい。
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3 .社会的に最適な森林利用

まず森林所有者以外の人々が、ある森林のストック量とある所得のもとで得る

効用水準を示すロ任意の第 i番目 (i=1，2，・・・， n) の経済主体の効用

関数は U
i
=U

1
(X，Q)で表される D 被が消費に充てることのできる所得を 1iで

表し、 11は森林のストック量とは独立で一定であるとして、こ由経済主体の効用

の無差別曲綿を Q-1平面上に描くことを考える。考察の対象となっている森林

は森林所有者以外の全ての人々にとっても、 non-essentialであるとするロ U Lは、

森林所有者の効用関数と同様に、厳密な単調増加準凹関数と仮定されているロし

たがって、その間接効用関数 v1(Q.I)は厳密な単調増加準凹閑散となり、描か

れる無差別曲線は、図 4-3で示したように原点に厳密に凸となる。一方、その

予算制約式は水平な半直錦 1= 1 1で表される。そして第 i番目の経済主体が、あ

る森林のストック量と所得の組み合せ (Q.1 1)で得る効用水準は、この点を通る

無差別曲線が示す効用水準で与えられるロ

さて、図 4-3を見れば明らかなように、森林のストッタ量が大きくなればな

るほど、森林所有者以外四人々の効用水準は高まるロしたがって、森林のストッ

ク量が Q害から Q写に減少することは、これらの人々の効用水準を減少させること

になる。言い換えると森林所有者の行動によって、それ以外の人々は不利益を蒙

るロ

この森林の利用権は森林所有者にあり、その他の人々は、その利用白決定につ

いて干渉することはできないロしかしながら、もし何らかの交渉が可能であれば、

森林所有者の効用水準を Q~のときよりも増大させ、他方それ以外の人々の効用水

準も Q耳白ときよりも増大させることが可能となるような、 Q写以外の森林のスト

ック量が存在するかもしれないロさらにもし、このような森林のストック置が存

在するならば、その中で森林所有者を含めた人々の効用を最大にするものがある

だろう o それは社会的 l己最適な森林利用を示すものといえる。このような予想に

ついて、以下では限界支払い意志額と限界楠償受容額の概念を用いて明らかにす

るo

まずこれらの概念を定義し、本章で用いている記号を使ってこれらを表現しよ

うロ限界支払い意志額とは、ある効用水準をあらかじめ設定しておいて、悲林が
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図 4-3森林所有者以外の人々の効用の無差別曲線
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限界的に 1単位増加したときに、この効用水準にとどまるために、経済主体が支

払ってもよいと考える最大の金額を指す(この定義は正確には補償限界支払い意

志額のものである o 同様に以下で述べる補償受容額もまた、正確には補償された

補償受容額と呼ぶべきものであるロ Johansson(1987)第 4章を書照のこと〉。ここ

で任意白第 i番目白経詰主体の効用水準を、 (Q¥11)で到達可能な最大の効用水

準に設定し、限界支払い意志額をMWTp1(margenal willingness to pay)で表す。

このとき、上の定義により MWTp1は次の恒等式を満たしているロ

(d u b/d Q)-MWTpl(d u b/d 1)= 0 for i = 1， 2. ・・・ n

ここで U 1"は上で設定した効用水準であり、正確には制約条件付き最大化問題

max u 1 (X ， Qつsubject to 1 1 -P X ~ 0 for i = 1， 2 J ・・・ n

を解くことで得られる効用水準を表しているロこの効用水準は間接効用関数を用

いれば Ub=V1(Ql，Iりであり、上の恒等式は次の等式に書き直される白

MWTP 1 = V 1 ::C Q/ v 1￥ for = 1. 2， ・・・ n

さらに間接効用関数を効用水準を保ちながら全撤分すると(間接効用関数が全微

分可能であることは補論で証明される〉

d v 1事=0 = V 1 tQ d Q + v 1 t t d 1 1 

だから、これを上の等式に代入すれば

MWTP 1 = -d 1 1/ d Q > 0 ( 2 ) 

を得る。(2 )の dl1/dQは、効用水準 U1"を満たす無差別曲綜上での微分で

あることに注意しよう。したがって、森林ストック量Q (> Q %)における限界支

払い意志額は、図 4-3の(Q-， 1 1)を通る効用の無差別曲線上の、 Qにおける接

線の傾きにー 1を乗じたもので表される。また(2 )の右辺の不等式が成立する

こと、すなわち限界支払い意志額が正であることは、間接効用関数が森林のスト

ック置と所得の単調増加関数であることから導かれる。

図4-3の効用の無差別曲線の形状に註章、すると、限界支払い意志額は、森林

のストック量が増えれば増えるほど誠少することがわかる o すなわち、

dMWTpl/dQく o for i = 1， 2. . • " I n ( 3 ) 

である。また、森林のストック量が Q市3らQ・に変化するとき第 i番目の経済主

体が支払ってもよいと考える総金額(支払い意志額;WTP 1) は

WTP1=JZMWTpi d Q 
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となるロこの支払い意志額WTP1
は、謹語学では補償変分と呼ばれるものに相当す

る(補償変分については、例えば奥野・鈴村 (1985)第 13章およびJohansson(19 

87)第 3章を書照のこと) 0 

限界支払い意志額及び支払い意志額は、森林所有者以外の n人の人々について

導出することができるから、森林のストック量が増大するときこれらの人々が森

林所有者に対して支払ってもよいと考える総限界支払い意志額 (MWTP)及び総支

払い意志額 (WTP) を次のように表すことができる白
n 

MWTP = L 1 = 1MWTP 1 

Q' 

WTP = L 1 ~ 1 MWTP 1 = S Q" [L 1 ~ 1 MWT P 1] d Q 

( 4 ) 

( 5 ) 

図4-4の右下がりの曲綿は、 ( 4 )で示された総限界支払い意志額を表した

ものである。この曲謀を支払い意志額曲緯と呼ぶことにするロある森林ストック

量 Q・に対する総支払い意志額は、 ( 5 )の最後の辺に示された積分の式によって

区間[QヘQ']におけるこの曲線の下側の領域の面積で表されることがわかるロ

以上の限界支払い意志額に関する考察は、森林所有者についても当てはまる D

ただし、森林所有者の所得は I国 R+ P (Q存-Q) と表されるので、森林のスト

ック量が限界的に 1単位増加すると、森林所有者の所得は Pだけ失われることに

なる。ここで限界補償受容額 (MWTA;margenal willingness to accept) の概念

を導入しようロ限界補償受容額とは、あらかじめ効用水準を設定しておいて、森

林のストック量が限界的に 1単位増えるとき、この効用水準を保つために森林所

有者が補償してほしいと考える最小の金額を指す。この基準となる効用水準は森

林所有者以外の人々の場合と同様、森林のストック量Q"と所得 1"=R+P(Q宇

一Qつで到達可能な最大の効用水準U'=V(Q事， 1 "}に設定するロ

さてこれまでの考案から、森林所有者の限界補償受容額は直観的に

MWTA = P + d 1 / d Q 

と表されることが予想される白この予想が正しいことを以下で導こう。

限界補償受容額の定義により次の恒等式が成立する。

(d U f / d Q) + MWTA ( d U "/ d 1 ) = 0 ( 6 ) 

ここで U"は森林のストック量 QXで得られる最大の効用水準を表している白間接

効用関数を用いればU'"は、

U事=V"'(Q"，I}=V[Q'，R+P(Q1I'-Q')] ( 7 ) 
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円

MWTA 

MWTP 

Q* QS Q" Q* 

図 4-4対ムい意志額曲線と補償受容額曲線
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と表される。 (7)の最後の等式から

dU!f/dQ=V'Q-p. V"I， 

dU!f/ dl=V勺

を得る。また(7 )の 2番目白等式を全徴分すると

dU事=O=VfQdQ+V勺d 1 

である。以上の 3つの等式を(6 )に代入し、 MWTAについて解けば

MWTA= (P • V勺-V'Q)/V奪 I=P-V'Q/V勺=P+dI/dQ

を得る白

第 2節での考察により、 Q= Q!fではMWTA= P + d 1 / d Q = 0である。また、

d I/d Qは効用の無差別曲親の接線であり、無差別曲線は Qの厳密な凸関数な

ので

d MWT A/ d Q = d 2 1 / d Q 2> 0 

が成立し、したがって限界補償受容額は、 Q白単調増加関数であることがわかるロ

また、森林のストック量がQ写から Q'に増加するとき森林所有者が補償してほし

いと考える総金額(補償受容額;WTA) は
Q' 

WTA = f Q，MWTA d Q ( 8 ) 

で表される白この補償受容額もまた、支払い意志額と同 Uく捕償変分と呼ばれる

ものに相当する。

図4-4の右上がりの曲線は森林所有者の限界補償受容額を描いたものである。

これを補償受容額曲線と呼ぶことにする o (8) によって、ある森林ストック置

Q'に対する補償受容額は、区間 [Q:I'， Q・]におけるこの曲線の下側の領域白面積

で表されることがわかるロ

以上で森林の社会的最適利用を導出するための準備が整った。まず、森林所有

者の最適森林利用、すなわち Q田 Q!fの森林ストック量について考察する o Q = Q 

事では森林のストック量が限界的に l単位増えるとき、人々が森林所有者に支払っ

てもよいと考える額と、森林所有者が補償してほしいと考える額との聞には

MWTP> 0 = MWTA 

の関係があるロしたがって森林のストック量を限界的に l単位増加させることで、

社会全体で

MWTP -MWT A (> 0 ) 
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の限界余剰(貨幣を単位とする)が生じる。この限界余剰を森林所有者及びその

他の人々でわけ合えば、それは所得白増加を意味するから、森林のストック量の

増加は、社会の全ての人々の効用水準を、 Q=Q写のときよりも上昇させる。つま

り森林所有者が、自らの効用を最大にすることを目的に採用する森林のストッタ

量 Q事は、社会全体からみれば人々の効用水準を改善する余地があるロすなわち、

森林所有者にとって最適な森林利用は、社会全体からみれば最適な森林利用では

ない。

以上の考案をさらに進めると次のことがわかる。すなわち、総支払い意志額と

補償受容額(r限界」がつかないことに注意されたい〉との聞に、もしWTP>WTA 

の関係があるならば、社会全体でWTP-WTA(> 0)だけの余剰が生じ、その森林

のスト ';1ク量は、社会全体の人々の効用水準を Q=Q"のときよりも上昇させるこ

とができるロすでに見たように、総支払い意志額と補償受容額は、それぞれ支払

い意志額曲線と補償受容曲綜の下の部分の面積で表される o したがって、この面

積の差が正となる開区間(図 4-4では区間 (Q"，Q")で表されている。〉に含ま

れる森林のストック量は、すべて効用水準を改善するものであるロ

このように、 Q=Q"のときの人々の効用水準を改善する森林のストック畳は、

一意的ではない。したがって次に、人々の効用水準を改善する森林のストック置

の区間 (Q茸く Qく Q")の中で、人々の効用水準を最も大きく増加させるような

ストック量を見いだすという問題が生まれる。この問題は、総支払い意志額と楠

償受容額の差、すなわち余剰を最大にするスト・y ク量を求めることに他ならないロ

なぜならより大きな余剰は、人々に分配される所得をより大きくするから、その

分だけ効用水準を高めることになるためであるロ明らかにこの問題の解は、社会

的に最適な諜林利用を表すものである。

さて、問題は改のように定式化される o

Q 

max (WTP-WTA)=max !Q，(MWTP-MWTA)dQ subject to Q"豆Q豆Ql1'

最適解が内点解の場合には上の式を Qで徴分することで、森林の社会的最適スト

ック量が満たすべき条件

d [JL(MWTP一MWTA) d Q ] / d Q = M仰一MWTA=0 ( 9 ) 

を得る白図 4-4では、この条件を満たす森林のストック置が QSで示されている。

実際のところ Qく QSではMWTP>MWTAなので、森林のストック置の限界的な増加に
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対して正の眼界余剰が常に生じている。一方、 Q >QSでは、限界的な増加に対し

ては負の限界余剰が生じるロしたがって、森林のストック量を QSより増加させる

ことも減少させることも、社会全体の余剰を減少させることになる o

ここで、場合によっては(9 )白最後の等式が成立しないことがあることに注

意しておこう。それは 2 つの曲緯が Q~Q 冨では交わらないケースである白この場

合には、社会的に最適な森林利用は、端点解 QS=Q#となる。このことを理解す

るためには、図 4-4の支払い意志額曲線を上方に十分にシフトしたものを考え

ればよい o ただし以下では考案を簡単にするために、社会的に最適な諜林のスト

ック量 Q5が内点解、すなわち QSく Q'"の場合を想定するロこの想定もまた考察の

結果を本質的に制約するものではない。

以上のように、森林所有者自最適な森林利用と社会にとっての最適な森林利用

とは異なることが示されたロ本節の最後に、このような事離は、森林が森林所有

者以外の人々にも公益的なサービスを供給していること、すなわち公共財である

ことに起因していることを強調しておく。考察されている森林がもし公共財でな

ければ、すなわち n人の人々の効用水準に蕗響を与えるものでなければ、全ての

iに対して d I1/ d Q = Oであり、支払い意志額曲線は図 4-4のQ軸と一致す

るロしたがって森林所有者の最適な森林利用と社会的に最適な森林利用は一致す

ることになる白

4 .公的機関の役割

これまでの考察により、森林所有者にとっての最適な森林利用 (Q専)と、社会

全体にとっての最適な森林利用 (QS) は、異なることが明らかとなった o もし、

諜林所有者が森林を伐採する前に、社会の n人白人々に彼白伐採計画を提示し、

その支払い意志額を尋ねるならば、そして人々が自らの支払い意志額を正確に答

えるならば、森林所有者は人々からその支払い意志額を徴収することによって、

社会的に最適な森林利用を行うことができる白しかし、現実には森林所有者はそ

のようなことを行わない白なぜなら、 n人の人々に支払い意志額を尋ねることは、

それだけでかなりな費用を要することであり、また人々が正確に支払い意志額を
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答え、そしてそれを森林所有者に支払うという保証はないからである。一方、森

林所有者以外の人々が事前に所有者の森林利用計画を知り、その支払い意志額を

森林所有者に支払い、それによって計画を変更させるということは現実にしばし

ば見られる。例えばナショナル・トラスト運動などがその好例であるロしかしな

がら、ナショナル・トラスト運動などの対象となる森林は、概してきわめて特殊

な森林である o 一方、公益的サービスを供給する森林はより普遍的、面的に存在

していると考えられるロしたがって人々の自発的な行動だけでは、多くの森林は

社会的に最適な利用が行われない可能性が高いロ

以上のような、森林所有者にとっての最適な森林利用と社会的に最適な森林利

用とのギキ・yプを埋めるために、公的機闘がなんらかの役割を果たすことはでき

ないであろうかロ本節ではこの点を考案する。ここで公的機関に求められる役割

を要約的に述べれば、社会の人々の効用水準を Q:=:Q fのときよりも減少させるこ

となく、森林のストック量を Q:=:QSにすることである o

第 1に直接的な方法として、伐採量qをq亘Q宰_QSに規制するということが

考えられるロこの方法では森林所有者は自らの効用を最大にするために規制ぎり

ぎりの Q#_QSに伐採量を決定することになるが、これは明らかに森林所有者の

効用水準を規制前の状態よりも減少させることになるロしたがって、この場合に

は以前の効用水準にとどまるための所得補償として
QS  

J Q: MWT A d Q > 0 

が少なくとも必要となる。つまり利用規制を行うためには、同時に森林所有者に

対する所得補償が組み合わされている必要がある。この所得補償額を Cであらわ

せば、 Cは次の不等式を満たさねばならないロ
QS QS 

JQ写MWTAdQ壬C壬JQ:rMWTP d Q 

cの最小値は、すでにみたように森林所有者の効用水準を少なくとも Q=Q事の

水準に保つものである。一方、その最大値は、森林所有者以外の人々の効用水準

を、少なくとも Q= Q:rの水準に保つものであるロ公的機関はこの不等式を満たす

所得楠償額を森林所有者以外の人々から徴収し、森林所有者に支払うことになる白

ところである所得楠笹額を定めると、それは森林所有者の予算制約式(1 )を

上方に平行移動することになるロしたがって対応する効用の無差別曲線も所得補

償のない場合と異なることになる o このため効用の無差別曲線の形状によっては、
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~ 利用規制

R+PQ# ~ 門プ、ミと~ B 

o Q* QS Q# 

図 4-5利用規制政策と賄事面償
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所得補償が与えられたときの森林所有者の最適森林利用 Q事 (C)が、社会的最適森

林利用 QSよりも大きくなる可能性がある。すなわち、森林所有者が必要以上に森

林を残してしまうケースである。

図4-5では 2つの所得補償政策を示した。このうち Aはこの政策によって社

会的に最適な森林利用が実現する場合を示し、 Bはそうではない場合を示してい

るロ所得補償がない場合の森林所有者の社会的最適利用 Q'と、ある場合の Q茸(c ) 
との差Q￥(C}-Q'は、所得効果と呼ばれるものであるく所得効果については例

えば奥野・鈴村(l985)第 11章を参照されたい)。図で示されているように森林

所有者の所得効果があまりに大きい場合には、上述のような利用規制と所得補償

の組み合わせでは、社会的に最適な森林利用が実現されなくなる白このようなケ

ースではより強い寺11用規制、すなわち Q= QSが所得補償と組み合わされる必要が

ある o

以上の第 1の方法は規制によるものであった。しかし、自由経済社会では、こ

白ような規制は基本的に望ましいものではないかもしれないロしたがって第 2の

方法として、公的機関は、森林所有者が森林を伐採せずに置いておくことに対し

ていくらかの補助金を与え、それによって森林所有者の森林利用を社会的に最適

なものへと誘導するということが考えられる。

ここではこ@補助金は森林のストック量に比例して与えられるとし、ストック

量 l単位に対するその価額を pSで表そう o P 5に関しては次の 2つの制約がある o

第 1にその水準は、それによって森林所有者が自発的に森林の社会的最適ストッ

ク量 QSを選択するものでなければならない o第 2に、補助金の総額 pSQSは、 Q

= QSにおける森林所有者以外の人々の総支払い意志額WTPを超えではならないロ

なぜなら補助金総額がそれより大きくなれば、 n人の人々の効用水準を以前の状

態より低下させることになるからである。また pSQSは、 Q= QSにおける森林所

有者の補償受容額WTAを下回ってはならないロなぜなら補助金総額がそれより小さ

くなれば、森林所有者の効用水準を以前の状態より低下させることになるからで

あるロ

以上の 2つ白制約を、 Q- 1平面上で表現することを考えよう。まず第 1の制

約を満たすような pSの条件を求める。

補助金 pSが森林のストックに対して与えられるとき、森林所有者の新しい予算
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制約式は次のように書き直される o

I=R+P(Q宇一 Q)+ Q P S= R + P Q宇一 (P_ P S) Q 

これを森林所有者の間接効用関数V(Q，I)に代入すれば

V(Q.I)=V[Q.R+PQ宰ー (P_ P S) Q] 

であるロここで予算制約綜は、補助金の価額に関わらず、 I切片(O.R+PQ勺

を通ることに注意しておこう D さて、最適解が内点解の場合、森林所有者の最適

( 1 0 ) 

森林ストック量は上式を Qで撒分して 0とおくことで、

P -p8= VQ/V 1 

と表されるロしたがって、補助金 pSによって到達可能な最大の効用水準を VP5と

すると、最適な補助金価額の満たすべき条件は、 Q= QSで

P -P S= v PSQ/V P81 、、，，
噌
・
・
晶

司
4
・a，s

、、

が成立することである。ここでVPSを効用水準をとどめたまま全微分すれば、

d V PS= 0 = V PSQ d Q + V ?81 d 1 

であり、これより

ー (P-p5)=dI/dQ (Q=Q5) ( 1 2 ) 

を得る。以上、 ( 1 0 )と(1 2)の2つの等式は、新しい予算制約線が I切片

(0. R + P Q~) を通り、 Q= QSで効用の無差別曲掠と接することを要求している白

次に第 2の制約について考察するロこの制約はWTA/QS~ P 5壬WTP/QSと変形

される D Q = QSとし、この不等式を予算制約式(1 0 )に代入すると、

R+PQ:t_PQS豆 1(Q 5) ;亘 R +P Q #ー PQS+WTP ( 1 3 ) 

である o予算制約緯が常に I切片 (0• R + P Q #)を通ることを考慮すれば、第 2

の制約を満たす補助金政策は、 ( 1 3)の不等式を満たす点 (Q5， 1 (Q 5))とI切

片を通る親分で示されることになる。

図4-6は以上の 2つの制約を満たす補助金政策(以下、有効な補助金政策と

呼ぷ)が実線で描かれている (C点を通る予算制約線)ロここでは第 2の制約は、

2つの破線で示されている。また 2つの破線に対応して、森林所有者が得ること

のできる最大の効用水準と最小の効用水準が、それぞれVma.x， V ml nで示されて

いる o さて、この図では有効な補助金政策が存在するように(都合よく)描かれ

ている o しかし実際には、このような補助金政策は存在しないかもしれない。な

ぜなら(1 3 )の不等式を満たす効用の無差別曲線群の中で、 Q= QSにおける接
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謀が I切片(0. R + P Q;')を通るものが存在するかどうか、あるいは逆に (13) 

を満たす予算制約諒が、ある効用の無差別曲線と Q= QSで接するかどうかは、無

差別曲線の形状、したがって森林所有者の効用関数に依存しているためである。

このため有効な補助金政策の存在を、先験的に保証することはできない。つまり

補助金政策では、社会的 lこ最適な森林利用が達成できない可能性がある。

有効な補助金政策の存在が必ずしも保証されていないことを、別白観点から検

討しようロ補助金の価額は森林のストック置の価格と見なすことができるので、

補助金価額の上昇による森林所有者の最適森林ストック量白変化は、スルツキ一

分解と呼ばれる 2つ白ステップで表現することができる(スルツキ一分解、およ

び後述の代替効果、ギッフ z ン財については例えば奥野・鈴村(1985)第 11章を

参照Dこと)。ここでは図 4-6を用いて、補助金価額が Oの状態から pSの状態

に変化するときの Qの水準の変化を、この 2つのステップで表現しよう。第 1の

ステップは A点(補助金政策が行われないときの森林所有者の最適点)から、効

用水準が等しく、無差別曲線の接線白傾きが一 (p_ p S)となる B点への移動であ

る〈代替効果)ロ第 2のステップは B点から補助金政策によって到達される C点

へ白移動である(これは既に利用規制のところでみた所得効果である〉ロ

代替効果は、無差別曲諒の形状からも明らかなように、必ず B点での森林のス

トック量 (QB)を、 A点の森林ストック量 (Qつよりも大きくするロただし、

代替効果による森林のストック量の増加の大きさ (QB_Q:r)は、森林所有者の

効用関数に依存している B 他方、所得効果については、 C点の森林ストッタ量(

Q S)が B点の森林ストック量よりも必ずしも大きくなるとはいえない。所得効果

とは、他の条件が一定で所得のみが増加したときに、森林所有者が森林のストッ

ク量を増加させるか(所得効果が正)、あるいはさらに伐採して、所得の増加分

よりも一層多くの金額を他白諸財の購入のために用いるか〈所得効果が負)、あ

るいは所得の増加は伐採量に影響を与えないか(所得効果が 0)を示すものであ

る白常識的には金銭的な余裕ができれば、森林の伐採を減らすように森林所有者

は行動すると考えられるが、所得効果の符号は先験的に決められることではなく、

やはり森林所有者の効用関数に依存している。またその大きさも同様である o

このように有効な補助金政策の寄在は、代替効果の大きさと所得効果の符号お

よび大きさに依存していると言い換えることができる白極端なケースとして補助
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金価額の限界的な増加に対して、常に所得効果が負でその大きさが代替効果を上

回る場合(この場合には Qはギッフェン財と呼ばれる)には、補助金政策は森林

のストック量を誠少させることになるロ当然ながらこのケースでは有効な補助金

政策は存在しない白

以上のように、補助金政策はそれだけでは、森林の社会的最適利用を実現でき

ない可能性がある。この問題を回避するために、ここでは木材に対する課税政策

(または補助金政策)を、森林のストックに対する補助金政策に組み合わせるこ

とを考えよう D こ白税(補助金〉は木材の生産 l単位に対して課税される(与え

られる)ものとし、これを TPで表すロ TPが負の場合は税を表し、正の場合は補

助金を表すものとする。さて TPが政策に組み合わされると、森林所有者の予算制

約式は

1 = R + ( P + T P) (Q <rー Q)+ P sQ 

= [R + ( P + T P) Q 勺ー (P+ T P-P S) Q 

=α ー βQ ( 1 4) 

と再定式される o (1 4 )の最後の行白 αとβは、 TP及び pSの値を変えること

によって好きなように変えられることに注意しよう。このため、森林の社会的最

適利用を実現するためには、 Vmln豆V壬Vmaxを満たす任意の無差別曲線に対し

て、その Q=Q5での接繰と一致するように αとβを選択すればよいことになるロ

図4-7はこのことを例示しているロここでは森林所有者に全ての余剰が与え

られる政策D、森林所有者とそれ以外の人々で余剰が分配される政策E、森林所

有者に余剰がいっさい与えられない政策 Fが描かれている o またこの図で、 Dの

政策は木材に対する補助金政策であり、それ以外の 2つは課税政策である白以上

のように、補助金政策は木材に対する課税(補助金)政策を組み合わせることで、

常に、そして森林所有者の任意の効用水準に対して社会的に最適な森林利用を実

現できるようになるロただし、補助金政策か課税政策かは、選択される森林所有

者の効用水準やVmaxの水準に依存しているロ

本節の最後に余剰の分配問題に言及しておこう。何らかの利用規制政策あるい

は補助金政策を、公的機闘が採用する場合、それは森林所有者とそれ以外の人々

との聞で余剰を、分配することをともなうロ図 4-7では 3つの余剰の分配のパ

ターンが示されていたが、可能な分配のパターンは無数にある。したがってこの
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ような余剰を、両者の間でいかに分配することが適切かという問題が生じる白ま

た森林所有者に対して所得補償や補助を行うために、公的機関は人々から税金を

徴収しなければならないロしたがって、森林所有者以外の個々の人々の聞でも、

余剰の分配が問題となるロしかしながら、こうした余剰の分配がいかに行われる

べきかという問題は、現代の経済学上未だ解答の得られていない難問であり、残

念ながらここでもこれを論ずることはできない(こ白問題に関する議論は奥野・

鈴村(1988)第 34章および第 35章を参照されたい)。

5 .要約および議論

以上の考案によって明らかとなったことを要約し、さらなる議論に移ろう。

ある森林が森林所有者以外の人々に対してなんらかの公益的なサービスを供給

している場合、その轟林に関して森林所有者の望む利用と社会的に望ましい利用

とは車離し、森林所有者はつねに社会的に最適な水準以上に森林を伐諜すること

になるロもし、森林所有者以外の人々が、森林所有者が伐採を行わないことに対

していくらかの金額を支払うのであれば、森林所有者とそれ以外の人々の双方に

とって、より望ましい森林利用を実現することができる白そしてそのような森林

利用の中には、関連する全ての人々の効用水準を、最大にする可能性を持つよう

な利用、すなわち社会的に最適な森林利用が存在するロしかしながら、現実には

このような交渉は多くの場合行われない。したがって両者の閣の利害関係を調整

するものとして、公的機闘がなんらかの役割を果たすことが期待されるロ

公的機関のとり得る政策として、ここでは 2つの政策を考察した o一つは森林

の利用規制であるロしかしながら単に規制するだけでは、森林所有者の効用水準

は、規制が行われない状態よりも低下する。したがって利用規制政策には森林所

有者に対する所得補償政策が組み合わされる必要があるロもう一つの政策は森林

のストック畳に比例して、一定の補助金を森林所有者に与える補助金政策であるロ

ただし補助金政策だけでは社会的に最適な森林利用が実現できない場合がある。

補助金政策を有効なものとするには、木材生産に対する課税あるいは補助金が政

策に組み込まれねばならないロ
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さてここでは、上述の利用規制と補助金政策の二つの政策について再考する。

第 4節で明らかにしたように、これらはいくつかの留意点はあるものの、理論的

には有効な政策手段となりうる白しかしながら、理論の世界で有効であることが

現実の世界でも有効であるとは必ずしも限らない。ここでは現実的な観点からこ

れらの政策を議論することにするロ

まずはじめに、利用規制を行う場合に必要とされる所得補償政策が、実は特別

の形式を持った補助金政策であることを明らかにしよう。所得補償額を Cで表せ

ば、森林所有者の予算制約式は

I=R+C+P(Q帯 -Q) 

=[R+(P+C/Q勺Q勺-PQ

で表される。ここで森林白ストック置に対する補助金を pS= C/Qll'とし、木材

に対する補助金を TP= C/Q害とする補助金政策を考え、 ( 1 4) に代入すれば、

その予算制約式は上の所得補償による予算制約式と一致するロしたがって所得補

償政策は pS=TP、つまり森林のストック量と木材の生産に対して同じ価額の補

助金を与えるという特殊な補助金政策であることがわかるロさらに、利用規制政

策と組み合わせられる補助金政策は、この特別な形式に限定されるわけではないロ

その政策による、森林所有者の新しい最適森林利用 Q事玄が、 Q""亘QSとなるよう

な補助金政策であれば、そして補助金政策の第 2の制約を満たしてさえいれば、

利用規制政策と組み合わせることで、社会的に最適な森林政策が実現されるロ

以上の考案から、問題は補助金政策とともに利用規制政策を用いることと、補

助金政策〈木材に対する課税あるいは補助金政策を含む)のみを用いることのい

ずれが、現実には有効であるかということになる白

自由経済の下では、利用規制は必ずしも望ましいことではないかもしれない。

しかし、補助金政策は非常に微妙な条件白下で、森林の社会的最適利用を実現す

るということに注意すべきである。すなわち有効な補助金政策は、予算制約線が

Q = QSで、ある効用の無差別曲線上と接していなければならない o一方、利用規

制政策を組み合わせると、予算制約線は Q~ QSを満たす何らかの Qで接していれ

ばよい。実際問題として、森林所有者という個人の効用関数やその無差別曲線を

正確に計測することは困難であり、第 6章で示されるように、われわれは社会全

体の集計レベルでしか支払い意志額や補償受容額を知ることはできない。このこ
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とを考えると、補助金政策だけで社会的に最適な森林利用を実現することは、か

なり厳しいと言わざるを得ないだろう。

さらに、補助金政策のみを選択することが、有効ではない場合が存在するロ本

章の仮定を変更して、森林所有者が森林のストック量からいっさい効用を得ない

場合を考えよう。現実に、このような諜林所有者が存在する可能性は十分に有り

得る o さて、この場合にはその効用の無差別曲線は、 Q軸に平行な半直謀で示さ

れることになる。そして任意の右下がりの予算制約親に対して、森林所有者の最

適森林利用は Q本=0で与えられる。一方、右上がりの予算制約線(これは森林の

ストック量に対する補助金価額が木材価格より大きくなる場合である)に対して

はQ￥ =  Q#となるロそして予算制約線が水平ならば、森林所有者がどのストック

量を選択することも無差別となるロしたがって社会的最適森林利用が端点解の場

合を除いては、補助金政策は有効ではない白反対にこのケースでは右下がりの予

算制約線をとるいかなる補助金政策と組み合わせても利用規制政策は有効な手段

となることにも注意されたいロ

以上のように、補助金政策のみで森林の社会的最適利用を実現するには、実践

上の困難が予想される白したがって、現実の森林政策において、利用規制政策(

保安林制度、林地開発許可制度等〉が採用されていることはもっともなことであ

る。ただし利用規制には、所得補償あるいは補助金制度が組み合わされる必要が

あることは、強調されるべきであろう E この点で補償のない林地開発許可制度は、

他用途転換が認められない場合には、森林所有者に損失を与えていることになるロ

保安林に関しては税制面で優遇措置があるが、この優遇措置が森林所有者に最低

限の補償を与えるものかは、個々の事例に即して検討しなければならない課題で

ある。

最後に、補助金政策と同様に、利用規制政策にも融細な調節が必要とされるこ

とを指摘しておかねばならない D それは利用規制白水準をど由ように設定するか

という問題である o利用規制政策を採用する場合には、社会的最適森林利用 QSを

あらかじめ得ておく必要がある白そのためには公的機関は、支払い意志額曲緯と

補償受容額曲線を知っている必要がある o しかし、いかにしてこれら四曲綿を知

ることができるであろうかロこの問題に閲する考案は第 6章で行われる。
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間巳」

[補論]

1 .凸集合の定義および厳密な単調増加準凹関数の定義と性質

ここでの定義と証明は、主として西村和雄(1982)および西村清彦(1990)を番考

とした白

(定義:凸集合)

n次元ユークリッド空間白集合Yに属する任意の 2点X，Y と 0 亘 α~1 なる

任意の αについて、 αx+(1 -α) y E yが成り立っとき Yを凸集合という。

(定義:厳密な単調増加準凹関数〉

a次元非負ユークリッド空間の凸部分集合Y上で定義された実数値関数 f(y) 

が、厳密な単調増加準凹関数であるとは、任意の y、y・を Yと実数α(0く αく

1 )に対して

y・:2:yならば f(y・)>f(y) ・・・単調増加性

f (y・);孟 f(y )ならば f(αy・+(1-a)y)>f (y) ・・・厳密な準凹性

であることをいう。

以上の定義は、 fが定義域Yで微分可能なとき次のように表される o

af/ay>o ・・・単調増加性

f (y‘)孟 f(y )ならばVf(y)(y'-y)>O 厳密な準凹性

ここでVf (y)は、 yにおける関数 fの偏微係数よりなる n改行ベクトルであ

り、 Vf=af/ayである o V fは勾配ベクトルと呼ばれるロその意味は、 y

において最も勾配白大きな方向に、 Vfは向いているためである。 yの微小な変

化 dY (n次列ベクトル)を考え、 dYとVfとの角度を 0として、 fを全微分

すると

df=Vf ・dy = I V f I I d Y I cos (] 

と表される。したがって、 df/ldylが最大となるのはcos(] = 1のとき、す

なわち VfとdYの向きが一致するときであるロ以上から V fが最も勾配の大き
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な方向に向いていることがわかる。なお fを一定(f = f勺とし、そのような f

を与える任意の yをy= y#で表して、全徴分すると

d f~=O=Vf (y勺・ dy" 

となるロ dY存は f.，の接平面と同じ方向を向いているロしたがって勾配ベクトル

は、その点の接平面と直角であることがわかる。

n次元非負ユークリッド空閣の凸部分集合Y上に定義された厳密な準凹関数 f

には、改のような性質がある o

〈厳密な準凹関数自性質:1) 

凸集合yO(三y) において f(y)に局所的な極大値が存在すれば、それは一意

的な最大値である。

証明 f(y つが極大値であるとし、しかし y~は最大値をもたらさないとするロ

このとき y'E yOが存在して f(y・)> f (y勺であるロさらに任意の Oく α<1 

を満たす αに対して、 f(αy写+(1ー α)y・)> f (y つが成立する。 yOは凸集

合な白で、 αy;+(1 -α)y'EYOoここで α→ 1とすると f(yつが極大値で

あることに矛盾する白したがってもし f(yつが極大値ならば、それは同時に最大

値であるロ

次に yrは最大値をもたらすが一意的ではないと仮定する。このとき f(yつ=

f (y")を満たす y"E yOが存在する D しかし、厳密な準凹関数であるという仮定

からは f(ayX+(1ー α)y・)> f (y つであり、また αy~+ (1ー α)y"EyO

であるロしたがって α→ 1とすると f(yつが極大値であることに矛盾するロ

(厳密な準凹関数の性質:2 ) 

fは微分可能とするロまた、その定義域yO(三y) を点 (yO，f (yo))での接

平面とする。すなわち、 y0= {y E y I V f (y 0) (y -y 0) ~ 0 }である。この

とき、問題

max f (y) subject to yモyO
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は一意的な最適解 yOを持つロ逆に、任意の yOモYに対し上の問題が常に一意な

最適解を持つならば、 fは厳密な準凹関数であるロ

証明:f (y )孟 f(y 0)となる yEyが存在すると仮定すると、厳密な準凹関数

の定義から、 f(y )孟 f(y 0)ならばVf (y 0) (y -y 0) > 0となり、 yEyに矛

盾する。したがって yOは一意的な最適解であるロ

逆に任意の yOで一意な最大値をとるとき、 f(y )孟 f(y 0)を満たす任意の y

(=P Y 0) についてVf (y 0) (y -y O) > 0が常に成立する D したがって fは厳密

な準凹関数である。

2 .間接効用関数V(Q，I}あるいは v1(Q.I1)の存在とその性質

ここでは森林所有者白直接効用関数U(X，Q)、あるいはそれ以外の人々の直接

効用関数 u1(X.Q)をもとに、効用水準を森林のストック量と所得の関数で表し

た間接効用関数を導出する。以下白導出で必要とされる仮定は、直接効用関数が

必要なだけ連続微分可能で、厳密な単調増加準凹関数であることであるロこれら

白仮定は、森林所有者およびそれ以外の人々で共通なので、以下の導出は森林所

有者に関するもので代表させることにする o なお、ここでの所得水準 Iは、森林

のストック量 Qとは独立のものであり、本文中の予算制約式 1=R+P (Q有一 Q)

とは定義が異なることに注意されたいo

さて、ある森林のストック量Qと、ある所得水準 Iのもとで得られる効用を最.

大化する問題は、次のように表されるロ

max U (X • Q) subj ec t to 1 -p x ~ 0 

これは最大値を求める問題なので、任意の (Q.1 )孟 Oに対して最大値が存在すれ

ば、間接効用関数

V (Q， 1 ) = max U (x • Q I 1 -p X ~ 0 ) 

が存在することになる o ここで制約条件に、 xの非負性 (x~ 0)とQが一定で

あることを加えると、実現可能な (X.Q)の集合は空襲合でない有界閉集合となる。

一方、 Uは微分可能と仮定されており、したがって連続である。以上からここで
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はWeierstrassの定理が適用できるから、任意の (Q，1 )に対しでこの問題の最大

値が常に存在することがわかる。これで間接効用関数Vの存在が証明されたロ

なお、ここで用いたWeierstrassの定理とは、次のようなものである{その証明

は例えば荷見・堀内(1989)第 7章 3節を参照されたい) 0 

(Weierstrassの定理:西村清彦(1990)による〉

f(X):Rn→ Rが連続で、 Rn白部分集合Xが空集合でない有界閉集合である

とき、 f(X )はある点xE Xで最大値をとる。

次に間接効用関数Vの性質を検討するロ

まずVは、 Qと Iに関して単調増加関数であることを示すロ QがQ' (Q'>Q) 

に増加したとする E このとき、増加前の効用水準を V(Q，I)で表し、変更後の諸

財の消費量を変更しないで得られる効用水準を U(X，Q・)、この増加に対応して

諸財の消費量が調整されたときり効用水準を V(Q・， 1 )で表す。 U(X，Q')はU

の単調増加性によって、あきらかに変更前白水準よりも高い効用水準にあり、ま

た消費量が調整されていないので、変更後に間接効用関数で表される効用水準以

下である。不等式で表せば、

V(Q'，I)孟U(X，Q')>V(Q，I)

である白したがって、 VはQO)単調増加関数である。

所得についても同様に、 Iが 1・(1)1') に増加した場合を考える。増加前

の最大の効用水準を、 U(X，Q)=V(Q，I)、増加分をある消費量の増加 dX ( 

;;: 0)にあてた場合の効用水準を U(X+dX，Q)、そして所得の増加に対して最

適な消費量(X ~)の下で得られる効用水準を U(XI.Q)=V(Q.I ・)とする o U 

の単調増加性と U(XI，Q)が最大値であることにより、不等式

U(X'，Q);孟U(X+dX.Q)>U(X，Q)

が成立する o すなわち

V (Q， 1・)>V(Q，I)

であり、 Vは Iの単調増加閑散であるロ

次に VがQとIで全微分可能であることを示すロ間接効用関数の定義により、

V ( Q， 1 ) = max U (x ， Q t 1 -p X ~ 0 ) 
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である。この等式を満たす諸財の消費量をX"で表す。 Uは単調増加関数なので、

消費量 X~は、所得をすべて使った場合の消費量の集合から選ばれることになる申

したがって X xは次の等号制約条件っき最大化問題の解である。

max U (X， Q) subjec t to 1 -p X = Q 

任意の QとIに対して対応する X xが、常に正であると仮定する〈このことは諸

財がいずれも、 Willigのいう essentialな財であると想定していると言い換えるこ

とができる。)と、ラグランジュの未定乗数法により λをラグランジ A 乗数とし

て、最適解 XZでは次の連立方程式(1階の条件〉が成立しているロ

Ux-λp=o 

I-pxX=Q 

この連立方程式をx、λ、Q、 Iで全微分すると次の等式が得られる o
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縁付きヘッセ行列式が 0とはならないことが、 Arro官 andEnthoven(1961)によっ

て証明されている)。また、 Uがxに関して厳密に準凹であることは、次の理由

による D すなわち、 U白 XとQに関する準凹性によって、異なる任意の点 (X，Q)、

(X・， Q)、そして O豆α孟 1なる任意の αについて、もし U(x・， Q);呈U(X，Q)
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と変形することができる。したがって x~は Q と I で全微分可能であり、

dx耳=xXQdQ+x勺d1 

と表すことができる。一方、 Uは必要なだけ連続徹分可能と仮定されているので、

d U=Uxd x +UQd Q 

である o d xにdx事を代入して、 dU=dVとおけば

dV=Ux~~QdQ+Uxx 茸 Id1+UQdQ

=(Uxx草Q+ U Q) d Q + U x X :J 1 d 1 

を得るロしたがってVはQとIで全徴分可能である。また Vの偏微分係数は

VQ= U xX事Q+UQ，Vl=UxX'I 

である o

間接効用関数の性質白最後のものとして、 Vは厳密な準凹関数であることを示

すロ Vは1団連続徴分可能なので、任意の非負の (QO，10)に対して最大化問題

max V subject to (V Q， V d・(QO_Q，IO_I)孟 O

の解が、一意で (Qo. 1 0)となれば、厳密な準凹関数であるといえる(厳密な準凹

関数の性質 2を参照のこと〉白このことを以下で証明しよう。

まず、制約条件に注目して、これを直接効用関数Uと(x，Q)で表すことを考え

る。 (QO，10)に対応する最適消費量 x'(Qo， 10)をxOで表す。ここで dx奪は

(dQ，d1)について解くことができるから、 (QO，10)に対して XOは局所的には

一意的に定まることに注意しよう o また、 V(QO.IO)=U(xO，QO)に在意して

おく。

さて、制約条件の不等式は次のように変形されるロ

(U lC X 0 Q + U Q. U x X 0 d・(QO_Q，p (xo-x))豆O

xOは予算制約式 10_ p x 0= 0を満たしているので、これを Q、 Iでそれぞれ偏

微分すると pX OQ= 0および pX 01 = 1を得るロまた XOは最適解であり、 1階の

条件Ux= ̂  Pを満たしている。これらの等式を上の不等式に代入すると、

左辺=(λpx oQ+ U Q.λp X 01 p)・(QO_Q.XO-x)

= (UQ.λp )・ (QO_Q，XO-x)

= (U Q， U x)・(QO_Q.XO-x)

したがって、間接効用関数に関する制約条件付き最大化問題

max V subject to (V Q， V r>・ (QO_Q，IO_I);亘O
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と、直接効用関数に関する制約条件付き最大化問題

max U subject to (U Q， U x)・(QO_Q，xO-x);亘O

は同値であり、 maxV=max Uoそして Uが厳密な準凹関数であることから、直

接効用関数の問題の最適解は一意で (Q0， x 0)であり、したがって、間接効用関数

の問題の最適解は (QO，P xO)= (Qo， 10)であり、やはり一意となる。

以上は、間接効用関数Vに関する上の問題が、任意の非負の (QO，10)に対して

常に一意な最適解(QO，10)を持つことを意味するロすなわち、厳密な準凹関数の

性質 2により Vは厳密な準凹関数であるロ
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第 5章 最適森林計画と分収造林契約

1 .はじめに

前章において森林は、伐採されると消失するものと見なされていたロこの想定

は、林地が他用途転換される場合や原生林伐採の場合には妥当なものであろう。

なぜなら前者では文字どおり森林は消失するし、後者の場合には再生する森林は

もはや原生林ではないからである o しかしながら、多くの森林では伐採と造育林

が撮り返されており、また多くの場合、適切な人為と十分な時聞をかけることに

よって、森林を伐採する以前の状態に復するができる。本章で考察されるのは、

このような再生可能資額としての森林である o すなわち、ここでは森林としての

永続的な利用を前提に、これをどのように利用するかという最適森林計画の問題

を考察する白

最適森林計画の問題は、植栽樹種の選択にはじまって林相の選択、施業の選択、

そして伐期齢の選択に至るきわめて広範な内容を持っているロこのうち本章では、

考案を単一一斉林の伐期齢選択問題に限定する。なぜなら、単一一斉林の伐期齢

選択問題は、最適森林計画の基本問題とみなされるからである。

第 l章でみたように最適伐期齢の決定モデルに対しては、さまざまな拡張を行

うことができる。すなわち最適制御モデルlこ拡揺すれば施業問題を、また異齢林

モデルに拡張すれば林相の選択問題を考察することが可能であるロ樹種の選択に

関しては、モデルを直接利用することができる。さらに樹種の組み合わせを問題

とするならば、それは林相の選択問題と形式的 l乙同じ問題となる。こむように最

適森林計画の問題を考えるにあたって、まず伐期齢に関心を集中することは妥当

なことであろうロ

本章白課題は、森林所有者と社会のそれぞれについて、その最適な森林利用(

最適森林計画)を示し、両者の関係を明らかにすること、そして両者が車離する

場合lこはそのギャップを埋めるための方策を検討することである。

この課題は前章と共通のものだが、本章では森林の最適ストック量ではなく、

最適伐期齢を求める点、が異なっている。このためここでは時聞を明示的に取り入
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れた分析が必要である。別の言い方をすれば、最適森林計画問題では本質的に勤

学問題を扱うことが要求される o ただし、動学問題から最適解を得るには一般に

複雑な手続きを要する(最適制御理論を用いた第 l章の最適間伐方策を思い出さ

れたい)白これに対して、本章では考察白筋道を明快に示すために、可能な限り

その複雑さを回避することにする。

しかしそのために、前章と比較すると、本章ではいくつかの点で理論の厳密さ

や設定の一般性が犠牲となっている。ここで、前章と白重要な相違点をあらかじ

め示しておこう白

まず第 1に、本章では最適性の評価指標が変更されるロ前章では、森林利用の

最適性を補償概念に基づく貨幣制度によって評価した。すなわちある効用水準を

規準として、その効用水準を維持するために取り去ったり、あるいは捕償したり

する貨幣額をもって最適性を考察したロこれに対して本章では、より直接的に効

用水準そ白ものを、最適性の規準とする白それにともなって用いる効用関数も序

数的効用関数(準凹関数)から基数的効用関数(凹関数)へと限定されることに

なる白ここで限定されるというのは、関数のクラスとして凹関数は準凹閑敢に含

まれるためであり、それは形式的にはモデルの適用範囲がそれだけ狭められるこ

とを意味するからであるロ

第 2に、前章では森林所有者およびそれ以外の人々の効用を、それぞれ区別し

て考察した。一方、本章では個々の人々の効用について考えるかわりに、社会全

体の(基数的)効用関数(以下、社会的効用関数と呼ぶ)を用いることにするロ

したがって社会全体の最適性は社会的効用関数の値によって示されるロ

社会的効用関数は、その基礎をBergson流の社会厚生関数(その概念は例えば奥

野・鈴村(1988)第 36章を書照のこと)に置くも白であり、社会厚生関数が存在

すること、そして人々の所得分配が常に社会厚生関数を最大化するように行われ

ること、というこつの条件の下で利用可能である(伊藤・大山(1985)序章を参照

のこと) 0 したがって、本章でもこの二つの条件が成立しているものとする巴さ

らに、対象とする森林の取り扱いを除いて、社会的効用関数が最大化されている

社会を、以下では効率的な社会と呼ぶことにする。

社会的効用関数は国際貿易等の分野で一般に利用されており、本章でもこれを

用いることによって、得られる結果に重大な影響が生じることはないと考えられ
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込

るロただし社会的効用関数あるいは Bergson流の社会厚生関数を用いることは、突

き詰めるとさまざまな問題がある司例えば第 2の条件が成立することは、社会的

厚生の評価において高所得家計は低所得家計よりも重〈評価されることを意味す

る (Johansson(1987)第 4章およびその補論を参照〉。このことは社会的効用関数

による最適性が、イデオロギー的に偏りを持ったものであることを示しているロ

また、そもそも第 2の条件を満たすようなメカニズムが存在するための条件と、

その現実妥当性が検討される必要があるが、それについては不聞にされている。

さらにArrowの一般可能性定理によって、もっともらしい設定の下で社会厚生関数

の存在が否定されているロそして社会厚生関数が存在するためには、個人聞の厚

生の比較可能性といった何らかの追加的な条件が必要であることが明らかとなっ

ている(奥野・鈴村(1988)第 36章を参照のこと)。ただし、個人聞の厚生の比

較可能性の問題を回避するために、 Bergson流の社会厚生関数が考え出されたとい

う経緯があることも指摘しておかねばならない。

以上の問題は厚生経済学の歴史そのものであり、わずかな紙数でその全貌を述

べることは不可能であるロしたがってここでは社会的効用関数を利用する場合、

以上の点が留意されねばならないことを強調するにとどめる。なお、前章で用い

たような補償概念に基づく貨幣測度を利用する場合には、社会厚生関数を使わず

に済むことにも気付かれたい。ただし、これを最適森林計画で用いることはモデ

ルを相当に複雑なものとすると考えられる(動学問題に補償貨幣制度を用いる試

みはJohan sson (19 8 7)第 9章で行われている〉ロ

最後に第 3の変更点について述べよう o本章では、森林所有者は森林の外部性

(公益的機能〉を考慮しないものと想定する。実際には前章のように、森林所有

者の効用水準も森林の状態や量によって影響を受けると考えるのが自然である o

しかし、ここでは改の二つの理由により、所有者にとって森林は、単に立木販売

収入を得るためだけのものと想定する白すなわち、一つはモデルの表現を簡略化

するためであり、もう一つは森林所有者の意思決定を扱った第 l部の諸章との関

連を明快にするためである。ただし、この想定は議論や得られる結果に本質的な

影響を及ぼすものではないロ表現と第 1部の諸結果を再解釈する労を厭わなけれ

ば、本章のモデルを森林所有者が森林の外部性を考虚するモデルへと拡張するこ

とは容易であるロ
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さて、本章の構成は以下の通りである o 続く第 2節では、森林所有者の最適森

林計画と社会的最適森林計画を導き、そのギャップの存在を論じるロ社会的最適

森林計画については、森林が外部性を持たない場合と持つ場合がそれぞれ定式化

され、その最適伐期齢が導出されるロまた、ギャップを埋めるための方策として

税制、補助金制度、そして融資制度に言及するロただし、これらは第 1部の結果

(特に第 1章の補論 2と第 2章)が直接応用可能であり、ごく簡単に触れられる

に過ぎない。かわりに第 3節では、森林所有者の最適森林計画と社会的最適森林

計画とのギャップを埋めるための方策として、分収造林契約を取り上げる。ここ

では森林が外部性を持たない場合と、外部性を有する場合の二つのケースについ

て、分収造林契約の理論的な特質を明らかにする。最後に第 4節は、分収造林契

約に関する、より現実的な検討に充てられるロはじめに第 2節および第 3節の結

果を拡張する o ここでは森林所有者と社会の最適森林計画が事離するいくつかり

ケースを示し、その場合の分収造林契約の特質を論じるロ次に、分収育林契約も

また、分収造林契約と全く同じ経済学的特性を持っていることを示す白最後に公

的機闘が、森林資源の有効利用のために分収造林契約や分収林契約を活用する際

の留意点を述べる。

2 .最適森林計画

( 1 ) 森林所有者の最適森林計画

はじめに森林所有者の最適森林計画を導出しよう。すでに述べたように、本章

では森林所有者は森林の公益的機能を考虐せず、森林は単に立木販売収入を得る

ためだけのものと見なしていると想定するロ

さて、現在ある面積の森林を所有している森林所有者を考える(育林生産は極

めて長い生産期間を有するので、ここでの森林所有者とは一人の個人及びその人

の子々孫々を含んでいるロこのことは森林所有者が無担の時問視野を持っと想定

することにほかならないロこの想定に閲する議論は今井他 (1972)第 9章を害照の

こと〉。森林所有者はこの林地に造育林投資をし、立木を販売して収入を得、そ

の収入をもとにさまざまな財を購入し消費する由ここで現在時点を 0で表し、あ
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生4除

る時点 t (孟 o)での造育林投資額を Ct、立木販売収入を Rtとする白また t時

点での家計の財白消費量を at、その価格を Ptとする。すると t時点での収支は

Rt-Ct-ptat 

で表される o 森林所有者の森林珪宮と消費活動が無限に続くものとし、 t時点で

の利子率を rtで表せば、次の不等式が成立する。
eo 

f 0 (R t一Ct - P t a t> exp (-f 0 r r d τ) d t 孟 O

上式は永遠に借金し続けることはできないことを示している D この式を変形して、
α) t eo t 

f 0 (R t - c d exp (-s 0 r .. d τ) d t 孟 f0 P t a t exp (-f o rτd τ) d t 

( 1 ) 

とすると(1 )の左辺は消費に充てることのできる最大の金額の現在価値を示し

ていることがわかる。森林所有者はより多くの量の消費ができることを好ましく

思うと考えることができるから、森林所有者が合理的に行動するならば、その森

林計画は(1 )の左辺で示される利潤の流列の現在価値の総和(以下単に利潤と

呼ぶ〉を最大にするものとなる o

ここで利潤を具体的に定式化しよう E 考案を単純化するために定常状態にある

完全競争市場を想定する D すなわち利子率一定 (rt= r) 、諸財の価格は一定で、

森林所有者の行動は価格や利子率に影響を与えない。森林については l点投入 1

点産出モデルを採用し、造育林投資は固定的で植栽時点で全て支払われ (Ct=C)

また立木販売収入は伐採時点で全て支払われる。立木の伐期齢 (T)に依存する

立木販売収入関数を f= f (T)で表すロ関数 fは、 T孟 Tmln>0を定義域とする

上に有界な厳密な単調増加凹関数であり、必要なだけ連続微分可能であると仮定

する o ここで Tmlnは立木販売が可能となる最小の伐期齢であるロ

以上の設定の下で、利潤の最大化は、第 l回目、第 2回目、・・・白伐期齢を

適切に選択することで達成される。ここで利潤をVで表し、第 i回目白伐期齢を

Tlで表せば、問題は

max (T i I i -1.2.・・・ )V subject to TL~TmLn 

を解くことになる D 考案の対象となっている森林は林齢ゼロ、すなわち無立木地

であるとすると、 Vは
eo 

V = L 1 = 1 [ ( f L e -rT 1ー C) e川一 rz ;;;TJ)] (2) 
o 

と表される。ここで fLは f(T 1)を表しているロまた Lj=lTj=Qと約束するロ
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この問題を解くことによって得られる vの最大値をVFで表し、第 1回自の最適

伐期齢を TFで表すロすると第 2回目以降の植伐によって得られる t= Tp時点で

のVの最大値は、他の条件が一定なのでやはり VFとなる。そして t= Tp時点か

らの植伐における第 1回自の最適伐期齢はやはり TFである。この最適伐期齢は t

=0時点から見れば第 2回目の最適伐期齢であり、したがって Tl=T2=TFoこ

の論法を第 3回目以降の最適伐期齢にも適用すれば、最適伐期齢は Tl=Tp(i

= 1 I 2 I ・・・〉と全て同じとなる。

以上の考察から森林所有者自最適諜林計画は、 T孟Tmlnの制約の下で、次に示

されるFaustmannの式を最大化する Tを見いだすことに帰着される (Faustmann式

については第 l章を参照のこと)。すなわち

max V (T) = (f e -rT_ C )/0 -e -rT) 

である。最適解が満たす l階の条件は解を内点解に限れば

f-r(f+Vp)=O 

( 3 ) 

(4 ) 

となるロここでドットは Tによる微分を表している。また、 VPは最適解T=Tp 

で得られる(最大)利潤である。第 1章で明らかにされたように、 ( 4 )を満た

す伐期齢は一意的であり、したがって(4) は大域的な最適解の必要十分条件で

ある。このように本章の仮定の下では、森林所有者の最適森林計画は(4 )を満

たす伐期齢 (T= TF)で森林の植伐を韻り返すことになる o

以上回結果は無立木地に対するものだが、任意の林齢の森林に対しでも成立し、

その森林の最適伐期齢は (4)で与えられる o このことはベルマンの最適性の原

理を知る人には直観的に明らかであろう(同原理については例えば西村清彦(199

0)第 3章を参照のこと)。また、 Johanssonand Lofgren(1985)第 4章に簡寵な証

明が示されている D ここでは簡単な考察によってこの点を確認しておこうロ

まずVFが無立木地から得られる最大利潤を示しており、それは完全鶴争市場に

おいて、この林地に対して付けられる価格〈陣争的林地価格白第 1章を書照のこ

と)でもあることに注意しよう o したがって、最適森林計画を示す (4)は、存

在する立木と林地をその時点で売却して、得られた収入を銀行に預けたときの利

子分 (r(f+Vp)) と、森林を伐採せずに置いておいたときの森林の販売収入の

成長率(f )が等しくなるところ (T= T F)で森林を伐採することが最適である

と主張しているロ fは厳密な単調増加凹関数であると仮定されている。したがっ
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て、 T<TFでは f-r ( f + V p) > 0となる。この不等式は、その時点で販売し

て現金化し銀行に預けるよりも、森林として置いておく方が有利であることを示

しているロ一方、 T>TFでは f-r(f+VF)く 0となるから、森林は即座に伐

採さるべきであり、林地は販売されるか再造林されるべきである。

以上の考案には森林がいっ植栽されたか、またそのときの造育林投資がいくら

であったかといった議論は全く含まれていないことに注意されたい E 伐採の判断

のために必要なことは、各時点での諜林からの収入の成長率(f )、その時点で

立木販売したときの収入と蹄争的林地価格の和 (f+VF) 、そして利子率(r) 

である o このことは、森林所有者の最適伐期齢は考察される森林の林齢に関わら

ず、 (4 )で与えられることを示唆している o

( 2) 外部性を有さない森林の社会的最適計画

次lこ社会的 l乙最適な森林計画を導こう。ここでは社会的効用関数を想定し、社

会は効率的であるとするロまた、考察の対象となっている森林は、外部性を有さ

ないものとする。

t時点目社会全体における木材の消費量を F、その他の財・サービスよりなる

合成財の消費量を Xとする。 F及び Xは一定の価格で自由に貿易されるものとし、

記述を簡単にするために、その単位は 1円当りの量に基準化されているとしよう。

また、国際的な資本市場で成立している利子率は、 rに等しいとする o 次に各時

点での社会の効用を現在時点で評価したもの(現在効用)を、厳密な単調増加凹

関数 ut=udF.X)で表す。また、社会が無限の将来にわたって稼得する総所得

の現在価値は、上に有界であるとする o効率的な社会では、現在効用の総和〈以

下、総効用と呼ぷ)
c:o 

U = J t=O U t d t 

が総所得の現在価値の制約の下で最大化されるように消費が行われるロそしてこ

のとき、異時点聞の消費について

U tF= U ，Fexp[ r (τ-t )]， U tx= u rxexp [r (τ ー t)] 

が成立している(ここで utYはδut/d Yを表すロ以下同じ〉。なぜなら τ時点

での消費を 1単位あきらめることは、 t時点で白消費をexp[ r ( t -τ) ]単位だ廿

増やすことになる。したがってもし等式が成立しなければ、 τとtの2つの時点
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での消費量を変化させることによって、総効用 Uを増大させることができるから

である白さらに各時点における木材とその他の財の消費置の聞には、

U tF= U tX 

の関係が成立している。なぜならもしこ白等式が成立しなければ、 t時点以外の

効用を変化させることなく、 t時点での現在効用 U tを増大させることができるか

らである o

以上から U OF= fとすると次の等式(5 )を得る。

UOF詰 Uox冨 U tF巴 rt= U tX e r t = f ( 5 ) 

この等式を利用して社会的最適森林計画を導出しよう o ここで社会的最適森林

計画とは、対象となっている森林を植伐することによって生じる総効用白変分A

Uを最大にするものであるロ

さて、 t時点での立木販売収入 l円が生み出す総効用の増分は U げであり、造

育林投資 1円が生み出す総効用の誠分は UtXであることに注意しようロ無立木地

からはじまって無限に植伐を謀り返すとき、総効用の変分は
co 

b. U = f :L 1 = 1 [ ( f 1 e -rTl - C ) exp (ー rzJ;iTJ)] 
と表される。

したがってb.Uの最大化問題は、b.U/fの最大化問題と同値となる o また E

は、 Fあるいは Xを1円消費したときの現在効用を表すので、b.U/fは総効用

を円単位で金銭評価したもの、すなわち便益の現在価値の流列の総和(以下、単

に便益と呼ぶ)を表している(b.U/fはMarshall流の非補償貨幣制度であるロ

それは貨幣単位で表されているが、前章の補償貨幣制度とは概念が異なることに

在意されたい) 0 さて、この便益の最大化問題は T1~ Tminの制約の下で
co 

b. U / f =:L 1=1[( f 1 e -rT1_ C )exp(ー rzF:T』) ](6〉

を最大化する問題であり、それは先にみた森林所有者の最適森林計画問題と一致

する。したがって社会的最適森林計聞は、森林を伐期齢 TFで植民することである o

なお前項での考察から、この結果は任意の林齢の森林に閲して成立することもわ

かる白

このように、もし森林の外部性が存在しなければ、森林所有者の最適森林計画

と社会的最適森林計画は一致する。ただし、この結果は蘇林所有者が用いる経済

パラメータと社会が用いるべき経済パラメータが、同ーのものであるという仮定
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に拠っていることに注意しなければならないロこの点については、最後の節で改

めて論ずることにする E

( 3 ) 外部性を有する森林の社会的最適計画

本項では森林の外部性が存在する場合を考察するロここで用いるモデルは造育

林投資を考慮していることを除けばHartman(19 76)と同 Uだが、一定の条件の下で

社会的最適伐期齢は外部性を考慮しない場合の最適伐期齢よりも長くなることを

厳密に証明している。

さて、考案の対象となる森林が社会に供給する無形の公益的サービスを、林齢

(τ 〉の関数として g(τ)で表す o gは非負で厳密な単調増加関数であると仮定

する。また前項で用いた社会的効用関数を修正し、社会は森林から発生する無形

のサービスからも効用を得るとして、 t時点での現在効用を

Ut=Ut(F.X.G) 

で表す。ここで F、Xはそれぞれ t時点での木材の消費量とその他の財からなる

合成財の消費量を示し、 Gはこの社会の森林が供給し人々に消費される無形のサ

ービスの総量を示している白

FとXは一定の価格で自由に貿易されるものとし、またその単位は 1円当たり

の量に基準化されているとすると、前項で考察したように効率的な社会では F及

び Xの限界効用に関する等式

rt_.. ..~rt_~ U OF = U OX = U t F e . . = U t X e --= ?; 

が満たされているロ一方、 Gに閲してはその限界的な 1単位が生み出す現在効用

の増分は U tGで表される白ここでは分析を単純化するために

-r t 
U tG= U OG e 

と仮定しよう(この仮定は現行効用関数が時聞を通じて同一、また効用の割引率

は rに等しく、社会の森林は考察される林地を除いて法正状態にあると想定する

ことに等しい E このような想定は明らかに非現実的だが、これらの想定を現実に

近づけるようにすると分析はきわめて檀雑となるロ例えば法正状態の仮定をはず

すとHeaps(1984.)の扱ったような問題を解かねばならない白そ白一方で分析の本

質的な結果はこの厳しい想定でも十分に表現できると考えられる) 0 

社会にとって最適森林計画とは、森林白取り扱いによって生じる総効用の変分

-148 -



日目「

警竺

を最大にすることである。関数rを
Tl 

r 1 = J 0 g exp (-rτ) d τ 

とし、無形の公益的サービスの潜在価格を η(==u OG/ E) とする。さらに限界

効用に関する上の二つの等式を利用すれば、無立木地からは Uまって、森林を無

限田植伐することによって生 Uる総効用の変分 dUは
c:o 

d U = E l: 1'" 1 {[ f 1 ex P (ー rTd+ηr1ーc]exp{-r l: J，qT  J)) 

で表される。したがって社会的最適森林計画の問題は以下のように定式化されるロ

max 11 U/  E subject to T孟Tmln

さらに本節第 l項での考案を思い出せば、この問題の最適伐期齢は、植伐が何回

目であっても同ーとなる白したがって、この問題は T~Tmlnの制約の下で

11 U / E = (f e -rT +ηr -c )/ (1 -e -rT) 

を最大化する問題と同値である D

これより社会的最適伐期齢 (Ts)が満たすべき条件を求め、その性質を検討し

ょう o ここで

v = (f e -rTー c) / (1 - e -rT) • 

w = r / (1 - e -rT) 

と定義すれば

I1U/E=V+ηW 

であり、社会的最適伐期齢の l階の条件は

v+ηW=Q 

となる。 Wは具体的には

( 7 ) 

古=[re-rT/(l-e-rT)2J[{1-e -rT) r-1g (T)ー J:te -rt d t ] 

であり、部分積分により
T 

W = [r e -rT / (1 - e -rT) 2] J O g e -r t d t 

を得る。 gは厳密な単調増加関数なのでW>0 0 したがって、社会的最適伐期齢

が存在すれば、それはv<oのときである E すなわち森林の外部性が存在すると、

社会的最適伐期齢 Tsは、森林所有者の最適伐期齢TFよりも長くなる o なお、こ

の結果もまた、任意の林齢の森林に成立するものである。

以上のように森林の外部性が存在すると、森林所有者の最適森林計画は社会的

最適森林計画から軍離する白すなわち、森林は社会からみれば短すぎる伐期齢で
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伐採されることになる。

ここで前章と同じく、このギャップを埋めるために、公的機闘がとり得る政策

について考案しよう。公的機闘がこのギャップを埋めるには、轟林所有者の最適

伐期齢を延長させて、社会的最適伐期齢と一致させればよい白第 1章の補論や第

2章を参照すれば、立木販売収入や造育林投資に税金を課せば森林所有者の伐期

齢は上昇することがわかるロまた、造育林投資の資金を低利で貸与することによ

っても、伐期齢が上昇することがわかる。ただし前者の場合には、税金を課すこ

とによって利潤が減少するロしたがって、課税の額や率によっては、森林の管理

が放棄されてしまう可能性がある o 管理放棄による森林の公益的価値の損失は、

見過ごすことのできない問題であるロ

現実の森林政策では、一方で造育林に対する補助金政策を行い、他方では農林

漁業金融公庫を通じて低利の林業融資を行っている。これらは森林の管理放棄を

防ぐという点では共通しているが、伐期齢に関してはその効果は正反対であるロ

すなわち前者は最適伐期齢を短くし、後者は長くするロしたがってこれら二つの

政策が組み合わされる場合、森林所有者の森林計画が、社会的最適森林計画に近

づくのか、それともギャップがさらに拡大するのかは定かではないロおそらくそ

れは、より具体的な実証研究によって明らかにされるべきタイプ白問題であろうロ

かわりに本章では、社会的最適森林計画を実現するための、より直接的な政策に

ついて考案しようロそれは次節で考案される分収造林契約を活用することである。

3 .分収造林契約のミクロ経済分析

( 1 ) モデル

今日行われている分収造林契約は昭和33年に成立した分収林特別措置法〈昭和

58年最終改正)に従うものであるロ同誌は第 1条で「こ白法律は、分収方式によ

る造林及び育林を促進し、もって林業の発展と森林白有する諸機能の維持増進と

に資することを目的とする。」と述べている白ここではこの目的むうち、森林の

有する諸機能の維持増進という側面に注目し、公益的機能をも考慮した森林資額

の有効利用、すなわち社会的最適森林計画の実現という観点から、分収造林契約

-150 -
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がどのような特質を持つも白であるかを検討するロ

分収造林の契約当事者は、造林地所有者と造林者、造林費負担者の三者、もし

くはこれら三者のうちのいずれかニ者が考えられる。ここでは労働力の提供者に

は適切な賃金が支払われることを前提として、契約当事者を造林地所有者と造林

者兼造林費負担者(以下、造林者と呼ぷ)とするロまた、現実の分収造林契約の

ほとんど全てにおいて、造林者は森林開発公団、都道府県、森林整備法人であり、

これらは公的性格を有している。この事実を反映して、ここでは造林者は社会を

代表するものと仮定し、契約によって造林者となるものを公的機関と呼ぶことに

する。また、契約前の林地の所有者を林地所有者と呼び、自らその林地で森林経

営を行う林地所有者を森林所有者と呼んで造林地所有者と区別するロ

分収造林契約の主な内容は、地上権の設定期間、施業内容、そして立木販売収

入の分収率であるロここでは地上権の設定期聞を n回目植伐に要する期間とする

(nはある自然数) 0 また施業内容は分析を単純化するために伐期齢で代表され

るものとする白

( 2 ) 外部性を有さない森林の分収造林契約

まず、森林の外部性が存在しないケースを考察しよう。はじめに単純なケース

として、地上権設定が 1田の植伐の期聞に設定されるケースを分析する。次にこ

れを一般化して、 n回の植伐期聞が設定されるケースを分析する o

今、地上権設定期間と伐期齢がT、分収率πの分収造林契約が、林地所有者に

提示されたとする。この契約に応じるとき、林地所有者は造林地所有者と呼ばれ

ることになるロ造林地所有者が契約によって林地から得る利潤(Ro)は

Ro=πf e -rT + V F e“ rT 

であるロ一方、この契約に応じないときの利潤は、前節でみたようにVFである。

そして林地所有者が契約に応じるのは、 Ro~ VF 、つまり契約による利潤が、自

ら森林経営を行ったときに得られる利潤よりも小さくない場合である o

ここで契約に応じることと応 Uないことが無差別となるような伐期齢と分収串

(π0)の組み合せ、すなわち Ro=VFを満たす (T，π0)を求める。この等式を

変形すれぽ

1! 0= [f e -rT / (1 -e -rT)]ー1VF ( 8 ) 
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を得る。(8 )によって Tー π平面上に表される無差別曲緯を、造林地所有者の

契約フロンティアと呼ぶこととする。林地所有者が契約に応じる伐期齢と分収率

の組み合せはこ白フロンティアよりも上白領域 (π~ 1t 0) である。

造林地所有者四契約フロンティアの形状は、関数

o (T) = f e -rT / (1 -e -rT) 

に依存するロここでφは、造育林投資がゼロ(c = 0 )の場合のFaustmann式であ

ることに気付かれたいロしたがって

d ゆ/dT=f-r(f+ゆ)= 0 

を満たすTをToとすれば、ゅは Tmln孟T<Toで単調増加し、 Toで最大となり、

T>Toで単調減少する(第 l章での考察を番照のこと) 0 これより造林地所有者

の契約フロンティアは、図 5-1に示したようなT=Toで最小値を持つ曲線とな

る白また、図 5-1では Toく TFとなっているが、これは造育林投資が小さいほ

どFaustmannの伐期齢は小さくなるためである〈第 2章を参照のこと)白

次に公的機関について考える。契約が結ばれると公的機関は造林者と呼ばれ、

その便益 (Bs) は

B 5= (1ーπ)f e -rT - C 

で表される。ここで便益が 0となる分収率1tSと伐期齢の組み合わせが満たす条件

を求めれば、

π5= 1 -c / (f e -rT) = (f e -rT - C ) / ( f e -rT) ( 9 ) 

となる o (9) によって T-π平面上に表される曲線を造林者の契約フロンティ

アと呼ぶことにする。このフロンティアの下の領域 (π 孟πs)が造林者の契約可

能集合である白

造林者の契約フロンティアの形状を考察するために、関数

ゆ(T}=fe-rT 

について検討するロ φは0より大きく、 f-rf=Oを満たすFisher白最適伐期

齢 (T= T H)で極値をとるロ fが凹関数であるという仮定から、 Tが大きくなる

につれて fは次第に小さくなるロその一方で fが単調増加関数であることから、

Tが大きくなるにつれて fは次第に大きくなるロしたがってゆは Tmin豆Tく TH

で単調増加、 THくTで単調減少する。以上から、造林者の契約フロンティアは図

5 -1に示したように描かれる。なお、図 5-1では TH>TFと示されているロ
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これは、正の利調(FaustmannあるいはFi sherの意味での利潤〉が得られる限り、

F i sberの伐期齢はFaustmannの伐期齢よりも大きくなるためである(第 2章を参照

白こと〉。

以上の 2つの契約可能集合をもとに、林地所有者と造林者が契約を結ぷ伐期齢

と分収率の組み合せを求めるロ π0=πsとして(8 )と(9 )の連立方程式を解

くと

(f e -rT_ C )/0 -e -rT)= VF (=max[V (T) I T孟 Tml n]) 

を得る。前節でみたように、この等式を満たすのは唯一T=TFのみである。した

がって 2つの契約可能集合の共通集合は、図 5-1に示されているように、唯一

( T F. n' F)のみであるロそして、この点では造林地所有者の利潤は、契約に応じ

ない場合の利潤に等しく、造林者の便益は 0となっているロしたがって πFは

n' p= [f (TF)exp(ー rTF)ー c] / [f (T p) ex p (-r T F) ] ( 1 0) 

と表される o

次に以上の考案を、より一般的な設定において検討しよう。これまでは地上権

設定期聞を l回の植伐期聞に限定していたが、これを一般化してその期聞を n自

の植伐期間とする D ここでは第 i回目の伐期齢を Tlで表す。この場合の地上権設
n 

定期聞はL1 =0 T 1である o

さて、ある伐期齢 {Tlli=1.2. ・・・， n} と分収率πの分収造林契約

によって造林地所有者が得る利潤 Roは
n n 

RO= L 1=1[πf lexp(-r Lj::1T j)]+VFexp(ー rLi=1Td (11) 

である o一方、このときの造林者の便益 Bsは
n 

BS=Ll=tI(1ー π)[fiexp(一rLj::tTj)]ーcex p (-r L j:: 1 T j)} 

(1 2) 

と表される。

公的機関が林地所有者にある分収契約を提示することは、ある利潤を林地所有

者に提示することに等しい白そして林地所有者にとって重要なのは利潤の大小で

あって、利潤が等しい限り、伐期齢や分収率がどのようなものであってもよい o

したがって公的機関は、林地所有者にある利潤 R'を約束して、その制約条件の下

で自らの便益を最大にするような分収造林契約を、林地所有者に提示するだろう B

同様に林地所有者もまた、公的機闘がある便益 B'を得ることを保証した上で、自
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らの利潤が最大になるような分収造林契約を提示するだろう o

ここで公的機闘が提示する伐期齢と分収率について考察しよう。上で述べた理

由により、公的機関の提示する分収造林契約では、ラグランジ ι 乗数を λとして

L = Bs+λ(Ro-Rl
) 

なるラグランジュ関数が最大化されている白ラグランジュ関数 Lをzで偏微分す

ると、最適解では
n 

L π= (λ-1) L l=O[ f lexp(-r L j=t T J)] = 0 

が成立しており、したがって λ=1白これをラグランジュ関教に代入すると

L = Bs+ Ro-R草

n 1-1 
= L 1=1[( f 1 e -rT1_  C )exp(-r L j=1T J]+ VFeXp(-r L 1=lT 1)ーR:f

( 1 3 ) 

となる。ここで第 n回目の最適伐期齢Tn'について考察すると、 Tn~ は第 l 回目

から第 n-l回目までの伐期齢に関わらず
同 n-1 n 

(f n e -nn_ C )exp(-r L J=lT J) + VFeXp(-r L 1=1 T 1) 

を最大化している(ベルマンの最適性の原理〉ロそこで上式を Tnで微分して 0と

おけば、
n-l 

[ f n -r ( f n + V F)] exp (-r L j = 1 T J ) = 0 

となる口前節で見たようにこの等式を満たすのはTn=TFのときのみである。さ

らにこのとき

f ne -rTn_ C = VF[l -exp(-r TF)] 

であり、これを (13) に代入すれば、
n-1 1-1 n-1 

L=L1=t[(f e-n1_ c)exp(-r Lj=lTj)]+VFeXp(ーrL 1"1 T 1) -R :f 

を得る。この式をもとに第 n-l回目の最適伐期齢Tnーゾについて考察すると、

数行前lこTn写で行った論誌を適用することでTn-l C = T Fを得るロ以下、同じ論法

を順次適用することにより、公的機闘が提示する伐期齢は

T1'=TF(i=l，2， ・・・， n) 

となることがわかる D

以上の考察は、公的機関が林地所有者に契約を提示するという想定の下に行わ

れた白しかしこれを逆にして、林地所有者が公的機関に契約を提示するとしても

同様の結果が得られる o この場合のラグランジュ閑数は、ラグランジ品乗数を μ
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とすると、

L =Ro+μ(Bs-Bつ
である。これを πで偏微分してゼロとおけば、 μ=1を得る。したがって林地所

有者の提示する分収造林契約は、結局(1 3 )を最大化していることになる白す

なわち、林地所有者の提示する伐期齢も

Tl'=TF'(i=1，2，・・・， n) 

である。

このようにより一般的な設定の下でも、分収造林契約が行われる伐期齢はTF'と

なる oすなわち分収造林契約によって一意的な伐期齢が得られ、その伐期齢は社

会的に最適な伐期齢であるロしかもこの社会的最適伐期齢は、林地所有者と公的

機関のそれぞれの最適化行動から、自動的に得られるロすなわち、社会的最適伐

期齢は、契約当事者の自発的な交渉によって採用される。このことは分収造林契

約の優れた特質といってよいだろう白

ところで、以上の考案では分収率 zの決定が触れられていないことに気付かれ

たい。実際のところ(1 3)の最大化問題では πは決定されない。また、分収率

の決定は、森林所有者と社会との分配の問題であり、森林資揮の有効利用の問題

とは別白問題であるロそこで次に、分収率がどのように決定されるかを明らかに

しよう D

上で得られた結果から、分収造林契約は Tlとπでつくられる n+ 1次元空聞の、

Tt=TF'という直線上で行われることがわかる。ここで、この直線を含む部分空

間 Tt=T、すなわち Tとπからなる平面を考えよう。この平面上に描かれる契約

四フロンティアは造林地所有者の場合、

。=πOEI:1(f e -irT)ー(1 -e -nrT) V F 

= (1 -e -nl'T){ 1 -e -rT)ー1[πo f + (1 -e -rT-l) V 1"] 

となり、造林者の場合

o=(1-zs)z 111(f e -irT)-E ?;;(c e -lrT) 
= (1 -e -nrT){ 1 - e -l'T)-l[(1 -π05) f e -rT - C ] 

となるロしたがって任意の n自の植伐の場合にも、 T-π 平面上での契約フロン

ティアは、図 5-1の2つ白曲線で表される。そして図から明らかなように、契

約が行われる分収率は(1 0)で定義された πFであるロなぜなら、それよりも分
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収率が高くても低くても、契約当事者のどちらか一方は損失を生じることになる

からである (Tl=TFと1t=1tFを (11 )、 ( 1 2) に代入すれば、 RO=VF、

B s= 0が確認できる〉目以上から、 n回の植伐を契約期間とする一般的な問題で

も、契約が行われる伐期齢と分収率は (TF・πF)となることが示された。

分収造林契約は、森林資諒の有効利用のための望ましい性質を有している。す

なわちこの契約は、社会的最適伐期齢を契約当事者の自発的な交渉によって自動

的に実現することができるロただし、ここで得られた結果は、分収造林契約が資

源配分にゆがみをもたらすものではないことを確認するものに過ぎない。なぜな

ら森林の外部性が存在しなければ、森林所有者の森林計画は社会的に最適な森林

計画と一致するからである。この場合、資源の有効利用という観点からは、分収

造林契約は必要ではない。また、ここでは林地所有者にとって、分収造林契約を

行う積極的な理由は見い出せない白なぜなら分収造林契約を行うことで得られる

特別な利潤は存在しないからであるロ実際のところ、本項での考案は以下での考

察のための準備的なものでしかない。

( 3 ) 外部性を有する森林の分収造林契約

次に森林が外部性を有するケースを考案しようロこのような森林の社会的最適

伐期齢は、前節で導かれた Tsである。もし、造林者が伐期齢Tsの分収造林契約

を提示するならば、林地所有者はその契約を受け入れるだろうかロまた、契約可

能な伐期齢と分収率の組み合せとはどのようなものだろうかロここではまず、こ

れらの点を T-π 平面上の契約フロンティアを用いて明らかにする。

T-π 平面上の造林地所有者の契約フロンティア π0=πo(T)は

πo(T)=[f e-rT/(l-e-rT)Jー1V F 

で表される。一方、造林者の契約フロンティアを π♂=πs:r(T)とすると、それ

は

1t 5' = 1 - c / (f e -rT) +ηr / (f e -rT) 

と表されるロここで森林の外部性が考慮されない場合の造林者の契約フロンティ

アを πs=1ts(T)とすると

π5 = 1 -c / (f e -r T) 

であり、
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πs~>πs for T ~ T mln 

を得る。

以上のπo、πぷ、 πsの関係が図 5- 21こ示されている。これからわかるよう

に、森林の外部性が存在すると、契約が行われる伐期齢と分収率の組み合わせは、

一意的ではなくなる。また、社会的最適伐期齢と森林所有者の最適伐期齢の聞に

は、 Ts>TFの関係がある(前節を参照のこと〉白このため、図中のA= Tsなら

ば社会的最適伐期齢での契約は可能だが、 B= Tsならばそれは不可能となる。

しかしながら実際には、後者のようなケースは生 Uないo その理由は以下の通

りである。

T= Tsで林地所有者が受け入れる最小の分収率は

πo(Ts)= ([1 -exp(一rT s)} / [ f exp (-r T s)]} V F 

であり、公的機関の提示できる最大の分収率は

πぷ(T s) = [ f exp (一 rTs) +ηr -c ] / [ f ex p (-r T s) ] 

= ([ 1 -exp (ー rTs)]/[ f exp(-r Ts)]} (Vs+ηWs) 

と表されるロここでVs、Wsは社会的最適伐期齢TsでのV、Wの値を表している。

さらに伐期齢 TFIこ対応するWの値をWFで表せば、不等式

VFく VF+ηWFく Vs+ηWs

が成立している。この不等式から

πo(T s)く πs(T s) 

が成立する。以上でTs""Bのケースが生じないことが示されたロ

このように森林が外部性を有する場合にも、社会的最適伐期齢での契約は可能

であるロすなわち、分収造林契約によって社会的最適森林計画を実現することが

できる。ただし契約が結ばれる伐期齢と分収率の組み合せは、もはや一意的では

ない E したがって次の問題は、森林が外部性を有する場合でも、契約当事者の自

発的な交渉によって、自動的に社会的最適伐期齢が選択されるかどうかである白

造林者は公的機関であり、前項で示したようにその目的は、林地所有者にある

利潤を約束しておいて、自らの得る便益を最大にすることと考えることができる o

ここで造林地所有者が得る利潤 (R0) と造林者が得る便益(B s) は、それぞれ
I 

Rozz 111[πf 1 exp ( -r :E J = 1 T J)] + V Fe削ー r:El=lTt>

BS=z i:11{1-π)[ftexp(ーr:EJ=lT J)]+(r 1ーc) exp (ー rz ;;トrJ)} 
1 
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と表されるロしたがって公的機闘が提示する分収造林契約は、ラグランジュ乗数

を入として、次のラグランジュ関数 Lを最大化している白

L = Bs+λ(Ro-R~) 

前項と同様、最大化された Lでは、その πに関する偏導関数はゼロとなる。した

がって、 λ=1を得るロこれをラグランジュ関数に代入すると

L=Bs+Ro-R軍

n 1-1 
L1=O[(f le-ril+rlー c)exp(-r L J=1 T J] 

n 
+VFexp(-r L 1コ1Td-R茸 (1 4 ) 

である。すなわち、公的機関は、上式を最大化するような伐期齢を林地所有者に

提示する o

このときベルマンの最適性の原理により、第 n回目の植伐に関して

Kn=(fne-rTn+ηr n -C ) + V F e -rTn 

= (V +ηW) (1 - e -rTn) + V F e -rTn 

が最大化されている。さらに最適解 Tn~が内点解であればその 1 階の条件は

(V+ηvn (1 - e -rTn) + (V +ηW  -V F) r e -rTn = 0 

と表されるロこの式に T田 Tsを代入し、不等式

VFく VS+lJWS

に注意すれば、

(Vs+ηWS-VF) r e -rTS> 0 

となり Tsは第 n回目の最適伐期齢ではないことがわかるロまた、この不等式から

Tnがいかなる伐期齢であっても

Knく (fn e -rTn+ηrn-C)+(Vs+ηWs) e -rTn孟VS+ηWs

が成立している白したがって第n回目の最適伐期齢に対応する Kn=Kn写でも

Kn~ く VS+ηWs

が成立している。

次にこの新しい不等式をもとに第 n-1回目白植伐における最適伐期齢を求め

ょう。

K n-l = ( f n-1 e圃 rTn-l+ηrn・1ー C) + K n:r e -rTn-l 

= (V +ηW) (1 - e -rTn-l) + K n ~ e -rTn・1
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とすると、最適解では Kn-lが最大化されている。最適解Tn-Jが内点解ならばそ

の 1階の条件は

(V+ηW) (1 -e -rTn・1)+ (V +ηW -K n ") r e -rTn-l = 0 

となる o この式に T=Tsを代入し、

Kn~<Vs+ηWS 

に註意すれば、

(Vs+刀Ws-K n") r e -rTs> 0 

となり、 Tsは第 n-1回目の最適伐期齢でもないことがわかる。また

Kn"く Vs+ηWs

より、いかなる伐期齢でも

Kn-tく Vs+ηWs

なので、第 n-l回目の最適伐期齢に対応する Kn-t田 Kn-l"でも

K n-l ~ < V s + 1] W s 

が成立しているロ

以上の論法をさらに第 n-2回目白植伐、第 n-3回目、・・・、第 l回固ま

で適用すれば次のことがいえるロすなわち、公的機関の最適化行動からは社会的

最適伐期齢Tsが提示されることはないロ

以上白結果は、林地所有者から提示される分収造林契約に関しでもあてはまる

〈前項同様、林地所有者のラグランジュ関数をつくれば、林地所有者の問題も(

1 4) の最大化であることがわかる)ロしたがって、契約当事者の自発的な交渉

だけでは社会的最適森林計画の実現は期待できないことが結論づけられるロ

以上のように森林が外部性を有する場合でも、分収造林契約は社会的最適森林

計画を実現することができる白しかしながら、もはやその実現は、契約当事者の

自発的な交接からは期待できないロこの点が、森林が外部性を有する場合と有さ

ない場合の決定的な違いである。前者の場合、社会的最適森林計画を実現するた

めには、公的機関は社会的最適伐期齢をあらかじめ用意し、林地所有者に提示し

なければならない。
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4 .分収林政策に関するいくつかの論点

( 1 ) 諸結果の拡張

第 2節では、森林所有者の最適森林計画と社会的最適森林計画が事離する要因

として、森林の外部性を考察した。ここではまず、このような事離が生じるその

他の要因について指摘しておく白

例えば税金の存在を考えよう。森林所有者は税引き後の立木販売収入を基に森

林経官を行うが、社会全体としては税引き前白立木販売収入を用いて最適な森林

む取り扱い方を考える(社会から徴収された税金は再び社会に投資されることに

気付かれたい) 0 第 2章の結果を応用すれば、このような場合、森林所有者が選

択する伐期齢は社会的最適伐期齢よりも長くなるロすなわちニつの最適森林計画

は車離する。

もう一つの伊!として将来の不確実性の存在を指摘しておくロ現実の世界にはさ

まざまな不確実性が存在しており、またそれによって発生する危険をうまく分散

するような完全な保険市場は存在しないロ後lこも述べるように、 Arrowand Lind 

(1970)は、このような条件の下では、公的機聞が用いる利子率(社会的割引率〉

は、個々人の用いる利子率(主観的割引率)よりも低くあるべきことを主聾して

いる。彼らの主彊にしたがえば、社会的最適伐期齢は、森林所有者が選択する伐

期齢よりも長いということになる(第 2章を参照) 0 すなわち、二つの最適森林

計画の聞にはギャップが生じることになるロ

このように森林所有者と社会の森林計画の事離は、税金や不確実性の存在によ

っても生じる。すなわち外部性を有しない森林でも、両者の聞で用いる(あるい

は用いるべき〉経済パラメータが異なれば、森林所有者と社会の聞にギャップが

生じることになる白

次に、前節で得られた分収造林契約白特質は、税制や不確実性の存在を考える

場合にはどむように修正されねばならないかを検討しようロ結論を先に述べてし

まえば、前節第3項で得られた森林が外部性を有する場合の考察結果は、そのま

まこれら二つのケースにも適用することができる o

ここでは、税制や不確実性が存在する場合も、森林所有者の利潤よりも公的機

闘が行う森林経営の便益の方が、任意の伐期齢において大きくなることに気付か
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れたいロこのことから直ちに、社会的最適伐期齢での契約が可能であることが保

証されるロ同時にこのことは、契約当事者の自発的な交渉からは、社会的最適伐

期齢での契約は行われないこともまた示唆している o そ白理由は次の通りである。

分収造林契約によって提示される伐期齢は、契約期間内の社会全体の便益と契

約終了後の森林所有者の利潤を最大化するものであったことに気付かれたい(ラ

グランジュ関数(1 3 )および(1 4) を参照のこと〉ロ一方、社会的最適伐期

齢は社会全体の便益を最大にするものである o したがって、もし契約終了後、森

林所有者が行う森林経営から得られる利潤が社会全体の便益と一致すれば、契約

当事者閣の自発的な交渉によって社会的最適伐期齢が選択される〈前節第 2項の

ケース)。しかし、森林が外部性を有するケースと同様、税制の存在も不確実性

の存在も、森林所有者の利酒を社会全体の便益より小さなものにする o したがっ

て、社会的最適伐期齢での契約は自発的には行われないロ

本項の最後に、前節で得られた結果が、分収育林契約(公的機闘が育林費負担

者となる分収育林契約。長野県等で実際に行われている)にも適用可能であるこ

とを指摘しておく。このことは、分収造林契約と分収育林契約との違いが、単に

分配方法の違いであることに気付けば明らかである。すなわち、一方は立木販売

収入だけを分け合うのに対して、もう一方はそれのみならず育林費用をも負担し

合う点のみが異なるロ分配の問題は、森林資額の利用問題とは独立した問題であ

ることに気付かれたい。

確認のため、外部性を有さない森林白分収林契約モデルを示そう B 分収育林契

約によって、育林地所有者が得る利調と育林費負担者が得る便益は、それぞれ次

白ようになる。

Ro=π[f e -r (T-b) -C 1)]+ c 2+ V Fe -r (T-bl 

B s= (1 -;r )[ f e -r (T-b) -C dー C2 

ここで、 bは現在の森林の林齢、 C1は育林費用、そして c2は森林の持ち分取

得対価である。上の二つの式を用いて、前節と同様の手続きによってラグランジ

ュ関数を作成し、 πで偏徹分してゼロとおけば、ラグランジュ乗数が 1であるこ

とが確認される。したがって、分収育林契約で両者が提示する伐期齢は同一で、

それは次の問題の解である D

max Ro+Bs=[f e-r(T-o)-Cl)]+VFe-r<T-b) 
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上式を Tで微分してゼロとおけば、最適伐期齢の 1階の条件 (4)が得られるこ

とが確認される。したがって、分収育林契約によって選択される伐期齢は社会的

最適伐期齢 TFであるロ一方、森林所有者の最適森林計画は

max f e -r {T世 b)ー C 1 + V e -r【T-b)

と表されることに気付かれたいロベルマンの最適性原理により、この問題の最適

伐期齢もまた、 Faustmannの伐期齢の l階の条件 (4)を満たすロしたがって、

max{[Ro+ Bs] =max[ f eイ (T-b)_ c 1+ V e -r (T-b)]} 

である。このことは、外部性が存在しない場合、分収育林契約によって得られる

利潤と便益の和は、高々、森林所有者の森林経営から得られる利酒と等しいこと

を示しているロ以上から、分収育林契約が行われる伐期齢は TFであり、その分収

率は育林地所有者白利潤が自ら森林経営を行って得られる利潤に等しく、育林費

負担者の便益はゼロとなる水準になる(それ以上でもそれ以下でも両者のいずれ

かに損失が生じる)ロこのことは、両者の契約フロンティアが唯一の共通点を持

つこと、すなわち図 5-1のように表されることを示唆する。

以上白結果を外部性が存在する場合へ拡張することも容易であるロここでは過

程を省略するが、その結果は分収造林の場合と全く閉じである。分収造林契約と

分収育林契約が異なるのは、契約可能な分収率の水準、すなわち分配の水準のみ

である。なお、二者契約か三者契約かという契約形式の違いもまた、前節の結果

に影響を与えない。これらもまた、分配の問題だからである白

以上、ここではこれまでの結果をいくつかの面で拡揺した。これを要約すれば

次のようになるロ

① 森林の外部性、税制、そして不確実性等のさまざまな要因が、森林所有者自

最適森林計画と社会的最適森林計画を軍離させる。

② しかし、分収造林契約によって、公的機関は社会的最適森林計画を実現する

ことが可能であるロ

@ ただし、契約当事者閣の交渉からは社会的最適伐期齢は選択されないロした

がって公的機関は、前もって社会的最適伐期齢を得ておき、それを林地所有者

に提示する必要があるロ

@ 以上の分収造林契約に閲する特質は分収育林契約にもすべてあてはまる司
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( 2 ) 政策上の合意

以上の考案から示唆されるのは、森林資額の社会的最適利用のために、公的機

関は重要な役割を担っているということであるロ森林白外部性、税制、そして不

確実性等が存在するために、森林所有者の森林計画は、社会的最適森林計画から

軍離する。森林所有者の森林計画を分収林契約〈分収造林契約と分収育林契約を

併せてこのように呼ぶこととする)によって、社会的最適森林計画と一致させる

ことは可能である白ただし、それは契約当事者の自発的な交渉からは期待できな

い。したがって公的機関は、予め社会的最適伐期齢を用意し、林地所有者や森林

所有者に提示しなければならない。

ところで分収造林契約は単に理論上の架空の契約ではなく、現実に広く行われ

ている B 以下では、現実に分収林契約が、社会的最適森林計画の実現のために有

用な政策となり得るために必要と考えられる、二つの点について考察する oすな

わち、公的機闘が社会的最適伐期齢を提示できるための条件、そして、望ましい

契約の形式であるロなお、重要な問題として、社会的最適伐期齢をいかに算出す

るかということがあるロこの問題は、前章の社会的最適ストック量の導出の場合

と同様、森林の公益的価値の計測が中心的な課題であり、それは次章で考案され

る白

はじめに、社会的最適伐期齢を提示できるための条件について論じる o

分収林契約を結ぶ公的機関は、一般には森林開発公団や森林整舗法人である o

その程宮は独立採算性で行われており、このため、造林のための資金白大部分は

借入金で調達されている。森林の外部性が存在する場合、この借入金が立木販売

収入の分収金でのみ返済されるのであれば、社会的最適伐期齢での契約はこれら

法人の経営を赤字にする。そして赤字を避廿るために採用される伐期齢 (TF) は

社会的最適伐期齢ではないロすなわち、森林資源の有効利用のための政策手段と

して、分収林契約はもはや有効ではなくなる口したがって社会的最適森林計画を

実現するためには、政府および地方公共団体は、これら法人に対して、森林が社

会に供給する無形の公益的サービス(森林の外部性)の対価を支払う必要があるロ

このことは税金に関しでも全く同じである白税が徴収されるのであれば、社会

的最適伐期齢での契約は、公的機関の経営に赤字をもたらすことになるだろうロ

ただし上記の法人は公益法人であり、おそらく立木販売は、収益事業とは見なさ
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れない。このため、法人税は課税されないものと考えられるロ

不確実性白存在についてはどうだろうか。先にArrowand Lindにならって、不

確実性が存在し、完全な保険市場が存在しないケースでは、公的機闘が用いるべ

き割引率は森林所有者が用いる割引率よりも低くなることを述べた。この彼ら白

主揺は、次のような考案から導かれたものであるロ

将来の収益が不確実な投資対象に対して、もし保険市場が完全ならば、人々は

安全資産(確定的な収益が見込まれる投資対蒙)に対して用いられる割引率でそ

の投資対象の期待収益(収益の期待値〉を割り引いて評価する o そしてこのこと

は社会をパレート最適な状態に導く。しかしながら現実には、道徳的危険〈保険

金詐欺などの不正が行われる危険〉や保険契約に関する取引費用の存在によって、

完全な保険市場は存在しないロこのため個々人は危険回避的〈不確実なものより

も確実なものを好む性向〉に行動することになり、不確実な収益に対してはその

期待収益をより大きな割引率で割り引こうとする o このことは過小投資、したが

ってパレート最適な状態からの畢離を意味する。このときもし政府が人々から税

金の形で投資の資金を集め、そむ収益を人々に分配するならば、そしてそれが十

分に広く薄く徴収され分配されるならば、それはこの投資対象の不確実性を人々

に分散させることになり、政府自身は危険中立者〈不確実な収益と確実な収益を

区別しない経済主体〉として、投資の期待収益を安全資産に用いられる割引率で

割り引いて評価することができるようになる。したがって不確実性が存在するた

めに、個々人にとっては投資できないような投資対象にも、政府は投資が可能と

なる。また投資のため白資金が、政府に徴収されることによって、人々の投資機

会が一部損なわれるかもしれないが、政府の投資はその機会費用を支払っても十

分に採算が合うロよってこのような政府の投資行動は社会をパレート改善するも

のである。

以上のArrowand Lindの主張は、社会をパレートの意味で最適な状態に近づけ

るためには、公的機関は、安全資産に対して用いる割引率を社会的割引率として

用いる必要があるというものである。そしてそのために、公的機関は危険中立者

であることが前提とされている申一方、現実には、森林整備法人をはじめとする

上述の法人は独立採算性をとっている o このことは、将来の立木販売収入に閲す

る危険が、造(育)林地所有者と造林者の聞にしか分散されないことを意味して
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いるロすなわち、分収林契約において公的機関は、危険中立者として振舞うこと

はできない。このため公的機関は社会的割引率より大きな割引率を採用すること

になり、林地や森林lこ対する過小投資が生じ、また社会的最適伐期齢での契約は

不可能となる可能性が生じるロ

この問題を回避するためには、公的機関は必要とされる造林資金を人々から広

〈税の形で調達し、造(育)林地所有者には確定的な分収金を約束して、不確実

性によって生じる正あるいは買の便益は広〈人々に分配する必要がある(なお、

現実には公的機関は、農林漁業金融公庫の低利の造林融資を利用することができ

る。したがって、その貸付利率が社会的割引率(安全資産の利子率)よりも低く

設定されているならば、上述のような問題が生じる可能性は小さくなるロまたこ

の場合、森林所有者も社会的割引率を用いて森林経営を行うことが可能となる。

したがって重要な問題として、適切な貸出利率の水準とはどの程度かが明らかに

されねばならない。ただし残念ながら、ここではこれ以上の謹論をするだ廿の準

備はない〉白

次に望ましい契約の形式について、ここでは最適伐期齢の特質から導かれるい

くつかの留意点を指摘しておこう白

社会的最適伐期齢が満たすべき条件は、森林白外部性が存在しない場合には V

=口、存在する場合にはv+w=oであった。この条件から社会的最適伐期齢は、

立木販売収入関数 fの形状(あるいはその背後にある森林の成長関数と立木価格〉、

造育林投資 c、社会的割引率 r、そして無形の公益的サービスの供給量 gおよび

その潜在価格 ηによって影響を受けるロこのことから次の 2つの指摘が導かれる o

第 1に、ある時点、での複数の分収林契約に対して同一白契約内容を提示するこ

とは適切ではないロ例えば造林樹種が同じであっても、地位条件や地利条件の異

なる林地に対して一律的な伐期齢を設定することは森林資源の有効利用の観点か

らは問題であるロ

第 20)指摘は時聞に関連するものである白育林生産は極めて長い期間を必要と

するので、上述の諸条件は変化する可能性が高い D この変化は長期的な変化と短

期的な変化に分類できる o より正確にいえば、立木販売収入の期待値を変化させ

るようなタイプと変化させないようなタイプの 2つに分けることができる。前者

は社会的最適伐期齢そのものを変化させるから、分収造林契約の内容を変更する
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必要が生じる目したがってこのような変更の可能性が契約に含まれている必要が

ある o後者については、このような短期的な変化は社会的最適伐採齢を確率的な

ものとする(第 l章を参照白こと)。なぜなら立木は、立木価格が上昇したとき

に販売すればよいのであって、それをあらかじめ決められた確定的な伐期齢で伐

採することは得策ではないからである。このため分収造林契約ではそ白伐期齢に

ある程度の幅をもたせ、その期間内で有利となる伐採齢が選択されるようにする

必要があるといえるロ

最後に森林の外部性が存在する場合の特別なケースに触れておこうロ社会的最

適伐期齢の必要条件v+w=oがいかなる伐期齢でも成立しない場合がある。そ

れは Ts=Tm1nあるいは Ts=∞となるケースである。このうち問題となるのは後

者であるロ例えば、非常に貴重な動植物の生息が確認されている森林は、一切の

伐採を禁止することが、社会的最適森林計画かも知れない o しかし、このような

森林を対患に分収契約を結んでも、所有者は永遠に分収金を得ることができない o

このケースでは分収林契約は行われず、したがってそれによって社会的最適森林

計画を実現することも不可能であるロ Ts=∞の場合Iこは、公的機関は森林C買い

上げや所有者への年々白地代支払いを検討すべきであろう B
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第 6章 森林白公益的価値とその計量，11

1 .はじめに

森林資源の社会的最適利用を実現するためには、公的機関は森林の社会的最適

ストック量や社会的最適森林計画を知っていなければならない白しかし、これら

はいかにして知ることができるだろうかロ

そのために第4章では、人々の限界支払い意志額や限界補償受容額が明らかと

なることが必要とされたロ一方、第 5章では、森林の潜在価格(森林の社会的限

界効用/所得の社会的限界効用〉が、社会的最適森林計画を導出するために用い

られた E これらは表現を異にするものの、ともに森林白公益的サービスの貨幣価

値を表している。ただし、限界支払い意志額と潜在価格は、前者がHicks流の貨幣

制度であり、後者がMarsha11流の貨幣祖，11度を基礎におくものという相違点がある。

ここでは理論的な厳密さを尊重して、 Hicks流の貨幣制度を基lこ、第4章の延長と

して考案を進めることにしよう (Marsha11流白貨幣制度は、経済厚生を削る制度

として理論上、いくつかの問題点があることが知られている。 Johansson{l987)第

3章、第4章を書照のこと〉ロ

さて第4章では、森林の社会的最適利用が、森林所有者以外の人々白限界支払

い意志額の合計MWTPと森林所有者の限界補償受容額MWTAが一致する点で与えられ

ることを示した(ただし内点解の場合〉ロここで、限界支払い意志額と限界補償

受容額を再記すれば、

MWTP=-z 111d I1/d Q 

MWTA = P + d 1 0/ d Q 

である o したがって社会的最適森林利用の条件は次のように表される。
n 

MWTP -MWT A = (-L 1 ~ 0 d 1 / d Q) -P = 0 ( 1 ) 

ここで森林所有者Iこ対して添え字 Oが用いられていること、そしてー d 10
/ d Q 

は、森林所有者の森林のストック置の増加に対する限界支払い意志額を表してい

ることに注意されたい o こ白ことから社会的最適森林利用の条件(1 )は、社会

全体の人々(森林所有者を含む)の、森林のストッタ量に対する支払い意志額の
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合計値 (MWTpS= -L 1 d 1 / d Q) とPが等しくなることと言い換えられる由

第4章では Pは木材の価格であり一定とされていたが、必ずしもそうでなくて

もよいロ Pは森林の他用途転換(例えば宅地開発)によって得られる限界便益と

考えることもできるロまた、 Pは伐採量や開発面積によって変化すると考えるこ

ともできる由したがって、森林の社会的最適利用は一般に、森林を残すことに対

する社会全体の限界支払い意志額 (MWTpSロ以下、集計的限界支払い意志額と呼ぷ〉

と開発(あるいは森林の伐採〉の限界便益 (P )とが一致する点で与えられると

いえる。

ところで現実には森林の最適利用自水準を考える問題だけでなく、森林を残す

か開発するかという二者択一白問題がしばしば生じる白例えばゴルフ場開発にお

いて、ホール数を確保するために計画が変更できない場合がある。また原生林の

伐採に関して、過激な自然保護グループは、 1本の木を伐採することも拒絶する

かも知れない。この場合には森林ストック量の最適な水準ではなく、開発が望ま

しいものかそうではないかを答えることが要求される o このような状況では、集

計的支払い意志額と開発の便益.(ともに限界がつかないことに注意されたい〉と

白大小関係が重要である o もし前者が後者を上回れば、森林を保全するために開

発主体に人々が支払ってもよいと考える金額は、開発主体を補償して余りあるも

のとなる o したがって開発が行われないことは、開発が行われる場合よりも人々

の効用水準を潜在的に高めることを意味する(潜在的というのは実際に開発主体

に補償が支払われるかどうかについて、ここでは触れていないためである) 0 

以上の集計的限界支払い意志額そして集計的支払い意志額は、計画が行われた

状態を基準として、人々は計画を変更することに対していくらまで支払うおうと

するかを表現するものであるロこ白ような想定は、森林所有者や開発主体に計画

を行う権利がある場合には妥当と見なされるであろう o しかしながら森林所有者

や開発主体以外の人々の倒に、森林の公益的なサービスを受ける権利がある場合

も存在する。この場合には開発白便益や限界便益は、集計的補償受容額や集計的

限界補償受容額と比較されることになる。すなわち、森林が限界的に 1単位誠少

しでも、人々の効用水準が開発前の状態よりも低下しないように、森林所有者や

開発主体は人々に補償を行わねばならない白この額を社会全体で合計したものが

集計的限界補償受容額である。またこれを伐採や開発の行われる量に対応して積
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分したものが集計的補償受容額となるロ

以上の考案から、森林の社会的最適利用、あるいは開発と保全の問題を考える

上で重要なことは、森林のストックに対する集計的(限界〉支払い意志額や集計

的(限界)補償受容額を知ること、および開発の限界便益および便益を知ること

であるといえるロ

さて、本章の主要な課題は、集計的(限界〉支払い意志額、あるいは集計的(

限界)補償受容額を実際に計測するための手法を検討することにあるロ

集計的限界支払い意志額(あるいは集計的限界補償受容額)は、考察されてい

る森林が社会に供給している公益的サービスの限界的な価値を表している o 同様

に、集計的支払い意志額〈あるいは集計的補償受容額)は、開発(あるいは伐採)

によって失われる森林の公益的サービスの価値を表している。したがって、これ

らを総称して森林白公益的(限界)価値と呼ぶこととする。また、上で述べたよ

うに〈限界)支払い意志額の概念と(限界〉補償受容額の概念と由連いは、基準

とする効用水準に依っている。したがってその数学上の表現は効用水準が異なる

ことを除けば全く同ーとなる。このため以下の考察では、支払い意志額の標念を

用いたもので代表することがある。また以下では、森林の公益的価値あるいは支

払い意志額等の概念は、フロー、ストック白区別を特にすることなく用いる。そ

の理由は、以下の考察がフロー概念で行われている白か、それともストック概念

で行われているのかについて混乱を生 Uることはないと考えられるからであるロ

ただし、両者には重大な相違があることに住意されたい。すなわち、年々発生す

る公益的サーピスの価値や支払い意志額はフローであり、それを現在価値で評価

した総和がストックである。

なお本章では、森林の最適利用や開発の是非を検討する上で重要なもう一つの

要素、すなわち開発の〈限界〉便益については触れない。森林の伐採による便益

に閲しては前章を参照されたい。また、森林の他用途開発によって発生する便益

の計制に関しては、土木計画学の分野に広範な研究文献が存在する E その入門的

なテキストとしては、例えば吉川(1985)第 6章第 2節を参照されたい。

本章の構成は以下の通りである。

第 2節では人々の実際の行動から、間接的にこれらの価値を導く手法について検

討する o まず、第 4章で定式化された(限界〉支払い意志額が、支出関散を用い
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て再定式化されるロ次に、それから直接的に導かれる森林の公益的(限界)価値

の計測方法を示す。また、 Ma1 er(19 74)そしてBradfordand Hildebrandt(1977)に

よって開発された巧妙な方法を、森林の公益的(限界〉価値の計測に応用する。

本節の最後は、これらの方法を実証研究に用いる際の留意点に言及する。

残念ながら、第 2節で示される方法は、理論的には簡潔な形式を持つものの、

あまり実践的とはいえない o そこで第 3節以下ではより実践的な方法を取り上げ

るo

第 3節は、人々に直接的に公益的(限界)価値を尋ねる手法を検討する白この

方法は第 2節白方法と対称的であるロすなわち、一方が人々の行動から間接的に

森林の公益的(限界)価値を求めようとするのに対して、他方はより直接的な手

段を用いる。本節では、はじめにこ白直接的な方法が簡潔に示されるロ次にその

留意点が検討される。最後は、間接的な方法と由比較に充てられる。

第4節と第 5節は森林の公益的〈限界)価値の限られた側面を計測する手誌を

検討する D 第 4節では、森林レクリエーションに関連する森林の公益的価値、す

なわち森林のレクリエーション価値を計制する手法を取り上げる。はじめに、こ

白手法が開発された経韓を述べる白次にそれが、第 2節で述べた理論的な方誌の

直接的な応用であることが明らかにされるロ最後は、この手法に関する問題点を

検討するロ

第 5節は森林が人々の生活に与える効用と関連する公益的価値、すなわち森林

の生活環境価値の計測手法を検討する。はじめにこの手法が素朴な推論を基に示

される D 次にこの方法の基礎理論が提示される。最後に、この手法に関する問題

点を識論する。

本章の最後に第 6節では、実際に森林の公益的価値を計測した経験的調査を提

示するロ滋賀県西南部および京都府南部地域を対象に、第 5節で示した手法を用

いて、森林の生活環境限界価値が計測される。
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2 .間接的な方法

( 1 ) 支出額の変化による公益的価値の計測

本節では、市場で取り引きされる(私的)財の需要量の変化、あるいは需要曲

線に注目して、森林の公益的価値を計測する方法を検討する。

第 4章では、所得と轟林のストック量について表された効用の無差別曲線を用

いて、限界支払い意志額を表現したロここでは支出関数を用いてこれを表現する

ことを考えよう。支出関数とは、財の価格、諜林のストック量、そしてある一定

の効用水準の下での、最小支出額を表す関数である白

ある経済主体に関する次の支出最小化問題を考えよう。

min p x subject to u = u害， x~O 

ここで、 pは諸財(自由に購入できる私的財)の価格を表すm次行ベクトル、 x

は諸財の消費量を示すm次列ベクトル、そして Uは直接効用関数であり、 u=u

(x， Q)と定義されている白 Qは森林のストック量を示すスカラーであるロ U はx

に関して厳密な単調増加準凹関数と仮定する。また Qに関しては非揖少関数であ

るとする o なお、ここでは表現を簡略化するため経済主体を示す添え字は省略す

ることにする。

さて、上の問題の解を x耳で表すロ解が内点解ならば x=x耳では 1階の条件

p-μux=O， u-u存 =0

が成立しているロここで μは制約条件lこ対するラグランジュ乗数であるロ 1階の

条件を全微分すると次の連立方程式を得る。

μu xx U x d x写| 1、。一μ U時。 d P 、

u x 0 

一ー 。¥1

1 11  

d Q 

d μ 
。

- UQ  d U # 

左辺のm+l次正方行列の行列式は、 U の縁付きヘッセ行列式に μm-lを乗じたも

のに等しくなる。 1階の条件より μ:;60、また Uが厳密な準凹関数であることか

らその縁付きヘッセ行列式も 0ではない。したがって、左辺のm+l次正方行列

には逆行列が存在し、陰関数定理が適用できるロ最適解が内点解となるような価
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格一森林ストック量一効用水準のベクトルの集合を Qで表し、それが凸集合であ

ると仮定するロこのとき (p，Q， U害)E Qでは、最適消費量x客とラグランジュ乗

数 μは、全微分可能な関数として

x写=x%(P.Q，u害)，μ=μ(P. Q. U;F) 

と表すことができる。 x%は効用水準を一定に保っときに、ある価格ベクトル pと

ある森林のストック量Qに対して、この効用水準を実現するために必要な詰財の

消費量を示すものであり、補償需要関数と呼ばれる(そ白概念については奥野ー

鈴村(1985)第 12章を参照のこと)。

以上から(p ， Q， U.T) E Q上で定義される支出関数 eは

e (p ， Q， u.T)田 px事 (p，Q， U書)

と表される。なお陰関数定理により補償需要関数は全微分可能であり、したがっ

て eもまた全微分可能であるロ

ここで、上でみた支出最小化問題の解 x￥は、価格 p、森林のストック量 Q、そ

して所得 I=e(p，Q.u存)= p x'の下での効用最大化問題

max U subjectto I-px=O， x~O 

の解と一致し、対応する最大化された効用水準は u#であることに注意されたいロ

このことは改のように確認される。もし x~が効用最大化問題の解でなければ、最

大化された効用水準 U皿M はU宰と一致しない o もし Un

ると、支出最大化間題の解は x草ではないことになるロなぜならより小さな消費量

によって効用水準 U 害が実現できることになり、 pX %は最小支出額ではないから

である。反対に Umaxが u.Tよりも小さいとすると、 x'では効用水準 U#を実現で

きないことになり、やはり xl'は支出最小化問題の解ではないことになるロこのよ

うに支出関数は、対応するある効用最大化問題の所得を表している。

さて、支出関数を各変数で偏微分し包絡線定理(同定理については西村和雄(1

982)第 4章を参照のこと)を適用すると

oe/op=x%+p[dx吋p，Q.u勺/op]=x茸(p ， Q. U "") ( 2 ) 

oe/oQ=p[ox写 (p，Q， u l:f)/o Q]=一μUQ(x耳， Q) (3) 

oe/ou帯=p[ox'(p，Q，u勺/ou勺=μ(p，Q，uW') (4) 

である o

ここでは(3 )に注目しようロこの式は Qの限界的な増加に対して、ある効用
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水準にとどまる場合に節約される支出額を表している白言い換えると Qの限界的

な増加に対して、その効用水準にとどまるために、元の所得から限界的に取り去

ってもよい金額である。したがって、もし森林が開発された状態に効用水準を設

定するならば、 -oe/oQは限界支払い意志額を表しているロ一方、開発以前

の状態に効用水準が設定されるならば、-0 e/δQは限界補償受容額であるロ

また、 ( 3 )由真ん中の式は、諜林白公益的限界価値が私的財の需要によって

表せることを示唆している。すなわち、限界支払い意志額や補償受容額は、この

経済主体の私的財に対する需要量白 Qに関する偏微分係数を、価格で加重和して

マイナスをつけたものに等しい (-p(ox草(p，Q，u勺/oQ)) 。なお、森林

のストック量の変化QO→ Q1に対する支払い意志額(あるいは補償受容額)は、

-12Ne / a  Q]d Q=e (p，Q0.uS)-e (p.Q I，U) 

= -p [x奪 (p，Q 1， U ;;) -x事 (p，QO，u勺]

である o上の真ん中白式は森林のストック量が変化することによるこの家計の支

出額の節約分を示しているロそれは当然白ことながら、最後の式に示されている

ように、消費される私的財の増棋を価格で加重和して、マイナスを乗じたものに

等しくなる o

このようにある経済主体(i )の限界支払い意志額 (MWTpl)や支払い意志額(

WTP1) は、その経済主体の私的財に対する補償需要関数 (x(1)がわかれば計測

可能であるロさらに社会全体の集計的限界支払い意志額と集計的支払い意志額〈

それぞれMWT戸、 WTpSとする)は、個々の経済主体の公益的〈限界)価値を合計し

たものだから、

MWTpS = :E 1 MWTP 1 =ー p:E1[OXr1(P，Q，u引 ]/0Q) 

=-p[d:EIXd(p，Q，u害1]/δQ)

=ー p[d X吋p，Q，u勺/0Q) 

WTpS = L 1 WTP 1 = -p L 1 [x写l(p，Ql，U"'l)_Xl'l(p，QO， U"l)] 

=-p[:ELXtL(p，Ql. U"'l)-:ELX写l(p.QO，u叫)]

( 5 ) 

= -p [X ' ( p ， Q 1， U ..) -x事(p. Q 0， U #) ] ( 6 ) 

となる o ここでX勺ま各経済主体の補償需要置を合計した社会全体の集計的補償需

要関数であるロまた、その変数 u#'は各経済主体の基準となる効用水準 U引を成分

とするベクトルであるロ
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以上の考案から、もし集計的補償需要関数 X写が得もれれば(限界〉集計的支払

い意志額、すなわち森林白公益的(限界)価値が計測できることになる。残念な

がら、社会全体の補償需要閲数を、正確にかっ全ての私的財に閲して得ることは

容易ではないロただし後者白問題に関しては、特別な仮定を追加することによっ

て回避することができ、必ずしも全ての補償需要関数を得る必要はないロこの特

別なケースは、 Maler(1974)、そしてBradfordand Hildebrandt(1977)によって明

らかにされたものである o以下では彼らの考え方を森林の公益的価値の計測のた

めに応用しよう E

( 2 ) 弱補完性あるいは需要の相互依存性アプローチ

再びある一人の経済主体について考察する白この塩漬主体の補償需要関数を 2

つのグループに分類して、 tx￥=(t Y . t z )と表す白ここで yはスカラー、 Z はm

-1次列ベクトルとするロ対応して各財の現在の価格を pC=(p'.pW)で表すロ

第 1の仮定として、 yはその価格があまりに高くなり過ぎるとそ白補償需要量が

0となるとする白すなわち yはnon-essential財(第 1章参照)であり、

y(p害.p¥Q.u書)= 0 

を満たす p;1' (<∞〉が存在する o この仮定の下で補償需要関数 yの左側の面積
。-s p' y (P. p¥Q. u #) d P 

を考えようロこの積分は次のように変形することができる白
co p# co P害

s p' Y d P = S ~; Y d P + S p#y d P = S p' (a e / a P) d P + 0 

= e (p存.pぺQ.u #) - e (p・.p¥Q.u勺

これを Qで偏徴分すると
co 

a [S p' y (P， p¥Q. u 勺dP]/ a Q 

= a e (p大p¥Q.u勺/aQ-d e (pC， Q， u 勺/oQ (7) 

であるロここで第 2の仮定を置くロそれは、森林のストック置が効用に影響を及

ぼす白は、 y財が消費されるときのみであるという仮定である o この仮定の含君、

を明らかにするために一つの例を考えよう o Yは外国製のミネラル・ウォーター

の消費量を表しているとする。そしてこの特別な水の品質と海外のある森林のス

トック置とは密接な関係があるとする。もし、ある(日本の〉家計がこの水を消

費しているならば、森林の開発はこの水白品質を介してその効用に影響を与える。
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しかし、この水の価格が極めて高価で、家計はそれを消費しないとすれば、海の

向こうで行われる森林の開発は、この家計白効用水準に何の影響も及ぼさないで

あろう D これが第 2の仮定の意味である o また、この仮定を数式によって表現す

れば、 UQ(O.z.Q)=Dである。

さてこの仮定の下では、 ( 3 )を用いることによって

O e (p #. P¥Q.U存)/eI Q =ー μUQ(O.z.Q)=O

であり、このことから(7 )は
(x) 

eI [S p' y (P ， p¥Q. U #) d P] / d Q = -a e (p c. Q. U i1) / O Q ( 8 ) 

となる白 ( 8 )の右辺が、この経済主体の限界支払い意志額を表していることに

注意されたいロしたがって上述の 2つの仮定が満たされているならば、補償需要

曲線 yの区間 [p・，∞)における左側の面積の限界的な変化は、この経済主体の限

界支払い意志額を表しているロここで重要な役割を果たしている 2つの仮定は、

Ma 1 er( 1 974 )が弱補完性と名付けたものであり、またBradfordand Hildebrandt 

(1977)が需要の相互依存性と呼ぶものである。

社会全体の森林の公益的限界価値は、各経済主体について (8)白左辺を単純

に足し合わせることで得られる。それは(5 )で行った換作と同棟のことを(8 ) 

に施すことであり、森林の公益的限界価値(集計的限界支払い意志額〉は、相互

依存関係のある財の集計的補償需要曲緯の、区間[p・，∞)の左側の面積の限界的

な変化に等しい o すなわち、この財に関する集計的補償需要関数を Yで表せば、
(x) 

MWTpS= d [ S p' y (P • p¥Q， U勺dP]/ d Q (9 ) 

である。ただしこの等式が成立するのは、上述の 2つの仮定が社会のすべて白個

人について満たされている場合に限られる。

なお、森林のストック量が QOから Q1に変化するときの集計的支払い意志額、

すなわち森林の公益的価値は、
(x) 

WTPS= S p・[Y(P， p¥Q 1. U #) -Y ( P. p¥QO， U 勺]dP (10) 

で表される。

以上のように、ある森林に閲して弱捕完性あるいは需要の相互依存性の仮定が、

特定の一つの財とその森林との聞に成立するとき、その財の集計的補償需要関数

だけで森林の公益的〈限界)価値が計測できる o 図 6- 1は(1 0) を図で表し

たものであり、矩形Aの面積がWTPSを表している o この矩形の面積は、森林のス
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図 6-1弱補完性による森林の公益的価値の表現
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トック量C変化によって生じる、全ての財の集計的補笹需要置の変化が引き起こ

す支出額の変化の総和(それはWTpSのもう一つの表現である(6 )で示されてい

る)に等しく、こうした変化、をただ一つ白財の集計的補償需要曲緯のシフトに

よって表現している。矩形Aの面積はまた、 Qの変化によって生じる集計的消費

者余剰の増加を示していると解釈される。したがって、森林の公益的(限界)価

値に対して、この財の名を冠して呼ぶことは妥当なことだろう o例えば先ほどの

ミネラル・ウォーターの場合lこは、海外の森林が保全されることによって発生す

る日本社会の集計的支払い意志額は、この森林の(日本社会にとっての〉水質価

値を表していると見なすことができるロ

さて多くの場合において、森林が人々にもたらしている公益的サーピスは、 1

種類だ':1'ではないロ以上の弱補完性あるいは需要の相互依存性の仮定に基づく考

案を、 k種類の財に拡張しておこう。再度、ある一人の経済主体に関して考察す

る由その補償需要関数を 2つのグループに分類し、 tx耳=(ty，tz)と表すロここ

で yは、 Qと弱補完的な財の補償需要量を示す k次列ベクトル、 zはそれ以外の

m-k次列ベクトルとするロ各財の現在の価格を pC=(p・， p -)で表すロ弱補完

性の仮定により、

y(p書. p¥Q， U #)= 0 

を満たす有限のある価格ベクトル (p~ ， p") が存在し、もし y= 白ならば U Q= 0 

であるロ価格変化の経路 pC→(∞， p -)を cで表すロさらにこの経路を 2つに分け

て pC→ (p~， p")を C1、(p#， P M)→(∞， p ")を C2とする。以上の設定で経路 c

に沿った次の線積分を考える。すなわち

Scy(P，p¥Q. u #) d P 

( 1 1 )を変形すれば

S c Y d P = S C 1 Y d P + S c2 Y d P = S C 1 (a e / a P) d P + 0 

= e (p ff， P¥Q. u #) -e (p . ， p¥Q， u #) 

を得るロこれを Qで偏微分し、弱補完性の仮定を利用して変形すると

δ[Scy(P，p¥Q，U勺dP]/ d Q 

( 1 1 ) 

=一 μUQ(O，z.Q，ulI')-de(pC.Q，u勺/0Q 

= -a e (p c. Q. u :1')/ a Q 

を得る。最後の式から明らかなように、線積分 (11) 

( 1 2) 

のQに閲する偏導関数は
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この経詰主体の限界支払い意志額(あるいは限界補償受容額)を表している白ま

た、 (1 2) は(8 )と全く類似のものであることに注意されたい o異なるのは

( 8 )では yがスカラーと見なされ、 1変数の積分計算が含まれているのに対し

て、 ( 1 2 )で叫 yがベクトルであり、線積分の計算が含まれている点だけであ

る。したがって、個人の支払い意志額(あるいは補償受容額)を導出するための

手続き、そして社会全体の森林の公益的(限界)価値の導出するための手続きは、

先にみた yがスカラーのケースと全く同じであり、ここでは繰り返さない。

ただし、 yがベクトルとなるケース、すなわち、ある森林と弱補完的な関係に

ある私的財が櫨数回場合に、注意しなければならないことがある。例として、森

林がミネラル・ウォーターの需要と写真集の需要に相互依存的な関係を有するも

のとする o この場合、この森林はその公益的〈限界)価値として、水質(限界〉

価値とグラビア(限界〉価値の 2つの価値を持っているロ 2つの価値(あるいは

限界価値)を併せたものは、 (1 2)の披積分関数が支出関数の完全微分形式と

なっていることから、価格変化の経路とは独立であるロしかし森林の公益的価値

を構成する個々の価値は、一般に価格変化の経路によって変化するロつまり、は

じめにミネラル・ウォーターの価格を無限大にしてから写真集の価格を無限大に

するのと、そ白反対では個々の価値は異なる。したがって、ある森林の公益的価

値を個々の価値に分類する場合には、いかなる価格経路の下でのものかを明確に

しなければならない白また、個々の価値を独立して計測する場合、その総和は森

林白公益的価値を表すものではないことに注意しなければならない白 2番目の財

(例えば写真集〉の公益的価値は、 1番目の財(ミネラル・ウォーター)の価格

が無限大、つまりミネラル・ウォーターの需要量が Oであり、選択する財のベク

トルがm-l個に退化している状況で計測されねばならないのである。

さて、弱補完性あるいは需要の相互依存性の仮定が、成立しない場合について、

考察しておこうロまず、第 1の仮定すなわち non-essen ti a 1財の仮定が成立しない

場合についてロこの場合には、補償需要曲掠の左側の面積が無限大となり、森林

のストック量でこれを微分することはできない白したがってこの仮定をはずすと

この方法は使用できないことに注意されたい。 non-essent i al財とは、その財が消

費できなくても人が生存可能な財であるロこのことはミネラル・ウォーターや写

真集にはあてはまるが、生活するための土地などは接当しないであろう o

-180 -



次に第 2の仮定、すなわち y=oならば UQ=0を検討する。もし、この等式が

成立しなければ UQ>0である(これは効用関数がQに関して非減少関数という仮

定による。非誠少性は森林が経済主体にとって望ましいものならば成立するから、

このように想定することは、多くの場合妥当であろう〉白このとき(1 2)は次

のように変更される。

o[Scy(P.P¥Q.U勺dP]/ O Q 

=一 μUQ (0 • z • Q. u;t) -d e (p c. Q. U帯)/0Q =一 μUQ+MWTP 

支出最小化問題の 1階の条件から μ>0であり、したがって Icy d PくMWTPであ

るo このことは第 2の仮定が満たされないと、このアプローチによる森林の公益

的価値の計測は、理論的に過小推定となることを示している D

ところで第 2の仮定が成立しない状況とはどのようなものだろうか。 Randall

(1987)は、あらゆる私的財と結びつかない森林の価値を存在価値と呼び、それは

何らかの利他的な意識と結びついた価値であると論じている o これは森林が他の

人に利用されることで生じる満足(代理価値〉、将来世代がこの森林を利用でき

ることに対して生じる満足(遺贈価値)、森林そのものに対する共感から生じる

満足(固有価値〉などである o また、これまでの静学的な枠組みからは逸脱する

ことになるが、現時点での私的財の消費とは結びつかない価値として、供給サイ

ドのオプション価値があるロこれは将来その森林から何らかの効用を得るために、

現在そ白轟林を聾しておこうとして支払われる金額である〈正確には、将来のた

めに支払われる総額はオプション価格と呼ばれる。オプション価値はオプション

価格から期待消費者余剰を差し引いたものである。さらに詳細は例えばBishop(1

987)を参照されたい)ロ

これらの価値が果たして存在するものなのか、またそれは理論的にどのように

定式化され、いかなる方法によって実際に計制されるのかについては、議論のあ

るところであるロとりわけオプション価値に関しては精力的な論争があった(19

80年代のLandEconomics誌を参照のこと)ロともあれ、これらの価値が存在すれ

ば第 2の仮定は構たされなくなる。したがってここで少なくともいえることは、

弱補完性あるいは需要の相E依存性を利用して計測された森林の公益的価値は、

存在価値やオプション価値C存在によって、過小評価されたものかも知れないと

いうことであるロこれは重要な留意点といえる o なぜなら、それはこのアプロー
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チによる公的的価値の計部lから開発が認められたとしても、なおも開発は、社会

的には望ましいものではない可能性があることを示唆するからである o

( 3 ) 間接的方法の実証分析への適用について

さて本節の最後に、以上の手法の実証分析への応用について考察しよう。本節

のはじめに述べた方法では、全ての私的財について集計的補償需要関教を得るこ

とが要求される白この厳しい要求は、弱補完性アプローチが利用可能な場合には

緩められる白すなわち、ここでは森林の公益的価値を計測するのに、森林と相互

依存的な私的財の集計的補償需要関数だけが必要とされる。しかしながら、いず

れにせよ集計的補償需要関数を求めるという問題が、残っているロ一般に集計的

補償需要関教は観察不可能であり、市場で観察されるのは集計的非補償需要関数

(Marshallの需要関数あるいは通常の需要関数と呼ばれる)である。したがって

問題の中心は、集計的補償需要関数を通常の需要関数とどのように関連づけるか

にある。

はじめに通常の需要関数から支出関数を導出する方法を検討する o 支出関数が

得られれば、それを価格で偏微分することにより補償需要関数は簡単に得られる

( (2)式を参照)。この方法は、経済学において積分可能性問題として知られ

ているものであり、現在の価格と需要量、森林のストック量、そして家計の支出

を初期条件として偏微分方程式体系を解くものである。この系は、

oe(p.Q.u害)/a p = x (p . Q. e (p. Q. u勺)

e(p.Q.u存)= p c • x (p c. Q. 1 ) = p c • x C= 1 

と表される。ここでxは通常の需要関数を示している。添え字 cは現在の価格、

あるいは需要置を示している o

残念ながら、この方法は現在のところあまり有用とは考えられない D 理由は 3

つある白第 1にこの偏微分方程式体系を実際に解くことのできる場合は限られて

いること、第 2に通常考察される積分可能性問題と異なり、価格が Oで数量が固

定的な特殊な財、すなわち森林のストック Qが系に含まれていること、そして第

3に上の偏微分方程式体系は個人に関するものであり、 xは個人の通常の需要関

数であること〈したがって集計的需要関数ではないこと)、である o

最後の指摘に関連して、この系を集計レベルで利用するための条件に言及して
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おこう。 Johansson (1987)第 5章によれば、その一つの条件は個人の間接効用閑散

が準ホモセティックであること、そして所得効果が所得水準とは独立で、かっ社

会の全ての人々に関して同じとなることである o 明らかにこれは厳しい(端的に

言ってしまえば非現実的な)条件である。しかしながら、すべての私的財につい

て補償需要関数を求める方法は、この偏微分方程式体系を解く以外にはない。今

後、この方法が森林の公益的価値の計担~のために用いられるようになるためには、

より洗練された仮説と理論が開発される必要があるだろう。

次に、弱補完性〈あるいは需要の相互依存性)が利用できる場合に関連して、

Willig(1976)の近似方法に言及しておく。彼は、通常白需要関数から得られる消

費者余剰 (Marsha11の消費者余剰)で、補償需要閑散の消費者余剰(補償変分あ

るいは等価変分〉を近似する際の相対誤差を定式化している。 sをある価格変化

によるMarshallO)消費者余剰(通常の需要曲緯の左側の面積)とし、 Cを補償変

分、 Eを等価変分とするロまた ηmax、ηmlnを、それぞれ考案の対象となってい

る価格の領域にお廿る、需要の所得弾力性の最大値と最小値とする o さらに所得

(一定)を Iで表す。このとき、もし |ηmax.A/21 1孟0.05、lηmll'A/2II

壬o.05、そして IA/II亘O.9ならば、次の不等式が成立するロ

ηmln 1 A 1/2 1孟(C-A}/IAI孟ηmaxlA 1/2 1 

ηmlnl A 1/2 1亘(A-E}/IAI亘η旧日 IA1/2 1 

Wi 11 igによれば、比率 IAI/Iは価格変化による実質所得の相対的変化の尺度

であり、それは多く白場合非常に小さいと見なされるロまた、通常計測される所

得弾力性は1.0の付近に集中する傾向があるロしたがって、上の不等式で示された

相対誤差は非常に小さくなる白それはしばしば需要曲線を推定する際の誤差より

も小さいロこのことから人は、補償変分や等価変分の近似として消費者余剰を弁

解無しに用いることができる白

以上のWilligの近似を森林の公益的価値の計測に適用すれば、補償需要関数を

得ることにまつわる困難は解消するように思われるロしかしここでもいくつかの

留意点が存在するロ

はじめにこ白近似式は個人に関して導かれていることに注意されたい。このた

めJohansson(198?)第 4章は、集計された段階ではそ白誤差は無視できないという

注意を与えている oただしこの指摘は、 Willigの近似が集計レベルでは役に立た
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ないことを意味しているわけではないロこのことを示すために、任意の経済主体

( i )の通常の消費者余剰を S1で表し、補償変分あるいは等価変分と通常の消費

者余剰の差(絶対値)を S1で表すとするロこのとき、集計レベルでの相対誤差は

1:1S1/1:1S1である白さらに相対誤差が最大となる個人のそれを κとすれば、

任意の個人について S1孟κS1である。これより次の関係を得るロ

1: 1 s 1/ 1: 1 S 1亘1:1κSl/LlSl=κ 

こ白不等式は集計レベルで白消費者余剰による近似が、少なくとも個人の最大相

対誤差 (κ 〉より大きくなることはないことを示している。したがって κが十分

に小さいと考えられる場合には、 Willigの近似法は集計レベルでも有用である。

以上の留意点lこ比べれば、以下で述べることは、この近似の適用に対してより

深刻な問題を与える。第 1に、これは消費者余剰に関する近似であって、消費者

余剰の森林ストックによる偏導関数(すなわち森林の公益的限界価値〉由近似で

はないことが指摘できる o消費者余剰そのものの近似は、消費者余剰の変化の近

倒を意味しないロ森林の公益的価値は消費者余剰(需要曲繰の左側の面積)では

なく、図 6- 1のAの面積(2つの需要曲繰に固まれた面積〉によって計測され

ることを確認されたい。第2に、多くのケースにおいて、森林ストックは人々に

とって割当された財、すなわち個人が自由に購入できない財と見なされる o しか

し、 Willi gは割当された財の存在を想定していない。したがってWilligの方法を

適用するためには、森林のストックが市場で自由に購入できるような状況での、

仮想的な需要関数が用いられねばならない。 Johanssonが、 Nearyand Roberts(1 

980)の仮想価格アプローチを用いて明らかにしたように、一般に仮想的な通常の

需要関数は、割当の存在する場合、 (市場で観察される)通常の需要関数と一致

しない (Johansson(1987)第5章第5節、特に (5.17・)式を参照のこと)。以上の

2点を考躍すれば、補償された消費者余剰の偏導関数あるいはシフトに注目する

弱補完性(あるいは需要の相互依存性)アプローチにおいて、 Willigの近似がそ

のままうまく利用できる状況はごく限られたものであると結論づけねばならない

だろう。

最後に、市場で観察された需要曲線が補償需要曲線と一致する特殊なケースに

言及しておこうロスルツキ一方程式〈その導出は例えば西村和雄(1982)第 3章を

参照のこと)
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a x 1/  a P 1 = a x ~ 1/  a P 1ー (ax 1/  a 1 ) X 1 

(ここで X 1は第 i財の通常の需要関数を示し、 X l'は補償需要関数を示す。 i

は財を表す添え字である。また Iは所得であるロ)

から明らかなように、もし所得効果(a x 1/ a 1 )が Oならば、通常の需要関数

と補償需要関数は一致するロこのことは割当白ある財が存在する、しないに関わ

らず成立する。またJohansson (1987)第 5章第 5節で示されているように、割当の

ある場合の通常の需要関数とない場合の通常の需要関数は、所得が調整されるか

一定か白点が異なっている。したがってこの差異は所得効果が 0の場合にはなく

なる B

このようにもし所得効果が Oならば、割当のあるなしに関わらず通常の需要関

数と補償需要関数は一致するロしたがって、これまで述べてきた困難な問題は解

消することになる D ただし現実の世界を省みれば、この特殊なケースは、ごく限

られた財についてのみ成立するものであると考えられる a所得効果が0というこ

とは、他の条件が一定で所得が増加したとき、その財に対する需要量が変化しな

いような財であるロこの仮定を採用するに当たっては、財がこのような性質を持

つものかどうかを十分に検討しなければならないロ例えばある個人が、所得の増

加に対して、水道水の消費を誠少させミネラル・ウォーターの消費を増加させる

ならば、ミネラル・ウォーターという財は正の所得効果を持っているロしたがっ

てこの仮定の採用は支持されない。

なお、この特殊なケースを生じる効用関数として、しばしば用いられるものに

言及しておくロそれは準鵠形効用関数と呼ばれるもので、 u=v(x.Q)+yのよ

うな形式を持っている白ここで yはユュメレールであり、諸財の価格(および所

得〉はこの財lこ対する相対価格で表されている o 準諒形効用関数の場合、所得が

ある水準を超えると、それ以上の所得はすべて y財の消費に充てられることにな

る (Varian(1984)第7章参照)。したがって y財以外の財には所得効果は生 Uな

い。準線形効用関数は、消費者余剰にまつわる問題を回避して理論を展開するに

は都合ょくできている白しかし、実際にこのような効用関数を持つ個人から社会

が構成されていると考えることは、非現実的な想定といわざるを得ないであろう。

以上のように、間接的な方法は理論的には明快であっても、それを実際に利用

するとなればさまざまな困難があるロこのため、この手法を直接援用した実証研
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究は存在しないようであるロかわりに用いられているのは、異なるアプローチに

よるもの、あるいはこのアプローチのパリエーションとして森林の公益的価値の

一部を計測するものである(これらについては次節以下で検討される)。しかし、

本節のアプローチが、ミクロ経済学の思考様式に最も合致したものであることを

強調しておく必要があるだろう。その思考樟式とは、社会を構成する諸市場での

価格と数量を観察することによって、経揖問題(例えば森林の最適利用や保全/

開発問題) Iこ対する答えを見いだそうとする姿勢であるロこのため、多くのミク

ロ経済学的パック・グラウンドを持つ研究者にとって、この方法の実証研究への

応用は、依然魅力的であるに違いない。また、今日の進んだ理論経済学と計量経

済学の諸知見白中に、諸困難を解決するヒントが隠されていないとも限らない o

本節でのこの方法の問題に関するさまざまな指摘は、間接的方法が無用であるこ

とを主張するものではなく、むしろ解決すべき課題として理解されるべきであるロ

3 .コンティンジェント・ヴァリ品工ーション法

森林の公益的価値を計測するための最も直接的な方法は、実際に人々に(限界)

支払い意志額や(限界)補償受容額を尋ねることであろうロただし、社会の全て

の人々にこれを尋ねることは費用の面で不可能に近いo したがって何らかの抽出

によって人々(回答者)を選び、これらのサンプルから得られた結果を統計的に

処理して、森林白公益的価値を求めることになるロこのように社会から抽出され

た一定の回答者に対して、直接、支払い意志額や補償受容額を尋ねる方法は、コ

ンティンジェント・ずァリュエーション法 (contingentvaluation method) 、あ

るいは略して CVMと呼ばれているロ

CVMで用いられる質問事項として最も素朴なのは次のようなものであるロ

① 開発の支払い意志額を尋ねる場合

質問項目: ストック量 Q￥のある森林が Ql"まで開発される計画があるロこの計

画を変更して開発置を Qにするとすれば、あなたはいくらまで最大支

払ってもよいと考えるか。
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(Qの値を QXく Q;;;Q宰の聞で変更して、この質問を操り返せば回答者の限界支

払い意志額を算出することができる o なお、開発の是非が間われている場合には

Q =Q害の場合の質問だ廿を行えばよい。)

@ 開発の補償受容額を尋ねる場合

質問項目: ストック量Q宰のある森林を Qまで開発するとすれば、あなたは少な

くともいくら補償してほしいと考えるか。

(上と間報に Qの値を QXく Q壬Q#の聞で変更して、この質問を繰り返せば回答

者の限界補償受容額が算出することができる。なお、開発の是非を求める場合に

はQ=Q専の場合の質問だけを行えばよい o ) 

さて、 CVMによって計算される森林の公益的価値は、人々の回答を基にして

いる D 当然のことながら、それは果たして信頼できるものなのかという疑問が生

Uるo C VMによって森林の公益的価値が正確に推定されるためには、少なくと

も次のような条件が必要である o

すなわち、第 1に回答者はこ白仮設的な質問の内容を正確に理解できているこ

と、第 2に回答者は自らの支払い意志額や補償受容額を正確に算出できること、

第 3に回答者はこれらの貨幣評価額を正確に算出しようとすること、第 4に回答

者は算出された値を嘘偽ることなく表明すること、以上であるロ

第 lの条件は、森林が開発されるとどのような状態になるかを、回答者に十分

理解してもらう必要があることを述べているロそのために質問者は写真やビデオ、

コンピュータ・グラフィックスなどを用いて、開発後の状態をできるだけ正確に

回答者に説明しなければならないロ

第 2四条件はこの手法の暗黙の前提ともいえる。人々は計算機ではないから、

正確な計算を行うことはできないロそれゆえ CVMは信頼できる方法ではないと

する(外在的な)批判があるロこの批判に対して CVM自身は答えることはでき

ない。なぜならそれは CVMの前提となっているからである。そのためには CV

Mとは異なる代替的な評価方法を用いて、それによる結果と CVMの結果を比較

する他はないo このような評価方法の一つはすでに第 2節で検討された。しかし、

後に議論されるように、この手法によって CVMを完全に代替できるようなケー
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スはそれほど多くはないと考えられる D

第3の条件は、調査の結果がこの森林の利用および回答者の所得に影響を与え

るということを、回答者に信じ込ませる必要があることを述べているロ開発後の

状態を十分に理解し、それに応じて自らの支払い意志額等を算出するには、ある

程度白努力が要求される。もし調査結果が森林の利用と回答者自所得になんの影

響も及ぼさないならば、回答者は適当に答えてしまうであろう。

Randal1 (1987)は、算出が不正確となる場合には支払い意志額は過小に表明され、

一方、補償受容額は過大に表明されると述べている。例えば補償受容額を計算す

るには、現在の効用水準を開発後も維持するために必要な最小限の支出額を算出

しなければならないo補償受容額とは、この支出額から現在の支出額を差し引い

たものである o したがって回答者は費用最小化問題を解かねばならない。もしこ

の支出額の計算が不正確ならば、それは最適解(最小化された費用)よりも大き

くなる白したがって不正確な回答者によって表明される補償受容額は正のパイア

スを持つことになる。一方、支払い意志額に関するRandallの指摘は、必ずしもあ

てはまらないロ第 4章では開発後の最小支出額から開発変更後の最小支出額(効

用水準を開発後の状態にとどめる最小支出額)を差し引いたものが、支払い意志

額とされていた。したがって支払い意志額を計算するためには、回答者は 2つの

費用最小化問題を解かねばならないロどちらの解も不正確であれば、最終的に得

られる支払い意志額が正負いずれ白パイアスを持っかは決められないロ支払い意

志額が負のパイアスを持つといえるのは、開発か保全かの二者択一問題のときの

みである。この場合には開発後の(計算された)最小支出額と現在の(実際の〉

支出額とを比較することになるからである D

第4の条件は、回答者が戦略的な行動とること(自らの支払い意志額を偽って

表明すること)を未然、に防ぐことと言い換えることができる。伊!として、開発が

縮小されたり行われなくなった場合、人々は回答した支払い意志額に応じて比例

的な金額を支払うものとしようロこの場合、回答者の戦略は、真の支払い意志額

よりも少ない額を回答することになる。なぜなら実際の支払い額は、過小な回答

をしたおかげで小さくなる一方で、他の人々が正確な回答をすれば、実際に採用

される森林利用は其の支払い意志額を支払ってもほぼ満足のいくも白となるから

である。また、もし他の回答者も過小申告すると考えられる場合にも披は過小申
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告をするであろうロなぜなら、他の人々が過小申告をすることによって、この回

答者に対する負担は大きくなるからであるロこれは公共経語学でフリーライダー

問題と呼ばれる問題である。

別の例として、回答者の表明する金額によって森林の利用は決定されるものの、

社会の人々は決して支払い意志額を徴収されることはないとしよう o このケース

では回答者の戦略は過大申告をすることになる白その理由は明らかであろうロ

このように質問の形式によって、回答者が表明する支払い意志額は、真の値よ

り過小になったり過大になったりする可能性がある。したがって、回答者に真の

支払い意志額を表明させるような質問方法を考えねばならない。実際のところ、

パイアスを持たない質問方法の確立が CVM研究の主要な課題となっているロこ

のような質問方法は、需要顕示誘導策と呼ばれるものであり、柴田・柴田(1988)

第 4章第 5節ではクラーク機構を含む 2つの方策が紹介されている。また、多数

決方式を利用した方法が、 Randal1(1987)では示唆されているロただし、 Gibbard

の一般可能性定理によって、何らかの特定化を伴わない限り、真由支払い意志額

を表明させるような質問方法は存在しないことが、証明されている〈奥野・鈴村

(1988)第 36章を参照のこと)ロ例えばクラーク機構を用いる場合には社会の人

々の効用関数に準線形性が必要とされる(奥野・鈴村(1988)第 33章)。しかし

ながらこのことを逆に考えれば、何らかの特定化が許される状況では、 CVMに

よって回答者の支払い意志額を正確に知ることは可能であると言い換えることが

できる。

なお、戦略的行動に閲するもう一つのアプローチとして、 Bohm(1979)の方法を

紹介しておくロ彼は上述の 2つの質問が、それぞれ互いに反対の方向のバイアス

を持っていることに注目する o社会から 2つのサンプルを取り出し、それぞれに

異なる形式の質問を行うとしよう o すなわち一方は実際に支払い意志額を支払わ

ねばならず、もう一方は支払うことは決してないという形式である o もし、 2つ

白サンプルの平均支払い意志額が等しければ、戦略的パイアスが存在するという

仮説は棄却されるだろう。また、平均支払い意志額に差があれば、それは真の支

払い意志額が含まれる区聞を指定するのに利用できる口 Bohmの方法は回答者に戦

略的行動をさせないようにする白ではなく、その存在の可能性を認めた上でこれ

を統計的に処理しようとするものであるロ
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以上のように、 CVMを利用するためにはさまざまな注意が必要である。しか

しながら、その支持者は CVMはそれでもなお、公益的価値の計測白ための優れ

た手法であると主張する。その主要な理由は、 CVMだけが森林の公益的価値を

総合的に評価することができるというものである (Randall(1981)) 。実際のとこ

ろ、現在用いられている価値評価手法は CVM、第 4節で検討するトラベル・コ

スト法、そして第 5節で検討されるへドニ・y ク法の 3つにほぼ限られているロあ

との 2つの手法は、森林の公益的価値の一部しか計測することができないロまた、

第 2節でみたように、間接的な方法は、理論的には CVMと同様に総合的な価値

の計測が可能だが、現在のところ実証分析に利用するにはさまざまな困難があるロ

これらを考えれば、 Randal1のような CVMの支持者たちの主張は肯首できるも

のといえる D しかしながら、 CVMにもさまざまな問題点がある以上、他の方法

の問題点のみを挙げて、 CVM白優位を説くことは必ずしも適切なことではない D

おそらく CVMの有用性は次の観点から主張されるべきであろう白 CVMでは森

林が開発される前に事前にその公益的価値を計測できるロこれに対して、需要関

数による間接的な方法は、事後的にしかそれを計測できない D すなわち、それは

時系列デー夕、あるいはクロス・セクション・データを基にして、補償需要曲線

のシフトを観察することによって、森林の公益的価値を計測するものである。こ

の手法の背後にある暗黙の仮定は、検討される森林と同質の森林が過去に存在し

ていた(時系列データの場合)か、あるいは現在存在する(クロス，セクション

・データの場合)ということであるロより洗練された言い方をすれば、それは森

林の質を何らかの特性(林相、樹種、樹齢等〉の関数として一般化できるという

仮定である(これはLancaster(1966)流のとらえかたである〉白したがって、もし

ある森林が過去および現在の他自森林とは比較できないような特性を持つものな

らば、失われた森林とこの森林を閉じようなものと見なして、その公益的価値を

計測することは意味を持たないであろう。このようなケースでは間接的な方法は

無力であるロ CVMは特別な森林、言い換えれば森林として一般化されないよう

な森林に閲しては、現在のみならず将来的にも有用な手法であるということがで

きる。公益的価値の評価が求められるような森林には、このような森林が多く含

まれている。例えば知床の原生林の伐採のような問題に対しては、現在のところ

CVMが唯一利用可能な価値評価方法であるといえる o
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本節の最後に次のような興味深い問題を考案しようロ CVMによって支払い意

志額が計測され、ある森林 (A)が保全されているとするロ次に別のある森林(

B)に開発計画が持ち上がり、開発すべきか保全すべきかについて、 CVMによ

って支払い意志額が尋ねられようとしているロこのとき、森林Aに対する支払い

意志額が、実際に徴収されている場合とされていない場合では、森林 Bの公益的

価値は異なるであろうか。

容易 lこ予想されるのは、徴収されない場合目方が支払い意志額は大きくなると

いうことである。図 6-2はこの予想を図化しているロ図の 2つの曲線は、森林

Bのストック量と所得に関するある個人の効用の無差別曲線である〈仮定として、

個人の効用関数は厳密な単調増加準凹関数とする。第4章参照)ロここで曲線 I

は森林Aの保全のための支払い意志額が撤収されているケースを表し、曲線Eは

そうではないケースを表している o 函からわかるように、この予想、が成立するの

は、森林 Bのストック量が正の所得効果を持つ場合と言い換えることができる。

すなわち、森林 Bが正常財であればこ白予想は正しい。正常財とは、ある一定の

価格の下で、所得が多ければ多いほどその消費量も多くなるような財である。森

林はその消費量を自由に変化させもれるわけではないが、無差別曲繰の形状は正

常財(私的財)白それと準ずるものであると想定することは、それほど非現実的

な仮定ではない o したがって、多くの場合にこの予想は成立するものと見られるロ

この予想が成立する場合、次のような結論が導かれる D すなわち、もし、ある

森林の保全に対して、徴収されるべき支払い意志額が実際には徴収されないので

あれば、別の森林に関する支払い意志額は過大に計制され、したがって本来開発

されるべき森林が開発されなかったり、社会的に最適な水準以上l乙轟林が残され

る可能性があるロ

諜林の公益的価値の評価が CVMによって行われ、その結果開発が変更された

り行われなかったりしても、開発を断念することで発生する費用が、人々から徴

収されることはほとんどないロこのような状況で行われる CVMの結果は、かり

に理想的な計測環境におけるものであっても、過大なものとなっている可能性が

ある。 CVMによる森林の公益的価値の計測を行い、その結果を解釈する場合に

は、この点が配慮されねばならない。
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4. トラベル・コスト法

( 1 ) 理論

ここでは、森林レクリエーションに関連する価値を計測する方法を検討する。

それは森林レクリエーションに要する旅行費用に注目するものであり、トラベル

・コスト桂 (travelcost method) あるいは略して TC Mと呼ばれる。

1949年、アメリカ合衆国の国立公園局は 10人の経済学者に次白ような手紙を

送ったロ「ある森林があってその森林を木材生産や鉱物採取に利用する場合、経

済的な利益が得られるとするロにもかかわらずこの森林を国立公園として利用し

ていくことを正当化するために、現在の森林が発生している経詰的便益を測定す

るための方法を示唆してほしい。 J

この質問に対するHotellingの回答がTCMの起源となった (McConnell(1985)

による) 0 それは、「レクリエーション施設を地図に書き入れ、その周辺に同心

円あるいはゾーンを書き入れよ。閉じゾーンに住む人は、その中の公園施設を訪

れるのにおおよそ等しい交通費がかかるとする o より遠隔のゾーンに住む人々は

より高い交通費を支払い、近くに住む人は割安の費用を払うであろう。各ゾーン

白費用、距離、人口を注意深く解釈することによって、現在の森林が発生してい

る経済的便益に閲する適切な需要曲線を描くことができる白 j というものである。

Hotellingの回答の背景にある考え方は、森林レクリエーション・エリア(以下、

単に森林と略述する)の訪問者は、彼らが支払う費用以上の便益を得るから、そ

こを訪れるということである。社会を構成する個人(あるいは家計〉を森林の訪

問に要する旅行費用の観点から分類し、同じグループ(iとする〉に属する個人

は同じ旅行費用(C 1)を支払うとしよう。異なるグループには、異なる旅行費用

と異なる延べ訪問者数が観察古れるだろう oすなわち、財の価格が変化するとき

に異なる需要量が観察されることと類似のことが、旅行サービスについても観察

される。ただし各グループは人口(あるいは家計数〉が異なるから、それを規準

化するために、訪問者数ではなく訪問率(延べ訪問者数/人口)が、財の需要置

に相当することになる D いったん、旅行費用と訪問率の組がいくつか観察されれ

ば、それをもとに旅行サービスに関する需要曲線が推定できるロ図 6-3に示さ

れたこの需要曲緯は、レクリエーション需要曲線と呼ばれている。そして、ある
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グループ(i )の消費者余剰 (Marshall0)消費者余剰)は、図中の三角形Aにそ

の人口を乗 Uたものとして表される巴すべてのク'ループについて消費者余剰を計

算し、それを合計すれば、森林が社会に供給しているレクリエーション便益〈フ

ロー〉を貨幣単位で評価できることになるロさらに何らかの割引率を用いて便益

フローを割ってやれば、森林のストックとしての価値が得られるロ

以上がTCMの考え方であり、その発想は極めて単純明快で素朴である白そし

て興味深いことに、この方法は、第 2節でみた弱補完性(あるいは需要の相互依

存性〉アプローチによって理論的基礎を与えることができるくこのことを示した

のはMa1 er(19 74)第 5章である〉。

厳密さを期すために、ここでは通常の需要関数〈上述のレクリエーション需要

関数)と補償需要関数は一致するものと見なそう。あるいは、 Willigの方法によ

って、通常白消費者余剰で補償変分(あるいは等価変分)が近似できるものとし

よう。なお、これらの想定の背後にある仮定は、ある森林に対する訪問回数は所

得とまったく(あるいはあまり)関係がないというものである o 次に、森林の存

在と旅行サービスの聞には需要の相互依存性があるとする。すなわち、旅行サー

ビスの価格(旅行費用)が余りに高くなると、その需要は 0となる(森林は訪れ

られなくなる)ロそして、森林を訪問しない人々の効用水準は、森林が開発され

たり閉鎖されても影響を受けない o

以上の仮定の下で、この森林がレクリエーション刺用されることによって生じ

る集計的支払い意志額(あるいは閉鎖されることによって生じる集計的補償受容

額。いずれも限界がつかないことに注意されたい〉は、図 6-3の三角形Aで表

されることになるロなぜなら、閉鎖された状態ではレクリエーション需要関数は、

旅行費用の大小に関わらず、旅行費用サービスに対する需要置が0という半直鯨

となり、 2つの需要曲緯によってつくられる消費者余剰はAと一致するからであ

る(第 2節図 6- 1の矩形Aと比較されたい〉白

( 2) 実証分析に応用する際の留意点

このように TCMは簡単な考え方に基づいており、それは理論的にも明快であ

る。さらにもし旅行費用を交通費と見なすことができるならば、それは訪問者の

所在地から推定できる。したがって厳密さを間わなければ、レクリエーション需
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要関数の計担.IJは容易である。このためアメリカ合衆国の自然公園を対象として行

われたClawson(1959)の研究以来、これまで無数の実証研究が行われてきている司

そしてその一方で、この手法を実証分析に用いる際の問題点や課題もまたかなり

な程度明らかになりつつあるロここではこれを経商学と統計学の 2つの観点に分

けて論じよう。

はじめに経済学上の問題点について指摘する o第 1Iこ旅行費用とはいったい何

かという問題がある白実際に支払われる費用のみを旅行費用と考えるのは不十分

であり、旅行に要する時間や森林での滞在時聞の機会費用をも考慮しなければな

らないのではないか、というもっともな指摘がこの問題を生み出す。旅行費用を

得るためには、時閣の価値をまず計測しなければならない。この問題に対して、

例えば賃金率に1/3を乗じたものを用いる (Cesario(1976)) 、賃金率に一定自係

数を乗じたものを時閣の価値とし、その係数をレクリエーション需要関数のパラ

メータのーっとして推定するくMcConnelland Strand(1981))など白方法が提案

されている。しかし、時聞の価値が賃金率の線形関数であるという仮定は、理論

的に支持できないことが知られている (Smith他(1983)。赤尾(1991a)も参照され

たい〉ロ

さて、いったん時聞の価値に対して考慮を払わねばならないことになると、そ

れが線形であれ非緯形であれ、森林への訪問に対して同じ費用を支払うグループ

を見つけだすことは容易ではないロ Hotellingの指示に従って地理的lこゾーンを区

分するだけでは、閉じ費用のグループを分類したことにはならないロなぜなら、

地理的なゾーンによって分類されたグループは、時閣の価値の異なる人々を含ん

でいるからである o この問題に対して正攻法をとるならば、ゾーン区分をした後

で、さらに時閣の価値がグループ内では一定となるように、賃金率や所得、旅行

回数などの観点から再区分を行うことになる。しかし、この方法に必要なデータ

を収集するには多大な労力が要求され、多くの場合、それは不可能であるといわ

ざるを得ない由

もう一つの深刻な問題は多目的旅行であるロこれは訪問者が一回の旅行で複数

の訪問先を持つ場合に尭生する。例えばある人が森林と博物館に訪問する場合、

森林のために支払った旅行費用と博物館のために支払った旅行費用とを、いかに

して分離し識別できるだろうか。さらに面倒なことに、このような多目的旅行の
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問題は、 1つの森林への訪問でも生じる可能性がある o なぜなら、森林までの移

動の聞にも人々は美しい景色を見たり、クルマを走らせたりすることで、効用を

得ている可能性があるからである o 多くの訪問者がこうした多目的旅行を行ーって

いる場合、他の旅行先を無視して TCMを行うと、その結果は森林のレクリエー

ション価値を過大推定することになるロ

次に統計学上の問題を述べるロ問題を明確にするために、まずTCMによる森

林の公益的価値(レクリエーション価値〉計測の手順を説明しよう白単純化のた

めに、ここでは全ての関係を線形で表現することにするロまず、社会は旅行費用

の観点から mXn個のグループに分類されたとしよう。任意のグループ G1 J ( i 

= 1. 2，・・・， m， j =1. 2，.・・， n) は、地理的分類 iと時閣の機会費用による分類 j

によって他のグループから区別されている。さて、 G1Jに属する家計の数を R1J 

で表す白また、森林を訪れた年間延べ家計数を rlJで表す白その要する交通費を

C 1 (既知)とする D また旅行に要する時閣の機会費用を αJt 1で表す。ここで α

Jは時閣の価値を表す未知のパラメー夕、 t1は旅行時間(既知〉である o 以上か

ら、グループ GlJの旅行費用 CuはClJ=Cl+αJt 1となり、レクリエーション

需要関数は

r 1J/ R 1 J = A (C 1 +αJt 1)+B=AtCl+A2Jt 1+8 

で表される o ここでA、Bは未知のパラメータである。また被説明変数が、グル

ープの人口で規草化されていることに注意されたい。

さて、上の推定式の説明変数は C1とt1であり、 αJあるいは A2Jを推定するた

めの情報がないロしたがってこのままでは推定は不可能であるロ考えられる一つ

の方法は、 αJあるいは A引を所得や賃金率等と関連付けた関数で表現することで

あり、もう一つは jを固定して(したがって αJを定数として)、 n個のサブ・グ

ループGJのそれぞれについて推定することであるロここでは後者の方法をとるこ

とにしようロこの方法の利点としては、第 lに時閣の価値に対して先験的に関数

型を与えなくてよいこと、第 2にサプ・グループ聞で Al及び Bの値を異なるもの

としても推定できること、第 3にテャウ・テストを用いることによって、時閣の

価値に関するグループ分けが適切なものかどうかをチェックできることが挙げら

れる o ただし、既に述べたようにグループ分け自体が、困難な問題を含んでいるロ

また、サプ・グループでの推定が信頼できるものとなるだけの、十分なデータ数
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を確保しなければならない。

さて、パラメータ Al、A2Jそして Bを推定すればレクリエーション需要関数が

得られる o また、 αJ=A2J/ A 1の関係を利用して時聞の価値が計算できる。こ

れらが得られれば、森林の公益的価値を求めるための積分計算は容易である。

以上のモデルを基に統計学上の問題を検討しようロなおここでの指摘は、基本

的にMcCon e 11 (198 5 )に依っている。まず第 lに挙げられるのは多重共謀性の問題

であるロ交通費と旅行時聞の聞に強い相関関係があることは容易に想像されるが、

そのために多重共線性の問題が生じるロ多重共線性が生じると上述のパラメータ

-Al、A2Jの値は不安定なものとなる o もし、滞在時聞が訪問者によってさまざ

まで、また移動時間と同じオーダーかそれ以上のオーダーであれば、心配される

ような相関関係そのものが見られないかもしれないロまた、かりに相関関係がみ

られでも、説明変数の直交化変換が可能ならばこの問題は処理できる。ただし、

いずれにも該当しない場合lこは、時聞の価値はレクリエーション需要関数を推定

する以前に別の形で推定しなければならない。

次に不均一分散の問題に移ろう。不均一分散の問題は、費用の観点から区分さ

れた個々のグループの総家計数(母集団)が異なるために、観測された訪問者数

(標本)の分散を一定とみなすことはできないという問題であるロこれに対して

は一般化最小二乗法によって推定するか、あるいは分散安定化変換のような変数

変換の技法を用いることを考えておかねばならない。

最後に、関数型の特定化の問題がある白上の例では線形関数を用いているが、

一般に関数型は先験的に決められるものではない。このため、 Box-Cox変換等の技

法の利用を考虚しておく必要があるロ

以上のように TCMの考え方が明快かっ素朴ではある一方で、それを実際に適

用するとなると、いくつかの困難な問題をクリアーしなければならないことがわ

かる。さらに、もしこれらの問題が解決されたとしても、 TCMによって推定さ

れた森林の公益的価値は、真の値に比べて理論的に過小推定になる可能性がある白

このことは、森林がレクリエーション価値以外の価値を持つ場合には当然だが、

森林レクリエーション価値に限つでもなお、過小推定となる可能性がある。ここ

ではこのことに触れておこう。

1964年の論文でWeisbrodは、次のような問題を提示した。 r国立公園の運営に
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ついて、もしそれが訪問者の消費者余剰をすべて徴収できる差別的独占者によっ

て行われている場合でも運営費用が賄えないのならば、国立公園はその訪問者に

対して轟林レクリエーション・サービスの供給をやめて、木材生産や鉱石採取に

その用途を転換すべきだろうか。」

差別的独占者による料金徴収とは、旅行費用アプローチで推定された森林の公

益的価値が全て徴収されることを意味する。にもかかわらずその運営が赤字とな

っているケースを設は考えたのである o 続けて彼は次のように推論する白「しか

し、将来においてこの公園を訪れるかも知れないと考えながら実際には決して訪

問しない人々が存在し、彼らは将来においてこの公園を訪れることの選択権〈オ

プション)を確保するためにいくらかの金額を進んで支払おうとするであろう。 J

Weisbrodはこの支払い意志額をオプション価値と名付けたロ第2節でも述べた

ようにオプション価値が存在すると、弱補完性(あるいは需要の相互依存性)の

仮定は成立しなくなる。すなわち、 (正の)オプション価値が存在すると、 T C

Mによる森林の公益的価値の計測は過小推定となる。

本節目最後に、 TCMを用いた興味深い論文をいくつか紹介しておくロ一つは、

TCMを森林の価値ではなく、開発の便益に用いたCicchetti他(1976)である。彼

らは、森林がスキー場として開発される場合に発生する便益を、 TCMによって

計測しているロその方法論上の特徴は、一つの森林の開発による他のスキー場に

対する影響が考慮されている点である o 彼らの結論は、計担~結果に対する慎重な

考察をしでもなお、スキー場開発白便益はその費用を上回りそうにないというも

のであるロ

注目すべきもう一つの論文として、 Brownand Mendelsohn(1984)を挙げておこ

うロこれまでの説明から、 TCMは、開発か保全かという二者択一問題にのみ利

用されるものと考えられる。彼らの論文はこの制約が緩められることを示唆する

ものである。彼らは、ワシントン州の河川における釣りのレクリエーション需要

関数を、その河川の特性と関連づItて計測したロもし特性が基数的な数値で表現

できるならば、ある森林の開発の程度は、その数値の変化によって表現されるロ

そして、レクリエーション需要関数が特性の関数として計制されるのであれば、

開発の程度に応じて森林の公益的価値の変化が計測できることになるロ彼らの計

制そのものは、必ずしも成功したものとはいい難いが、企図されている TCMの
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理論的拡張は、非常に興味深いものがある o

5 .へドニック法

( 1 ) ヘドユック価格式とその解釈

本節では宅地価格に注目して、森林の公益的価値を計測する手法を検討する白

それはヘドニック法と呼ばれる方法の森林に対する応用である。

宅地の価格は、周辺地域の公共施設の有無、通勤や通学の条件、森林や緑地と

いった生活環境によって決定されると考えられるロここで宅地価格を Pで表し、

生活環境を構成するこれらの個々の要素(特性あるいは属性と呼ばれる〉をベク

トル(Q.z)で表そう白 Qは宅地の周辺の森林のストック量を示すスカラーであり、

zはその他の環境特性を表すベクトルである。もし、宅地価格Pとその宅地の特

性 (Q.z)をセットとする一連のデータが得られれば、宅地価格関数P=P(Q.z)

が推定できる o この閲教はヘドニック価格式と呼ばれ、このような関数で表現さ

れた宅地価格はヘドニック価格と呼ばれている。なお、ヘドニック(訳すと「快

楽的J)という言葉は、ヘドニック価格式を最初に用いたCourt(1939)に由来する

が、この言葉に特別な意味はない(太田(1980)第 5章脚注を番照のこと)白

さて、へドニック価格式を Qで偏微分すると、森林のストック置の限界的な 1

単位の増加に対する宅地価格の変化がわかる o 直観的に、この偏微分係数は森林

の限界価値を表していると予想される。もしそうであれば、それは宅地価格に反

映された森林の価値であり、おそらく森林が生活環境白面で果たしている機能を

反映しているはずである。したがってそれは、森林の生活環境限界価値を表すも

のといえる D このような考え方に基づくものが、最も素朴なヘドユック佳である。

しかし、この方法は観測値を単に機械的に処理するものに過ぎないロへドニッ

ク価格式の偏微分係数を森林ストック量の限界価値と見なすためには、当然のこ

とながら一定の仮定に基づいた理論が必要である。また、その諸仮定は現実的な

観点からその妥当性が検討されねばならない。そこでまず、ヘドニック価格式を

市場均衡の観点から理論づけたRosen(l974)に依拠して、その偏微分係数が何を表

しているのかを考案しよう D
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社会にはさまざまな特性を持つ宅地が存在し、社会全体で特性の集合は凸集合

であるとする。そして、その集合の任意の要素 (Q，Z)に対応して宅地価格が存在

し、ヘドニック価格式が 1団連続微分可能な関数 P=P(Q，Z)で表されるとする E

Rosen (1974)はヘドニック価格式を市場均衡白結果、得られるものと見なして、市

場価格綜と呼んでいる D ここでもそのような考えに基づき、これを市場価格線と

呼ぶことにするロさて、特性 (Q"'， Z "')で表されるある宅地を、面積m写だけ購入

する個人について考えよう o この個人は市場価格線を所与として、次の効用最大

化問題を解いていると考えられる oすなわち、

max u(I，m，Q，z) subject to 1有一 [1+mP(Q， z)]=O 

ここで Uは連続微分可能な効用関数である。また、 Iは宅地以外の財に購入され

る支出額を示し、 1::1は所得を表す。この問題の最適解は (r"， mぺQ'. Z耳)であ

り、最適解が満たす 1階の条件は次のようになる白

U 1一λ=0

um一λP=O

uQ一λmPQ=0 

uz-λmP z=O 

1 #-一 (I+mP)=O

次に l階の条件を Pについて解くことを考えよう。この偏微分方程式を含む連立

方程式は、解くことができるものとする。このとき任意の (m，Q，z)に対して P

= P (m， Q， z)が得られるロそれはある宅地 (m，Q，z)をこの個人が選択すると

き、彼が市場に対して提示する非補償支払い意志額を表している(正確には宅地

面積 1単位当り非補償支払い意志額であるロただし、宅地面積 1単位当りという

言葉は誤解の恐れのない場合には省略することとする) D この非補償支払い意志

額は、唯一 (m"'，Q七zつで市場価格綿と一致するだけで、それ以外の点では市場

価格線とは異なる値をとることに注意しようロここでは、市場価格線との混乱を

避けるために、個人を示す添え字 iを用いてこれを

P i国 p1{m，Q，z) 

と表すことにするロ

さて、社会にはさまざまな個人が存在し、その個々人に対して plを考えること

ができるロまた、ある特性 (Z• Q)を持つ宅地に対して、最も高い価格をつけた人
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図 6-4対ムい意志額曲線と市場耐繊
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がこの宅地を購入することができる。そのために、個人は披自身が提示できる最

も高い価格 P~1 を宅地 (Z ， Q) に付けねばならないロ以上から、

P (Q， Z ) = max 1 [maXm p 1 (m， Q， z)] = max 1 P d (Q， Z ) 

であり、市場価格線は個々人の最大非補償支払い意志額曲面 pdの上方包絡面と

なるはずである (P勺は Q-z空閣の曲面を表していることに注意されたい)司

この考えにしたがって、図 6-4は森林のストック量Qに閲して、個々人白 p:d

と市場価格線の関係を描いている o 任意の個人 i1こ対して P，1は、
pQxl=(UQ1/λ)/m 

を満たしている。図からも明らかなように、ある個人が購入する宅地において、

市場価格綜とその支払い意志額曲線は接することになるロすなわち、市場価格線

の偏微分係数は、その宅地を購入する個人の非補償支払い意志額曲綜の偏微分係

数((U Ql/λ)/m)と一致する。したがって宅地価格PのQに関する偏微分係

数は、個人目宅地面積 1単位に対する森林の(非補償)生活環境限界価値を表し

ている。これがヘドニック価格式の偏微分係数についての一つの解釈である。

以上白見解はFreeman(1979)及びJohansson (1987)第7章に見られるものである。

しかし以前の節では、支払い意志額は効用水準を一定に保った補償支払い意志額

として議論されてきた。したがって、以前の節との整合性を保つために補償支払

い意志額の観点から、ヘドニック価格式を解釈する必要がある。そこで、上で示

された効用最大化問題を解くことによって得られる効用水準を U#とし、次の支出

最小化問題を考えるロ

min 1 +mP(z，Q) subject to U=U~ 

この支出最小化問題の解は、上の効用最大化問題の解と一致する(その理由につ

いては本章第 1節を参照のこと)ロ最適解が満たす 1階の条件は、内点解の場合、

1 -μU 1 = 0 

p-μUm= 0 

m PQ一μUQ=0 

mP z-μU z= 0 

U害-U=O

と表される(ここでμはラグランジュ乗数である〉。一方、効用水準を UIrにとど

めて効用関数を所得 I と Q で全微分すれば dU~=O=Uldl+UQdQ である。
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したがって、限界支払い意志額 (MWTP) は1階の条件を利用して

MWTP=ー d I/dQ=uw'u!=μu Q= m P Q 

と表される o

この結果は、宅地価格の偏微分係数が、その宅地を購入する人の宅地面積 l単

位当り(補償〉限界支払い意志額と一致することを示している白したがって宅地

価格 PのQに関する偏微分係数は、その宅地を購入する個人にとっての、森林の

〈補償)生活環境限界価値を表している。これがヘドエッタ価格式の偏微分係数

に対するもう一つの解釈であるロ

( 2 ) へドニック法の理論的検討

以上の考案にしたがえば、ヘドニック価格式の偏微分係数は、その宅地を購入

した個人の限界支払い意志額(補償された、あるいは非補償の)を表すものとし

て厳密に意味付けすることができる。しかし、この望ましい結果は、いくつかの

明示的、あるいは暗黙の仮定の下に導かれたものであることに註意しなければな

らない白

その導出と解釈を支える最も重要な前提は、第 1に現実の宅地価格が市場価格

鞍と一致し、計制されたヘドユック価格式によって完全に表現されること、第 2

に市場価格綿が連続微分可能であること、の 2点である o したがって、 3つの価

格が一致するため由条件、および連続微分可能となるための条件を、理論整合性

と現実妥当性の観点、から検討しなければならない o

はじめに宅地価格、へドユック価格式、そして市場価格線が一致することを前

提として、これが連続微分可能となるための条件を検討しよう。ここでは、社会

に存在する宅地が、その特性白観点から凸集合を形成しているという仮定は満た

されているものとする o この仮定は、考察される社会、あるいは市場均衡が成立

する社会が、地理的な意味で十分に広ければ、妥当な{反定と見なすことができる。

また、個々人の支払い意志額曲線は必要なだけ連続徹分司能であるとしよう。こ

の仮定はおそらく効用関数の連続微分可能性に依存する由それは検証不可能な仮

定であり、有用な経済学上の結論を得るためのpracti calな仮定として認められる

であろう o

はじめに連続微分可能性が満たされない例を考察しよう。 2つのタイプの個人
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しか存在しない社会を考える。ここでタイプは効用関数ならびに所得水準等、効

用関数のパラメータの観点から分類されている。簡単化のために宅地の特性は Q

のみと考えよう。市場価格掠は、個人D非補償支払い意志額曲線の包絡緯である

ことに注意すると、この社会では図 6-5に示されたような区分的に連続な市場

価格緯が描かれる白この図から明かなように、 A点では市場価格線は徴分可能で

はない E

以上の考察は、へドニック価格式を連続微分可能な関数として計測することは、

一般に適切ではないことを示唆する。すなわち、社会に存在する個人は有限なの

でそのタイプもまた有限である。したがって、市場価格線は有限個目不連続点を

もっ区分的に連続な閑散となるロそして、かりにそれを連続微分可能な関数で近

似した場合、その偏微分係数が森林のストック量に対する限界支払い意志額を表

しているという保証はない白もし可能ならば、へドニ・y ク価格式は区分的に連続

な関数として計測されるべきであろう白不連続点にあたる宅地は、 2つの異なる

タイプの個人によって購入され、その片側微分係数がそれぞれのタイプの限界支

払い意志額を表現することになるロしかし、このようなヘドニック価格式の計測

はほとんど不可能である白なぜなら市場価格線がどこに不連続点を持っかを知る

ことはきわめて困難だからである o

この問題を回避するための一つの仮定は、社会を構成する諸個人は同質であり、

全ての個人は一つのタイプと見なすことができるとするものであるロこのとき市

場価格線は、一人の個人の非補償支払い意志額曲線と完全に一致する。したがっ

て、上で述べたような問題は生じない E こ白仮定は、 Roback(198 2)によって採用

され、都市のアメユティの評価に用いられたものである白また、 Scotchmer(1985}

およびKanemoto(1988)はこの仮定の下での理論を発展させているロ

Robackの方法の直接的な適用は、近年日本でもしばしば行われている(例えば

加藤(1989)、安達(1992))。しかし彼女自身も述べているように、諸個人を全く

同質とする仮定は、極めて非現実的なものである。このため、浦出他(1992)では

個人を 2つのグループに分類する計担，IJ方法が提示されている o しかし、 2つのタ

イプが別々白市場価格掠を持つならば、同じ属性の土地に 2つの宅地価格が存在

することになり、市場均衡モデルは矛盾に直面することになる口また、もし 2つ

のタイプが住み分けるならば、図 6-50)不連続点の問題が生じる o このように
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浦出他の方法を採用すると、さらなる複雑な問題に直面するか、あるいはRoback

が回避しようとした問題に再び立ち戻ることになる o

Robackは、宅地市場とともに労働市場にもヘドニック法を適用し、 2つの市場

の一般均衡モデルから、宅地価格の偏微分係数 lこ解釈を与えているロこのことか

ら、浦出他の方法によって生じる市場均衡に関する矛盾は、別の市場、例えば労

働市場を考えることによって解決されると考える人がいるかも知れない D つまり、

宅地市場で一物一価の均衡(1本の市場価格線〉が成立するように、労働市場で

調整が行われると考えるのである。ただし、このケースでは同じ特性の宅地に住

む個人が異なる賃金を得ていることになる白したがってへドニック賃金率の特性

は、 Robackのトリッキーな仮定(賃金率は生活環境によって決定される〉とは異

なり、個人の経歴や技能でなければならない白これはRobackのモデルの重要な拡

張である。しかし残念ながら、そのような理論は現在のところ未だ現れていない固

また、ケインズ旅経済学者によってつとに強調されてきたように、労働市場がい

かに制度的要因〈例えば賃金の下方硬直性)に支配され、新古典派の市場均衡モ

デルとかけ離れたものであるかに留意すべきであろう白

以上の個人の同質性の仮定は、きわめて厳しい仮定であった。ここで、へドニ

ック価格式白連続微分可能性を得るためのもう一つの仮定について述べよう o そ

れは、個人のタイプが一種の連続体として近似できるとするものであるロこの仮

定は、 Maler (1977)が採用しているものだが、彼自身は連続体の仮定を明確には定

義していない。ここでは連続体白仮定を次のように定義しよう(ただし、この仮

定はMalerの想定している仮定よりは、おそらく制約的なものである)。すなわち、

① 社会の全ての個人の非補償支払い意志額が一つの微分方程式体系によって表

現され、

@ 個々人の遣いは解由パラメータ〈効用関数のパラメータと所得からなるべク

トル)の違いであり、

@ パラメータ白凸集合に属する任意の点に対して常に一人以上の個人が対応す

るとき、

個人のタイプは連続体と見なされる(なお、パラメーターの凸集合を一つの点で

あると考えれば、これはRobackの仮定になる) 0 

さて、この連続体の仮定を採用すると、市場価格線は微分方程式の特異解とし
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て得ることができ、市場価格線は連続で徴分可能となるロ例えばRosen(1974)は、

この仮定を用いることで短期市場均衡の存在を例示しているロしかし、明らかに

この仮定にも問題がある。もともと有限の人数しか存在しない個人を、連続的に

変化するパラメータで表現するのは原理的に不可能だからである。ただし、もし

極めて多くの個人からなる社会を分析の対象とするならば、このような近似は許

されるだろう。そして、おそらくそのような社会の分析では、連続体の仮定は個

人の同質性の仮定よりももっともらしい仮定と考えられる白

次に、もう一つの検討課題、すなわち現実の宅地価格、市場均指価格〈市場価

格線)、そして計測されるヘドニック価格式の 3つの価格が一致するための条件

を検討しよう。はじめに理論的な市場価格綿と実際に計測されるヘドニック価格

式との関係について検討する o ここでは宅地価格は市場均衡によって形成される

もの、したがって市場価格線と一致するものとしよう o さて、宅地価格には人々

の将来に対する予想が、反映されている可能性がある。例えば個人は、将来森林

が消失することを想定して宅地を購入するかも知れないロこの場合、市場価格鵠

は将来の変化が織り込まれたものとなる。一方、ヘドニック価格式は現在の特性、

例えば現在の森林のストック量の関数として計測される。したがって、これら 3

つの価格が一致するためには、各個人が現在の状態を不変由ものと見なしている

とする仮定を置かねばならない。しかしこの仮定は、例えば開発が進行中の宅地

などに関しては、非現実的なものといわざるを得ない。もし、個人が将来の変化

を予想して非補償支払い意志額p~ lを提示しているのであれば、計測されるヘド

ニック価格式は、将来の変化を表す変数を無視していることになる。この場合に

は、ヘドニック価格式の偏微分係数が何を表すのかは全く醍昧である o

?xに現実白宅地価格と市場価格線との関係を考察しよう o ここでは、現実の宅

地価格は完全にへドニック価格式で記述されるものとするロさて、これまでの考

案において、ある特性 (Q.z)における市場価格緯の偏微分係数は、その特性を持

つ宅地に住む全ての人々の限界支払い意志額を表すものと暗に解釈されていた。

これは、市場価格線が社会の全ての個人によって形成されると仮定していること

を意味するロ一方、具体的な宅地の販売と購入について考えると、宅地の売買は

個人にとって一生のうちにせいぜい数回しかない選択である。また、ある時点で

取り引きされる宅地は、全宅地面積のごく一部にしか過ぎない白したがって現実
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白宅地価格は、社会の全ての個人によって形成されているというよりは、その時

点で宅地を購入あるいは販売しようとしている一部の個人によって形成されてい

ると考えるのが自然である o この点をより厳密に述べれば、次のようになる。宅

地の売買にあたっては、必要な情報を得るために多大な労力と時間、そして金銭

を要する o また売買後の引っ越しに際しては、金銭のみならず精神的な面でもコ

ストが無視できない。これらの費用は経済学では取引費用と呼ばれるものであるロ

宅地価格の形成に参加する人々が社会の一部の人々となるのは、取引費用を支払

うぐらいならば、現在の宅地に住み続けることを選択する個人が存在するためで

ある白反対に、現実の宅地価格を市場価格緯(全ての個人の支払い意志額曲線の

包絡繰〉と見なすためには、取引費用が無視できるほど小さいと仮定しなければ

ならない。しかし、この仮定は明らかに非現実的である。

多大な取引費用の存在は、社会全体の森林のスト γ タ置に対する集計的限界支

払い意志額、すなわち森林白生活環境限界価値を得ょうとするときに、深刻な問

題を引き起こすロ森林の社会的最適利用を考えるためには、個人の限界支払い意

志額ではなく、それを合計した社会全体の集計的限界支払い意志額が必要とされ

たことを思い出されたい。上述の指摘は、観察された宅地価格、したがってへド

ニック価格式からは、社会の全ての個人白限界支払い意志額を知ることはできな

いことを意味する。それは単に、ある時点で売買を行う個人の限界支払い意志額

についての情報を持っているに過ぎない。

以上、ヘドニック法の諸問題を、理論整合性あるいは現実妥当性白観点から検

討してきたロさらなる議論はMaler (1917)によって展開されている o ヘドエック法

を徹底的に批判したMalerは、ヘドユック法によって環境の質に対する支払い意志

額を評価することは、現実には不可能であると結論づけている。彼の批判に対し

て、 Freeman(1919)が部分的なヘドニ・yク法白擁護論を提示しているが、今日に至

るまでMalerの批判に全面的に、そして説得的に応える論文はないようである由そ

の一方で、へドニック法はこれまで盛んに利用されてきている。その理由の一つ

は、ヘドユック法が現在存在する森林の公益的価値の計担11方法の中で、最も容易

な手法であることによるロすなわち、最小限必要とされるデータは宅地価格と宅

地特性であり、これらを収集することはさほど困難なことではない。もう一つの

理由は、他の方法もまたそれぞれ固有の問題を抱えており、ヘドニック法が信頼
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できない方法であるのと同様に他の方法もまた信頼できないことによるロ

これらの消撞的な理由が、ヘドユック法の利用を正当化するも白ではないこと

は確かであるロしかし理想的な価値計測法が現実に利用不可能な状況では、ヘド

ニック法由利用に対して上述のような問題点があることを正確に認識し、その結

果を解釈する以外にはない白

( 3 ) 付け値関教による公益的価値の計測

本節の最後に、森林の生活環境価値(限界がつかないことに注意されたい)を

ヘドエッタ法から得ることを検討するロすなわち、森林のストック置の微小でな

い変化に対する支払い意志額を、ヘドニック法からいかに導くかを論じよう D な

お、社会の諸個人が同ーの効用関数を持っとするRobackの仮定を用いれば、ヘド

ニック価格式は支払い意志額曲繰そのものとなることに気付かれたいロしたがっ

て、この仮定の下では問題は、ヘドユック価格式を得るだけで解決する。したが

って、ここでは陥lerの連続体白仮定を採用することにする。

まず、この課題を考察するための有用な関数として、 Rosen(1974)の付け値関数

を示そう。この関数は、ある効用水準に個人をとどめるために、任意の環境特性

に対していくら所得を減少させねばならないか、あるいは補償しな廿ればならな

いかを表すものである口付け値関数を r(Q，z;I"，u勺とすれば、 rは次の恒等

式を満たしている。

u#= u(I#-mr，m，Q， z) 

ここで U は個人が宅地を購入した時の効用水準であり、 1#は利用可能な所得の総

額を示すロ付け値関数はまた、すでにみた支出最小化問題の 1階の条件を Pにつ

いて解くことで得られることに注意されたい。それは、個人の効用水車を宅地購

入時点に保つための最大支払い意志額(あるいは最小補償受容額〉を示す。した

がって問題は個々人の付け値関数を求めることに帰着する。

個々人の付け値関数は、非補償支払い意志額曲面と同様に、市場価格綿とある

1点で接し、市場価格線は個々の付，t値関数の包絡面となることに注意されたい。

すなわち市場価格線上の個々の点は、その宅地を購入する個人の付け値関数の、

ある 1点の情報を持っているロその情報とは、宅地の特性、支払い意志額、そし

て限界支払い意志額を示す勾配ベクトルである D このため、 Rosen(1974)は、市場
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価格韓が一つ得られれば付け値関数が求められると考えたロしかし後に、 Brown

and Rosen (1982)は、 2次関数による例を用いてこのことが誤りであることを明ら

かにした D また、 Kanemotoand Nakamura(1986}は、より一般的な設定で彼ら白結

果を確認しているロ

実際のところ付加的な情報あるいは仮定なしには、一つの点の情報から曲面(

付け値関数)を得ることは原理的に不可能である o このため、 Brownand Rosen 

(1982)では、地理的あるいは時間的に異なる宅地市場から複数の市場価格綿を計

測することを示唆している o しかしこの方法では、ある市場の個人が他の市場の

どの個人と対応するのかを、先験的に{反定しなければならないだろうロそのよう

な先験的な仮定を行うならば、より直接的に個人の効用関数や付け値関数の型(

連続体の仮定によりパラメーターは個々人で異なる〉をあらかじめ決めておくこ

とも考えられるロこの方法は、前者がQui g 1 y (1982)によって採用され、また後者

はKanemotoand Nakamura(1986)によって採用されている巴いずれにせよ、森林の

ストック量の微小でない変化を、ヘドニック法によって計測するためには、先験

的にかなり制約的な慌定を設定しなければならない。

6 . ヘドニック法による森林の生活環境価値の計担，IJ

( 1 ) 計担，IJモデルとその結果

本節では、これまで考察してきた森林の公益的価値の計測方法の中では最も利

用が容易なヘドニック法を用いた、実際白計測結果を示す。この計測は平成 3年

度および4年度の国土庁・林野庁他 5省庁の共同調査である「京滋地域総合整備

計画調査Jの中で行われたものであり、赤尾と幡〈京都大学大学院農学研究科)

による共同研究の成果の一部である。同調査の全容については、林野庁指導部

「京滋地域総合整備計画調査報告書J(平成 3年 3月および平成4年 3月〉を参

照されたい o

まず、ヘドニック価格式を次のように定義しよう白

P k = P (X k'， Y k) 

ここで Pk:宅地Kの宅地価格，
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X k. :宅地kにおける自然環境特性のベクトル白 Xk， = (x 1. • • '. X m) 

Y k， :宅地kにおける社会環境特性のベクトルロ Yk，= (Yl.・・・.Y n) 

である。用いられた特性(( )は略記号〉とその基となった資料および単位は以

下のとおりである白

① 自然環境特性 (X) 半径 5km以内の森林面積 (HAN5F)、岡田畑面積

(HAN5T)、同ゴルフ場面積 (HAN5G)、半径 lkm以内の緑地面積=

印刷1R)、同土崖の延長 (HAN1G)

*ここで緑地面積とは森林、農地、森林公園、ゴルフ場等、緑で覆われた緑被

面積を指すロ

② 社会環境特性 (Y) 半径 lkm以内の病院数 (HAN1H)、同神社仏間数

(HAN1JT)、同郵便局数印刷1Y)、住宅密集地かどうか(J自TAK町、

上水道の有無(JOSUI)、下水道の 有無 (GESUI)、都市ガスの有無

(GAS)、最寄りの鉄道駅から大阪・京都・大津までの所要時間

(EK I CI TY)、宅地から最寄り駅までの距離はYOEKI)、小中学校まで

の距離(KYOGAK) 

@ 宅地価格 (p):滋賀県及び京都府の地価調査(平成 3年 7月 1日現在)より

京滋地域に接当する 141地点の価格。ここで京滋地域とは、滋賀県南

東部の 3市 3町(大樟市、守山市、草津市、栗東町、石部町、信楽町)

と京都府南部の 2市 7町 1村(宇治市、域踊市、宇治田原町、井手町、

山城町、和束町、加茂町、笠置町、南山域村)を指すロ

@ 資料:上記地価調査および国土地理院の 5万分の l地形図ロ

⑤ 単位:

HAN5F， HAN5T， HAN5G， HANIR.・・ 2.5haを1単位とする由

HAN1G 

HAN1H， HAN1JT， HANIY 

EK 1 CJTY 

KYOEK J 

KYOGAKU 

• 500m 

-個数

分

1m 

50m 

-ある

" 

" 

" 

" 

" 

しない 。JUTAKU， JOSUI， GESUJ， GAS 

P -・ 100円を 1単位とするロ
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次lこ関数型について述べる。本来、関数型はあらかじめ決められるものではな

いが、ここでは次のような考えにしたがって、先験的に関数型を与えている。

今回の計量，[1では、森林を中心とする自然環境特性の価値を求めることを目的と

しているので、社会環境特性に関してはそりあてはまりがよければよく、関数型

の選択は重要ではない。したがって、社会環境特性と宅地価格の関係については

その推定が最も容易な線形一次式を用いたロ

一方、自然環境特性に関しては、次のようなことが関数型の選択の際に要求さ

れると考えられる。第 1に、 2つの自然環境特性の聞には、何らかの代替あるい

は補完関係が存在することが予想される。例えば、森林と水田はともに緑を人々

に供給するので、水回目多いところでは、森林の価値はそれほど高くないことが

予想される。このことは水田と森林の聞に、代替関係を予想することに他ならな

い白また、土砂採取などで森林が削り取られ、土がけが多くなった地域では、緑

に対する価値は高いかもしれない。このことは土がけと、森林あるいは水田等の、

緑に関連する特性との聞に補完関係があることを予想するものである。計測に用

いる関数は、このような代替あるいは補完関係が表現できる必要があるロ

第 2，こ、自然環境特性の量が多くなると、その特性の価値は低くなることが予

想されるロ極めて森林の少ない地域と、反対に非常に森林が豊富な地域を考えよ

うロそれぞれの宅地に住む人々にとって森林が増えることの重要性あるいは満足

度は、前者の方が後者に比べて大きいと考えられる o 極端な場合として、山中の

一軒家に住む人にとっては、森林が増えることは全く望ましいことではないかも

しれない(この場合、森林の価値はぜロあるいはマイナスである〉。このような

特質もまた関数型は持つことが必要とされるロ

以上の 2つの自然環境特性に閲する要求を関数型に反映させるために、自然環

境特性と宅地価格の関係を、二次形式で表すこととした。ただし、二次形式を含

む式をそのまま線形回帰すると、多重共観性の問題が生じることが予想されるロ

また今回用いたデータでは強い相聞を示す自然環境特性がみられ、やはり多重共

綿性の問題が生じる恐れがあった白多重共綿性は推定結果を不安定なものとし、

推定値の正確さを低下させるものであるロこのためここでは自然環境特性を、相

関係数行列による主成分分析によって、 5つの主成分 (PCA1、PCA2、PCA3、PCA4、

PCA5) に直交化変換し、これら主成分の 2乗を変数とした線形回帰式を最小二乗
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.' 

法で推定した o 計算には京都大学大型計算機センターを利用し、統計パッケージ

s p s s xのFACTORとREGRESSIONを用いた。

ここで主成分分析によって得られた各特性と主成分の関係を表す特性得点係数

行列 (M)を表 6-1に示す。

表 6-1 主成分得点係数(標準化された特性に対する〕

主成分 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 

自然環境特性

HAN5F -0.01729 1. 31487 -0.12736 -0.10461 0.52134 

HAN5T -0.23820 0.47052 0.00209 0.04828 1. 39403 

HAN5G 0.00631 -0.15580 1. 07662 -0.17346 -0.00797 

HAN1R 1. 09736 -0.03064 0.00558 0.08492 -0.31388 

HAN 1 G O. 08 414 -0. 12 267 -0. 16 8 9 3 1. 09 53 6 O. 05 113 

また特性の標準化に用いられた平均値と標準偏差は表 6-2のとおりである。

表 6-2 自然環境特性の平均値と標準偏差

平均値 標準偏差

HAN5F 116.58511 0.01275 

HAN5T 66.10638 0.02612 

HAN5G 4.85816 0.26322 

HAN1R 4.49645 0.44165 

HAN1G 1.77305 0.48275 
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推定ではステップワイズ法を用いて、多重共謀性が生じる可能性のある特性は

回揮式からはずすようにした E それによって社会環境特性白うちのいくつかは推

定式から除かれることになったロ自然環境特性の主成分に閲しでも、ステップワ

イズ法によって除かれるものがあるが、以下の推定式の変形から明らかになるよ

うに、それは自然環境特性そのものを除くことを意味しない o したがってステッ

プワイズ法を用いても、上で挙げた全ての自然環境特性の価値を測定することは

保証されているロなお、あてはまりの良さという点から、説明変数には宅地価格

を対数変換したものを用いた。

以上より推定に用いられた式は、

PCA12 

PCA22 ここで、

1 n P = a 1 + b x I P CA 3 2 I + c x Y 

PCA42 

a 1 :定数項〈スカラー)

b 6次元行ベクトル

PCA52 c 1 0次元行ベクトル

である。その推定結果は次の表 6-SO通りである。

表 3-3 推定結果

a 1 c F値 65.99558 

(constant) 5.605891 HANIH 決定係数 0.77646 

HANIJT 自由度調整済み決定係数

b HANlY 0.102721 n 0.76469 

KYOGAK 

PCA12 JUTAK 有意水準

PCA22 -0.083311￥ EKICITY -0.012877 キ : O. 0148 

PCA32 KVOEKI -0.128508 #幸 :0.0160 

PCA42 -0.039358 JOSUI 1. 795352 その他:O. 001以下

PCA52 GESUl 

GAS 0.718189 
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(2) ヘドニック価格式の導出

主成分を変数として推定された上述の結果をもとに、ヘドニック価格式を次に

求めるロ主成分PCA1から PCA5よりなる 5次元列ベクトルを Qで表し、 PCA12からP

CA52よりなる 5次元列ベクトルを Q2で表す。また対角要素が b1で他の要素が O

の5次元正方行列を Bとすると、 bQ2=tQ B Qである。次に各自然環境特性の

平均値をμ1とし、これを並べた 5次元列ベクトルを μで表す。またその標準偏差

を U 1で表すロここで対角要素が 1/σ1で他の要素が 0の5次元正方行列をzと

すると、標準化された自然環境特性の 5次元列ベクトル Zは、 Z= L (Xー μ〉

で表される。また、標準化された自然環境特性 zを主成分Qに変換するには、主

成分得点係数行列Mを用いて、 Q=tMzの関係を利用するロ

これらの等式を利用すると、ヘドニック価格式は次のように導出される。

P = exp [a 1 + b Q 2 + c Y] = exp [a 1 + t Q B Q + c Y] 

= exp [a 1 + t Z M B tM z + c Y] 

田 exp[a 1 + t (X-μ) LMBtML (X一μ) + c Y] 

ここで LM B tML =β( 5次元正方行列)とおくと

P = exp [ ( a 1 + tμβμ) + t XβX-2μβX+ c Y] 

さらに a1 + t μβμ= a (スカラー)とし、一 μβ=γ(5次元行ベクトル)と

おくと

P = exp[ a + t XβX+27X+cY] 

である。

ここで a及びβ、27を計算すると次のようになる。

a = 5. 0993042 

-2.34847 -1. 70989 S. 48804 2.08688 

-1.70989 -1. 26462 4.42556 1.19940 

β=  10-sx 5.48804 4.42556 -22.21602 2.11634 

2.08688 1. 19940 2. 11634 -7.06176 

11. 04681 

3.43884 

74.79088 

-84.73115 

11.04681 3.43884 74. 79088 -84.73115 -1129.71937 

L 
27=10-3x ( 6.62399， 4.99914，ー19.33152， -3.01767， 10. 1094 ) 
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( 3 ) 計担，IJ結果白検討

次に計測結果の現実妥当性を検討し、また計測結果の意味を考察しよう白まず

宅地価格と各特性の関係からこれらの点を検討する。宅地価格と各特性の関係は

へドニック宅地価格式の偏微分係数に表現されている。すなわち、

ap/oX=2P (βX+汁)， ap/OY=p. tc 

である o 社会環境特性に関する偏微分係数の符号は、例えば、 HAN1Yではプラス、

KYOEKIではマイナスとなっており、他の特性の値が同じならば、半径 1k m以内

の郵便局数が多いところの方が宅地価格は高く、また同様に他の特性の値が閉じ

ならば、その宅地から駅までの距離が近いところの方が宅地価格は高いことを示

しているロ以上のように、社会環境特性に関する推定結果は、常識と矛盾しない

ものとなっている o

一方、自然環境特性に関する偏微分係数の符号は、個々白宅地の自然環境特性

の値によって変化する。他の特性の値が等しくとも、例えば半径 5km以内C森

林白多いところの方が、宅地価格が高くなるとは必ずしもいえない白自然環境特

性に関しては、宅地価格との関係によって、計測結果の現実妥当性を検討するこ

とはできないロそこで、かわりに自然環境特性の価値(各特性に対応する限界宅

地価格)と自然環境特性の関係を検討しよう。

ある宅地(k) を取りあげ、その宅地における自然環境特性の値を Xkで表す。

例として、この宅地から半径 5km以内で森林面積が 1単位増加し、他の特性の

値は変化しないとすると、この時の宅地価格の変化 (11p k) は、

I1Pk=oP/aHAN5F (X=Xk) 

で表される o森林が 1単位造成されたことによって、宅地 klこ住む人の快適さは

変化するが、この変化を金銭的に表現したものが11P kであり、 11Pkは森林造成

に対して支払ってもよいと考える最大の金額を表現している。したがって 11P kを、

宅地 kにおける半径 5k mの森林の(生活環境的な〉価値と考えることができる。

より一般的に宅地kの自然環境特性 X 1の価値は、 aP / o X 1 (X = X k) で表さ

れる白このように自然環境特性の価値は、ヘドニック価格式の偏微分係数で表さ

れる。

以上から、自然環境特性 X1の価値が自然環境特性XJの l単位の増加によって

受ける影響は、 ( o P / a x d / a X J = a 2 P / (o X I a X J) = 2 Pβ1 Jで表
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される(ここでβljは5次元正方行列βのi行 j列の成分を示す)ロ β1jの符号

は

HAN5F HAN5T HAN5G HAN1R HAN1G 

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

HAN5F 

HAN5T 

HAN5G 

HAN1R 

HAN1G 

signβ= +

+

+

 

+

+

+

 

+ 

+ 

であり、これより自然環境特性の価値と自然環境特性の関係は次のようなもので

あることがわかる。

① 半径 5km以内の森林の価値は、

半径 5km以内の森林面積が大きいほど低い。

半径 5km以内の田姻面積が大きいほど低い。

半径 5km以内のゴルフ場面積が大きいほど高い。

半怪 lkm以内白緑地面積が大きいほど高い E

半径 lkm以内の土がけ延長が長いほど高いロ

@ 半径 5km以内の田畑の価値は、

半径 5km以内の森林面積が大きいほど低い。

半径 5km以内の団地面積が大きいほど低いロ

半径 5km以内のゴルフ場面積が大きいほど高いロ

半笹 lkm以内の緑地面積が大きいほど高い。

半径 lkm以内の土がけ延長が長いほど高いロ

@ 半径 5km以内のゴルフ場の価値は、

半径 5km以内の森林面積が大きいほど高い。

半径 5km以内の田畑面積が大きいほど高い。

半径 5km以内のコールフ場面積が大きいほど低い。

半径 lkm以内の緑地面積が大きいほど高い。
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半径 lkm以内c土がけ延長が長いほど高い。

@ 半径 lkm以内の緑地の価値は、

半径 5km以内の森林面積が大きいほど高い。

半径 5km以内の田畑面積が大きいほど高い。

半径 5km以内のゴルフ場面積が大きいほど高い。

半径 lkm以内の緑地面積が大きいほど低いロ

半径 lkm以内の土がけ延長が長いほど低い。

@ 半径 lkm以内の土がけの価値は、

半径 5km以内の森林面積が大きいほど高いロ

半径 5km以内の田畑面積が大きいほど高いロ

半径 5km以内のコ'ルフ場面積が大きいほど高い a

半径 lkm以内の緑地面積が大きいほど低い。

半径 lkm以内の土がけ延長が長いほど低い。

以上の結果は、ほとんどが一般に考えられていることと一致している。したが

って、自然環境特性についても、社会環境特性の場合と同じく、その計測結果は

常識と矛盾しないものとなっている白

ただし、半径 lkmの緑地に関しては必ずしもそうではないロこれは半径 5k 

m以内の緑(ゴルフ場を含む)が多いところほど高くなり、そうでないところほ

ど低くなるロ半径 1k mの緑地が豊富にあれば、より広い範囲での緑はさほど必

要とされないと考えるのではなく、半径 5kmの範囲の緑もまた高く評価される。

逆に半径 lkmの緑地が少ないところでは半径 5kmの範囲の緑が低く評価され

るo このことは、土がけの価値と半径 lkmの緑地の関係についても同様である。

土がけの長さについては砕石場などの森林開発を示すものとして取りあげた特性

だが、それは半径 lkmの緑地が少ないところほど、嫌われないことになってい

るロ計測結果は、社会には緑を好む人とそうでない人の 2つのタイプの人が存在

して、それぞれが周辺(半径 1k m)の緯の豊富な地域とそうでない地域に住み

分廿ていることを示すものかも知れないロ

最後に、以上で得られたへドニック価格式を用いて、森林およびその他の自然

環境特性自生活環境価値を計算した例を示そうロ対象地域は京滋地域を一部含む
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淀川流域のある地域である。この地域の土地利用および必要な社会環境特性の配

置が、図 6-6に示されている。なお上水道については、含まれる全ての地域で

整備がされているものと想定した。また都市ガスについては、大阪ガス(株)東

部供給部官内図〈北部) (平成 3年 4月作成)より整備区域を推定した D また図

6 -6に示されている住宅地には葡業地等が含まれている。このため、実際の住

宅地はこのうちの半分の面積であることを仮定した。計算結果として、森林、田

畑、ゴルフ場そしてすべて白緑地のそれぞれの生活環境価値が図 6-7、6-8、

6 -9、6-1 0に示されている。

なお、ここで用いたヘドニック価格式は、ある宅地に対して半径 5kmの円内

の自然環境特性と社会環境特性に関する情報が必要である。このため、図 6-6 

から計算できる生活環境保全価値は、同国に赤線で四角く閉まれた区域の宅地か

らみたものであるロしたがって各自然環境特性白価値は、図の中心部ほど正確な

ものであり、周辺部では考慮されるべき宅地が計算に含まれていないため不正確

なものとなっていることに注意されたい。

第 5節でみたように、ヘドエック法にはさまざまな問題があるロしたがって、

ここで得られた結果は慎重に解釈されねばならないであろうロにもかかわらず、

森林が地価に及ぼす影響は、集計するとヘクタール当たり 1億円を超えるという

結果は、京滋地域のような都市および都市近郊地域において、森林の生活環境価

値が無視できないものであることを示唆するには十分である。
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終章要約 と 結 語

最後に本研究を要約し、残された課題について明らかにしておこうロ

第 l部では、森林所有者の意思決定問題を、伐期齢決定問題を中心として考察

した D

第 1章では、この問題に閲する既存の諸文献を調査し、検討した o 伐期齢の決

定ルールはいくつか提案されているが、ミクロ経語学的にみて適切な決定ルール

は、 Faustmannのルールである。すなわち、森林所有者が利潤の最大化や効用の最

大化を目的として伐期齢を選択するならば、彼はFaustmannの考え方にしたがうで

あろう。ただしFaustmann式は、さまざまな厳しい恨定の下で得られるロこのため、

そうした仮定を緩めるようにモデルのさまざまな拡彊が試みられている白本研究

でも、施業の選択問題、価格等の変化、不確実性の存在、異齢林モデルといった

拡強を試みた諸研究を取り上げ、考察した(残念ながら、不完全競争市場へモデ

ルを拡彊した文献は取り上げなかった)。結論として、 Faustmann式から得られた

結果は、そのままあるいは一定の解釈を施すことによって、より援やかな仮定の

下でも有効であるロ

Faustmannの式をはじめとする伐期齢訣定の諸モデルは、決定論的定常性下C単

一一斉林を対象とする 1点投入 1点産出モデルであるロ上述の結論は、それが森

林所有者自意思決定を考える上での基本モデルとなることを示唆する。すなわち、

森林所有者白意思決定を考える場合、いたずらに複雑なモデルを用いなくとも、

単純なモデルから得られた結果を状況に応Uて解釈すればよい。それによって、

多くの有用な結論を導くことが可能であると考えられるロ第 1部の他の章での考

察は、こ白第 1章白結果によって支持されるものであるロ

ただし、一つ白重要な、そして深刻な問題がある。それは、不確実性を考慮す

ると伐期齢という概念は利用できなくなることである。確率的世界では、おそら

く最適立木価値水準を基礎としてさまざまな分析が行われるだろう。したがって

決定論的世界での最適伐期齢が、確率的世界での最適立木価値水準といかなる関

係にあるかを明らかにすることが、今後の最も重要な課題である。

第 2章と第 3章とは、 Faustmannのルールにこだわらず、現在提示されているほ
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ぽ全ての伐期齢決定ルールを取り上げて、比較静学分析によって最適伐期齢等の

性質を調べたロ伐期齢決定問題に関する詰文献は、今日ではほとんどすべてが、

Faustmannのルールを基礎としている。しかし、実証分析を行う上では、他の決定

ルールを無視する理由はないというのが、これらの章に共通する考えである D

第 2章では、通常の最適伐期齢決定モデルが考察され、第 3章では、その拡張

として最適伐期齢と最適労働投入量を決定するモデルが考察された D いずれも凹

関数の仮定を置いているが、それは、前者のモデルでは森林の生産関数に仮定さ

れ、一方、後者では各決定ルールの目的関数に仮定されている o 可能ならば、後

者もまた森林の生産関数のみに仮定することが望ましいと言える。森林純収穫の

Jレールの場合は、森林の生産関数が凹ならばその目的関数も凹となる。しかし、

そ白他のルールでは両者の関係はそれほど明快ではない白

なお、凹閑散の仮定を置けば、結果は自ずと明らかではないかと考える人がい

るかもしれないロしかし、各決定ルールの目的関数には要素価格が非綜形で含ま

れていることに註意されたい(利子率も一種目価格と見なす)。期待されるよう

な明快な結果が第 3章で得られなかったことは、問題がそれほど単純ではないこ

とを示しているロ

これらのこつの章で行われた比較静学分析は、第 3章で日本林業白動向に関す

る実証分析。ために応用されたロ結果として、現在伐採可能な森林では伐期齢の

延長が生じているであろうこと、また将来的にはより長伐期化するであろうこと、

さらに造育林のための労働投入量は絶対的に減少するとともに、集約度の点でも

低下する(低コスト化〉であろうことが示唆された o ただし、この結果の一部は

厳密に導かれたものではない。第 3章のモデルに対して、ル・シャトリエ原理が

適用可能であることがその前提となっている o 同原理を用いることは、第 3章白

前身となる論文(赤尾(1991b)) を書いた後で気付いたが、そのままの状態で今日

に至っているロこの点は、早急に明らかにすべき課題である o

第 3章の実証分析に関しては、今後まず、得られた結果を統計データによって

検証する必要がある。また、この結果は二つの問題に応用されると考えられる o

一つは、本研究が主題としているような諜林資源の有効利用の問題である。もう

一つは、山村等の地域経請の維持、発展の問題である。

なお、本研究で取り上げた伐期齢決定Jレールによって、森林所有者の行動横式

-227 -



がすべて網羅されるわけではないことに、注意を喚起しておこうロ本研究では言

及しなかったものの、森林所有者の行動様式を叙述する重要なモデルと見なされ

るものが、いくつか考えられる。例えば、年々一定の所得を立木販売によって得

ることが強制されているモデルが考えられる。このようなモデルは、専業林家の

短期的な行動として観察されるであろう。また別のモデルとして、次代の所有者

のために森林〈特に高林齢の森林〉を残すことに対して、その貨幣評価額以上の

価値を森林所有者が見い出しているということが考えられる〈これは第 2章の補

論で若干触れた)。林家に対する聞き取り調査を行うと、このような見解はしば

しば聞かれるところである D さらに別のものとして、婚礼等の非恒常的な支出が

発生したときに、立木を販売するというモデルもまた考えることができる。これ

もまた、不定期的に立木販売を行っている林家がしばしば口にするものである。

このようなモデルは、それぞれ検討される価値があるロただし、一見するとも

っとらしいこれらのモデルも、森林資源の利用動向を説明する上で有力かどうか

は、定かではないロ例えば第 1のモデルでは、木材価格が下落すれば、素材生産

量は増加することになるロしかし、現実にはそのようなことは(少なくともマク

ロ的には〉観察されていない。一方、第 2、第 30)モデルでは、森林所有者の立

木販売行動の大部分は、確率的なものとして説明できることが導かれる。したが

って、素材生産量は森林資額構成白関数として表されることになるロすなわち、

減反率法の世界である。しかし、各都道府県が森林計画で用いている減反率法は、

現実の木材生産をうまく叙述できていないようである o

本研究で取り上げた各決定ルールから導かれる最適伐期齢は、 60年、あるいは

80年から 100年以上と見られている。したがって、これらの伐期齢決定ルールにし

たがう森林所有者も、立木服売の予定を尋ねられれば第 2、第s白モデルのよう

な解答をするかも知れない。すなわち披らの回答は単に、現状ではよっぽどのこ

とがない限り、立木を販売しないということを意味しているに過ぎないかも知れ

ない。

ともあれ森林所有者の行動械式に閲しては、今後も事例に基づいた議論が必要

とされている。ただし、その目的は、一国や都道府県、あるいは市町村といった

マクロ的なレベルでの森林資額の利用について、その動向を理解し、分析するた

めである。常に例外は存在するものであり、単なる個別事例の堆積や、個別事例
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に拘担した不毛な議論に陥らないように、注意すべきである。

第 2部は、森林所有者の森林資額の利用と社会全体として望ましい森林資諏の

との聞の軍離を、最適森林ストック量と最適森林計画というこっ白観点から示し

た。また、森林白公益的サービスの価値評価法について調査し、検討した o残念

ながら、ここで叡述されている森林所有者は、第 1部ほどの多様性を持たず、ミ

クロ珪済学が標準的に設定するような、自らの効用を最大にするように行動する

経済主体である白

さて第4章では、森林の最適ストック量を論じたロこれは、林地白他用途転換

や原生林伐採と直接関連する問題である。また通常の森林の伐採の場合には、短

期的な問題と見なされる o

この章では、森林が公共財である場合、森林所有者の最適ストック量は社会的

最適ストッタ量よりも小さくなることが導かれた白そして、実際に森林資額の社

会的最適利用を実現するためには、林地開発許可制度や保安林制度といった利用

規制が有効であること、ただし、規制を受ける森林所有者にはそり補償が社会か

ら与えられねばならないことを示したロ

以上の結果は、よく知られた公共財の過小供給問題である。また、用いられて

いるモデルも、森林資源のための独自のモデルというよりは、公共経済学の入門

的教科書に載っていそうな、ごくありふれたものであるロさらに得られた結論も

また、常識的なものである o にもかかわらず、森林所有者に対する補償が、現行

白制度では必ずしも十分ではないということは、これまで指摘されていないよう

であるロこの点は、事例に基づく実証分析を踏まえた上で、今後議論すべき課題

と考えられるロ

なお、この章むように、森林資源を枯渇性質顕(より正確には、いったん失わ

れると元の状態に戻ることのできない資源・・ irreversibleresourcesR

) と見なす

場合に言及すべき重要な論文がある o それはArrowand Fisher(1974)であるロ彼

らが着目したのは、このような資額はいったん開発されてしまうと、それを保存

するか開発するかという選択権が失われてしまうという点である白被らは、将来

の状態が不確実な場合、この選択植を保持しておくことに特別な価値(準オプシ

ヨン価値〉が生じることを、簡単なモデルによって示している。そして結論とし

て、将来の状態が不確実な場合には、そのようなタイプの資諒の開発に対しては、
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より慎重でなければならないことを論じている。本研究では麗念ながら取り上げ

られなかったが、この議論は規範的な問題を扱った第 2部のみならず、森林所有

者心行動様式を主題とする第 l部においても、重要なものといえる口準オプショ

ン価値を基とした考案は、今後白重要な課題であるロ

第 5章では、最適森林計画について考察した。森林計画の内容は多般にわたる

が、ここでは伐期齢によってそれを代表させた o

この章で導かれた結果は、森林が公共財である場合、森林所有者の最適伐期齢

は社会的最適伐期齢より短くなることである。この結果は、森林が供給する公益

的サービスの量が林齢の上昇とともに多くなるという、きわめて単純でもっとも

らしい仮定から得られる。このことは、上の結果が現実の多くのケースで有効で

あることを示唆するものである o

社会的最適森林計画を実現するためには、森林所有者の最適伐期齢を長くする

ことが必要である。そのための方策としては、第 1部の諸結果が参考となるロす

なわち、立木価格の引き下げ、賃金串の上昇、そして利子率の引き下げ等である o

しかし、そ白ような方策の中には、森林の管理放棄をもたらすようなものも含ま

れていることに注意すべきである。

なお、最適森林計画問題を最適伐期齢白問題に隈定したことによって、いくつ

かの観点が見落とされる恐れがあることを述べておかねばならない。例えば、こ

の章のモデルでは、施業内容の問題を明示的に扱うことができない E 直観的には、

森林D供給する公益的サービスに対して、その潜在価格で評価した報酬を森林所

有者に支払うことで、社会的最適森林計画が実現しそうである。しかし、その厳

密な検討は、別白機会を設けて行うことにしたいo

第4章で行ったような補助金や利用規制に閲する詳細な検討をする代わりに、

こ白章では、社会的最適森林計画を実現する、より直接的な方法を検討した。そ

れは分収林契約であるロ得られた一つの結果は、分収林契約によって社会的最適

森林計画を実現することは、理論上常に可能である、というものである。社会の

得る便益が、森林所有者が得る利潤よりも、少なくとも小さくはならないことに

気付けば、このことは直観的に理解される。しかし、ここで得られたもう一つの

結果は、それほど自明ではないであろう。すなわち、契約当事者閣の交渉だけで

は、社会的最適森林計画は実現できない、というものであるロこ白結果から、造
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林者、育林者としての公的機関の重要性が主張される。

なお、この章では、公的機関の組織のあり方と契約のあり方にも言及している。

このうち前者については、次のような結論が導かれた。公的機関〈造林者)は森

林の公益的サービスの対価を得るべきである o それが得られない場合には、社会

的最適森林計画が実現できないか、あるいは赤字経官となるかのいずれかとなる o

また、立木販売時点での不確実性による危険を、公的棋闘が負う必要はないロそ

れは広く人々に分散させるべきものである。

こうした見解は、厳しい経営を強いられている森林整備法人等に対する支援を

正当化するものである o しかし、それは社会的最適森林計画を実現するという責

任と引き換えであることもまた、強調しておかねばならない。すでに人工林率が

半分近くにまで達した今回、天然林を人工林に転換するという単純な目標は意義

を失っているロ公的機関は、新しい課題として、森林の公益的機能を考躍した、

より複雑な社会的最適森林計画を実現しなければならない o分収林政策の現代的

意義はそこに見い出されるだろうロまた、もう一つの意義である山村住民の所得

機会の創造のためにも、それは重要なことであるロ

ところで、第 5章で用いた森林の公益的サービスという概念は、やや抽象的す

ぎるかも知れない o しかし第 5章のモデルを、森林の諸機能に対応させたより具

体的なモデルに拡張することは容易である。伊lえば、土砂崩壊防備という公益的

サービスが土届の野断強度によって計られるものとしよう。この強度に対応する

土砂崩壊防備白潜在価格が得られれば、土砂崩壊防備と立木販売収入を同じ単位、

すなわち貨幣単位で扱うことができる。他のさまざまな公益的機能も考慮して、

公益的サービスをベクトルとみなし、それに対する描在価格ベクトルを考えれば、

モデルはより具体的なものとなる。なお、ここでは森林の公益的機能に関して、

林齢によってそれぞれの公益的サービスの供給量がどのように変化するか、とい

う知識が必要とされることを強調しておきたいロ森林資額の社会的最適利用の研

究とその実現のためにはこのような知識が決定的に重要であり、そのためには関

連諸研究分野との連携が不可欠である。

第 6章では、森林の公益的価値の計担IJ方法に関して、考察および既存文献のサ

ーベイを行ったロここでは 5種類の計測方法が検討されたロいずれも一見すると、

有用な方法のように見えるが、実際はさまざまな問題点を抱えている o すなわち、
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ある方法は理論的に矛盾はないが、現実に応用することがきわめて困難であり、

また反対に、ある方法は結果を得ることは容易だが、その基礎となる理論が現実

妥当性の点で問題を有しているといった具合いである。本研究では、こうした問

題点を改善するまでに至らず、単に問題点を指摘しただけにとどまっている。ま

た、へドニック法を適用した経験的調査は、統計学的な検討が必ずしも十分では

ない。これらの点に関しては、今後の研究によって不備を補いたい。

なお、ここでは取り上げなかった手法として、代替法と呼ばれるものがあるロ

これは、森林の有する機能を他白もので代替する場合に要する費用をもって、そ

の公益的サービスの価値とするものである。こ C評価法はよく知られたも白であ

り、またある局面では実用的である白その経語学的な意味や解釈については、今

後明らかにしたい。

以上、本研究は一貫して主体均衡論的、あるいは部分均衡論的な枠組みで行わ

れた D 一方、より広い視野からの問題として、木材価格の形成問題や国際貿易の

問題があるロこれらの問題はいわゆる一般均衡論の枠組みで扱われる問題であるロ

また、税金や補助金に関する諾論もまた、一般均街論的枠組みにおいて厳密に議

論される。森林、林業に関する経済問題に対する一般均衡論的アプローチについ

て、ここで答える準備はないが、本研究がこれらの問題に向けての基礎的作業と

して位置づけられることを、最後に付しておきたい。
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